
 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 
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(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と

設備 
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ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対

応手段と設備 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．水源の切替え 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

(b) 淡水から海水への切替え 

(c) 海水から淡水への切替え 

(d) 外部水源から内部水源への切替え 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．手順等 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源
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とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送

水車による原子炉圧力容器への注水 

ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器下部への注

水 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプ

レイ 
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(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水（淡水／海水） 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順 

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水 

ｃ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給 

ｅ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｆ．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｇ．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

(8) 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷

却水の確保 

ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 
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(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水） 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手

順 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）への補給 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

(3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補

給 

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源切替え 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水中の場合 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

(3) 海水から淡水への切替え 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チ

ェンバ）への切替え 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

(1) 水源を利用した対応手段 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

 

添付資料 1.13.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.13.2 対応手段として選定した設備の電源構成図 
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添付資料 1.13.3 自主対策設備仕様 

添付資料 1.13.4 重大事故対策の成立性 

1. ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水

2. 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

大量送水車による送水

3. 純水タンクを水源とした大量送水車による送水

4. 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による大

量送水車への送水

5. 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車並びに大

量送水車（２台）による送水

6. 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給

7. 大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東

２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給 

8. 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への海水補給

9. 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への海水補給

10. 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え

11. 低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替え

12. 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する水

源の切替え

13. 水源の補給準備・補給作業及び燃料の給油準備・給油作業

における放射線量等の影響について

14. 取水源からの取水時の異物管理について

添付資料 1.13.5 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から海への水源の

切替えの判断基準について 

添付資料 1.13.6 水源から必要な箇所への給水経路 

添付資料 1.13.7 送水ヘッダと接続口を誤接続及び誤操作した場合の検知につい

て 

添付資料 1.13.8 送水ヘッダを用いた注水手段に係る中央制御室との連携の成立

性 

添付資料 1.13.9 解釈一覧 

1. 操作手順の解釈一覧

2. 弁番号及び弁名称一覧

添付資料 1.13.10 手順のリンク先について 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

 

設計基準事故の収束に必要な水源は，サプレッション・チェンバ及び復水貯

蔵タンクである。重大事故等時において，設計基準事故の収束に必要な水源と

は別に重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保するこ

とに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して，重大事

故等の収束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な対処設備を整備

する。ここでは，これらの対処設備を活用した手順等について説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水源を確保することに加

えて、設計基準事故対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収

束に必要となる十分な量の水を供給するために必要な手順等が適切に整備され

ているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「設計基準事故の収束に必要な水源とは別に、重大事故等の収束に必要と

なる十分な量の水を有する水源を確保することに加えて、設計基準事故対処

設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

ａ）想定される重大事故等の収束までの間、十分な量の水を供給できる手

順等を整備すること。 

ｂ）複数の代替淡水源（貯水槽、ダム又は貯水池等）が確保されているこ

と。 

ｃ）海を水源として利用できること。 

ｄ）各水源からの移送ルートが確保されていること。 

ｅ）代替水源からの移送ホース及びポンプを準備しておくこと。 

ｆ）水の供給が中断することがないよう、水源の切替え手順等を定めるこ

と。 

1.13-6

777



1.13.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

原子炉圧力容器への注水が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水

源として，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを設置する。 

原子炉格納容器内の冷却が必要な場合に，設計基準事故の収束に必要な水

源として，サプレッション・チェンバを設置する。 

設計基準事故の収束に必要な水源が枯渇又は破損した場合は，その機能を

代替するために，各水源が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能

喪失原因対策分析」という。）上で，想定する故障に対応できる手段と重大事

故等対処設備を選定する（第 1.13－1 図）。 

また，原子炉圧力容器へのほう酸水注入，第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給，残留熱代替除去系による減圧及び除熱，原子炉格納容器下部へ

の注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイが必要な

場合の対応手段と重大事故等対処設備を選定する。 

重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段と自

主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，「技術的能力審査基準」（以下「審査

基準」という。）だけでなく，「設置許可基準規則」第五十六条及び「技術基

準規則」第七十一条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備

が網羅されていることを確認するとともに，自主対策設備との関係を明確に

する。 

なお，重大事故等時において，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧

注水系による原子炉圧力容器への注水ができた場合，冷温停止に向けて低圧

注水系を準備する。その後，高圧注水系が機能維持できなくなった場合は，

逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，低圧注水系による原子炉

圧力容器への注水に切り替える。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に高圧注水系による原子炉圧力

容器への注水ができない場合は，低圧注水系準備ができ次第，逃がし安全弁

による発電用原子炉の減圧を実施し，常設設備を使用した低圧注水系による

原子炉圧力容器への注水を行う。また，常設設備を使用した低圧注水系によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は，可搬型設備を使用した低圧注

水系による原子炉圧力容器への注水を行う。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タ
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ンクの故障を想定する。 

設計基準事故の収束に必要な水源に要求される機能の喪失原因から選定し

た対応手段と審査基準及び基準規則からの要求により選定した対応手段並び

にその対応に使用する重大事故等対処設備と自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事

故等対処設備，自主対策設備及び整備する手順についての関係を第 1.13－1

表に整理する。 

 

ａ．水源を利用した対応手段と設備 

(a) サプレッション・チェンバを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてサプレッション・チェンバ

を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源とした原子

炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器内の

減圧及び除熱を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒ

ートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷

却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するため

の手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための

手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

・高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポンプ） 

・高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，サプレッション・チェ

ンバを水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとお

り。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

・低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポンプ） 

 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱で使

用する設備は以下のとおり。 

・残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 
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サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び

原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

(b) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として復水貯蔵タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用

できない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，

原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手段が

ある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.4 原子炉冷却材圧力バ

ウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉

格納容器内の冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同

様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉隔離時冷却ポンプ 

・高圧炉心スプレイ・ポンプ 

・制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

・原子炉圧力容器 

・原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

・主蒸気系 配管・弁 

・原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・ストレーナ 

・高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・スパージャ 

・原子炉浄化系 配管 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・非常用交流電源設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，復水貯蔵タンクを水源

とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備

は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 
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復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

(c) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として低圧原子炉代替注水槽を利

用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバを水源として利用

できない場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行

う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷

却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，低圧原子炉代替注水槽

を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用す

る設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使

用する設備は以下のとおり。 

・ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

 

 (d) 補助消火水槽を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として補助消火水槽を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，補助消火水槽を水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」
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にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，補助消火水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・消火系（補助消火ポンプ） 

 

(e) ろ過水タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてろ過水タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，ろ過水タンクを水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水及び燃料プールへの注水を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の

冷却等のための手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却す

るための手順等」及び「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」

にて選定する対応手段及び設備と同様である。 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設
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備は以下のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・消火系（消火ポンプ） 

 

また，重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子

炉代替注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て利用できない場合※１はろ過水タンクを水源として大量送水車を用いた

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィル

タスクラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェル

への注水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

ろ過水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下

のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，ろ過水タンクを水源と

した原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は

以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給
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で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設

備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以

下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する

設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

(f) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手段と

設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ及び低圧原子炉代

替注水槽を水源として利用できない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車を用いた原子炉圧力容器への

注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への

補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プ

ールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした各接続口ま

での送水で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 
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・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水で使用する

設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納

容器内の冷却で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納

容器下部への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェ

ルへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プール

への注水／スプレイで使用する設備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

なお，上記輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

対応手段は，淡水だけでなく海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）へ供給することにより，重大事故等の収束に必要となる十分な

量の水を供給することが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした淡水のみを利用する。 
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(g) 純水タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として純水タンクを利用する。 

重大事故等時において，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替

注水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用

できない場合※１は，純水タンクを水源として大量送水車を用いた原子炉

圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスク

ラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注

水及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」，

「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，「1.10 

水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

純水タンクを水源とした各接続口までの送水で使用する設備は以下の

とおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・燃料補給設備 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，純水タンクを水源とし

た原子炉圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以

下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設備
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は以下のとおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下

のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設

備は以下のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

(h) 海を水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源として海を利用する。 

重大事故等時において，低圧原子炉代替注水槽及びサプレッション・

チェンバを水源として利用できない場合は，海を水源として海水取水箇

所（非常用取水設備）から大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送

水車（２台）を用いた原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷

却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プー

ルへの注水／スプレイを行う手段がある。 

また，重大事故等時において，海を水源とした原子炉補機冷却系（原

子炉補機海水系を含む。）による冷却水の確保，最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送，大気への放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災へ

の泡消火を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧

時に発電用原子炉を冷却するための手順等」，「1.5 最終ヒートシンクへ

熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための

手順等」，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」，

「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」，

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」及び「1.12 発電所

外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて選定する対応手

段及び設備と同様である。 

 

海を水源として原子炉圧力容器への注水等に用いる大量送水車までの

送水で使用する設備は以下のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース・接続口 
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・燃料補給設備 

・可搬型ストレーナ 

 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，海を水源とした原子炉

圧力容器への注水で使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却で使用する設備は以下のとお

り。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水で使用する設備は以下の

とおり。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイで使用する設備は以下

のとおり。 

・燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接続口等） 

 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による

冷却水の確保で使用する設備は以下のとおり。 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）（原子炉補機冷却水 

ポンプ及び原子炉補機海水ポンプ） 

 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送で使用する設

備は以下のとおり。 

・原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，大型送水ポンプ車， 

ホース・接続口等） 

 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制で使用する設備は以下

のとおり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・燃料補給設備 
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海を水源とした航空機燃料火災への泡消火で使用する設備は以下のと

おり。 

・大型送水ポンプ車 

・放水砲 

・ホース 

・泡消火薬剤容器 

・燃料補給設備 

 

(i) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手段と設備 

重大事故等の収束に必要となる水源としてほう酸水貯蔵タンクを利用

する。 

重大事故等時において，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力

容器へのほう酸水注入を行う手段がある。 

これらの対応手段及び設備は，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を

未臨界にするための手順等」，「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時

に発電用原子炉を冷却するための手順等」及び「1.8 原子炉格納容器下

部の溶融炉心を冷却するための手順等」にて選定する対応手段及び設備

と同様である。 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入で

使用する設備は以下のとおり。 

・ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

 

(j) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

上記(a)～(i)で述べた水源のうち，低圧原子炉代替注水槽，サプレッ

ション・チェンバ及びほう酸水貯蔵タンクは重大事故等対処設備として

位置付ける。輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解

釈】1b)項を満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石流発生状況を確認するための構

内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

また，水源を利用した対応手段で使用する設備の整理については，各

条文の整理と同様である。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果から選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必
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要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・補助消火水槽 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する手段

として有効である。 

・ろ過水タンク（１号ろ過水タンク，２号ろ過水タンク及び非常用ろ過

水タンク） 

水を送水する設備である消火系を含め耐震性は確保されていないが，

重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発生し

ていない場合において，重大事故等の収束に必要となる水を確保する

手段として有効である。 

また，大量送水車を用いた重大事故等の収束に必要となる水を確保

する手段として有効である。 

・純水タンク 

耐震性は確保されていないが，大量送水車を用いた重大事故等の収

束に必要となる水を確保する手段として有効である。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，制御棒駆動水圧系又は復水輸送系に

よる各種注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，大量送水車による海を水源とした対応手段

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

 

ｂ．水源へ水を補給するための対応手段と設備 

(a) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために低圧原子炉代替注水槽を使用する場合は，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から大量送水車により，淡

水又は海水を補給する手段とろ過水タンク及び純水タンク（以下「淡水

タンク」という。）から大量送水車により，淡水を補給する手段がある。

また，水源の枯渇又は土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）が使用できず，淡水の補給が継続できない場合において

も，海水取水箇所から大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車

（２台）により，海水を補給する手段がある。 

 

ⅰ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合） 
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輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

ⅱ 大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水タンクを水

源とした場合） 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・淡水タンク 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低

圧原子炉代替注水槽への補給（海を水源とした場合） 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

・大量送水車 

・ホース・接続口 

・低圧原子炉代替注水槽 

・大型送水ポンプ車 

・非常用取水設備 

・燃料補給設備 

 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対

応手段と設備 

重大事故等の収束のために輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を使用する場合は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から淡

水を補給する手段がある。また，水源の枯渇又は土石流の発生により輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡水の補給が
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継続できない場合においても，海水取水箇所（非常用取水設備）から海

水を補給する手段がある。 

ⅰ 輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

ⅱ 大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）への補給（海を水源とした場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備は以下のとお

り。 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

(c) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手段と設備 

重大事故等の収束のために復水貯蔵タンクを使用する場合は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクから淡水を補給

する手段がある。また，水源の枯渇又は土石流の発生により輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用できず，淡水の補給が継続でき

ない場合においても，海水取水箇所から海水を補給する手段がある。 

 

ⅰ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）を水源とした場合） 
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輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による復水貯蔵タンクへの補給で使用する設備は以下のとおり。なお，

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる復水貯蔵タンクへの補給は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給した淡

水を使用する手段だけでなく，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）へ補給した海水を大量送水車を用いて補給する手段もある。 

・大量送水車 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

ⅱ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（淡水タンクを水源とし

た場合） 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で

使用する設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・淡水タンク 

・ホース 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅲ 大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした場合） 

海を水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給で使用する

設備は以下のとおり。 

・大量送水車 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

ⅳ 大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給（海を水源とした

場合） 

海を水源とした大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給で使

用する設備は以下のとおり。 
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・大型送水ポンプ車 

・ホース 

・非常用取水設備 

・復水貯蔵タンク 

・燃料補給設備 

 

(d) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給で使用する設備のうち，大量送水

車，ホース・接続口，低圧原子炉代替注水槽及び燃料補給設備は重大事

故等対処設備として位置付ける。 

海を水源とした大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への

補給で使用する設備のうち，大量送水車，ホース，非常用取水設備及び

燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給で使用する設備

のうち，大量送水車，ホース，非常用取水設備及び燃料補給設備は重大

事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を

満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石流発生状況を確認するための構

内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

以上の重大事故等対処設備と代替淡水源から，重大事故等の収束に必

要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場

合があるが，淡水を利用した輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西

２）への補給手段として有効である。 

・淡水タンク 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合

があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子

炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低

圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。 
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・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力

容器等への注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水車による海水補給

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

 

ｃ．水源の切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないように，各水

源への補給手段を整備しているが，補給が不可能な場合は水源を切り替え

る手段がある。 

(a) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替え 

重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉隔離時冷却系及び

高圧炉心スプレイ系の第一水源は，サプレッション・チェンバであり，

サプレッション・チェンバを優先して使用するが，サプレッション・プ

ール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプレッション・プー

ル水温上昇等により使用できない場合において，復水貯蔵タンク（自主

対策設備）の水位計が健全であり，水位が確保されている場合は，水源

をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ切り替える。 

なお，水源の切替えは，運転中の原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心ス

プレイ系を停止することなく水源を切り替えることが可能である。 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替えで使用す

る設備は以下のとおり。 

・復水貯蔵タンク 

・サプレッション・チェンバ 

・原子炉隔離時冷却系 

・高圧炉心スプレイ系 

 

(b) 淡水から海水への切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給には淡水を優先して使用する。輪

谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクの枯渇又は

土石流の発生により輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が使用

できず，淡水の供給が継続できない場合は，海水の供給に切り替える。 

低圧原子炉代替注水槽から重大事故等の収束に必要な水の供給を行っ

ている場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切替えが

可能である。 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備は以下

のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 
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・淡水タンク 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・低圧原子炉代替注水槽 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から重大事故等の収束に

必要な水の供給を行っている場合は，あらかじめ大型送水ポンプ車又は

大量送水車の準備をすることにより速やかに淡水から海水への切替えが

可能である。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

で使用する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

・ホース 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

復水貯蔵タンクから重大事故等の収束に必要な水の供給を行っている

場合は，水の供給が中断することなく淡水から海水への切替えが可能で

ある。 

復水貯蔵タンクへ補給する水源の切替えで使用する設備は以下のとお

り。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・淡水タンク 

・大型送水ポンプ車 

・大量送水車 

・復水貯蔵タンク 

・非常用取水設備 
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・ホース 

・燃料補給設備 

・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

(c) 海水から淡水への切替え 

重大事故等の収束に必要な水の供給において，土石流の影響により，

原子炉等へ海水の供給を行っている場合，水の供給が中断することなく

海水から淡水への切替えが可能である。 

海水から淡水へ切り替える時に使用する設備は以下のとおり。 

・淡水タンク 

・大量送水車 

・非常用取水設備 

・ホース 

・燃料補給設備 

 

(d) 外部水源から内部水源への切替え 

雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破損）で想定

される事故の収束に必要な対応には，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原

子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段がある。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・低圧原子炉代替注水槽 

・サプレッション・チェンバ 

・低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注水ポンプ） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

 

高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱で想定される事故の収束に

必要な対応には，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

から内部水源（サプレッション・チェンバ）への供給に切り替えて，原

子炉格納容器下部への注水及び原子炉格納容器内の除熱を行う手段があ

る。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備は以下のとおり。 

・輪谷貯水槽（西１）・輪谷貯水槽（西２） 

・サプレッション・チェンバ 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホース・接続口等） 

・残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

・燃料補給設備 
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・構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

 

(e) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源の切替えで使用す

る設備のうち，サプレッション・チェンバは重大事故等対処設備として

位置付ける。また，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系は重大

事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。 

低圧原子炉代替注水槽へ補給する水源の切替えで使用する設備のうち，

大量送水車，非常用取水設備，ホース，低圧原子炉代替注水槽及び燃料

補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）へ補給する水源の切替え

で使用する設備のうち，大量送水車，非常用取水設備，ホース及び燃料

補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は本条文【解釈】1b)項を

満足するための代替淡水源（措置）として位置付ける。 

なお，土石流が発生するおそれがある状況において，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）周辺の土石流発生状況を確認するための構

内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は重大事故等対処設備と

して位置付ける。 

外部水源から内部水源への切替えで使用する設備のうち，低圧原子炉

代替注水槽，サプレッション・チェンバ，低圧原子炉代替注水系（常設）

（低圧原子炉代替注水ポンプ），ペデスタル代替注水系（可搬型）及び

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ）は重大事故等対処設備とし

て位置付ける。 

 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備が

すべて網羅されている。 

（添付資料 1.13.1） 

 

以上の重大事故等対処設備及び代替淡水源により，重大事故等の収束

に必要となる十分な量の水を確保することができる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備で

あるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

 

・淡水タンク 

耐震性は確保されておらず，補給に必要な水量が確保できない場合

があるが，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子
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炉代替注水槽への補給ができない場合において，淡水タンクの水を低

圧原子炉代替注水槽へ補給する手段として有効である。 

また，淡水タンクを水源とした大量送水車による原子炉等へ注水す

る手段として有効である。 

・輪谷貯水槽（東１）・輪谷貯水槽（東２） 

耐震性は確保されているものの，スロッシング等の影響を受ける場

合があるが，輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水を輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給する手段として有効で

ある。 

・復水貯蔵タンク 

耐震性は確保されていないが，淡水又は海水を利用した原子炉圧力

容器等への注水手段として有効である。 

・大型送水ポンプ車 

設置に時間を要するが，海を水源とした大量送水車による海水補給

が実施できない場合の代替手段として有効である。 

 

ｄ．手順等 

上記「ａ．水源を利用した対応手段と設備」，「ｂ．水源へ水を補給する

ための対応手段と設備」及び「ｃ．水源の切替え」により選定した対応手

段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要

領書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及び事故時操作要領書（シビア

アクシデント）に定める（第 1.13－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備

についても整理する（第 1.13－2 表，第 1.13－3 表）。 

（添付資料 1.13.2） 

 

1.13.2 重大事故等時の手順 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(1) サプレッション・チェンバを水源とした対応手順 

重大事故等時，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器へ

の注水，原子炉格納容器内の除熱並びに残留熱代替除去系による除熱を行う

手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水手段としては高圧原子炉代替注水系，原子

炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系がある。 
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(a) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合は，中央

制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，サプレッショ

ン・チェンバを水源とした原子圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.1 (1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については，

「1.2.2.1(1)ａ．中央制御室からの高圧原子炉代替注水系起動」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注

水開始まで 10 分以内で可能である。 

 

(b) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系が故障により使用できない場合において，

中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない場合

は，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位

低（レベル３）以上に維持できない場合で，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合。 

【1.2.2.1(1)ｂ．】 
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ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水手順（現場手動操作）については，

「1.2.2.1(1)ｂ．現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから現場手動操作による高圧原子炉代替注水系起動での原子炉

圧力容器への注水開始まで 35 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（中央制御室操作） 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低

（レベル２））による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉

隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.4(1)】 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水手順（中央制御室操作）については「1.2.2.4(1)

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(d) 原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（現場手動操作） 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離時
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冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，

中央制御室からの操作及び現場での人力による弁の操作により高圧原子

炉代替注水系を起動できない場合，又は高圧原子炉代替注水系により原

子炉圧力容器内の水位を維持できない場合は，現場での人力による弁の

操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サプレッション・チェンバを

水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により中央制御室から

の操作による原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系での原子炉圧

力容器への注水ができない場合において，中央制御室からの操作及び現

場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水系を起動できない

場合，又は高圧原子炉代替注水系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.2.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉隔離時冷却系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水（現場手動操作）手順については「1.2.2.2(1)ａ．

現場手動操作による原子炉隔離時冷却系起動」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員４名及び緊急時対策要員４名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから原子炉隔離時冷却系起動による原

子炉圧力容器への注水開始まで１時間以内，緊急時対策要員による排水

処理開始まで１時間 45 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，保護具(酸素呼吸器及

び耐熱服)，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が

開始できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。 

原子炉隔離時冷却ポンプ室に現場運転員が入室するのは原子炉隔離時

冷却系起動時のみとし，その後速やかに退室する手順とする。したがっ

て，原子炉隔離時冷却系タービングランド部からの蒸気漏えいに伴う環

境温度の上昇による運転員への影響はないものと考えており，保護具

（酸素呼吸器及び耐熱服）を確実に装着することにより本操作が可能で

ある。 

 

(e) 高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動信号（原子炉水位低
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（レベル１Ｈ）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室

からの手動操作により高圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・

チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に

維持できない場合。 

【1.2.2.4(2)】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧炉心スプレイ系によるサプレッション・チェンバを水源とした原

子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.4(2)高圧炉心スプレイ系

による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(f) 高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉冷却材圧力バウン

ダリが高圧の状態で，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系によ

る原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替直流電源設備と

して使用するＳＡ用 115V 系蓄電池，所内常設直流電源設備（３系統目）

として使用する 115V 系蓄電池（３系統目）又は可搬型直流電源設備とし

て使用する高圧発電機車及びＳＡ用 115V 系充電器より高圧原子炉代替注

水系の電源を確保し，原子炉圧力容器へ注水する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離時

冷却系及び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができず，

高圧原子炉代替注水系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温
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度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：原子炉圧力指示値が規定値以上ある場合において，設備に

異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェンバ）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

高圧原子炉代替注水系によるサプレッション・チェンバを水源とした

原子炉圧力容器への注水（溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下遅

延・防止）手順については，「1.8.2.2(1)ａ． 高圧原子炉代替注水系に

よる原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業開

始を判断してから高圧原子炉代替注水系による原子炉圧力容器への注水

開始まで 10 分以内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源

とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のサプレッション・チェンバを水源と

した原子炉圧力容器への注水手段としては残留熱除去系及び低圧炉心スプレ

イ系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合は，自動起動（原子炉

水位低（レベル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制

御室からの手動操作により残留熱除去系（低圧注水モード）を起動し，

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施

する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系の

電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子

炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱除去系（低圧

注水モード）にて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系（低圧注水モード）が健全な場合の原子炉圧力容器

への注水 
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復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(1)】 

 

(ⅱ) 残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧後の原子炉圧力容器へ

の注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧

注水モード）が使用可能な状態※１に復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.3(1)残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉圧力容器へ

の注水」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.1(2)ａ．(a)残留熱除去系（低圧注水モード）電源復旧

後の原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水開始まで２分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10 分以内で可能である。 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（低圧注水モード）による原子炉

圧力容器への注水開始まで 10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10 分以内で可能である。 

(b) 低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水 
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低圧炉心スプレイ系が健全な場合は，自動起動（原子炉水位低（レベ

ル１）又はドライウェル圧力高）による作動，又は中央制御室からの手

動操作により低圧炉心スプレイ系を起動し，サプレッション・チェンバ

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心

スプレイ系による原子炉圧力容器への注水ができない場合は，常設代替

交流電源設備として使用するガスタービン発電機により低圧炉心スプレ

イ系の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又

は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，低圧炉心スプ

レイ系にて原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系による

原子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉

水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

【1.4.2.3(3)】 

 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃが受電され，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備である

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（低圧

注水モード）が復旧できず，低圧炉心スプレイ系が使用可能な状態に
※１復旧された場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.4.2.1(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.3(3)低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注

水」，低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水手順に

ついては，「1.4.2.1(2)ａ．(b)低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉

圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 低圧炉心スプレイ系が健全な場合の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への
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注水開始まで２分以内で可能である。 

(ⅱ) 低圧炉心スプレイ系電源復旧後の原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への

注水開始まで 10 分以内で可能である。 

 

ｃ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内の除熱手段と

しては残留熱除去系がある。 

(a) 残留熱除去系による原子炉格納容器内へのスプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全な場合は，中央制御室か

らの手動操作により残留熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し，サ

プレッション・チェンバを水源とした原子炉格納容器内へのスプレイを

実施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により，残留熱除去系（格納容器冷却モード）による

原子炉格納容器内へのスプレイができない場合は，常設代替交流電源設

備として使用するガスタービン発電機により残留熱除去系（格納容器冷

却モード）の電源を復旧し，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）又は原子炉補機代替冷却系により冷却水を確保することで，残留熱

除去系（格納容器冷却モード）にて原子炉格納容器内にスプレイする。

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，ス

プレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱 

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※１ 

※１：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度，サプレッション・チェンバ温度又はサ

プレッション・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.3(1)】 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により 

緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備で

あるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系
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（格納容器冷却モード）が使用可能な状態※1 に復旧された場合で，原

子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッ 

ション・チェンバ)が確保されている状態。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度，サプレッション・チェンバ温度又はサ

プレッション・プール水位指示値が，原子炉格納容器内へ

のスプレイ起動の判断基準に達した場合。 

【1.6.2.1(2)ａ．(a)】 

 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※1 において，常設代替交流電源設備として

使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急

用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系の受電が完了し，残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能

な状態※2 に復旧された場合で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の

判断基準に到達した場合※3。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源(サプレッ

ション・チェンバ)が確保されている状態。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又はサプレッション・チェンバ温度指示

値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達

した場合。 

【1.6.2.2(2)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱手順については，

「1.6.2.3(1)残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容

器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内の除

熱（炉心損傷前）手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(a) 残留熱除去系

電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ」，残留熱除去系電源復旧
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後の原子炉格納容器内の除熱（炉心損傷後）手順については，

「1.6.2.2(2)ａ．(a) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合の原子炉格納容器内の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後の原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心

損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（格納容器冷却モード）Ａ系によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 10 分以内で可能である。 

(b) 残留熱除去系によるサプレッション・プール水の除熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）が健全な場合

は，中央制御室からの手動操作により残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を起動し，サプレッション・プール水の除熱を実

施する。 

また，全交流動力電源の喪失又は原子炉補機冷却系（原子炉補機海水

系を含む。）の故障により，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷

却モード）によるサプレッション・プール水の除熱ができない場合は，

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）の電源を復旧し，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）又は原子炉補機代替冷却系に

より冷却水を確保することで，残留熱除去系（サプレッション・プール

水冷却モード）にてサプレッション・プール水の除熱を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱 

以下のいずれかの状態に該当した場合。 

・逃がし安全弁開固着 

・サプレッション・プール水の温度が規定温度以上 

・サプレッション・チェンバの気体温度が規定温度以上 
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【1.6.2.3(2)】 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷前） 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により緊

急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であ

るＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サ

プレッション・プール水冷却モード）が使用可能な状態※１に復旧さ

れた場合。 

※１：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.6.2.1(2)ａ．(b)】 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，常設代替交流電源設備とし

て使用するガスタービン発電機により緊急用Ｍ／Ｃを受電した後，緊

急用Ｍ／Ｃから非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系の受電が完了し，残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）が使用可能な状態※２に復旧された場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（サプレッ

ション・チェンバ）が確保されている状態。 

【1.6.2.2(2)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱手順に

ついては，「1.6.2.3(2) 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プール水の除熱」，残留熱除去系電源

復旧後のサプレッション・プールを水源とした原子炉格納容器内の除熱

手順については，「1.6.2.1(2)ａ．(b)残留熱除去系電源復旧後のサプレ

ッション・プール水の除熱」及び「1.6.2.2(2)ａ．(b) 残留熱除去系電

源復旧後のサプレッション・プール水の除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 残留熱除去系が健全な場合のサプレッション・プール水の除熱 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作
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業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内

で可能である。 

 

(ⅱ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷前） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却

モード）Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分

以内で可能である。 

(ⅲ) 残留熱除去系電源復旧後のサプレッション・プール水の除熱（炉

心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始

を判断してから残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）

Ａ系によるサプレッション・プール水の除熱開始まで 10 分以内で可

能である。 

 

ｄ．サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱 

サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水及び原

子炉格納容器内の除熱手段については，残留熱代替除去系がある。 

(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷

前） 

炉心損傷前において，残留熱代替除去系の運転により，原子炉格納容

器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破損を防

止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱除去系の復旧に見込みがなく※２原子

炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべて成立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※３であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しく

は補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェ
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ンバ）が確保されている場合。 

【1.5.2.1(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順につい

ては，「1.5.2.1(1)ａ．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断した後，残留熱代替除去系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間

は以下のとおり。 

中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，30 分以内で可能で

ある。 

 

(b) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（炉心損傷

後） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱代替除去系の運転

により，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格

納容器の過圧破損を防止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系の復旧に見込み

がなく※2 原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で，以下の条件がすべ

て成立した場合。 

・残留熱代替除去系が使用可能※3であること。 

・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。 

・原子炉格納容器内のドライ条件の酸素濃度が 4.4vol%以下※４である

こと。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に故障が発生した場合，又は駆動に必要な電源若しく

は補機冷却水が確保できない場合。 

※３：設備に異常がなく，電源及び水源（サプレッション・チェ

ンバ）が確保されている場合。 

※４：格納容器酸素濃度にてドライ条件の酸素濃度が 4.4vol%を

超過している場合においてウェット条件の酸素濃度が
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1.5vol%未満の場合は，残留熱代替除去系によるドライウ

ェルスプレイを実施することで，ドライウェル側とサプレ

ッション・チェンバ側のガスの混合を促進させる。 

【1.7.2.1(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順につい

ては，「1.7.2.1(1)ａ．(a)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の

減圧及び除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系による

原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間

は以下のとおり。 

・ＳＡ電源切替盤を使用した原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納

容器内へのスプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，１時間５分以内で可能である。 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した原子炉圧力容器への注

水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，１時間30分以内で可能である。 

・ＳＡ電源切替盤を使用した原子炉格納容器内へのスプレイを実施す

る場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，45 分以内で可能である。 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した原子炉格納容器内への

スプレイを実施する場合 

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，１時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保（炉心損傷前） 

炉心損傷前において，原子炉格納容器の過圧破損を防止するために残

留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系により補

機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器

（Ｂ）へ供給する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷※１前において，残留熱代替除去系を使用する場合。ただし，

原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準備を優先する※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大

量送水車による注水又は補給準備を実施。 

【1.5.2.1(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保手順については，「1.5.2.1(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15 名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系

統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15 名

にて作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間

50 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間

20 分以内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（ＳＡ

電源切替盤を使用した場合））】 
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・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40

分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内

で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（非常

用コントロールセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 50

分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内

で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(d) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保（炉心損傷後） 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器の過圧破損を防止するた

めに残留熱代替除去系の運転を実施する場合，原子炉補機代替冷却系に

より補機冷却水を確保し，残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱

交換器（Ｂ）へ供給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※1 において，残留熱代替除去系設備を使用

する場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

【1.7.2.1(1)ａ.(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷

却水確保手順については，「1.7.2.1(1)ａ．(b)残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 
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上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員 15 名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系

統構成完了まで１時間 40 分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却

水供給開始まで７時間 20 分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員15名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間50分

以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間20分以

内で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（ＳＡ

電源切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 40

分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内

で可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（非常

用コントロールセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間 50

分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内

で可能である。円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護

具，照明及び通信連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始

できるよう，使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通

常運転時と同程度である。 

 

(2) 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水及び

原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手順を整備

する。 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子
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炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水としては，原子炉隔離時冷却系，高圧炉心スプレイ

系及び制御棒駆動水圧系がある。 

  

 (a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

原子炉隔離時冷却系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作によ

り原子炉隔離時冷却系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系による原子炉圧力容器への注水ができず，サプレッショ

ン・チェンバを水源として使用できない場合において，原子炉圧力容器

内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容

器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－2 図に，タイ

ムチャートを第 1.13－3 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タン

クを水源とした原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパス

ＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系のポン

プ復水貯蔵水入口弁を開とする。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ポンプ復水貯蔵水入口弁

が開となったことを確認後，ポンプトーラス水入口弁を閉とする。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室からの手動起動操作によりター

ビン蒸気入口弁，ＲＣＩＣ注水弁及び復水器冷却水入口弁が全開し，

原子炉隔離時冷却系が起動したことを確認した後，当直副長に報告

する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量指示値の上昇

及び原子炉水位指示値の上昇により確認し当直副長に報告する。 

⑦当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように，指

示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて原子炉隔離時冷却系タービ
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ン回転数の調整により原子炉隔離時冷却系系統流量を調整すること

で，原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間

で維持し，当直副長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水 

高圧炉心スプレイ系が健全な場合は，中央制御室からの手動操作によ

り高圧炉心スプレイ系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

復水・給水系及び原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水

ができず，サプレッション・チェンバを水源として使用できない場合に

おいて，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維

持できない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

復水貯蔵タンクを水源とした高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容

器への注水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－4 図に，タイ

ムチャートを第 1.13－5 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に復水貯蔵タン

クを水源とした高圧炉心スプレイ・ポンプの手動起動を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパス

ＣＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水

入口弁を開とする。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にてＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水

入口弁が開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口

弁を閉とする。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，手動起動操作により高圧

炉心スプレイ・ポンプが起動し，ＨＰＣＳ注水弁が全開となったこ

とを確認した後，当直副長に報告する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉圧力容器への注水

が開始されたことを高圧炉心スプレイポンプ出口流量指示値の上昇

及び原子炉水位指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。 
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⑦当直副長は，運転員に原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レ

ベル３）から原子炉水位高（レベル８）の間で維持するように，指

示する。 

⑧中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳ注水弁の開閉操

作により高圧炉心スプレイ系系統流量を調整することで，原子炉圧

力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）から原子炉水位高（レ

ベル８）の間で維持し，当直副長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水

開始まで２分以内で可能である。 

 

(c) 制御棒駆動水圧系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

への注水（進展抑制） 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失又は全交流動力電源喪失時において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合は，原子炉補

機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確保し，復水貯蔵

タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

また，炉心の著しい損傷が発生した場合において，常設代替交流電源

設備により制御棒駆動水圧系の電源を確保し，原子炉圧力容器の下部へ

の注水を実施することで，原子炉圧力容器の下部に落下した溶融炉心を

冷却し，原子炉圧力容器の破損の進展を抑制する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御

棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧状態であり，高圧炉心スプレイ

系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力

容器内の水位を原子炉水位低(レベル３)以上に維持できない場合で，

制御棒駆動水圧系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ａ．】 

 

(ⅱ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，制御棒駆動水圧系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

1.13-48

819



器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，補機冷却水及び水源（復水貯蔵

タンク）が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

全交流動力電源喪失又は高圧炉心スプレイ系の機能喪失時の制御棒駆

動水圧系による原子炉圧力容器への注水手順については「1.2.2.3(1)ａ．

制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水」及び溶融炉心の原子

炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための制御棒駆動水圧系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については「1.8.2.2(1)ｃ．制御棒駆

動水圧系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 15 分以内で可能である。 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注

水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉

心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場

合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，復水輸送系を起動し，復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水ができず，原

子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できな
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い場合において，復水輸送系及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(b)】 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

が使用できず，復水輸送系による原子炉圧力容器への注水が可能な場

合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(b)】 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水ができず，復水輸送系が使用可能

な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の復水輸送系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(b)復水

輸送系による原子炉圧力容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(3)ａ．(b)復水輸送系による残存溶融炉心の冷却」及び溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための復水輸送

系による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｅ．復

水輸送系による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

残留熱除去系（Ａ）の注入配管を使用した復水輸送系による原子炉

圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員 1 名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への

注水開始まで 20 分以内で可能である。 

残留熱除去系（Ｂ）又は残留熱除去系（Ｃ）の注入配管を使用した

復水輸送系による原子炉圧力容器への注水操作は，中央制御室運転員

１名，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための復水輸送系による原子炉圧力容器へ

の注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 20 分以内で可能である。 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の復水輸送系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから復水輸送系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 20 分以内で可能である。 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，復

水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷

却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイがで

きない場合は，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系により原子炉格

納容器内にスプレイする。 

原子炉格納容器内へのスプレイ作動後は格納容器圧力が負圧とならな
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いように，スプレイの起動／停止を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉

心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイができない場合におい

て，復水輸送系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプ

レイ起動の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(b)】 

 

(ⅱ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイの判断基準（炉

心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器

内へのスプレイができない場合において，復水輸送系が使用可能な場

合※２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した

場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※３：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した

場合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 
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復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷

却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(b)復水輸送系による原子炉格納容

器内へのスプレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(b) 復水輸送系による原子炉

格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

上記の操作のうち，Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合

は中央制御室運転員１名にて，Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用

する場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器

内へのスプレイ開始までの想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：20 分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への

注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始

を判断してから復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始

まで 20 分以内で可能である。 

 

ｄ．復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，

復水輸送系がある。 

(a) 復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部へ

の注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）により，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却ができ

ない場合に，原子炉格納容器の破損を防止するため，復水貯蔵タンクを

水源とした復水輸送系により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の

冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ
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の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

なお，復水輸送系（スプレイ管使用）にて原子炉格納容器下部への初

期水張りを実施し，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能

な場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用い

る系統を復水輸送系（スプレイ管使用）から復水輸送系（ペデスタル注

水配管使用）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［復水輸送系による原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成

の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器

下部への注水ができず，復水輸送系（スプレイ管使用）が使用可能な

場合※２。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却

が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系

（スプレイ管使用）及び消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納

容器下部への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）

が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の復水輸送系による原子炉格納容器下部への注

水操作の判断基準］ 

復水輸送系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の

徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の

破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用）及び消火系（ペデスタル注水配管使用）

による原子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系（スプレイ

管使用）が使用可能な場合※２。 

復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器

の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）によ

る原子炉格納容器下部への注水ができず，復水輸送系（ペデスタル注

水配管使用）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（復水貯蔵タンク）が確

保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の
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水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度の指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構

温度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水輸送系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉格納容器下部へ

の注水手順については，「1.8.2.1(1)ｂ．復水輸送系による原子炉格納

容器下部への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから復水輸送系による原子炉

格納容器下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は，スプレ

イ管を使用する場合及びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下

のとおり。 

［復水輸送系による原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，20

分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の復水輸送系による原子炉格納容器下部への注

水の場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

［復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への初期

水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が

使用可能であり，原子炉格納容器下部への注水を復水輸送系（スプ

レイ管使用）から復水輸送系（ペデスタル注水配管使用）に切り替

える場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10 分以内で可能である。 

 

(3) 低圧原子炉代替注水槽を水源とした対応手順 

重大事故等時，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注

水，原子炉格納容器内の冷却及び原子炉格納容器下部への注水を行う手順を

整備する。 
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ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の低圧原子炉代替注水槽を水源とし

た原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（常設）

がある。 

なお，低圧原子炉代替注水系（可搬型）である，大量送水車による原子

炉圧力容器への注水手段は，低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉

圧力容器への注水手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備が機能喪失した場合，残存溶融炉

心を冷却し原子炉圧力容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場

合，又は溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場

合に，低圧原子炉代替注水系（常設）を起動し，低圧原子炉代替槽を水

源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系により原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（常設）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(a)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(a)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため
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の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ない場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）が使用可能な場合
※２。  

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子炉代

替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，

「1.4.2.1(1)ａ．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力

容器への注水」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)

ａ．(a)低圧原子炉代替注水系（常設）による残存溶融炉心の冷却」及

び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための低

圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水手順につい

ては，「1.8.2.2(1)ｄ．低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備の注水機能喪失時の低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び

想定時間は以下のとおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場 

合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場 

合，35分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ
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のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

10 分以内で可能である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（常設）によ

る原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び

想定時間は以下のとおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，20分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，35 分以内で可能である。 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器への注水開始までの必要な要員数及び

想定時間は以下のとおり。 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，20 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合，35 分以内で可能である。 

 

ｂ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段として

は，格納容器代替スプレイ系（常設）がある。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）である大量送水車による原子

炉格納容器内の冷却手段は，格納容器代替スプレイ系（常設）による原子

炉格納容器内への冷却手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源

とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できない場合

は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした格納容器代替スプレイ系（常設）

により原子炉格納容器内にスプレイを実施する。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイの判断基準（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（常設）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(a)】 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器スプレイの判断

基準（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（常設）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器内

へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(低圧原子炉代替注水槽)

が確保されている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(a)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源

とした原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(a)格

納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(a)格納容器代替スプレイ系（常設）による原子
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炉格納容器内へのスプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイ（炉心損傷前） 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ

系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの操作を，

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の

想定時間は以下の通り。 

ＳＡ電源切替盤を使用した場合：30 分以内 

非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：45 分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への

注水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 10 分以

内で可能である。 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（常設）による原子炉格納容器内へのス

プレイ（炉心損傷後） 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ

系（常設）による原子炉格納容器内へのスプレイ開始までの操作を，

中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の

想定時間は以下の通り。 

ＳＡ電源切替盤を使用した場合：30 分以内 

非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：45 分以内 

 

ｃ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段と

しては，ペデスタル代替注水系（常設）がある。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）である大量送水車による原子炉

格納容器下部への注水手段は，ペデスタル代替注水系（常設）による原子

炉格納容器下部への注水手段と同時並行で準備を開始する。 

(a) ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の損傷を防

止するため，ペデスタル代替注水系（常設）により原子炉格納容器下部

に落下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ
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ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への初期水

張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常

設）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（常設）による原子炉

格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３ 及び破損によるパラメータの変化
※４により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替

注水系（常設）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（低圧原子炉代替注水槽）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（常設）による低圧原子炉代替注水槽を水源と

した原子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ａ．ペ

デスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への注水」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してからペデスタル代替注水系

（常設）による原子炉格納容器下部への注水開始までの必要な要員数及

び想定時間は以下のとおり。 

［ペデスタル代替注水系（常設）による原子炉格納容器下部への初期水

張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

1.13-61

832



・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

30 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

45 分以内で可能である。 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（常設）による原子炉

格納容器下部への注水の場合］ 

・中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10 分以内で可能

である。 

 

(4) 補助消火水槽を水源とした対応手順 

重大事故等時，補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水

を行う手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の補助消火水槽を水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，消火系がある。 

 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から

原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，補助消

火水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系による原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合
※１。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保

されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 
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(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水

が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。  

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系

が使用可能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保

されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.4.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための消火系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｆ．消火系

による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25 分以内 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて想定時間は 30 分

以内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25 分以内で可能である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始

まで 25 分以内で可能である。 

 

ｂ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系

がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内に

スプレイできない場合は，補助消火水槽を水源とした消火系により原子

炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができ

ず，消火系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に到達した場合※２。ただし，重大事故等へ対処する

ために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指

示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による

原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※

２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合
※３。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へのス
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プレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留

熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ

－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及

び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25 分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25

分以内で可能である。 

 

ｃ．補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては消火

系がある。 

(a) 消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心

の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，補助

消火水槽を水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床面に落下し

た溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 

なお，消火系（スプレイ管使用）にて原子炉格納容器下部への初期水
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張りを実施し，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合は，

原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる系統を消

火系（スプレイ管使用）から消火系（ペデスタル注水配管使用）に切り

替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場

合※１ で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ

管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系（スプ

レイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未

達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火

系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容器下部への注水操

作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候
※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及

び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破

損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容

器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸

送系（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（補助消火水槽）が確保

されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の
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水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした原子炉格納容器下部への注水

手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系による原子炉格納容器下部へ

の注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納

容器下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は，スプレイ管

を使用する場合及びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下のと

おり。 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25

分以内で可能である。 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容器下部への注水の

場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

［消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への初期水張

り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が使用

可能であり，原子炉格納容器下部への注水を消火系（スプレイ管使

用）から消火系（ペデスタル注水配管使用）に切り替える場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10 分以内で可能である。 

 

ｄ．補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水 

補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系があ

る。 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，補助消火水槽を水源として補助消火ポ
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ンプにより，注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して消火系によ

る燃料プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※１。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※２。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできない場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(補助消火水槽)が確保さ

れている場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系による補助消火水槽を水源とした燃料プールへの注水手順につ

いては，「1.11.2.1(1)ａ．消火系による燃料プールへの注水」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系による燃料プール

への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40 分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作
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業開始を判断してから消火系による燃料プールへの注水開始まで 25

分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(5) ろ過水タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水，原子

炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水

を行う手順を整備する。 

また，ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注

水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給，

原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注

水／スプレイを行う手順を整備する。 

 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水手段としては消火系がある。 

 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

常設の原子炉圧力容器への注水設備及び低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能が喪失した場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力容器から

原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，消火系を起動し，ろ過水

タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系，非常用炉心冷却系及び低圧原

子炉代替注水系（常設），復水輸送系により原子炉圧力容器への注水

ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上

に維持できない場合において，消火系及び注入配管が使用可能な場合
※１。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(c)】 
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(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常設）

及び復水輸送系が使用できず，消火系による原子炉圧力容器への注水

が可能な場合。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消

火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。  

【1.4.2.1(3)ａ．(c)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，低圧原子炉代替注水系（常

設）及び復水輸送系による原子炉圧力容器への注水ができず，消火系

が使用可能な場合※２。ただし，重大事故等へ対処するために消火系

による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｆ．】 

 

ⅱ 操作手順 

常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常設）

の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水手順について

は，「1.4.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉圧力容器への注水」，残存

溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注水手順につ

いては，「1.4.2.1(3)ａ．(c)消火系による残存溶融炉心の冷却」，溶融

炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するための消火系に

よる原子炉圧力容器への注水手順については，「1.8.2.2(1)ｆ．消火系

による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 
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ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 常設の原子炉圧力容器への注水設備，低圧原子炉代替注水系（常

設）の注水機能喪失時の消火系による原子炉圧力容器への注水 

作業開始を判断してから，消火系による原子炉圧力容器への注水開

始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

残留熱除去系（Ａ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名にて想定時間は 25 分以内 

残留熱除去系（Ｂ）又は（Ｃ）注入配管使用 

・中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて想定時間は 30 分以

内 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器へ

のスプレイを実施する場合，原子炉格納容器へのスプレイ開始まで

30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための消火系による原子炉圧力容器への注

水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで

25 分以内で可能である。 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の消火系による原子炉圧力容器への注水 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから消火系による原子炉圧力容器への注水開始まで，

25 分以内で可能である。 

 

ｂ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，消火系

がある。 

(a) 消火系による原子炉格納容器へのスプレイ 

残留熱除去系 (格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容

器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器内にス

プレイできない場合は，ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉

格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード），格納容器代替スプレイ系

（常設）及び復水輸送系による原子炉格納容器内へのスプレイができ

ず，消火系が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ

起動の判断基準に到達した場合※２。ただし，重大事故等へ対処する

ために消火系による消火が必要な火災が発生していない場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※２：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度指

示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に

達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(c)】 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード），格納容器代替スプレイ系（常設）及び復水輸送系による

原子炉格納容器内へのスプレイができず，消火系が使用可能な場合※

２で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合
※３。ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要

な火災が発生していない場合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※３：｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣と

は，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(c)】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手順

については，「1.6.2.1(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内へのス
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プレイ」及び「1.6.2.2(1)ａ．(c)消火系による原子炉格納容器内への

スプレイ」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

(ⅰ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷前） 

消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ操作について，Ａ－残留

熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名にて，Ｂ

－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合は中央制御室運転員１名及

び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

・Ａ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：25 分以内 

・Ｂ－残留熱除去系スプレイ配管を使用する場合：30 分以内 

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ実施中に原子炉圧力容器への注

水が必要となった場合，原子炉圧力容器への注水開始まで 30 分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(ⅱ) 消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ（炉心損傷後） 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施し，作業開始を

判断してから消火系による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで 25

分以内で可能である。 

 

ｃ．ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては消火

系がある。 

(a) 消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

（常設）及び復水輸送系により原子炉格納容器下部の床面に落下した溶

融炉心の冷却ができない場合に，原子炉格納容器の損傷を防止するため，

ろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格納容器下部の床面に落

下した溶融炉心の冷却を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

また，原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融

炉心を冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。そ

の際の注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッ

ション・プールの水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相

当に余裕をみた流量とする。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未達成の場

合※１ で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系（スプレイ

管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火系（スプ

レイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，損傷炉心の冷却が未

達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸送系（スプ

レイ管使用），消火系（スプレイ管使用）及び復水輸送系（ペデスタ

ル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水ができず，消火

系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容器下部への注水操

作の判断基準］ 

消火系（スプレイ管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破損の徴候
※３ 及び破損によるパラメータの変化※４ により原子炉圧力容器の破損

を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設）及び復水輸送系

（ペデスタル注水配管使用），消火系（ペデスタル注水配管使用）及

び復水輸送系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（スプレイ管使用）が使用可能な場合※２。 

消火系（ペデスタル注水配管使用）の場合は，原子炉圧力容器の破

損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４により原子炉圧力容

器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水系（常設），復水輸

送系（ペデスタル注水配管使用）による原子炉格納容器下部への注水

ができず，消火系（ペデスタル注水配管使用）が使用可能な場合※２。 

ただし，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火

災が発生していない場合。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の
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上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｃ．】 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水

手順については，「1.8.2.1(1)ｃ．消火系による原子炉格納容器下部へ

の注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系による原子炉格納

容器下部への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は，スプレイ管

を使用する場合及びペデスタル注水配管を使用する場合ともに以下のと

おり。 

［消火系による原子炉格納容器下部への初期水張りの場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，25

分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の消火系による原子炉格納容器下部への注水の

場合］ 

・上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，10

分以内で可能である。 

 

［消火系（スプレイ管使用）による原子炉格納容器下部への初期水張

り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が使用

可能であり，原子炉格納容器下部への注水を消火系（スプレイ管使

用）から消火系（ペデスタル注水配管使用）に切り替える場合］ 

・中央制御室運転員１名にて実施した場合，10 分以内で可能である。 

 

ｄ．ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手段としては，消火系があ

る。 

(a) 消火系による燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水タンクを水源として消火ポンプ

により，注水用ホース又は復水輸送系ラインを経由して消火系による燃

料プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※１。ただ
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し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスできる場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※１：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

以下のいずれかの状況に至り，消火系が使用可能な場合※２。ただ

し，重大事故等へ対処するために消火系による消火が必要な火災が発

生していない場合及び燃料プールエリアへアクセスができない場合。  

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない

場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

【1.11.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

消火系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水手順につ

いては，「1.11.2.1(1)ａ．消火系による燃料プールへの注水」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから消火系による燃料プール

への注水開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

［消火栓を使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業

を実施した場合，40 分以内で可能である。 

 

［復水輸送系ラインを使用した燃料プールへの注水の場合］ 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合， 

25 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

ｅ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下
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部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送

水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉

建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(5)ｆ．～1.13.2.1(5)ｋ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，重大事故等

時の対応として優先度が高い原子炉圧力容器への注水において，原子炉建

物西側接続口を使用するより圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余

裕を持った流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイは，原子炉圧力容

器への注水手順にて原子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続

口までのホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，作業を効

率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器への注水と同様，原子炉

建物南側接続口を優先して使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下の

とおり。概要図を第 1.13－6 図に，タイムチャートを第 1.13－7 図に，

ホース敷設図を第 1.13－37 図及び第 1.13－38 図に示す。 
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［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各

種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，

原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タンク

を水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。 

⑤緊急時対策要員は，ろ過水タンクから指示された接続口までのホース

敷設，系統構成を行う。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，

ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認

する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を

開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で

圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車によるろ過水タンク

を水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，

第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車をろ過水タンクに配置し，大量送水車

付属の水中ポンプユニットを設置する。 

③緊急時対策要員は，ろ過水タンクから接続口までのホースを敷設し，

第１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 
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⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 

⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車

を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のない

ことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給

止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してからろ過水タンクを水源とした大量送水車による送水開始

まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器

代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプ

レイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合におい

て２時間 30 分以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続

口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃

料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続し

た場合おいて２時間 30 分以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注

水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接

続口）に接続した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタス

クラバ容器接続口に接続した場合おいて２時間 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮してろ過水タンクから送水先へホ

ースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-1） 

 

ｆ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした大量送
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水車による原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時のろ過水タンクを水源とした原子炉

圧力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を起動し，ろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器

への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値

の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離
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時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉圧力容器への注水操作のうち，運転員が実施する各注入配管の系統

構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転員

１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のと

おり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替注水

系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 
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低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50分以内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車による送

水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替 

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員12名にて実施した場合：２時間30分以内 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある 

場合）] 

緊急時対策要員12名にて実施した場合：３時間10分以内 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操作

は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してか

ら低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

まで２時間30分以内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原

子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時

間10分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器への

スプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10 分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40 分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残

存溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替

注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は

炉心損傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 
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ｇ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器内の冷却 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがあ

る。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量
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率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(ろ過水タンク)が確保さ

れている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡

水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，運転員が実施する各注入配

管の系統構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１

名及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制御

室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は

以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分

以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用又は格納容器代

替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分
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以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車

による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30 分以内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある 

場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 30 分以内で可能である。ま

た，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能で

ある。（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によ

る原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状態での

手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器

代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保している

ことから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｈ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による第１ベントフィルタスクラ

バ容器への補給 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手

段としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

がある。 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク
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（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，ろ過水タンクを水源として第

１ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給

操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送

水車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口

使用による大量送水車による注水開始まで２時間 30 分以内，第１ベン

トフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 50 分以内

で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸

発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定され

ないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を

実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減

するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

1.13-87

858



 

ｉ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉格納容器下部への注

水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）

がある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水
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系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした

原子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水

／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への初期水張り操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 
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緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30 分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容

器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２

時間 30 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による

原子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

から 10 分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

1.13-90

861



注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（ろ過水タンク）

が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるろ過水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタ
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ル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替

注水系（可搬型）による初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 30 分以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時間 30

分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，引き続き，ペデスタル代

替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施する場

合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか
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ら 10 分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が

使用可能であり，原子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場

合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，中央制御室

運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以

内で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作を緊急時対策要員２名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以内で可能であ

る。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち運転員が実施する原子炉建物での系統構成及び緊急時

対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判断して

から 10 分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｊ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉ウェルへの注水 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉

ウェル代替注水系がある。 

 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，ろ過水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系によ

り原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉

格納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ （ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（ろ過水タンク）が確保

されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系によるろ過水タンクを水源とした原子炉ウェ

ルへの注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系に

よる原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室

運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて原子炉ウェル代替注水系接続

口（南）又は原子炉ウェル代替注水系接続口（西）を使用した場合，作

業開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間 30 分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｋ．ろ過水タンクを水源とした大量送水車による燃料プールへの注水／スプ

レイ 
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ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，

燃料プールスプレイ系がある。 

 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，ろ過水タンクを水源として大量送水車

により，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プー

ルへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

ろ過水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中

央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常

設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，作業開始を判断して

から燃料プールへの注水開始まで２時間 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模
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な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施で

きない場合は，ろ過水タンクを水源として大量送水車により，燃料プー

ルスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水を実

施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プー

ルエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始までの

想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：３時間 10 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：３時間 10 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 
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(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持で

きない場合に，ろ過水タンクを水源として大量送水車により，燃料プー

ルスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを

実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，

臨界を防止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレ

イ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，

作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間 30 分

以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常
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に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持

できない場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先

して使用するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能

が喪失した場合は，ろ過水タンクを水源として大量送水車により，燃料

プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプ

レイを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩

和し，臨界を防止する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系によるろ過水タンクを水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／

海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：３時間 10 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：３時間 10 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 
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(6) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 

重大事故等時，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタス

クラバ容器への補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水

及び燃料プールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水（淡水／海水） 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。また，第１

ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送水車による補

給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉

建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(6)ｂ．～1.13.2.1(6)ｇ．に示す。） 

大量送水車による各種注水に使用する水源は，輪谷貯水槽（西１）及び

輪谷貯水槽（西２）（淡水）を優先して使用する。淡水による各種注水が枯

渇等により継続できない場合は海水による各種注水に切り替えるが，輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して注水が必要な箇所へ送

水することにより，各種注水を継続しながら淡水から海水への水源の切替

えが可能である。 

ただし，第１ベントフィルタスクラバ容器への補給は原則淡水補給のみ

とする。なお，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給

及び海水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給」及び

「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給」の手順にて実施する。 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，重大事故等
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時の対応として優先度が高い原子炉圧力容器への注水において，原子炉建

物西側接続口を使用するより圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余

裕を持った流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイは，原子炉圧力容

器への注水手順にて原子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続

口までのホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，作業を効

率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器への注水と同様，原子炉

建物南側接続口を優先して使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等

の各種注水ができない場合。また，第１ベントフィルタスクラバ容器の

水位が通常水位を下回ると判断した場合。  

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による送水手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－8 図に，タイ

ムチャートを第 1.13－9 図に，ホース敷設図を第 1.13－39 図及び第 1.13

－40 図に示す。 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各

種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，

原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした送水準備のため，接続

口の場所を指示する。 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から

指示された接続口までのホース敷設，系統構成を行う。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，
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ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認

する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を

開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で

圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽(西２)を水源とした第１ベントフィルタスク

ラバ容器への補給準備のため，第１ベントフィルタスクラバ容器接続

口への送水準備を指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）に配置し，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

③緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から

接続口までのホースを敷設し，第１ベントフィルタスクラバ容器接続

口の蓋を開放する。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 

⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車

を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のない

ことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給

止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源と
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した大量送水車による送水開始まで，原子炉建物西側接続口（低圧原子

炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替

注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系

接続口）に接続した場合において２時間 10 分以内，原子炉建物南側接続

口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接続口，ペ

デスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレイ系接続口，原子炉ウェ

ル代替注水系接続口）に接続した場合おいて２時間 10 分以内，原子炉建

物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代替スプレイ系接

続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続した場合において３時間 10

分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接続口に接続した場合おいて

２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）から送水先へホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-2） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水手段としては，低圧原子

炉代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を起動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした原子炉圧力容器への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による
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原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）)が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値

の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水

（淡水／海水） 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）
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による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉圧力容器への注水操作のうち，運転

員が実施する原子炉建物原子炉棟内での各注入配管の系統構成を，交流

電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名，

全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転員１名及び現場運

転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替注水

系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注 

水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車による送 

水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替 

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場

合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 
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低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操作

は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してか

ら低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

まで２時間 10 分以内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧

原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３

時間 10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器への

スプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10 分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40 分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存

溶融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水

系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損

傷状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

 

ｃ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器内の冷却手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納

容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 
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ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２）)が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内の冷却手順については，
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「1.6.2.1(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納

容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ

（淡水／海水）」にて整備する。 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器内へのスプレイ操作のう

ち，運転員が実施する各注入配管の系統構成を，交流電源が確保されて

いる場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名，全交流動力電源

が喪失している場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分

以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水

車による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

[格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場 

合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格

納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業
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開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉

格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。ま

た，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能

である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

よる原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状態

での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｄ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベントフ

ィルタスクラバ容器への補給手段としては，大量送水車による第１ベント

フィルタスクラバ容器水位調整がある。 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源として第１ベントフィルタスクラバ容器へ水張り

を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 

【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント
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フィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順について「1.5.2.1(2)ａ．

(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」及び

「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張

り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした第１ベント

フィルタスクラバ容器への補給操作は，中央制御室運転員１名及び緊急

時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから水

源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第１ベントフィ

ルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始ま

で２時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張

り）完了まで２時間 30 分以内で可能である。 

事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水の蒸

発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定され

ないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作を

実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を低減

するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能であ

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保する。 

 

ｅ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容

器下部への注水手段としては，格納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペ

デスタル代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。 
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炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｄ．】 
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ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順につい

ては，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への初期水張り操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容

器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２

時間 10 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原
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子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 
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［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。  

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）を水源とした原子炉格納容器下部への注水手順について

は，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替

注水系（可搬型）による初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 
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【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時間

10 分以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，引き続き，ペデスタル代

替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施する場

合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が

使用可能であり，原子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場

合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，中央制御

室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分

以内で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作を緊急時対策要員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以内で可能で

ある。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ
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の注水操作のうち運転員が実施する原子炉建物での系統構成及び緊急

時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）によ

る原子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判

断してから 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｆ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェル

への注水手段としては，原子炉ウェル代替注水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウェルに注水することで原子炉

格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器から原子炉建物への水素ガス漏

えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度

で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（輪谷貯水槽（西１）及

び輪谷貯水槽（西２））が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）を水源とした原子炉ウェルへの注水手順については，
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「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水

（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原子炉ウェ

ルへの注水操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て原子炉ウェル代替注水系接続口（南）又は原子炉ウェル代替注水系接

続口（西）を使用した場合，作業開始を判断してから原子炉ウェル代替

注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｇ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プールへ

の注水／スプレイ手段としては，燃料プールスプレイ系がある。 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水を実施する。 

  

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした燃料プール

への注水／スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員

12 名にて燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）

又は燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用

した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで２時間

10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施で

きない場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て大量送水車により，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）

による燃料プールへの注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プー

ルエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで

の想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持で

きない場合に，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

て大量送水車により，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）に

よる燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 
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【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）によ

る燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，

作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間 10 分

以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持

できない場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先

して使用するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能

が喪失した場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

として大量送水車により，燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズ

ル）による燃料プールへのスプレイを実施することで燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 
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・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手順については，

「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(7) 純水タンクを水源とした対応手順 

重大事故時等，純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器

への注水，原子炉格納容器内の冷却，第１ベントフィルタスクラバ容器への

補給，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プール

への注水／スプレイを行う手順を整備する。 

ａ．純水タンクを水源とした大量送水車による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

また，第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が低下した場合に大量送

水車による補給を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源特定，大量送水車の配置，原子炉
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建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口及び第１

ベントフィルタスクラバ容器接続口までのホース接続及び大量送水車によ

る送水までの手順を整備し，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続

口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口か

ら注水等が必要な箇所までの操作手順については各条文にて整備する。（手

順のリンク先については，1.13.2.1(7)ｂ．～1.13.2.1(7)ｇ．に示す。） 

水源特定，大量送水車配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接

続口又は原子炉建物内接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口

までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであり，

水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内

接続口及び第１ベントフィルタスクラバ容器接続口までの距離によりホー

ス数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，重大事故等

時の対応として優先度が高い原子炉圧力容器への注水において，原子炉建

物西側接続口を使用するより圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余

裕を持った流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイは，原子炉圧力容

器への注水手順にて原子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続

口までのホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，作業を効

率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器への注水と同様，原子炉

建物南側接続口を優先して使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とし

た原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 操作手順 

純水タンクを水源とした大量送水車による送水手順の概要は以下のと

おり。概要図を第 1.13－10 図に，タイムチャートを第 1.13－11 図に，

ホース敷設図を第 1.13－41 図及び第 1.13－42 図に示す。 

 

［大量送水車による原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原

子炉建物内接続口への送水を行う場合］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各

種注水を行うことを決定し，各種注水のための原子炉建物西側接続口，
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原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続口の場所を決定する。 

②緊急時対策本部は，当直長に送水のための接続口の場所を報告する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンクを

水源とした送水準備のため，接続口の場所を指示する。 

④緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。 

⑤緊急時対策要員は，純水タンクから指示された接続口までのホース敷

設，系統構成を行う。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 

⑨緊急時対策要員は，接続口の弁の全閉を確認後，大量送水車を起動し，

ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のないことを確認

する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，接続口の弁を

開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

⑫緊急時対策要員は，注水中はホースの結合金具付きの可搬型圧力計で

圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

［大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水を行

う場合］ 

①緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による純水タンクを

水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給準備のため，第

１ベントフィルタスクラバ容器接続口への送水準備を指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車を純水タンクに配置し，大量送水車付

属の水中ポンプユニットを設置する。 

③緊急時対策要員は，純水タンクから接続口までのホースを敷設し，第

１ベントフィルタスクラバ容器接続口の蓋を開放する。 

④緊急時対策要員は，接続口へホースの接続を行う。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に第１ベントフィルタスクラバ容

器への補給の系統構成が完了したことを報告する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水の開始を報告する。 

⑧緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による送水開始を指

示する。 
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⑨緊急時対策要員は，ＦＣＶＳ補給止め弁の全閉を確認後，大量送水車

を起動し，ホースの水張り及び空気抜きを行い，ホースに異常のない

ことを確認する。 

⑩緊急時対策要員は，ホースに異常のないことを確認後，ＦＣＶＳ補給

止め弁を開とし，送水を開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑪緊急時対策本部は，当直長に大量送水車による送水を開始したことを

報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから純水タンクを水源とした大量送水車による送水開始ま

で，原子炉建物西側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格納容器代

替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プールスプレ

イ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合において

２時間以内，原子炉建物南側接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，格

納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口，燃料プー

ルスプレイ系接続口，原子炉ウェル代替注水系接続口）に接続した場合

おいて２時間以内，原子炉建物内接続口（低圧原子炉代替注水系接続口，

格納容器代替スプレイ系接続口，ペデスタル代替注水系接続口）に接続

した場合において３時間 10 分以内，第１ベントフィルタスクラバ容器接

続口に接続した場合おいて２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に実施可

能である。構内のアクセスルートの状況を考慮して純水タンクから送水

先へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-3） 

 

ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の純水タンクを水源とした原子炉圧

力容器への注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子
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炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を起動し，純水タンクを水源とした原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)が確保され

ている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇及

びペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値

の上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離

時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 
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※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が

確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水

／海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d) 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉圧力容器への注水操作のうち，運転員が実施する原子炉建物原子炉棟

内での各注入配管の系統構成を，交流電源が確保されている場合は中央

制御室運転員１名及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失している

場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場

合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替注水

系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40分以内 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分以

内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は低圧原子炉代

替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車による送

水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 
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 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替 

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ 

る場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操作

は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してか

ら低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

まで２時間以内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）

接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧原子炉

代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３時間

10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器への

スプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10 分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40 分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷

状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

 

ｃ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。 

 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器内の冷却 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障により使用できず，格納
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容器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系による原子炉格納容

器内へのスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

により原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイができない場合において，格納容器代替スプレイ系（可搬型）

が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断

基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保さ

れている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（淡水／海水）（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源(純水タンク)が確保され

ている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，
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原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d) 格納容器

代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水

／海水）」及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器内へのスプレイ操作のうち，運転員が実施する各注入配管

の系統構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名

及び現場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室

運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以

下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分

以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用又は格納容器代

替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分

以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車

による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間以内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある 
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場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間以内で可能である。また，

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合，

作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可能である。

（「1.6.2.2(1)ａ．(d) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状態での手

順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。格納容器代替

スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からのホースの接続は，

汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，

容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｄ．純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給手段

としては，大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整が

ある。 

(a) 大量送水車による第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能

が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により最終ヒートシンク

（大気）へ熱を輸送する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り，下限水

位に到達する前に，大量送水車を起動し，純水タンクを水源として第１

ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。 

【1.5.2.1(2)ａ．(b)】 

【1.5.2.1(3)ａ．(b)】 

【1.7.2.1(1)ｂ．(b)】 
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【1.7.2.1(2)ｂ．(b)】 

 

ⅱ 操作手順 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整

(水張り)手順について「1.5.2.1(2)ａ．(b) 第１ベントフィルタスクラ

バ容器水位調整（水張り）」及び「1.7.2.1(1)ｂ．(b) 第１ベントフィ

ルタスクラバ容器水位調整（水張り）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした第１ベントフィルタスクラバ容器への補給操

作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水

車の配備～送水準備～第１ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使

用による大量送水車による注水開始まで２時間以内，第１ベントフィル

タスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで２時間 20 分以内で可能で

ある。事故発生後７日間において，第１ベントフィルタスクラバ容器水

の蒸発による第１ベントフィルタスクラバ容器の水位低下は評価上想定

されないため，第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操

作を実施することはないと考えられるが，作業時の被ばくによる影響を

低減するため，緊急時対策要員を交替して対応することで，作業が可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

第１ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業

スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保する。 

 

ｅ．純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水 

純水タンクを水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）が

ある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却
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を実施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※1 で，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の
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上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による純水タンクを水源とした原

子炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器

代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／

海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への初期水張り操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容

器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２

時間以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開
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始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

 (b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。 

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期
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水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可搬

型）が使用可能な場合※２。 

 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源，燃料及び水源（純水タンク）が

確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による純水タンクを水源とした原子

炉格納容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル

代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 
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また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替

注水系（可搬型）による初期水張り操作に必要な要員数及び想定時間は

以下のとおり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替 

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間以内 

 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２時間以

内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始

を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，引き続き，原子炉格納容

器下部への注水を実施する場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が

使用可能であり，原子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場

合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，中央制御室

運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以

内で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作を緊急時対策要員２名に
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て作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以内で可能であ

る。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち運転員が実施する原子炉建物での系統構成及び緊急時

対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判断して

から 10 分以内で可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｆ．純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては，原子炉ウ

ェル代替注水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウェルへの注水（淡水／海水） 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，純水タンクを水源として原子炉ウェル代替注水系により

原子炉ウェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格

納容器から原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ （ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器

温度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料及び水源（純水タンク）が確保さ

れている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 
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原子炉ウェル代替注水系による純水タンクを水源とした原子炉ウェル

への注水手順については，「1.10.2.1(1) 原子炉ウェル代替注水系によ

る原子炉ウェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした原子炉ウェルへの注水操作は，中央制御室運

転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて原子炉ウェル代替注水系接続口

（南）又は原子炉ウェル代替注水系接続口（西）を使用した場合，作業

開始を判断してから原子炉ウェル代替注水開始まで２時間以内で可能で

ある。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。室温は通常運転時と同程

度である。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｇ．純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，

燃料プールスプレイ系がある。 

(a) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，純水タンクを水源として大量送水車に

より，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プール

への注水を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない 

場合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

純水タンクを水源とした燃料プールへの注水／スプレイ操作は，中央

制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて燃料プールスプレイ系

（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，作業開始を判断してか

ら燃料プールへの注水開始まで２時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施で

きない場合は，純水タンクを水源として大量送水車により，燃料プール

スプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水を実施

する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プー

ルエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない 

場合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

の注水操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作業

を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへの注水開始まで

の想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持で

きない場合に，純水タンクを水源として大量送水車により，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実

施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨

界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 
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ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの

スプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，

作業開始を判断してから燃料プールへのスプレイ開始まで２時間以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持

できない場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先

して使用するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能

が喪失した場合は，純水タンクを水源として大量送水車により，燃料プ

ールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレ

イを実施することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和

し，臨界を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 
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（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による純水タンクを水源とした燃料プールへの

注水／スプレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海

水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへ

のスプレイ操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールへのスプレ

イまでの想定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(8) 海を水源とした対応手順 

重大事故等時，海を水源とした原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器

内の冷却，原子炉格納容器下部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プ

ールへの注水／スプレイを行う手順を整備する。 

重大事故等時，海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）による冷却水の確保，最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送，大気への

放射性物質の拡散抑制及び航空機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水 

原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下

部への注水，原子炉ウェルへの注水及び燃料プールの冷却に用いる常設の

設備が使用できない場合に大量送水車による各種注水を行う。 

本手順では緊急時対策要員による水源の確保として大量送水車又は大型
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送水ポンプ車の配置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は

原子炉建物内接続口までのホース接続及び大量送水車による送水までの手

順を整備し，建物接続口から注水等が必要な箇所までの操作手順について

は各条文にて整備する。(手順のリンク先については，1.13.2.1(8)ｂ．～

1.13.2.1(8)ｆ．に示す。) 

水源の確保，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置，大量送水車の配

置，原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建物内接続

口までのホース接続及び送水の一連の流れはどの対応においても同じであ

り，水源から原子炉建物西側接続口，原子炉建物南側接続口又は原子炉建

物内接続口までの距離によりホース数量が決まる。 

原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口の選択は，重大事故等

時の対応として優先度が高い原子炉圧力容器への注水において，原子炉建

物西側接続口を使用するより圧力損失が小さく，必要注水流量に対して余

裕を持った流量を確保できる原子炉建物南側接続口を優先して使用する。

なお，原子炉格納容器内へのスプレイ，原子炉格納容器下部への注水，原

子炉ウェルへの注水及び燃料プールへの注水／スプレイは，原子炉圧力容

器への注水手順にて原子炉建物南側に設置する送水ヘッダを介して各接続

口までのホースを接続することで，ホース敷設長さを短くでき，作業を効

率的に実施可能であることから，原子炉圧力容器への注水と同様，原子炉

建物南側接続口を優先して使用する。原子炉建物内接続口は，故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合に使用する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽，サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク，

補助消火水槽，ろ過水タンク，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水手順の概略は以下のとおり。概要図を第 1.13－12 図に，

タイムチャートを第 1.13－13 図に，ホース敷設図を第 1.13－43 図に示

す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車又は大

型送水ポンプ車による大量送水車への送水を実施するよう緊急時対策

要員へ指示する。 
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②緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇所

に移動させる。 

③緊急時対策要員は，大量送水車による大量送水車への送水の場合，海

水取水箇所から中継する大量送水車接続口までのホース等の敷設を行

う。 

④緊急時対策要員は，緊急時対策本部に建物内の系統構成が完了したこ

とを報告する。 

⑤緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車又は大型送水ポンプ

車による大量送水車への送水の準備完了を報告する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車又は大

型送水ポンプ車を起動し大量送水車への送水を実施する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の吐出圧力によ

り必要流量が確保されていることを確認する。 

⑧緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の運転状態を継

続して監視する。 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水］ 

①緊急時対策本部は，プラントの被災状況に応じて大量送水車による各

種注水を行うことを決定し，各種注水のための建物接続口の場所及び

大量送水車の配置箇所を決定する。 

②緊急時対策要員は，指示を受けた配置箇所へ大量送水車を移動させる。 

③緊急時対策要員は，ホース接続継手から建物接続口までのホース敷設

と系統構成を行う。 

④緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水の場

合，大量送水車接続口から海水取水箇所までのホース等の敷設を行う。 

⑤緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送

水車への送水」作業が完了していることを確認する。 

⑥緊急時対策要員は，緊急時対策本部に大量送水車による送水準備完了

を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，緊急時対策本部の指示を受け，大量送水車を起動

し注水／補給を実施する。注水／補給中はホースの結合金具付きの可

搬型圧力計で圧力を確認しながら大量送水車を操作する。 

 

(c) 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから海を水源とした大量送水車による大量送水車への送水
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まで２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水ま

で２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）

による送水］ 

上記の操作は，大量送水車１台の操作を緊急時対策要員６名にて実施

した場合，作業開始を判断してから送水開始まで，建物近傍の送水ライ

ンと直接接続し，各接続口に接続する。大量送水車又は大型送水ポンプ

車による大量送水車への送水から大量送水車による送水の一連の作業は，

中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場

合，作業開始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」２時間

10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10 分

以内で可能である。 

大量送水車（２台）を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南

側接続口に接続する場合，２時間 10 分以内，大型送水ポンプ車及び大

量送水車を使用し原子炉建物西側接続口又は原子炉建物南側接続口に接

続する場合，２時間 10 分以内，原子炉建物内接続口に接続する場合，

３時間 10 分以内である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能

である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から送水先へホースを敷設

し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-5） 
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ｂ．原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水 

原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時の海を水源とした原子炉圧力容器へ

の注水手段としては，低圧原子炉代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉圧力容

器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合，残存溶融炉心を冷却し原子炉圧力

容器から原子炉格納容器への放熱量を抑制する場合，又は溶融炉心の原

子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止する場合に，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）を起動し，海を水源とした原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による

原子炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原

子炉圧力容器への注水ができず，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水

位低（レベル３）以上に維持できない場合において，低圧原子炉代替

注水系（可搬型）及び注入配管が使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

【1.4.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）に

よる原子炉圧力容器への注水 

原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化※１により原子炉圧

力容器の破損を判断した場合において，低圧原子炉代替注水系（常

設），復水輸送系及び消火系が使用できず，低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水が可能な場合。 

※１：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.4.2.1(3)ａ．(d)】 

 

(ⅲ) 溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水 

炉心損傷を判断した場合※１において，復水・給水系，原子炉隔離
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時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子炉圧力容器への注水ができ

ず，低圧原子炉代替注水系（可搬型）が使用可能な場合※２。  

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｇ．】 

 

ⅱ 操作手順 

復水・給水系，原子炉隔離時冷却系及び非常用炉心冷却系による原子

炉圧力容器への注水ができない場合の低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(1)ａ．(d)低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／

海水）」，残存溶融炉心の冷却のための低圧原子炉代替注水系（可搬型）

による原子炉圧力容器への注水手順については，「1.4.2.1(3)ａ．(d)低

圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶融炉心の冷却（淡水／海

水）」，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止するため

の低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水手順

については，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操作

のうち，運転員が実施する原子炉建物原子炉棟内での各注入配管の系統

構成を，交流電源が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名，全交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転員

１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のと

おり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南），低圧原子炉代替注水

系（可搬型）接続口（西）又は低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続

口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分以  

1.13-146

917



内 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）使用又は低圧原子炉代 

替注水系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空機の 

衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分以内 

また，低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注

水操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水車による送

水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替注

水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

[低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ 

る場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水操作

は，低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断してか

ら低圧原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始

まで２時間 10 分以内で可能である。また，低圧原子炉代替注水系（可

搬型）接続口（建物内）を使用する場合，作業開始を判断してから低圧

原子炉代替注水系（可搬型）による原子炉圧力容器への注水開始まで３

時間 10 分以内で可能である。 

なお，原子炉圧力容器への注水が不要と判断し，原子炉格納容器への

スプレイを実施する場合の想定時間は以下のとおり。 

[交流電源が確保されている場合：10 分以内] 

[全交流動力電源が喪失している場合：40 分以内] 

（「1.4.2.1(3)ａ．(d)低圧原子炉代替注水系（可搬型）による残存溶

融炉心の冷却（淡水／海水）」，「1.8.2.2(1)ｇ．低圧原子炉代替注水系

（可搬型）による原子炉圧力容器への注水（淡水／海水）」は炉心損傷

状態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 
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ｃ．海を水源とした原子炉格納容器内の冷却 

海を水源とした原子炉格納容器内の冷却手段としては，格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイがある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器内の冷却 

残留熱除去系(格納容器冷却モード)が故障により使用できず，格納容

器代替スプレイ系（常設），復水輸送系及び消火系により原子炉格納容器

内にスプレイができない場合は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）に

より原子炉格納容器内にスプレイする。 

スプレイ作動後は原子炉格納容器内の圧力が負圧とならないように，

スプレイの起動／停止を行う。 

なお，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により大量送水車の接

続先を複数ある接続口から任意に選択できる構成としている。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

(ⅰ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（炉心損傷前） 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内への

スプレイが使用できない場合において，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）が使用可能な場合※１で，原子炉格納容器内へのスプレイ起動

の判断基準に到達した場合※２。 

※１：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

※２：「原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達」

とは，サプレッション・チェンバ圧力，ドライウェル温度

指示値が，原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準

に到達した場合。 

【1.6.2.1(1)ａ．(d)】 

 

(ⅱ) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内への

スプレイ（炉心損傷後） 

炉心損傷を判断した場合※１において，残留熱除去系（格納容器冷

却モード）による原子炉格納容器内へのスプレイができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２で，原子炉格納容器

内へのスプレイ起動の判断基準に到達した場合※３。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の10倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニタ

(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 
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※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

※３： ｢原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に到達｣

とは，ドライウェル圧力，サプレッション・チェンバ圧力，

ドライウェル温度又は原子炉圧力容器下鏡部温度指示値が，

原子炉格納容器内へのスプレイ起動の判断基準に達した場

合。 

【1.6.2.2(1)ａ．(d)】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器内の冷却手順については，「1.6.2.1(1)ａ．(d)格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」

及び「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのスプ

レイ操作のうち，運転員が実施する各注入配管の系統構成を，交流電源

が確保されている場合は中央制御室運転員１名及び現場運転員２名，全

交流動力電源が喪失している場合は中央制御室運転員１名及び現場運転

員２名にて作業を実施した場合の想定時間は以下のとおり。 

［交流電源が確保されている場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南），格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）接続口（西）又は格納容器代替スプレイ系（可搬型）

接続口（建物内）を使用する場合 

・ＳＡ電源切替盤を使用した場合：25 分以内 

・非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合：40 分以内 

 

［全交流動力電源が喪失している場合］ 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）使用の場合：50 分

以内 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）使用又は格納容器代

替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）使用（故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）の場合：40 分

以内 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へ

のスプレイ操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での大量送水

車による送水操作に必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替ス
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プレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

 [格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合 

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある 

場合）] 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器内へのス

プレイ操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は

格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作

業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子

炉格納容器内へのスプレイ開始まで２時間 10 分以内で可能である。

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ開始まで３時間 10 分以内で可

能である。（「1.6.2.2(1)ａ．(d)格納容器代替スプレイ系（可搬型）

による原子炉格納容器内へのスプレイ（淡水／海水）」は炉心損傷状

態での手順のため全交流動力電源喪失時は使用できない。） 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車から

のホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

 

 

ｄ．海を水源とした原子炉格納容器下部への注水 

海を水源とした原子炉格納容器下部への注水手段としては，格納容器代

替スプレイ系（可搬型）及びペデスタル代替注水系（可搬型）がある。 

(a) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納

容器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器内の破損を防止するため格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却

を実施する。  

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 
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原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況により格納容器代替ス

プレイ系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，格納容器代替スプレイ系

（可搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４

により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水ができず，格納容器

代替スプレイ系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｄ．】 

 

ⅱ 操作手順 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納
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容器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｄ．格納容器代替スプ

レイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

   

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部

への初期水張り操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外での格納容

器代替スプレイ系（可搬型）による送水操作に必要な要員数及び想定時

間は以下のとおり。 

【格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容器代替

スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 

 

【格納容器代替スプレイ系（建物内）を使用する場合（故意による大

型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注

水操作は，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）又は格納容

器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を

判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開始を確認するまで２

時間 10 分以内で可能である。 

また，格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（建物内）を使用す

る場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部への初期水張り開

始を確認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［原子炉圧力容器破損後の格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水の場合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 
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円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）として使用する大量送水車からの

ホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保し

ていることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容

器下部への注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系(常

設)，復水輸送系及び消火系による原子炉格納容器下部への注水機能が喪

失した場合，原子炉格納容器の破損を防止するためペデスタル代替注水

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心の冷却を実

施する。  

炉心損傷の進展により原子炉圧力容器が破損に至る可能性がある場合

において，あらかじめ原子炉格納容器下部への初期水張りを実施する。 

原子炉圧力容器破損後は，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を

冠水冷却するため，原子炉格納容器下部への注水を継続する。その際の

注水流量は，原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作時にサプレッショ

ン・プール水位が外部水源注水制限に到達しないように崩壊熱相当に余

裕をみた流量とする。 

また，本手順はプラント状況や周辺の現場状況によりペデスタル代替

注水系（可搬型）接続口を任意に選択できる構成としている。 

なお，格納容器代替スプレイ系（可搬型）にて原子炉格納容器下部へ

の初期水張りを実施し，ペデスタル代替注水系（可搬型）が使用可能な

場合は，原子炉圧力容器破損後の原子炉格納容器下部への注水に用いる

系統を格納容器代替スプレイ系（可搬型）からペデスタル代替注水系

（可搬型）に切り替えて注水を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの判断基準］ 

損傷炉心の冷却が未達成の場合※１で，ペデスタル代替注水系（可

搬型）が使用可能な場合※２。 

［原子炉圧力容器破損後のペデスタル代替注水系（可搬型）による原子

炉格納容器下部への注水操作の判断基準］ 

原子炉圧力容器の破損の徴候※３及び破損によるパラメータの変化※４
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により原子炉圧力容器の破損を判断した場合で，ペデスタル代替注水

系（可搬型）が使用可能な場合※２。 

※１：「損傷炉心の冷却が未達成」は，原子炉圧力容器下鏡部温

度指示値が 300℃に達した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び燃料が確保されている場合。 

※３：「原子炉圧力容器の破損の徴候」は，原子炉圧力容器内の

水位の低下，制御棒の位置表示の喪失数増加，原子炉圧力

容器下鏡部温度指示値の喪失数増加及び制御棒駆動機構温

度指示値の喪失数増加により確認する。 

※４：「原子炉圧力容器の破損によるパラメータの変化」は，原

子炉圧力指示値の低下，ドライウェル圧力指示値の上昇，

ペデスタル温度指示値の上昇，ペデスタル水温度指示値の

上昇又は喪失により確認する。 

【1.8.2.1(1)ｅ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による海を水源とした原子炉格納容

器下部への注水手順については，「1.8.2.1(1)ｅ．ペデスタル代替注水

系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張りの場合］ 

【ＳＡ電源切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

25 分以内で可能である。 

【非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場合】 

・中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

40 分以内で可能である。 

 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の初期水張り操作のうち，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタ

ル代替注水系（可搬型）による初期水張り操作に必要な要員数及び想定

時間は以下のとおり。 

【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル代替注

水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：２時間 10 分以内 
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【ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する場合

（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合）】 

緊急時対策要員 12 名にて実施した場合：３時間 10 分以内 

 

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作は，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又はペデスタル

代替注水系（可搬型）接続口（西）を使用する場合，作業開始を判断し

てから原子炉格納容器下部初期注水の開始を確認するまで２時間 10 分

以内で可能である。 

また，ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（建物内）を使用する

場合，作業開始を判断してから原子炉格納容器下部初期注水の開始を確

認するまで３時間 10 分以内で可能である。 

 

［ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初期

水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，引き続き，ペデスタル代

替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水を実施する場

合］ 

緊急時対策要員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してか

ら 10 分以内で可能である。 

 

［格納容器代替スプレイ系（可搬型）による原子炉格納容器下部への初

期水張り後に原子炉圧力容器の破損を判断し，ペデスタル注水配管が

使用可能であり，原子炉格納容器下部への注水を格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）からペデスタル代替注水系（可搬型）に切り替える場

合］  

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水

操作のうち，運転員が実施する原子炉建物での系統構成を，中央制御室

運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以

内で可能である。 

また，緊急時対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可

搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作を緊急時対策要員２名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから 10 分以内で可能であ

る。 

なお，ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水操作のうち運転員が実施する原子炉建物での系統構成及び緊急時

対策要員が実施する屋外でのペデスタル代替注水系（可搬型）による原

子炉格納容器下部への注水操作は並行して実施し，作業開始を判断して

から 10 分以内で可能である。 

1.13-155

926



 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）として使用する大量送水車からのホ

ースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｅ．海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

海を水源とした原子炉ウェルへの注水手段としては原子炉ウェル代替注

水系がある。 

(a) 原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉建物の水素爆発を

防止するため，海を水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウ

ェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器か

ら原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，原子炉格納容器内の温度が

171℃を超えるおそれがある場合で，原子炉ウェル代替注水系が使用可

能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ（ＣＡＭＳ）で原子炉格納容

器内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線

量率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モ

ニタ（ＣＡＭＳ）が使用できない場合に原子炉圧力容器温

度で 300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，燃料が確保されている場合。 

【1.10.2.1(1)】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉ウェル代替注水系による海を水源とした原子炉ウェルへの注水

手順については，「1.10.2.1(1)原子炉ウェル代替注水系による原子炉ウ

ェルへの注水（淡水／海水）」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

原子炉ウェル代替注水系接続口（南）又は原子炉ウェル代替注水系接続

口（西）を使用した場合，作業開始判断から原子炉ウェル代替注水系に
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よる原子炉ウェル注水開始まで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路の確保，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。原子炉ウェル代替注水系として使用する大量送水車

からのホース接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確

保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，一度ドライウェル主フランジが冠水するまで注水した後は，蒸

発による水位低下を考慮して定期的に注水し，ドライウェル主フランジ

が冠水する水位を維持することにより，ドライウェル主フランジのシー

ル部温度をシールの健全性を保つことができる温度以下に抑えることが

可能である。 

 

ｆ．海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ 

海を水源とした燃料プールへの注水／スプレイ手段としては，燃料プー

ルスプレイ系がある。 

(a) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，海を水源として大量送水車により，燃

料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水

を実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至った場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整備

する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プ
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ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，

作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量送水車の配置，

送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口使用

による注水まで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に操作可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへの注水 

燃料プールの冷却機能又は注水機能の喪失，又は燃料プールの小規模

な水の漏えいが発生した場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水を優先して実施するが，燃料プール

スプレイ系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへの注水が実施で

きない場合は，海を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水を実施する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）による燃料プールへの注水ができない場合。ただし，燃料プー

ルエリアへアクセスできる場合。 

・燃料プール水位低警報又は燃料プール温度高警報が発生した場合。 

・燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，復旧が見込めない場

合。 

【1.11.2.1(1)ｃ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.1(1)ｃ．燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）による燃料プールへの注水（淡水／海水）」にて整

備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系

（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへの注水開始までの想定時

間は以下のとおり。 
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原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(c) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が異常に

低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持で

きない場合に，海を水源として大量送水車により，燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイを実施するこ

とで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止

する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至った場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.2(1)ａ．燃料プールスプレイ系（常設

スプレイヘッダ）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」にて

整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）又は燃料プ

ールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用した場合，

作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定，大量送水車の配置，
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送水準備及び燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口使用

による大量送水車によるスプレイまで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車

からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを

確保していることから，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(d) 海を水源とした燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールへのスプレイ 

燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異常

に低下し，燃料プール代替注水設備による注水を実施しても水位を維持

できない場合に，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）を優先

して使用するが，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）の機能

が喪失した場合は，海を水源として大量送水車により，燃料プールスプ

レイ系（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイを実施

することで燃料プール内の燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界

を防止する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

燃料プールの水位が水位低警報レベルまで低下し，更に以下のいずれ

かの状況に至り，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）による

燃料プールへのスプレイができない場合。ただし，燃料プールエリアへ

アクセスできる場合。 

・燃料プールへの注水を行っても水位低下が継続する場合。 

・燃料貯蔵ラック上端+6,000mm を下回る水位低下を燃料プール水位 

（ＳＡ）にて確認した場合。 

【1.11.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

燃料プールスプレイ系による海を水源とした燃料プールへの注水／ス

プレイ手順については，「1.11.2.2(1)ｂ．燃料プールスプレイ系（可搬

型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ（淡水／海水）」に

て整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから燃料プールスプレイ系
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（可搬型スプレイノズル）による燃料プールへのスプレイ開始までの想

定時間は以下のとおり。 

原子炉建物原子炉棟南側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

原子炉建物原子炉棟西側扉からの接続の場合：２時間 50 分以内 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は，事象初期に可搬型スプレイ

ノズルの設置を実施するため通常運転時と同程度である。 

燃料プールスプレイ系として使用する大量送水車からのホースの接続

は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることか

ら，容易に実施可能である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｇ．海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷

却水の確保 

海を水源とした原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）への冷却

水を確保する手段としては，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

がある。 

(a)  原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が健全な場合は，自動

起動信号による作動，又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機

冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を起動し，原子炉補機冷却系（原子

炉補機海水系を含む。）による冷却水確保を行う。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

残留熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除

熱が必要な場合。 

【1.5.2.3(1)】 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）による冷却水の確保

手順については，「1.5.2.3(1) 原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を

含む。）による除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから，原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

による除熱開始まで３分以内で可能である。 
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ｈ．海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 

海を水源とした最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送手段としては原

子炉補機冷却系と原子炉補機代替冷却系がある。 

(a) 海を水源とした原子炉補機代替冷却系による除熱 

原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合，残留熱除去系を使用した発

電用原子炉からの除熱，原子炉格納容器内の除熱及び燃料プール水の除

熱ができなくなるため，原子炉補機代替冷却系を用いた除熱のため，原

子炉補機冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷

却水を供給する。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，残留熱除

去系（原子炉停止時冷却モード）又は残留熱除去系（サプレッション・

プール水冷却モード）を起動し，最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送す

る。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の故障又は全交流動

力電源喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）を使

用できない場合。ただし，原子炉注水手段がない場合は，原子炉注水準

備を優先する※１。 

※１：常設設備による注水手段がない場合，又は低圧原子炉代替

注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大

量送水車による注水又は補給準備を実施。 

【1.5.2.2(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却

系による除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時

における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員

数及び想定時間は以下のとおり。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（ＳＡ電源切替盤を使用した場合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員15名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系統

構成完了まで１時間40分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供
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給開始まで７時間20分以内で可能である。 

【原子炉建物南側接続口又は原子炉建物西側接続口を使用した補機冷

却水確保の場合（非常用コントロールセンタ切替盤を使用した場

合）】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員15名に

て作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員操作の系統

構成完了まで１時間50分以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供

給開始まで７時間20分以内で可能である。 

 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（ＳＡ

電源切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間40分

以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内で

可能である。 

【原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による

大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合（非常

用コントロールセンタ切替盤を使用した場合））】 

・中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対策要員６名に

て作業を実施した場合，運転員操作の系統構成完了まで１時間50分

以内，緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで７時間以内で

可能である。 

 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同等である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(b) 大型送水ポンプ車による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能が喪失した場合，

残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため，原子炉補機代替

冷却系により補機冷却水を確保するが，移動式代替熱交換設備が機能喪

失した場合は，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，大型送水ポンプ車

により，原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給す

る。 

常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残留

熱除去系の電源が確保されている場合に，冷却水通水確認後，目的に応
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じた運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱

除去系（サプレッション・プール水冷却モード）を起動し，最終ヒート

シンク（海）へ熱を輸送する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）機能喪失又は全交流

動力電源喪失により原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）が

機能喪失した場合で，移動式代替熱交換設備が故障等により使用できな

い場合。 

【1.5.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

原子炉補機代替冷却系による海を水源とした最終ヒートシンク（海）

への代替熱輸送手順については，「1.5.2.2(1)ｂ．大型送水ポンプ車に

よる除熱」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員４名及び緊急時対

策要員６名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから運転員に

よる系統構成完了まで１時間20分以内，緊急時対策要員による大型送水

ポンプ車を使用した補機冷却水供給開始まで７時間以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。また，速やかに作業が開始できるよう，使用する

資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｉ．海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制 

海を水源とした大気への放射性物質の拡散抑制手段としては大型送水ポ

ンプ車及び放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制がある。 

(a) 海を水源とした大型送水ポンプ車及び放水砲による大気への放射性物

質の拡散抑制 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損を

防止するため，格納容器スプレイによる原子炉格納容器内の除熱や格納

容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系による原子炉格納容器の減

圧及び除熱させる手段がある。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいにより燃料プールの水位が

異常に低下し，燃料プール注水設備で注水しても水位が維持できない場

合は，燃料プールへのスプレイにより燃料損傷を緩和する手段がある。 
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しかし，これらの機能が喪失し，原子炉建物から直接放射性物質が拡

散する場合を想定し，大型送水ポンプ車及び放水砲により原子炉建物に

海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

以下のいずれかが該当する場合とする。 

・炉心損傷を判断した場合※１において，あらゆる注水手段を講じて

も発電用原子炉への注水が確認できない場合。 

・燃料プール水位が低下した場合において，あらゆる注水手段を講じ

ても水位低下が継続する場合。 

・大型航空機の衝突など，原子炉建物外観で大きな損傷を確認した場

合。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

【1.12.2.1(1)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした大気への放射性物

質の拡散抑制手順については，「1.12.2.1(1)ａ．大型送水ポンプ車及び

放水砲による大気への放射性物質の拡散抑制」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の現場対応は緊急時対策要員 12 名にて実施し，想定時間は，複

数あるホース敷設ルートのうち，人力で設置する作業がない原子炉建物

西側連絡ルートを優先的に選択することで，作業開始を判断してから大

気への放射性物質の拡散抑制の準備完了まで４時間 30 分以内で可能で

ある。（ホースを人力で設置する排気筒南側連絡ルートでホースを敷設

した場合は，４時間 30 分以内で大気への放射性物質の拡散抑制の準備

を完了することとしている。） 

円滑に作業ができるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。作業環境の周辺温度は外気温と同程度である。

大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに作業ができるように大

型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

緊急時対策本部からの指示を受けて，大気への放射性物質の拡散抑制
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を開始する。緊急時対策要員５名にて実施し，大型送水ポンプ車及び放

水砲による大気への放射性物質の拡散抑制の実施指示から 10 分以内で

放水することが可能である。  

放水砲は可搬型設備のため，任意に設置場所を設定することが可能で

あり，風向き等の天候状況及びアクセス状況に応じて，最も効果的な方

角から原子炉建物破損口等の放射性物質の放出箇所に向けて放水する。 

なお，原子炉建物への放水に当たっては，原子炉建物から漏えいする

放射性物質や熱を検出する手段として，必要に応じてガンマカメラ又は

サーモカメラを活用する。原子炉建物の破損箇所や放射性物質の放出箇

所が確認できない場合は，原子炉建物の中心に向けて放水する。 

放水砲による放水は，噴射ノズルを調整することで，放水形状を直線

状又は噴霧状に調整でき，放水形状は，直線状とするとより遠くまで放

水できるが，噴霧状とすると，直線状よりも放射性物質の拡散抑制効果

が期待できることから，なるべく噴霧状を使用する。 

また，直線状で放水する場合も到達点では，噴霧状になっているため

放射性物質の抑制効果がある。 

なお，大型送水ポンプ車及び放水砲の準備にあたり，プラント状況や

周辺の現場状況，ホースの敷設時間等を考慮し，複数あるホース敷設ル

ートから全対応の作業時間が短くなるよう適切なルートを選択する。 

 

ｊ．海を水源とした航空機燃料火災への泡消火 

海を水源とした航空機燃料火災への泡消火手段としては大型送水ポンプ

車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火がある。 

(a) 大型送水ポンプ車及び放水砲による航空機燃料火災への泡消火 

原子炉建物周辺における航空機衝突による航空機燃料火災が発生した

場合は，大型送水ポンプ車及び放水砲により，海水を水源として，航空

機燃料火災への泡消火を行う手順を整備する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

航空機燃料火災が発生した場合。 

【1.12.2.2(2)ａ．】 

 

ⅱ 操作手順 

大型送水ポンプ車及び放水砲による海を水源とした航空機燃料火災へ

の泡消火手順については，「1.12.2.2(2)ａ．大型送水ポンプ車及び放水

砲による航空機燃料火災への泡消火」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業
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開始を判断してから大型送水ポンプ車及び放水砲による泡消火開始まで

５時間 10 分以内で可能である。 

放水段階では緊急時対策要員５名にて実施する。１％水成膜泡消火薬

剤を 5,000L 配備し，放水開始から約 22 分の泡消火が可能である。 

泡消火薬剤は，放水流量（22,000L/min）の１％濃度で自動注入とな

る。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホース接続は，速やかに

作業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホース

を配備する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

(9) ほう酸水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

重大事故等時，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう

酸水注入／注水手順を整備する。 

ａ．ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器へのほう酸水注入手段

としては，ほう酸水注入系がある。 

(a) 事故時操作要領書（徴候ベース）「反応度制御」 

ＡＴＷＳ発生時に，発電用原子炉を安全に停止させる。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

事故時操作要領書（徴候ベース）「スクラム」（原子炉出力）の操作を

実施しても，制御棒 1本よりも多くの制御棒が未挿入の場合。 

なお，制御棒手動操作・監視系の故障により，制御棒の位置が確認で

きない場合もＡＴＷＳと判断する。 

【1.1.2.1(2)】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入手順については，「1.1.2.1(2)ＥＯＰ「反応度制御」」

にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員２名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから，ほう酸水注入系起動操作完了まで５分 30 秒以内

で対応可能である。 
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(b) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内

の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，ほう酸

水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほ

う酸水注入を実施する。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給するこ

とで，ほう酸水貯蔵タンクを使用したほう酸水注入系による原子炉圧力

容器への注水を継続する。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給

することで，ほう酸水注入テストタンクを使用したほう酸水注入系によ

る原子炉圧力容器への注水も可能である。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であり，高圧炉心スプレイ

系，高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合で，ほ

う酸水注入系が使用可能な場合。 

【1.2.2.3(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注水手順については，「1.2.2.3(1)ｂ．ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入及び注水」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作のうち，ほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器

へのほう酸水注入は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから原子炉圧力容器へのほう酸水注入開始まで 10

分以内で可能である。 

さらに，復水輸送系等を水源としてほう酸水貯蔵タンクに補給し，原

子炉圧力容器へ継続注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現場

運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉圧

力容器への継続注水準備完了まで１時間以内で可能である。 

また，復水輸送系等を水源としてほう酸水注入系テストタンクに補給

し，原子炉圧力容器へ注水を行う場合は，中央制御室運転員１名及び現

場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから原子炉

圧力容器への注水開始まで１時間 15 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

1.13-168

939



連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。 

 

(c) ほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水注入 

損傷炉心へ注水する場合，ほう酸水注入系によるほう酸水の注入を並

行して実施する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

炉心損傷を判断した場合※１において，損傷炉心へ注水する場合で，

ほう酸水注入系が使用可能な場合※２。 

※１：格納容器雰囲気放射線モニタ(ＣＡＭＳ)で原子炉格納容器

内のガンマ線線量率が，設計基準事故相当のガンマ線線量

率の 10 倍を超えた場合，又は格納容器雰囲気放射線モニ

タ(ＣＡＭＳ)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で

300℃以上を確認した場合。 

※２：設備に異常がなく，電源及び水源（ほう酸水貯蔵タンク）

が確保されている場合。 

【1.8.2.2(1)ｂ．】 

 

ⅱ 操作手順 

ほう酸水注入系によるほう酸水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容

器へのほう酸水注入手順については，「1.8.2.2(1)ｂ．ほう酸水注入系

による原子炉圧力容器へのほう酸水注入」にて整備する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してからほう酸水注入系による原子炉圧力容器へのほう酸水

注入開始まで 10 分以内で可能である。 

 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1) 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

ａ．大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水） 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対応を

実施している場合に，低圧原子炉代替注水槽への補給手段がないと低圧原

子炉代替注水槽水位は低下し，水源が枯渇するため，大量送水車による低

圧原子炉代替注水槽への補給を実施する。 

大量送水車の水源は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を優

先して使用する。淡水による低圧原子炉代替注水槽への補給が枯渇等によ

り継続できない場合は，海水による低圧原子炉代替注水槽への補給に切り

替えるが，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を経由して低圧原
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子炉代替注水槽へ補給することにより，低圧原子炉代替注水槽への補給を

継続しながら淡水から海水への切替えが可能である。なお，輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水補給は，「1.13.2.2(2)ａ．輪谷

貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への補給」の手順にて，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）への海水補給は，「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給」の手順にて実施する。 

また，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として低圧原

子炉代替注水槽へ補給している場合は，あらかじめ大量送水車又は大型送

水ポンプ車の水源切替え準備をすることにより速やかに淡水から海水への

切替えが可能である。淡水から海水への切替えは，「1.13.2.3(2)淡水から

海水への切替え」の手順にて実施する。 

 

(a) 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能

な場合。 

 

ⅱ 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。概要

図を第 1.13－14 図，タイムチャートを第 1.13－15 図に，ホース敷設図

を第 1.13－44 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量

送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車の

配置及びホース接続を依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋

を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から

低圧原子炉代替注水槽までのホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

1.13-170

941



補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋開

放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視を

指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代

替注水槽への補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車の起動後，補給開始したことを緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は，当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始された

ことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副長に

報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧原子

炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到

達したことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽への

補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子炉代替注水槽への

補給停止について緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補

給開始まで２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽へホースを敷設し，送水ルー
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トを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-6） 

 

(b) 淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要となった場合で，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西

１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽への補給ができ

ない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

ⅱ 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－16 図，タイムチャ

ートを第 1.13－17 図に，ホース敷設図を第 1.13－45 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量

送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車の

配備及びホース接続を依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タンク

に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代替注水槽

への補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク接

続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，淡水タンクから低圧原子炉代替注水槽までのホー

ス敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への

補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確

認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋開

放及びホースの挿入を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急

時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 
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⑨当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視を

指示する。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉代

替注水槽への補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，淡水タンクの弁を全開後，大量送水車の起動操作

を行い，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，緊急

時対策本部は当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始された

ことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副長に

報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による淡水タン

クから低圧原子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に到

達したことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽への

補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子炉代替注水槽への

補給停止について緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タン

クから低圧原子炉代替注水槽への補給開始まで２時間 30 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。 

大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作

業スペースを確保していることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから低圧原子炉代

替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

(添付資料 1.13.4-6) 
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(c) 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給 

ⅰ 手順着手の判断基準 

低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種

注水が必要で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水

タンクが使用できない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による低圧原子炉代替注水槽への補給手順の概要は以下のとおり。

概要図を第 1.13－18 図に，タイムチャートを第 1.13－19 図に，ホース

敷設図を第 1.13－46 図に示す。 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

「1.13.2.1(8)ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車

又は大量送水車（２台）による送水」の操作手順と同様である。 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水］ 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の準備開始を指示す

る。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による低圧原子

炉代替注水槽への補給の準備のため，大量送水車及び大型送水ポン

プ車又は大量送水車（２台）の配置とホースの接続を依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決定

し，緊急時対策要員に大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送

水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への補給準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇

所に配置し，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユ

ニットを海水取水箇所へ設置する。 

⑤緊急時対策要員は，海水取水箇所から低圧原子炉代替注水槽までの

ホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による低圧原子炉代替注水槽へ

の補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示に
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て確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置，低圧原子炉代替注水槽の蓋

開放及びホースの挿入を行う。 

⑧緊急時対策要員は，「大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量

送水車への送水準備」作業が完了していることを確認し，大量送水

車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時

対策本部は当直長に報告する。 

⑨当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送

水車による低圧原子炉代替注水槽への補給開始を依頼する。 

⑩当直副長は，中央制御室運転員に低圧原子炉代替注水槽水位の監視

を指示する。 

⑪緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による低圧原子炉

代替注水槽への補給開始を指示する。 

⑫緊急時対策要員は，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したこ

とを緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に

報告する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽への補給が開始され

たことを低圧原子炉代替注水槽水位指示上昇により確認し，当直副

長に報告する。 

⑭当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による低圧原

子炉代替注水槽への補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告

する。 

⑮中央制御室運転員Ａは，低圧原子炉代替注水槽の水位が規定水位に

到達したことを当直副長に報告する。 

⑯当直長は，当直副長からの依頼に基づき，低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に低圧原子炉代替注水槽

への補給停止を指示する。 

⑰緊急時対策要員は，大量送水車を停止し，低圧原子炉代替注水槽へ

の補給停止について緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

 

ⅲ 操作の成立性 

［水源確保（大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送

水）］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車による大量送水車への送水まで２時間

10 分以内，大型送水ポンプ車による大量送水車への送水まで２時間
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10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホー

スの接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保して

いることから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海水取水箇所から中継する

大量送水車へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モ

ニタ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-4） 

 

［海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２

台）による送水］ 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車（２台）を使用する場合，２時間 10

分以内，大型送水ポンプ車及び大量送水車を使用する場合，２時間

10 分以内で可能である。 

大量送水車又は大型送水ポンプ車による大量送水車への送水から大

量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給の一連の作業は，中央

制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してから「大量送水車（２台）使用の場合」２時間

10 分以内，「大型送水ポンプ車及び大量送水車使用の場合」２時間 10

分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通

信連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結

合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に

操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車から低圧原子炉

代替注水槽へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いること

で，暗闇における作業性についても確保している。 

(添付資料 1.13.4-5) 

 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手

順 

ａ．輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）への補給 
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輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合に輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（東１）又は輪谷

貯水槽（東２）の水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ補給

する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水を行う場合で，輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の水が枯渇するおそれがある場合。 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給手順の概要は以下のとおり。概要図を

第 1.13－20 図に，タイムチャートを第 1.13－21 図に，ホース敷設図を

第 1.13－47 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員に

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）への補給を指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車の配置及びホース等の接続を行う。 

③緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。 

④緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）の蓋開放並びにホース挿入を行い，大量送水車による

送水準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，輪谷貯水槽（東１）又は輪

谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ

補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）及び

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水位を目視により確認

し，補給が開始されたことを緊急時対策本部へ報告する。また，緊急

時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員６名にて作業を実施した場合，作業開

始を判断してから大量送水車による輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽

（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）に水を補給す
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るまで１時間 20 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホース接続は，汎用の結合金具

であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可能

である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（東１）又は輪谷

貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へホー

スを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-7） 

 

ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

(a) 大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）

への海水補給 

輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれが

ある場合に，大型送水ポンプ車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪

谷貯水槽（西２）へ補給する。 

ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，輪谷貯水槽

（東１）又は輪谷貯水槽（東２）を水源とした補給ができない場合。 

 

ⅱ 操作手順 

海を水源とした大型送水ポンプ車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）への補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13

－22 図に，タイムチャートを第 1.13－23 図に，ホース敷設図を第 1.13

－48 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大型送水ポンプ

車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給

を実施するよう緊急時対策要員へ指示する。 

②緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を海水取水箇所に配置し，大

型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設置す

る。 

③緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。 
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④緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車の配置，輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大型

送水ポンプ車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大型送水ポンプ車による輪谷

貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，大型送水ポンプ車を起動後，補給開始したこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）の

水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部

へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大型送水ポンプ車による海水取水箇所から輪谷貯水

槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで３時間 20 分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大型送水ポンプ車からのホースの接続は，汎用の

結合金具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に

操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

なお，炉心損傷により屋外放射線量が高い場合は屋内に待機し，モニ

タ指示を確認しながら作業を実施する。 

（添付資料 1.13.4-8） 

 

(b) 大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海

水補給 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）の水が枯渇により輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給ができなくなるおそれが

ある場合に，大量送水車により海水を輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水

槽（西２）へ補給する。 

 

ⅰ 手順着手の判断基準 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水等の各種注水が開始され，淡水を水源と

した補給ができない場合。 
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ⅱ 操作手順 

海を水源とした大量送水車による輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽

（西２）への海水補給手順の概略は以下のとおり。概略図を第 1.13－

24 図に，タイムチャートを第 1.13－25 図に，ホース敷設図を第 1.13－

48 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，大量送水車によ

る輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給を実施

するよう緊急時対策要員へ指示する。 

②緊急時対策要員は，大量送水車を海水取水箇所に配置し，大量送水

車付属の水中ポンプユニットを海水取水箇所に設置する。 

③緊急時対策要員は，海水取水箇所から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷

貯水槽（西２）までのホース敷設を行う。 

④緊急時対策要員は，大量送水車の配置，輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）の蓋開放並びにホースの挿入を行い，大量送水車

による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑤緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による輪谷貯水槽

（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始を指示する。 

⑥緊急時対策要員は，大量送水車を起動後，補給開始したことを緊急

時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）の

水位を目視により確認し，補給が開始されたことを緊急時対策本部

へ報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

ⅲ 操作の成立性 

上記の操作は，緊急時対策要員 12 名にて作業を実施した場合，作業

開始を判断してから大量送水車による海水取水箇所から輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給開始まで２時間 30 分以内で可能

である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して海から輪谷貯水槽（西１）又

は輪谷貯水槽（西２）へホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

（添付資料 1.13.4-9） 
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 (3) 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補

給 

復水貯蔵タンクを水源として，各種注水を行う場合で，復水貯蔵タンク

の水が枯渇するおそれがある場合は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）の水を復水貯蔵タンクへ補給する。 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）が使用可能な場

合。 

 

(b) 操作手順 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による復水貯蔵タンクへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第

1.13－26 図に，タイムチャートを第 1.13－27 図に，ホース敷設図を第

1.13－49 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量

送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。  

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配置及

びホース接続を依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を輪谷貯水槽

（西１）及び輪谷貯水槽（西２）に決定し，緊急時対策要員に大量送

水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２）に配置し，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）の蓋

を開放後，大量送水車付属の水中ポンプユニットを設置する。 

⑤緊急時対策要員は，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から

復水貯蔵タンクまでのホース敷設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給に

必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース

接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告

する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示す

る。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タン
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クへの補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車を起動し，復水貯蔵タンク接続口元弁

を全開にし，補給開始したことを緊急時対策本部に報告する。また，

緊急時対策本部は，当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを

復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯蔵

タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達した

ことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停

止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯蔵タンクへの補給

停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全閉操作を実施し，

復水貯蔵タンクへの補給停止について緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による輪谷貯水

槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給開始ま

で２時間 10 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して輪谷貯水槽（西１）及び輪谷

貯水槽（西２）から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確

保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｂ．淡水タンクから復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，淡水タンクが使用可能で，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）から復水貯蔵タンクへの補給ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

1.13-182

953



より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 操作手順 

淡水タンクを水源とした大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給手

順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－28 図，タイムチャートを第

1.13－29 図に，ホース敷設図を第 1.13－50 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量

送水車による復水貯蔵タンクへの補給の準備開始を指示する。  

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給の準備のため，大量送水車の配置及

びホース接続を依頼する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を淡水タンク

に決定し，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タンクへの補

給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車を淡水タンクに配置し，淡水タンク接

続口から大量送水車吸入口へホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，淡水タンクから復水貯蔵タンクまでのホース敷設

を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給に

必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車の配置及び復水貯蔵タンクへのホース

接続を行い，大量送水車による送水準備完了を緊急時対策本部に報告

する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示す

る。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車による復水貯蔵タン

クへの補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，淡水タンクの弁及び復水貯蔵タンク接続口元弁を

全開にし，大量送水車の起動操作を行い，補給開始したことを緊急時

対策本部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを

復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車による復水貯蔵

タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達した

ことを当直副長に報告する。 

1.13-183

954



⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停

止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯蔵タンクへの補給

停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全閉操作を実施し，

復水貯蔵タンクへの補給停止について緊急時対策本部に報告する。 

また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから大量送水車による淡水タン

クから復水貯蔵タンクへの補給開始まで２時間 30 分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車からのホースの接続は，汎用の結合金

具であり，十分な作業スペースを確保していることから，容易に操作可

能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して淡水タンクから復水貯蔵タン

クへホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

ｃ．海から復水貯蔵タンクへの補給 

(a) 手順着手の判断基準 

復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水等の各種注水が

開始され，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タン

クから復水貯蔵タンクへの補給ができない場合※１。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 操作手順 

海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タン

クへの補給手順の概要は以下のとおり。概要図は第 1.13－30 図，タイム

チャートを第 1.13－31 図に，ホース敷設図を第 1.13－51 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に大量

送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給の準

備開始を指示する。  

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの海水補給の準備の

ため，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及びホース接続を依頼
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する。 

③緊急時対策本部は，プラントの被災状況の結果から水源を海に決定し，

緊急時対策要員に大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タ

ンクへの補給の準備を指示する。 

④緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を海水取水箇所

に配置し，大量送水車又は大型送水ポンプ車付属の水中ポンプユニッ

トを海水取水箇所へ設置する。 

⑤緊急時対策要員は，海水取水箇所から復水貯蔵タンクまでのホース敷

設を行う。 

⑥中央制御室運転員Ａは，大量送水車又は大型送水ポンプ車による復水

貯蔵タンクへの海水補給に必要な監視計器の電源が確保されているこ

とを状態表示にて確認する。 

⑦緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車の配置及び復水

貯蔵タンクへのホース接続を行い，大量送水車又は大型送水ポンプ車

による送水準備完了を緊急時対策本部に報告する。また，緊急時対策

本部は当直長に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に大量送水

車又は大型送水ポンプ車による復水貯蔵タンクへの補給開始を依頼す

る。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に復水貯蔵タンク水位の監視を指示す

る。 

⑩緊急時対策本部は，緊急時対策要員に大量送水車又は大型送水ポンプ

車による復水貯蔵タンクへの補給開始を指示する。 

⑪緊急時対策要員は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を起動し，復水

貯蔵タンク接続口元弁を全開にし，補給開始したことを緊急時対策本

部に報告する。また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを

復水貯蔵タンク水位指示上昇により確認し，当直副長に報告する。 

⑬当直長は，当直副長からの依頼に基づき，大量送水車又は大型送水ポ

ンプ車による復水貯蔵タンクへの補給が開始されたことを緊急時対策

本部に報告する。 

⑭中央制御室運転員Ａは，復水貯蔵タンクの水位が規定水位に到達した

ことを当直副長に報告する。 

⑮当直長は，当直副長からの依頼に基づき，復水貯蔵タンクへの補給停

止を緊急時対策本部に依頼する。 

また，緊急時対策本部は，緊急時対策要員に復水貯蔵タンクへの補給

停止を指示する。 

⑯緊急時対策要員は，復水貯蔵タンク接続口元弁の全閉操作を実施し，

復水貯蔵タンクへの補給停止について緊急時対策本部に報告する。 
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また，緊急時対策本部は当直長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員 12 名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから「大量送水車使用の場合」

２時間 10 分以内，「大型送水ポンプ車使用の場合」３時間 20 分以内で可

能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信

連絡設備を整備する。大量送水車又は大型送水ポンプ車からのホースの

接続は，汎用の結合金具であり，十分な作業スペースを確保しているこ

とから，容易に操作可能である。 

構内のアクセスルートの状況を考慮して大量送水車又は大型送水ポン

プ車から復水貯蔵タンクへホースを敷設し，送水ルートを確保する。 

また，車両の作業用照明，ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで，

暗闇における作業性についても確保している。 

 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

サプレッション・プール水枯渇，サプレッション・チェンバ破損又はサプ

レッション・プール水温上昇等によりサプレッション・チェンバが使用でき

ない場合において，復水貯蔵タンクの水位計が健全であり，水位が確保され

ている場合は，重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよ

う，原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源を切り替える。 

なお，水源切替えにおいては，運転中の原子炉隔離時冷却ポンプ及び高圧

炉心スプレイ・ポンプを停止することなく水源を切り替えることが可能であ

る。 

ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時において，復水貯

蔵タンクが使用可能な場合は，サプレッション・チェンバから復水貯蔵タ

ンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵

タンクの水位が確保されている場合。 

・サプレッション・プール水位指示値が，通常水位－50cm 以下となっ

た場合。 

・サプレッション・プール水温度が，原子炉隔離時冷却系の設計温度を

超えるおそれがある場合。 

 

(b) 操作手順 
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原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－32 図に，タイムチャート

を第 1.13－33 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にサプ

レッション・チェンバから復水貯蔵タンクへの水源の切替え，その後

の原子炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認するよう指

示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣ

ＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポン

プ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，原子炉隔離時冷却系のポン

プ復水貯蔵水入口弁が全開となったことを確認後，ポンプトーラス水

入口弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯蔵

タンクへ切り替わることを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，水源切替え後における原子

炉隔離時冷却系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に水

源切替えが完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されてい

る操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

 

ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時において，サプレ

ッション・チェンバから復水貯蔵タンクへ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

サプレッション・チェンバが以下のいずれかの状態となり，復水貯蔵

タンクの水位が確保されている場合。 

・サプレッション・プール水位指示値が，通常水位－50cm 以下となっ

た場合。 

・サプレッション・プール水温度が，高圧炉心スプレイ系の設計温度を

超えるおそれがある場合。 

 

(b) 操作手順 
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高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え

手順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.13－34 図に，タイムチャート

を第 1.13－35 図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高圧

炉心スプレイ系の水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切替え，その後の高圧炉心スプレイ系の運転状態に異常がないこ

とを確認するよう指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，トーラス水位高バイパスＣ

ＯＳを「通常」から「バイパス」に切り替える。 

③中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，高圧炉心スプレイ系のＨＰ

ＣＳポンプ復水貯蔵水入口弁を全開操作する。 

④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＨＰＣＳポンプ復水貯蔵水

入口弁が全開となったことを確認後，ＨＰＣＳポンプトーラス水入口

弁を全閉操作し，水源がサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替わることを確認する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて水源切替え後における高圧炉

心スプレイ系の運転状態に異常がないことを確認し，当直副長に水源

切替えが完了したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名にて操作を実施した場合，作業

開始を判断してから水源をサプレッション・チェンバから復水貯蔵タン

クへ切り替えるまで５分以内で可能である。中央制御室に設置されてい

る操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに対応できる。屋内作業の

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料 1.13.4-10） 

(2) 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，低圧原

子炉代替注水槽への淡水供給が継続できない場合※１は淡水補給から海水補

給へ切り替える。 

低圧原子炉代替注水槽への補給は，「1.13.2.2(1)ａ．大量送水車による

低圧原子炉代替注水槽への補給（淡水／海水）」の手順にて整備する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生によ

り水源として使用できない場合を含む。 

 (添付資料 1.13.4-11) 

 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車に

よる送水中の場合 
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重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への淡水供給が継続できない場合は

淡水補給から海水補給へ切り替える。 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給は，

「1.13.2.2(2)ｂ．海から輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

補給」の手順にて整備する。 

(添付資料 1.13.4-12) 

 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

重大事故等の収束に必要な水の供給が中断することがないよう，復水貯

蔵タンクへの淡水供給が継続できない場合※１は淡水補給から海水補給へ切

り替える。 

復水貯蔵タンクへの海水補給は，「1.13.2.2(3)ｃ．海から復水貯蔵タン

クへの補給」の手順にて整備する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生によ

り水源として使用できない場合を含む。 

 

(3) 海水から淡水への切替え 

土石流の発生により，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源

とした原子炉圧力容器等への注水ができない場合は，海を水源とした原子炉

圧力容器等への注水を実施するが，その後，淡水タンクが使用可能であるこ

とを確認できた場合は，海水から淡水へ水源を切り替える。 

ろ過水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，

1.13.2.1.(5)ｅ．～ ｋ．の手順にて整備する。 

純水タンクを水源とした大量送水車による原子炉圧力容器等への注水は，

1.13.2.1.(7)ａ．～ ｇ．の手順にて整備する。 

 

(4) 外部水源から内部水源への切替え 

原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に内部水源（サプレッション・チェン

バ）を水源とした高圧注水系による原子炉圧力容器への注水ができない場合

は，逃がし安全弁による発電用原子炉の減圧を実施し，外部水源（低圧原子

炉代替注水槽）を水源とした低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧

力容器への注水又は外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））

を水源としたペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部へ

の注水を行うが，その後，事故収束に必要な対応として，外部水源（低圧原

子炉代替注水槽又は輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部

水源（サプレッション・チェンバ）への切替えを行う。 

 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チ

1.13-189

960



ェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器

破損モード「雰囲気圧力・温度による静的負荷（格納容器過圧・過温破

損）」発生時の事故の収束に必要な対応として，外部水源（低圧原子炉代

替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替え

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

炉心損傷時，外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子

炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器への注水を実施している状

態にて，原子炉水位がＬ０以上と判断され，かつ，残留熱代替除去系が

使用可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている場合。 

 

(b) 操作手順 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・

チェンバ）への切替え手順の概要は以下のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替

除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱手順

については，「1.7.2.1(1)ａ． 残留熱代替除去系による原子炉格納容器

内の減圧及び除熱」にて整備する。また，外部水源（低圧原子炉代替注

水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉圧力容器

への注水手順については，「1.4.2.1(1)a.(a)低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水」にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外部

水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系（常

設）による原子炉圧力容器への注水手段から，内部水源（サプレッシ

ョン・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器

への注水及び原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるため，残留熱

代替除去ポンプの起動を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉圧力容器へ

の注水及び原子炉格納容器内の除熱が開始されたことを確認し，当直

副長に報告する。 

③当直副長は，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留

熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の

除熱開始を確認後，中央制御室運転員に外部水源（低圧原子炉代替注

水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系の停止操作を行うため，低圧

原子炉代替注水ポンプ停止を指示する。 
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④中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，低圧原子炉代替注水ポンプ

を停止する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，当直副長に低圧原子炉代替注水ポンプが停止

したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系

による原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器内の除熱操作の成立

性については，「1.13.2.1(3)ｄ．(b)残留熱代替除去系による原子炉格

納容器内の減圧及び除熱」にて整理する。 

外部水源（低圧原子炉代替注水槽）を使用した低圧原子炉代替注水系

（常設）による原子炉圧力容器内の注水操作の成立性については，

「1.13.2.1(1)ａ．(a) 低圧原子炉代替注水系（常設）による低圧原子炉

代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水」にて整理する。 

 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え 

有効性評価において想定する事故シーケンスグループ等である格納容器

破損モード「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」発生時の事故の

収束に必要な対応として，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽

（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）へ水源を切り替える。 

(a) 手順着手の判断基準 

原子炉圧力容器破損後，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格

納容器下部への注水を実施している状態にて，残留熱代替除去系が使用

可能な場合※１。 

※１：設備に異常がなく，電源，冷却水及び水源（サプレッショ

ン・チェンバ）が確保されている場合。 

 

(b) 操作手順 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源

（サプレッション・チェンバ）への切替え手順の概要は以下のとおり。 

なお，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替

除去系による原子炉格納容器内の除熱手順については，「1.7.2.1(1)ａ． 

残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて整備す

る。また，外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使

用したペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への

注水手順については，「1.8.2.1(1)e.ペデスタル代替注水系（可搬型）に

よる原子炉格納容器下部への注水（淡水／海水）」にて整備する。 
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① 当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に外

部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペ

デスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水手

段から，内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代

替除去系による原子炉格納容器内の除熱手段へ切り替えるため，残留

熱代替除去ポンプの起動を指示する。 

② 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，内部水源（サプレッショ

ン・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系による原子炉格納容器内

の除熱が開始されたことを確認し，当直副長に報告する。 

③ 中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ペデスタル代替注水系

（可搬型）の停止基準である，格納容器圧力 384kPa[gage]以下及び

ドライウェル水位がベント管下端位置（ドライウェル床面＋1m）に到

達したことを当直副長へ報告する。 

④ 当直副長は，ペデスタル代替注水系（可搬型）の停止基準到達を確

認後，中央制御室運転員に外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２））を使用したペデスタル代替注水系（可搬型）の停止操

作を行うため，原子炉格納容器下部への注水停止を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて，ＭＵＷ ＰＣＶ代替冷却外

側隔離弁の全閉操作を実施する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，当直副長に原子炉格納容器下部への注水が停

止したことを報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

内部水源（サプレッション・チェンバ）を使用した残留熱代替除去系

による原子炉格納容器内の除熱操作の成立性については，「1.13.2.1(3)

ｄ．(b)残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて

整理する。 

外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））を使用したペ

デスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部への注水操作

の成立性については，「1.13.2.1(6)ｅ．(b)ペデスタル代替注水系（可搬

型）による輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした原

子炉格納容器下部への注水」にて整理する。 

 

1.13.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 

大量送水車による各接続口から注水等が必要な箇所までの送水手順について

は，「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等｣，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」，「1.6 原子炉格

納容器内の冷却等のための手順等」，「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止す

るための手順等｣，「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順
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等」，「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」及び

「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて，それぞれ整備する。 

海を水源とした設備への送水手順については，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を

輸送するための手順等」及び「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて，それぞれ整備する。 

中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備，大量

送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については，「1.14 電源の確保

に関する手順等」にて整備する。 

操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」にて整備する。 

なお，大量送水車による送水に使用するホース結合金具付きの可搬型圧力計

は，送水時に圧力を確認しながらポンプの回転数を操作し，送水圧力の調整を

実施するため，使用する圧力計は健全性が確認されたものを使用する。 

 

1.13.2.5 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フロー

チャートを第 1.13－36 図に示す。 

(1) 水源を利用した対応手段 

重大事故等時には，原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，

原子炉格納容器内の減圧及び除熱等のサプレッション・チェンバ又は復水貯

蔵タンクを水源とした注水をするため，必要となる十分な量の水をサプレッ

ション・チェンバ又は復水貯蔵タンクに確保する。 

サプレッション・チェンバ及び復水貯蔵タンクを水源とした注水ができな

い場合は，低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器等への各種注

水を実施する。 

サプレッション・チェンバ，復水貯蔵タンク及び低圧原子炉代替注水槽を

水源とした注水が実施できず，さらに重大事故等へ対処するために消火系に

よる消火が必要な火災が発生していない場合は，補助消火水槽又はろ過水タ

ンクを水源として消火系による原子炉圧力容器等への注水を実施する。 

補助消火水槽及びろ過水タンクを水源として利用できない場合は，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として大量送水車により原子炉

圧力容器等へ注水するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）に確保する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できない場

合※１は，純水タンクを水源とした大量送水車により原子炉圧力容器等への注

水を実施する。 

純水タンクを水源として使用できない場合は，海を利用して大量送水車及

び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）により原子炉圧力容器等へ注水

することとなる。 

1.13-193

964



※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生により

水源として使用できない場合を含む。 

 

ａ．送水に利用する水源の優先順位 

(a) 大量送水車による送水（注水等）に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，常設設備による注水等ができない場合は，大量送水車

による送水（注水等）を実施する。 

大量送水車による送水（注水等）には，複数の水源から選択する必要

があることから，送水（注水等）に利用する水源の優先順位の考え方を

以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，注水継続性（可搬型設備に

よる送水時の有効水源容量）及び水質による機器への影響（淡水／海水）

を考慮する。なお，淡水タンクは湧水等を水源とする輪谷貯水槽（東１）

及び輪谷貯水槽（東２）からの補給以外に現実的な水源補給の手段がな

く，継続的な注水確保の観点からは有効な水源でないことから，補給用

水源として位置付ける。 

可搬型設備による送水（注水等）に利用する水源は，低圧原子炉代替

注水槽よりも注水継続性がある輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西

２）を優先することから，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）

を水源とした大量送水車による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容

器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへの注水／ス

プレイを実施するため，必要となる十分な量の水を輪谷貯水槽（西１）

及び輪谷貯水槽（西２）に確保する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源として利用できな

い場合※１は，最終的な水源である海を水源とした大量送水車及び大型送

水ポンプ車又は大量送水車（２台）による原子炉圧力容器への注水，原

子炉格納容器内の冷却，原子炉格納容器下部への注水及び燃料プールへ

の注水／スプレイを実施する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(2) 水源へ水を補給するための対応手段 

重大事故等時には，注水等に使用している水源が枯渇しないように，大量

送水車又は大型送水ポンプ車により，注水等に使用している水源への補給を

実施する。なお，補給手段における水源と可搬型設備の組み合わせは，以下

のようにする。 

・輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とする場合は，大量

送水車を使用する。 

・輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）を水源とする場合は，大量
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送水車を使用する。 

・淡水タンクを水源とする場合は，大量送水車を使用する。 

・海を水源とする場合は，大量送水車又は大型送水ポンプ車を使用する。 

 

ａ．補給に利用する水源の優先順位 

重大事故等時，注水等に使用している水源への補給には，複数の水源か

ら選択する必要があることから，大量送水車又は大型送水ポンプ車による

補給に利用する水源の優先順位の考え方を以下に示す。 

水源の優先順位を決定するに当たっては，信頼性（耐震性）及び水質に

よる機器への影響（淡水／海水）を考慮する。また，淡水タンクにおいて

は，消火系の水源であることを考慮する。 

 

(a) 低圧原子炉代替注水槽への補給に利用する水源の優先順位 

低圧原子炉代替注水槽を水源として，原子炉圧力容器への注水等の各

種注水時において，大量送水車が使用可能な場合は，大量送水車により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから低圧原

子炉代替注水槽へ補給する。 

低圧原子炉代替注水槽を水源として，低圧原子炉代替注水ポンプによ

る原子炉圧力容器への注水等の各種注水時において，淡水タンクは消火

系の水源として確保する必要があり，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水

槽（西２）は淡水タンクより信頼性が高いことから，大量送水車により

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から低圧原子炉代替注水槽

へ補給する。 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源

として利用できない場合※１は，海を利用して大量送水車及び大型送水ポ

ンプ車又は大量送水車（２台）により低圧原子炉代替注水槽へ補給する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 

 

(b) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給に利用する水源

の優先順位 

輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車

による原子炉圧力容器への注水，原子炉格納容器内の冷却，原子炉格納

容器下部への注水及び燃料プールへの注水／スプレイにおいて，輪谷貯

水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）が枯渇しないように，大量送水車

又は大型送水ポンプ車により，各水源からの補給を実施する。 

輪谷貯水槽（東１）及び輪谷貯水槽（東２）から輪谷貯水槽（西１）

又は輪谷貯水槽（西２）へ補給できない場合は，海を利用して大量送水

車又は大型送水ポンプ車により補給する。 
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(c) 復水貯蔵タンクへの補給に利用する水源の優先順位 

復水貯蔵タンクを水源として，原子炉圧力容器への注水等の各種注水

時において，外部電源喪失により交流電源が確保できない場合で大量送

水車が使用可能な場合は，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）及び輪

谷貯水槽（西２）又は淡水タンクから復水貯蔵タンクへ補給する。輪谷

貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）並びに淡水タンクを水源として

利用できない場合※１は，海を利用して大量送水車又は大型送水ポンプ車

により復水貯蔵タンクへ補給する。 

※１：輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）は，土石流の発生に

より水源として使用できない場合を含む。 
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第 1.13－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備及び手順書一覧(１／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
対
応 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポン

プ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧力

バウンダリ高圧時に発電用原子

炉を冷却するための手順等」及

び「1.8 原子炉格納容器下部の

溶融炉心を冷却するための手順

等」にて整備する。 

原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

サプレッション・チェンバ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」にて整備する。 

低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポン

プ） 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

注
水
及
び
原
子
炉
格
納 

容
器
内
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(２／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・スト

レーナ 

原子炉浄化系配管 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

原子炉圧力容器 

主蒸気系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・ス

パージャ 

原子炉浄化系 配管 

非常用交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(３／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(４／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水槽 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水槽 

格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代替

注水ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

低圧原子炉代替注水槽 

ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(５／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(６／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格

納
容
器
内

の
冷
却 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 
自
主
対
策

設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

原
子
炉
格
納

容
器
下
部
へ

の
注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル

へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

ろ
過
水
タ
ン

ク
を
水
源
と

し
た
送
水 

ろ過水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策 

設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

ろ過水タンク 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容

器
内
の
冷
却 

ろ過水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容

器
へ
の
補
給 

ろ過水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル

へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

ろ過水タンク 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）  

1.13-202

973



対応手段，対処設備及び手順書一覧(７／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を 

水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対

処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 
輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
格
納
容
器
内 

の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

－ 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ

の
補
給 

大量送水車 

ホース・接続口 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

1.13-203
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(８／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
送
水 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

低
圧
時
） 

純水タンク 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

純水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク

ラ
バ
容
器
へ
の
補
給 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部

へ
の
注
水 

純水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水 

純水タンク 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 
自
主
対
策
設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

純水タンク 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

1.13-204

975



対応手段，対処設備及び手順書一覧(９／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

 
海
を
水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

非常用取水設備 

燃料補給設備※１ 
重
大
事
故 

等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

大型送水ポンプ車 

 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

 

 

 

 

 

 

  

1.13-205
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１０／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機

海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る 

冷
却
水
の
確
保 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

（原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
） 

へ
の
代
替
熱
輸
送 

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，

大型送水ポンプ車，ホース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の 

拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

ホース 

燃料補給設備※１ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

航
空
機
燃
料
火
災 

へ
の
泡
消
火 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を 

水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.1 緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にす

るための手順等」及び「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等」にて整備

する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

 

  

1.13-206
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１１／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

を
水
源
と
し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策
設
備 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

 自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

 

 

  

1.13-207
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１２／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら
輪
谷

貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪

谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と

し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

  

1.13-208
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１３／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系 

の
水
源
切
替
え 

サプレッション・チェンバ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「水位確保」等 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

 

自
主
対
策
設
備 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
） 

へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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対応手段，対処設備及び手順書一覧(１４／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
か
ら
海
へ
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処

設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

 

 

 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
す
る 

水
源
の
切
替
え 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
）
か
ら 

内
部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）
） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッション・チェンバ 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（シビアア

クシデント） 

「注水-2」 

 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
） 

か
ら
内
部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）
） 

サプレッション・チェンバ 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（シビアア

クシデント） 

「注水-4」 

 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置）  

1.13-210

981



対応手段，対処設備及び手順書一覧(１５／１５) 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 
海
か
ら 

淡
水
タ
ン
ク
へ
の
切
替
え 

大量送水車 

大型送水ポンプ車 

非常用取水設備 

ろ過水タンク 

ホース 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第 1.13－2 表 重大事故等対処に係る監視計器 

 

監視計器一覧(１／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2） 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

(a) 原子炉隔離時冷却系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 
判
断
基
準 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

補機監視機能 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(2） 復水貯蔵タンクを水源とした対応手順 

ａ．原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時の復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

(b) 高圧炉心スプレイ系による復水貯蔵タンクを水源とした原子炉圧力容器への注水 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

電源 ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力容器への注水量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

補機監視機能 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 
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監視計器一覧(２／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(6） 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした対応手順 

ａ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

1.13.2.1 水源を利用した対応手順 

(8） 海を水源とした対応手順 

ａ．海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は大量送水車（２台）による送水 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 低圧原子炉代替注水槽水位 

操
作 

水源の確保 海を利用 

1.13.2.2 水源へ水を補給するための対応手順 

(1） 低圧原子炉代替注水槽へ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 

低圧原子炉代替注水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 

1.13.2.2 水源への水を補給するための対応手順 

(2) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補給」 判
断
基
準 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 
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監視計器一覧(３／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.2 水源への水を補給するための対応手順 

(3） 復水貯蔵タンクへ水を補給するための対応手順 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 判
断
基
準 

水源の確保 

復水貯蔵タンク水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

淡水タンク 

操
作 

水源の確保 

復水貯蔵タンク水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

淡水タンク 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補給」 判
断
基
準 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

水源の確保 
復水貯蔵タンク水位 

海を利用 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

 ａ．原子炉隔離時冷却系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(1) 原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系の水源切替え 

 ｂ．高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水時の水源の切替え 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

判
断
基
準 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

原子炉格納容器内の温度 サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(2） 淡水から海水への切替え 

ａ．低圧原子炉代替注水槽を水源とした送水中の場合 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 

「海水を利用した水源の補給」 

判
断
基
準 

水源の確保 
輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

操
作 

水源の確保 
低圧原子炉代替注水槽 

海を利用 
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監視計器一覧(４／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(2） 淡水から海水への切替え 

ｂ．輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした大量送水車による送水中の場合 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 

「海水を利用した水源の補給」 
判
断
基
準 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(2） 淡水から海水への切替え 

ｃ．復水貯蔵タンクを水源とした送水中の場合 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水／補給」 

「海水を利用した水源の補給」 

判
断
基
準 

水源の確保 復水貯蔵タンク水位 

操
作 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

海を利用 
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監視計器一覧(５／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(4) 外部から内部への切替え 

ａ．外部水源（低圧原子炉代替注水槽）から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水-2」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉圧力容器内への注水量 代替注水流量（常設） 

補機監視機能 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

原子炉圧力容器内の水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 
低圧原子炉代替注水槽水位 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

原子炉圧力容器への注水量 残留熱代替除去系原子炉注水流量 

最終ヒートシンクの確保 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

補機監視機能 残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉圧力容器内の圧力 
原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 
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監視計器一覧(６／６) 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ(計器) 

1.13.2.3 水源を切り替えるための対応手順 

(4) 外部から内部への切替え 

ｂ．外部水源（輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２））から内部水源（サプレッション・チェンバ）への切替え 

事故時操作要領書（シビアアクシデント） 

「注水-4」 

判
断
基
準 

原子炉格納容器内の放射線量率 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

Ａ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

Ｂ－格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェ

ンバ） 

原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

ペデスタル温度（ＳＡ） 

ペデスタル水温度（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 ペデスタル水位 

原子炉格納容器への注水量 
ペデスタル代替注水流量 

ペデスタル代替注水流量（狭帯域用） 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

水源の確保 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

操
作 

最終ヒートシンクの確保 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 

補機監視機能 
残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 

原子炉格納容器内の圧力 
ドライウェル圧力（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ） 

原子炉格納容器の温度 

ドライウェル温度（ＳＡ） 

サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ） 

サプレッション・プール水温度（ＳＡ） 

水源の確保 サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

原子炉格納容器内の水位 ドライウェル水位 
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第 1.13－3 表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備 

 

対象条文 供給対象設備 
給電元 

給電母線 

【1.13】 

重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 
構内監視カメラ 

（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 

中央制御室監視計器類 

 

常設代替交流電源設備 

可搬型代替交流電源設備 

 

計装Ｃ／Ｃ Ｃ系 

計装Ｃ／Ｃ Ｄ系 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右

側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が

喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。

第 1.13－1図 機能喪失原因対策分析（補足） 
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保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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輪

谷
貯

水
槽

（
西

１
）

及
び

輪
谷
貯
水

槽
（
西

２
）

を
水
源
と

し
た
大

量
送

水
車

に
よ

る
送

水
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）
 

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
接

続
口

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
14
0

15
0

13
0

要
員
(
数
)

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を

水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

緊
急
時
対
策
要
員

６

80
90

10
0

11
0

12
0

緊
急
時
対
策
要
員

６

【
接
続
口
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水
ヘ
ッ
ダ
運
搬
・
接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
注
水
操
作
等

【
送
水
先
】

・
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

・
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ
の
補
給

・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

・
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

・
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

２
時
間
10
分
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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送
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車

に
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タ
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（
２
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
運

搬
車

）

ホ
ー

ス
積

込
み

，
運

搬

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
屋

内
接

続
口

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

【
接
続
口
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
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送
水
ヘ
ッ
ダ
運
搬
・

接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業

】
大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，

注
水
操
作
等

【
送
水
先
】

・
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の

注
水

・
原
子
炉
格
納
容
器
内

へ
の
ス
プ
レ
イ

・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部

へ
の
注
水

1
1
0

1
2
0

2
0
0

1
4
0

備
考

1
6
0

1
7
0

1
8
0

1
9
0

8
0

9
0

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

要
員
(
数
)

1
3
0

必
要

な
要
員
と
作
業
項
目

1
5
0

経
過
時
間
（
分
）

1
0
0

緊
急
時
対
策
要
員

６

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

6
0

7
0

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽

（
西

２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る

送
水

（
屋
内
接
続
口
を
使
用
す
る
場
合
(
故
意
に
よ
る
大

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る

影
響
が
あ
る
場
合
)
)

緊
急
時
対
策
要
員

６

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水
（
屋
内
接
続
口
を

使
用
す
る
場
合
(
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合

)
）
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間
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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送
水
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ト
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の
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目
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急

時
対

策
所
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第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動
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車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車
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水

準
備
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ー
ス

敷
設
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送
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ヘ
ッ

ダ
接
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）

送
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準
備
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ッ
ダ
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リ
ア
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動

※
２

車
両

健
全
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確

認
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送
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車
，

ホ
ー

ス
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張
車
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送
水

車
配
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送
水
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ホ

ー
ス

敷
設

）
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送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
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ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
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注
水
操
作
等
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原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

・
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ
の
補
給

・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

・
原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水

・
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
／
ス
プ
レ
イ

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0
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0
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0

7
0

1
4
0

1
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0

1
3
0

1
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1
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0

必
要
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要
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と
作
業
項
目
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過
時
間

（
分
）

緊
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時
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員

６
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0

9
0

要
員
(
数
)

純
水
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を
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源
と
し
た
大
量
送
水
車

に
よ
る
送
水

緊
急
時
対
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員

６

【
接
続
口
周
辺
作
業
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ー
ス
運
搬
・
敷
設
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送
水
ヘ
ッ
ダ
運
搬
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等
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水
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ク
を
水
源
と
し
た
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送
水
車
に
よ
る
送
水

２
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間
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た

大
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送
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及
び
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送

水
ポ
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プ
車
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に
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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を
水
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と

し
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送

水
車
及
び

大
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送
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車
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は
大
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送

水
車
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）

に
よ
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送

水
 

タ
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ャ
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ト
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／
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手
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の
項

目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保
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エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動
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２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
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車
）

大
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送
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車
配

置 大
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送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

【
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箇
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辺
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業
】
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送
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車
配
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設
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車
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運
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等

【
送

水
先

】
・

原
子

炉
圧

力
容

器
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の
注

水
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原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

ス
プ

レ
イ
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原

子
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格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水
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原

子
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ウ
ェ

ル
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注

水
・
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プ
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ル
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注

水
／

ス
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レ
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水
源
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送

水
車
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水
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員
６
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数
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項
目
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間
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5
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2
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送
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設
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送
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ヘ
ッ
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接

続
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水
源

と
し
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大

量
送

水
車

（
２

台
）

に
よ

る
送

水
２

時
間

1
0
分
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合

は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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び
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車
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送
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手
順

の
項

目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車
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型

送
水
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ン

プ
車

配
置

送
水

準
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設

）
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型

送
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プ
車

起
動
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張
り
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統
確

認
）

緊
急

時
対

策
所

～
第
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リ
ア

移
動
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２

車
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健
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認
（
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送
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車
，

ホ
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張
車
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送
水

車
配
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送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り
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統
確

認
）

【
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水
箇

所
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辺
作

業
】
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送
水

ポ
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車

配
置
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ホ

ー
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運
搬
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設
，

送
水

操
作
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【
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続
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周
辺

作
業

】
大

量
送

水
車

配
置

，
ホ

ー
ス

運
搬

・
敷

設
，

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
，

注
水

操
作

等

【
送

水
先

】
・

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
・

原
子

炉
格

納
容

器
内

へ
の

ス
プ

レ
イ

・
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注
水

・
原

子
炉

ウ
ェ

ル
へ

の
注

水
・

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
／

ス
プ

レ
イ

緊
急

時
対

策
要

員
６

海
を

水
源

と
し

た
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
及

び
大

量
送

水
車

に
よ

る
送

水

緊
急

時
対

策
要

員
６

要
員

(数
)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分
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80
90

備
考
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20

30
40

50
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70
14
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0
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0
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0
13

0

送
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準
備
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送
水

車
～
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ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

②
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

～
大

量
送

水
車

ホ
ー

ス
敷

設
）

海
を

水
源

と
し

た
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
及

び
大

量
送

水
車

に
よ

る
送

水
２

時
間

10
分

1.13-234

1005



※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1.
1
3－

13
図

 
海

を
水

源
と

し
た

大
量
送

水
車
及
び

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
又

は
大

量
送

水
車

（
２

台
）

に
よ

る
送

水
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

( ３
／
４

)

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置
，

水
中

ポ
ン

プ
投

入

大
量

送
水

車
起

動
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
，

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

，
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
運

搬
車

）

大
量

送
水

車
配

置

ホ
ー

ス
積

込
み

，
運

搬

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
屋

内
接

続
口

）

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

要
員

(数
)

15
0

16
0

【
接
続

口
周
辺

作
業

】
大
量
送

水
車
配

置
，

ホ
ー
ス

運
搬

・
敷
設

，
送
水
ヘ

ッ
ダ
接

続
，

注
水
操

作
等

【
送
水

先
】

・
原
子

炉
圧
力

容
器

へ
の
注

水
・
原
子

炉
格
納

容
器

内
へ
の

ス
プ
レ

イ
・
原
子

炉
格
納

容
器

下
部
へ

の
注
水

海
を
水
源
と
し
た
大
量

送
水
車

（
２

台
）

に
よ

る
送
水

（
屋
内
接
続
口
を

使
用

す
る
場

合
(故

意
に
よ

る
大
型
航
空
機
の

衝
突

そ
の

他
の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合

）
)

緊
急
時

対
策

要
員

６

14
0

13
0

必
要

な
要
員

と
作

業
項

目
経

過
時

間
（

分
）

緊
急
時

対
策

要
員

６

10
0

11
0

12
0

17
0

18
0

19
0

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
20

0

【
取
水

箇
所
周

辺
作

業
】

大
量
送

水
車
配

置
，

ホ
ー
ス

運
搬

・
敷
設

，
送

水
操
作

等

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
（
２
台
）
に
よ
る
送
水
（
屋
内
接
続
口
を
使
用
す
る
場
合

(故
意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ
ム

に
よ

る
影

響
が
あ

る
場
合

)）
３

時
間
10

分

1.13-235

1006



※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1
.1
3－

1
3
図

 
海

を
水

源
と

し
た

大
量
送

水
車
及
び

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車

又
は
大

量
送

水
車

（
２

台
）

に
よ

る
送

水
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(４
／
４
)

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

起
動

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
）

大
量

送
水

車
配

置

ホ
ー

ス
積

込
み

，
運

搬

大
量

送
水

車
起

動
，

注
水

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運
搬
・

敷
設
，
送
水
操
作
等

【
接
続
口
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，

送
水
ヘ
ッ
ダ
接
続
，
注
水
操
作
等

【
送
水
先
】

・
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

・
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ

・
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水

緊
急
時
対
策
要
員

６

20
0

要
員
(数

)

海
を
水
源
と
し
た
大
型
送
水
ポ
ン
プ

車
及
び
大
量

送
水
車
に
よ
る
送
水

（
屋
内
接
続
口
を
使
用
す
る
場
合
(故

意
に
よ
る
大

型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る

影
響
が
あ
る
場
合
）
)

緊
急
時
対
策
要
員

６

14
0

15
0

16
0

17
0

18
0

19
0

13
0

必
要
な

要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間

（
分
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
80

90
10
0

11
0

12
0

海
を
水
源
と
し
た
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水
（
屋
内
接
続
口
を
使
用
す
る
場
合

(故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
)）

３
時
間

10
分

1.13-236

1007



 

 

 
 

第
1.
1
3－

14
図

 
輪

谷
貯
水
槽

（
西
１

）
及

び
輪
谷
貯

水
槽
（

西
２

）
を
水
源

と
し

た
大

量
送

水
車

に
よ

る
 

低
圧

原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ
の
補

給
 

概
要
図

 
 

1.13-237

1008



※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1.
13
－

15
図

 
輪

谷
貯
水
槽

（
西
１

）
及

び
輪
谷
貯

水
槽
（

西
２

）
を
水

源
と

し
た

大
量

送
水

車
に

よ
る

 

低
圧

原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ
の
補

給
 
タ

イ
ム

チ
ャ
ー
ト

 

手
順
の
項
目

低
圧

原
子

炉
代

替

注
水

槽
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
補

給
口

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

備
考

10
20

30
40

50
60

70
14
0

15
0

11
0

12
0

13
0

90
10
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を

水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽
へ
の
補
給

80

経
過
時
間
（
分
）

要
員
(
数
)

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
運
搬
・
接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス
運

搬
・
敷
設
，
補
給
操
作
等

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

２
時
間
10
分

1.13-238

1009



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑪
※
１

Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出
元
弁
及
び
Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出

し
口
止
め
弁
 

⑪
※
２

１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁

 

⑪
※
３

２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁

 

⑪
※
４

代
替
注
水
用
取
水
口
元
弁
及
び
代
替
注
水
用
取
水
口

 

記
載
例
 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。
 

○
※

１
～

  
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。

第
1.
13
－
1
6
図

 
淡
水

タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ

の
補

給
 

概
要

図
 

1.13-239

1010



※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２
 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1.
13
－

17
図

 
淡

水
タ

ン
ク

を
水
源

と
し

た
大
量
送

水
車
に

よ
る

低
圧
原
子

炉
代

替
注

水
槽

へ
の

補
給

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の

項
目

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
水

位
確

認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
送

水
ヘ

ッ
ダ

～
補

給
口

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）1
4
0

1
5
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

大
量
送
水
車
に
よ
る

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の

補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
運
搬
・
接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
補
給
操

作
等

緊
急
時
対
策
要
員

緊
急
時
対
策
要
員

６ ６
送

水
準

備
（

ホ
ー

ス
敷

設
）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

２
時
間
3
0
分

1.13-240

1011



 

 

 
 

 

第
1.
1
3－

18
図

 
海

を
水
源
と

し
た

大
量
送

水
車
及
び

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
又

は
大

量
送

水
車

（
２

台
）

に
よ

る
 

低
圧

原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ
の
補

給
 

概
要
図

 
 

1.13-241

1012



※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1.
1
3－

19
図

 
海

を
水

源
と

し
た

大
量
送

水
車
及
び

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
又

は
大

量
送

水
車

（
２

台
）

に
よ

る
 

低
圧

原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ
の
補

給
 

タ
イ
ム

チ
ャ
ー
ト

(１
／

２
)
 

手
順
の
項
目

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
水

位
確

認

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
，

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

1
0
0

1
1
0

1
2
0

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車

（
２
台
）
に
よ
る

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の

補
給

1
中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

要
員
(
数
)

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
5
0

1
3
0

8
0

9
0

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，
送
水
操
作
等

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，
送
水
ヘ
ッ
ダ

接
続
，
補
給
操
作
等

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
（
２
台
）
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

２
時
間
1
0
分

1.13-242
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第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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項
目

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽
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位
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所
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保
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認
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送
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）
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ス
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設

）
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送
水
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プ
車
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動
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張
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）
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所
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リ
ア
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動
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２

車
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性
確

認
（
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量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置 大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

経
過
時
間
（
分
）

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

緊
急
時
対
策
要
員

６

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

1
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1
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0
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0
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員
(
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)
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を
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と
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ポ
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プ

車
及
び
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量

送
水
車
に
よ
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低
圧
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代
替
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槽

へ
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給

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

備
考

1
0

2
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3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
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1
5
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緊
急
時
対
策
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員
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水
箇
所
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作
業
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型
送
水
ポ
ン
プ
車
配
置
，

ホ
ー
ス
運
搬
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敷
設
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送
水
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先
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作
業
】

大
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送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，
送
水
ヘ
ッ
ダ

接
続
，
補
給
操
作
等

海
を
水
源
と
し
た
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
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補
給

２
時
間
1
0
分
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※
１

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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輪

谷
貯

水
槽

（
東

１
）
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は
輪
谷
貯

水
槽
（

東
２

）
か
ら
輪

谷
貯
水

槽
（

西
１

）
又

は
輪

谷
貯

水
槽

（
西
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）

へ
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補
給

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

ホ
ー

ス
展

張

ハ
ッ

チ
開

放
，

ホ
ー

ス
投

入

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

要
員
(
数
)

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽

（
東

２
）
か
ら
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１

）
又
は
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

６

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら

輪
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貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給

１
時
間
20
分
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
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図

 
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
に
よ

る
輪
谷
貯

水
槽
（

西
１

）
又
は
輪

谷
貯
水

槽
（

西
２

）
へ

の
海

水
補

給
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

手
順
の

項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

起
動

，
補

給
開

始
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

ハ
ッ

チ
開

放
，

ホ
ー

ス
投

入

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
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輪
谷
貯
水
槽
（
西

１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西

２
）
へ
の
海
水
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

６

緊
急
時
対
策
要
員

６

要
員
(数

)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

60
80
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0

14
0

16
0

18
0
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0
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0
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0

20

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
等

40
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取
水
箇
所
周
辺
作
業
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大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
配
置
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ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
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補
給

操
作
等
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0

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給

３
時
間
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分

1.13-247
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第
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エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
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※
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第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
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可
能
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あ
る
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対
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所

～
第

３
保
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エ

リ
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車
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全
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送
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車
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張
車
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大
量

送
水

車
配

置

大
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送
水

車
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，
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認
）
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～
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４
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２

車
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（
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【
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プ
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送
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大
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送
水
車
に
よ
る
輪
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西
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数
)
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1
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送
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備
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敷
設

）
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策
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員
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策
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順
番
号
を
示
す
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※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２
 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
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輪

谷
貯

水
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（
西
１
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及

び
輪
谷
貯

水
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（

西
２

）
か
ら
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク

へ
の

補
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タ

イ
ム
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ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確
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（

ホ
ー

ス
展

張
車

）
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水
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作

緊
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移
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２

車
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確
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（
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送
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車
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張
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）
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送
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車
配

置

送
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６
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要
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緊
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補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

1
3
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
接
続
等

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，
補
給
操
作
等

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

２
時
間
1
0
分

1.13-251

1022



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑪
※
１

Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出
元
弁
及
び
Ｂ
－
純
水
タ
ン
ク
消
火
用
水
取
出

し
口
止
め
弁
 

⑪
※
２

１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁
 

⑪
※
３

２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
取
出
弁
及
び
２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
緊
急
時
消
火
用
水
元
弁
 

⑪
※
４

代
替
注
水
用
取
水
口
元
弁

及
び
代
替
注
水
用
取
水
口
 

⑪
※
５
，
⑯

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
接
続
口
元
弁

 

記
載
例
 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

○
※

１
～

  
：
同
一

操
作

手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す

る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。

第
1.

1
3
－

28
図

 
淡

水
タ
ン
ク

か
ら
復

水
貯

蔵
タ
ン
ク

へ
の

補
給

 
概

要
図

 

1.13-252

1023



 

  
  

 

 
 
※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 
 
※
２

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 

第
1
.1
3
－

2
9
図

 
淡

水
タ
ン
ク

か
ら
復

水
貯

蔵
タ
ン
ク

へ
の
補

給
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
 

 
 

手
順
の

項
目

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

）

送
水

準
備

（
タ

ン
ク

内
敷

設
，

接
続

）

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
接

続
元

弁
「

開
」

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
，

ホ
ー

ス
展

張
車

）

大
量

送
水

車
配

置

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

淡
水
タ
ン

ク
か
ら
復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ
の

補
給

中
央

制
御
室

運
転

員
（
Ａ
）

１

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

緊
急
時

対
策

要
員

緊
急
時

対
策

要
員

６ ６

要
員

(
数

)

必
要

な
要
員

と
作

業
項

目
経
過
時

間
（
分

）
備

考
1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

1
4
0

1
5
0

【
補

給
先

周
辺
作

業
】

ホ
ー

ス
運

搬
・
敷

設
，
送

水
ヘ

ッ
ダ
接

続
等

【
取

水
箇

所
周
辺

作
業
】

大
量

送
水

車
配
置

，
ホ
ー

ス
運

搬
・
敷

設
，
補

給
操
作

等

淡
水
タ

ン
ク
か

ら
復

水
貯

蔵
タ

ン
ク
へ

の
補
給

２
時

間
3
0
分

1.13-253

1024



操
作
手
順
 

弁
名
称
 

⑪
，
⑯

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
接
続
口
元
弁

 

記
載
例

 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

第
1.
1
3－

30
図

 
海

を
水

源
と

し
た
大

量
送

水
車
又
は

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
補

給
 

概
要

図
 

1.13-254

1025



※
１

 
第
２
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
25

分
以
内
で
実
施
可
能
で
あ
る
。

※
２
 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を

使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。

第
1
.1
3－

3
1
図

 
海

を
水
源
と

し
た
大

量
送

水
車
又
は

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
補

給
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
１

／
２

)

手
順
の
項
目

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
量

送
水

車
）

大
量

送
水

車
配

置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

）

大
量

送
水

車
起

動
，

補
給

開
始

（
水

張
り

・
系

統
確

認
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

ホ
ー

ス
展

張
車

） 復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
接

続
元

弁
「

開
」

操
作

【
取
水
箇
所
周
辺
作
業
】

大
量
送
水
車
配
置
，
ホ
ー
ス

運
搬
・
敷
設
，
送
水
操
作
等

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

，
送

水
ヘ

ッ
ダ

接
続

及
び

タ
ン

ク
内

敷
設

）

【
補
給
先
周
辺
作
業
】

ホ
ー
ス
運
搬
・
敷
設
，
送
水

ヘ
ッ
ダ
接
続
等

要
員
(
数
)

8
0

9
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車

に
よ
る
復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
へ
の
補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

緊
急
時
対
策
要
員

緊
急
時
対
策
要
員

６ ６

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
5
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

1
3
0

海
を
水
源
と
し
た
大
量
送
水
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

２
時
間
10
分

1.13-255

1026



 

  
  

 

 
 
※
１

 
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
実
施
可
能
で
あ
る
。
 

 

第
1.
1
3－

31
図

 
海

を
水
源
と

し
た
大

量
送

水
車
又
は

大
型
送

水
ポ

ン
プ
車
に

よ
る

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
へ

の
補

給
 

 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー
ト

(
２

／
２

)
 

 
 

手
順
の
項
目

復
水

貯
蔵

タ
ン

ク
の

水
位

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
，

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
１

車
両

健
全

性
確

認
（

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

，
ホ

ー
ス

展
張

車
）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

配
置

送
水

準
備

（
ホ

ー
ス

敷
設

及
び

送
水

ヘ
ッ

ダ
接

続
）

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

起
動

，
補

給
開

始
（

水
張

り
・

系
統

確
認

）

要
員
(数

)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

海
を
水
源
と
し
た
大
型
送
水

ポ
ン
プ
車
に
よ
る
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

中
央
制
御
室
運
転
員
（
Ａ
）

１

緊
急
時
対
策
要
員

12

備
考

20
40

60
80

10
0

12
0

14
0

16
0

18
0

20
0

22
0

24
0

海
を
水
源
と
し
た
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

３
時
間

20
分

1.13-256

1027



 

 

 

操
作
手
順
 

弁
名
称
 

③
，
④

※
１
 

ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口
弁

 

④
※
２
 

ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口
弁

 

 

記
載
例
 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
※

１
～

  
：
同
一

操
作

手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す

る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。

 

 

第
1.
13
－

32
図

 
原

子
炉
隔
離

時
冷
却

系
に

よ
る
原
子

炉
圧
力

容
器

へ
の

注
水

時
の

水
源

の
切

替
え

 
概

要
図

 

 
 

1.13-257

1028



 

  

 

 

第
1.
1
3－

33
図

 
原

子
炉

隔
離

時
冷
却

系
に

よ
る
原
子

炉
圧
力

容
器

へ
の
注
水

時
の

水
源

の
切

替
え

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

 
 

手
順
の
項
目

水
源
切
替
え
操
作

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
時
の
水
源
の
切
替
え

（
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員

１

1
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
水
源

切
替
え

５
分

1.13-258

1029



 

 

 
操
作
手
順
 

弁
名
称
 

③
，
④

※
１
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
復
水
貯
蔵
水
入
口

弁
 

④
※
２
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
ポ
ン
プ
ト
ー
ラ
ス
水
入
口

弁
 

 

記
載
例
 
○
 
 
 ：

操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○
※

１
～

  
：
同
一

操
作

手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す

る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。

 

 

第
1.
13
－

34
図

 
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
に

よ
る
原
子

炉
圧
力

容
器

へ
の

注
水

時
の

水
源

の
切

替
え

 
概

要
図

 
 

         
 

 
 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
・
ポ

ン
プ

 

原 子 炉 圧 力 容 器  

M
O
 

ス
パ
ー
ジ
ャ

 
A
O
 

原
子
炉
格

納
容
器

 

M
O
 

M
O
 

M
O
 

復
水
貯
蔵

 
タ

 
ン

 
ク

 
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル

 

サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ

 

M
O
 

④
※
２

 

③
，
④

※
１

 

 

1.13-259

1030



第
1
.1
3
－

3
5
図

 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
に

よ
る
原
子

炉
圧
力

容
器

へ
の
注
水

時
の

水
源

の
切

替
え

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

 

手
順
の
項
目

水
源
切
替
え
操
作

2
0

3
0

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る

原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
時
の
水
源
の
切
替
え

（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
か
ら

復
水
貯
蔵

タ
ン
ク
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

4
0

5
0

6
0

備
考

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
か
ら
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
水
源

切
替
え

５
分

1.13-260

1031



  

 

 
 

 
第

1.
13

－
3
6
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー
チ

ャ
ー

ト
（

各
種

注
水

用
）

(
１

／
４

)
 

 

 
 

No
No

No
No

No
No

No

Ye
s

Ye
s

Ye
s

Ye
s

Ye
s

Ye
s

Ye
s

※
１
：
ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
消
火
系

　
　
　
に
よ
る
各
種
注
水
手
段
が
実
施
で
き
ず
，

　
　
　
大
量
送
水
車
に
よ
る
各
種
注
水
が
実
施

　
　
　
可
能
な
場
合
は
，
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）

　
　
　
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と

　
　
　
し
た
各
種
注
水
手
段
が
実
施
で
き
な
い

　
　
　
場
合

※
２
に
実
施
す
る
。

※
２
：
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水

槽
（
西
２
）
は
，
土
石
流
の
発
生
に
よ

り
水
源
と
し
て
使
用
で
き
な
い
場
合
を

含
む
。

重
大
事
故
等
の
発
生

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
等
の
実
施

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を

水
源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
等
の
実
施

凡
例

：
操

作
・
確

認
：
プ

ラ
ン
ト

状
態

：
判

断
：
重

大
事
故

等
対
処
設

備

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水

源
と
し
た
原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
等
の
実
施

海
を
水
源
と
し
た

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水

等
の
実
施

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水
槽
を
水
源
と

し
た
各
種
注
水
手

段
実
施
可
能

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
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第 1.13－37図 ろ過水タンクからの各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－38図 ろ過水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への 

補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－39図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）からの 

各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 

1.13-267

1038



第 1.13－40図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）から 

第１ベントフィルタスクラバ容器への補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－41図 純水タンクからの各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－42図 純水タンクから第１ベントフィルタスクラバ容器への 

補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－43図 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は 

大量送水車（２台）による各種注水ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－44図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした 

大量送水車による低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－45 図 淡水タンクを水源とした大量送水車による 

低圧原子炉代替注水槽への補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－46図 海を水源とした大量送水車及び大型送水ポンプ車又は 

大量送水車（２台）による低圧原子炉代替注水槽への 

補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－47図 輪谷貯水槽（東１）又は輪谷貯水槽（東２）から 

輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への補給 

ルート図

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－48図 大型送水ポンプ車又は大量送水車による輪谷貯水槽（西１） 

  又は輪谷貯水槽（西２）への海水補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－49図 輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯水槽（西２）を水源とした 

大量送水車による復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第 1.13－50図 淡水タンクを水源とした大量送水車による 

復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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  第 1.13－51図 海を水源とした大量送水車又は大型送水ポンプ車による 

  復水貯蔵タンクへの補給ルート図 

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.14－1 

1.14 電源の確保に関する手順等 

 

＜目次＞ 

1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 

(a) 燃料補給設備による給油 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

ｆ．手順等 

 

1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 
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1.14－2 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等からタンクローリへの補給 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 
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1.14－3 

添付資料1.14.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料1.14.2 重大事故対策の成立性 

(1) ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(2) 号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

(3) 高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

(4) 号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

(5) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

(6) 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

(7) 可搬型直流電源設備による給電 

(8) 直流給電車による直流盤への給電 

(9) ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

(10) 非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

(11) 号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤

受電 

(12) ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡ

コントロールセンタ受電 

(13) 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電 

(14) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク等からタンクローリへの補給 

(15) タンクローリから各機器等への給油 

(16) 不要直流負荷（Ａ系）の切離し 

添付資料1.14.3 不要直流負荷切離しリスト 

添付資料1.14.4 動的負荷自動起動防止措置 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

(2) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系）への給電時の中央制御室における動的負荷の自動起動防止措置 

添付資料1.14.5 受電前準備操作対象リスト 

(1) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(2) 常設代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への給

電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(3) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｃ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 

(4) 可搬型代替交流電源設備による非常用所内電気設備（Ｍ／Ｃ Ｄ系）への

給電時の現場による受電前準備操作対象リスト 
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1.14－4 

添付資料1.14.6 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からＳＡ電

源切替盤にて電源給電可能な設計基準事故対処設備の電動弁リス

ト 

添付資料1.14.7 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備 

添付資料1.14.8 解釈一覧 

(1) 判断基準の解釈一覧 

(2) 操作手順の解釈一覧 

(3) 操作の成立性の解釈一覧 

添付資料1.14.9 所内常設直流電源設備（３系統目）を直流電源に追加する場合

の有効性評価の変更の必要性について 

 

 

 

 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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1.14－5 

1.14 電源の確保に関する手順等 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中

原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保す

るために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に

示されていること。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと

同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確保

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において、代替電源 

により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著 

しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必 

要な電力を確保するために必要な手順等を整備すること。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十分な余裕を持って 

可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電が開始できること。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通を行えるようにし 

ておくこと。また、敷設したケーブル等が利用できない状況に備え、予備の 

ケーブル等を用意すること。

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、パワーセンター(P/C) 

及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)等）は、共通要因で機能を失うことなく、 

少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する対処設備

を整備しており，ここでは，この対処設備を活用した手順等について説明する。 
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1.14.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

外部電源が喪失した場合において，非常用高圧母線及び直流設備へ給電する

ための設計基準事故対処設備として，非常用交流電源設備及び非常用直流電源

設備を設置している。 

また，非常用交流電源設備及び非常用直流電源設備から供給された電力を各

負荷へ分配するための設計基準事故対処設備として，非常用所内電気設備を設

置している。 

これらの設計基準事故対処設備のうち，非常用交流電源設備並びに非常用直

流電源設備が健全であれば，これらを重大事故等対処設備及び重大事故等対処

設備（設計基準拡張）として位置付け重大事故等の対処に用いるが，設計基準

事故対処設備が故障した場合は，その機能を代替するために，各設計基準事故

対処設備が有する機能，相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」

という。）上で，想定する故障に対応できる対応手段並びに重大事故等対処設

備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）を選定する（第 1.14－1 図）。 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）のほかに，柔

軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備※１を選定する。 

※１ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難であるが，

プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

選定した重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）によ

り，「技術的能力審査基準」（以下「審査基準」という。）だけでなく，「設置許

可基準規則」第五十七条及び「技術基準規則」第七十二条（以下「基準規則」

という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するととも

に，自主対策設備との関係を明確にする。 

 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

重大事故等対処設備及び重大事故等対処設備（設計基準拡張）である非常用

交流電源設備又は非常用直流電源設備が健全であれば重大事故等の対処に用

いる。 

非常用交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・非常用ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 
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・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・非常用ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

 

非常用直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。 

・Ａ－115V 系蓄電池 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系充電器 

・Ｂ－115V 系充電器 

・高圧炉心スプレイ系充電器 

・Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

 

機能喪失原因対策分析の結果，設計基準事故対処設備の故障として，非常用

高圧母線への交流電源による給電及び直流設備への直流電源による給電に使

用する設備並びに非常用所内電気設備の故障を想定する。 

設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段

及び審査基準，基準規則からの要求により選定した対応手段と，その対応に使

用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。 

なお，機能喪失を想定する設計基準事故対処設備，対応に使用する重大事故

等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第 1.14－1 表

に整理する。 

1059



1.14－8 

ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備 

(a) 代替交流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により非常用

高圧母線Ｃ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｃ系」という。），Ｄ系（以下「Ｍ／Ｃ Ｄ

系」という。）及び高圧炉心スプレイ系（以下「Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系」と

いう。）への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電にて炉

心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 

また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 
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ⅱ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から当該号

炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給

電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母線と当

該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は屋内に配備する。 

 

ⅲ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ
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２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電

機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 
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以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母

線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母

線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

 

ｂ．代替電源（直流）による対応手段及び設備 

(a) 代替直流電源設備による給電 

設計基準事故対処設備である非常用交流電源設備の故障により充電器

を経由した直流設備への給電ができない場合は，代替直流電源設備による

給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障により充電器を経由した直流設備への給電

ができない場合は，常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備

による給電を開始するまでの間，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設

代替直流電源設備により24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとお

り。単線結線図を第1.14－5図に示す。 

・Ｂ－115V 系蓄電池 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 

・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池 

・Ｂ－115V 系充電器 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

・Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母線電路 
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・230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

また，共通要因によって非常用直流電源設備Ａ系及びＨＰＣＳ系の安

全機能と同時に機能が喪失することがないよう物理的に分離を図った常

設代替直流電源設備があり，その常設代替直流電源設備により重大事故

等時の対応に必要な直流設備へ給電する手段がある。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－5図に示す。 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

 

ⅱ 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

全交流動力電源喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまで

に，直流母線電圧が常設代替直流電源設備の枯渇等により許容最低電圧

値以上を維持できない場合，所内常設直流電源設備（３系統目）により

24時間にわたり直流設備へ給電する手段がある。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電に使用する設備は以下

のとおり。単線結線図を第1.14－5図に示す。 

・115V 系蓄電池（３系統目） 

・115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 

 

ⅲ 可搬型直流電源設備による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄電池の枯渇に

より直流設備への給電ができない場合は，高圧発電機車，代替所内電気

設備及び充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V

系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源設備により直流設備へ

給電する手段がある。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線

結線図を第 1.14－2 図及び第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

・ＳＡ用 115V 系充電器 

・230V 系充電器（常用） 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）
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電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

ⅳ 直流給電車による給電 

非常用交流電源設備の故障，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替

直流電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）の蓄電池の枯渇に

より直流設備への給電ができない場合は，直流給電車及び高圧発電機車

の組合せにより直流設備へ給電する手段がある。 

直流給電車による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を

第 1.14－5 図に示す。 

・高圧発電機車 

・直流給電車 115V 

・直流給電車 230V 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路 

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物

処理建物南側）電路 

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電

路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

交流電源及び直流電源の喪失により設計基準事故対処設備である非常

用ディーゼル発電機が起動できない場合は，他号炉の非常用低圧母線から

当該号炉の非常用低圧母線へ給電することにより非常用ディーゼル発電
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機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する手段がある。 

号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保で使用する設備は以下の

とおり。 

・号炉間連絡ケーブル 

 

(c) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

所内常設蓄電式直流電源設備による給電で使用する設備のうち，Ｂ－

115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩＣ），

ＳＡ用115V系蓄電池，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），

230V系充電器（ＲＣＩＣ），ＳＡ用115V系充電器，Ｂ－115V系蓄電池及び

充電器～直流母線電路，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路，230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線電路，ＳＡ用115V

系蓄電池及び充電器～直流母線電路は重大事故等対処設備として位置付

ける。 

常設代替直流電源設備による給電で使用する設備のうち，ＳＡ用115V系

蓄電池，ＳＡ用115V系充電器，ＳＡ用115V系蓄電池及び充電器～直流母線

電路は重大事故等対処設備として位置付ける。 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電で使用する設備のうち，

115V系蓄電池（３系統目）及び115V系蓄電池（３系統目）～直流母線電路

は重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型直流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機車，

Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器，230V系充電器（常用），

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路，

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～直流母線電路，高圧

発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧

発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路，高圧発電

機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～

直流母線電路，ガスタービン発電機用軽油タンク，ガスタービン発電機用

軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，ホース及びタンクローリは

重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で直流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ
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るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車 115V

・直流給電車 230V

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建

物南側）電路

・直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～直流母線電路

・高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処

理建物南側）電路

・直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南側）～直流母線電路

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先して実

施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型直流電源設備と

しては，電路構成等により対応することが可能である。その状態に追加し

て直流給電車２台（直流給電車115V及び直流給電車230V）の配備が必要と

なり時間を要するが，重大事故等の対処に必要となる直流電源を確保する

ための手段として有効である。 

・号炉間連絡ケーブル

号炉間融通によって確保できる電源の容量は小さく，使用用途及び使用

条件が限定されるが，直流電源の喪失が原因で非常用ディーゼル発電機を

起動することができない場合において，非常用ディーゼル発電機の起動の

ために必要な直流電源（制御電源）を確保するための手段として有効であ

る。 

ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び設備 

(a) 代替所内電気設備による給電

設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失し，必要

な設備へ給電できない場合又は代替所内電気設備に接続する重大事故等

対処設備が必要な場合は，代替所内電気設備にて電路を確保し，常設代替

交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備から給電する手段がある。 

なお，非常用所内電気設備及び代替所内電気設備は，重大事故等が発生

した場合において，共通要因で同時に機能を喪失することなく，少なくと

も一系統は機能の維持及び人の接近性を確保する設計とする。 

代替所内電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線

図を第1.14－2図に示す。 

・緊急用メタクラ

・メタクラ切替盤

・緊急用メタクラ接続プラグ盤

・高圧発電機車接続プラグ収納箱

・ＳＡロードセンタ

・ＳＡ１コントロールセンタ
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・ＳＡ２コントロールセンタ 

・充電器電源切替盤 

・ＳＡ電源切替盤 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

・重大事故操作盤 

・非常用高圧母線Ｃ系 

・非常用高圧母線Ｄ系 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

代替所内電気設備による給電で使用する設備のうち，緊急用メタクラ，

メタクラ切替盤，緊急用メタクラ接続プラグ盤，高圧発電機車接続プラグ

収納箱，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセンタ，ＳＡ２コントロ

ールセンタ，充電器電源切替盤，ＳＡ電源切替盤，重大事故操作盤，非常

用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系は重大事故等対処設備として位

置付ける。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備である非常用

所内電気設備が機能喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・非常用コントロールセンタ切替盤 

非常用コントロールセンタの一次側に接続するものの，非常用コントロ

ールセンタに接続される全ての負荷に対して給電することができないた

め，非常用コントロールセンタ負荷の負荷抑制に時間を要するが，電路の

健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保

するための手段として有効である。 

 

ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段及び設備 

(a) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

設計基準事故対処設備である非常用ディーゼル発電機の故障により 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系への給電ができない場合は，代替交流電源設備によ

る給電にて炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力を確保する。 

ⅰ 常設代替交流電源設備による給電 

常設代替交流電源設備から非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

へ給電する手段がある。 
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また，原子炉圧力容器，原子炉格納容器及び燃料プールの除熱を実施

するため，常設代替交流電源設備を原子炉補機代替冷却系に接続し，給

電する手段がある。 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。単

線結線図を第1.14－2図に示す。 

・ガスタービン発電機 

・ガスタービン発電機用サービスタンク 

・ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

・ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁 

・ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コントロールセン

タ電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

南側）電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代

替冷却系電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

なお，原子炉補機代替冷却系への給電の操作手順については，

「1.5.2.2(1)ａ．原子炉補機代替冷却系による除熱」にて整備する。 

 

ⅱ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系へ給電する手段がある。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への給電で使用する設備は以下のとおり。単線結線図を第1.14－4

図に示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系

～常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 
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・高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。） 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系配管・弁 

 

ⅲ 号炉間電力融通電気設備による給電 

号炉間電力融通ケーブルを用いて他号炉の非常用高圧母線から当該号

炉の非常用高圧母線Ｃ系又はＤ系までの電路を構築し，他号炉からの給

電により，当該号炉の非常用高圧母線を受電する手段がある。 

号炉間電力融通電気設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－3図に示す。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧

母線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧

母線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路 

なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）は他号炉の常用高圧母線と当

該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷設し， 号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）は屋内に配備する。 

 

ⅳ 可搬型代替交流電源設備による給電 

可搬型代替交流電源設備を非常用所内電気設備又は代替所内電気設備

に接続し，給電する手段がある。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備は以下のとおり。

単線結線図を第1.14－2図に示す。 

・高圧発電機車 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

・高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
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・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

・緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ

２コントロールセンタ電路 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

常設代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，ガスタービン

発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプ，ガスタービン発電機用燃料移送系配管・弁，ガスタービン

発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，ガスタービン発電機～ＳＡロ

ードセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１コント

ロールセンタ電路，ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２コン

トロールセンタ電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物西側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物

西側）～原子炉補機代替冷却系電路，ガスタービン発電機～高圧発電機車

接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納

箱（原子炉建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路及びガスタービン発電

機用軽油タンクは重大事故等対処設備として位置付ける。 

可搬型代替交流電源設備による給電で使用する設備のうち，高圧発電機

車，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電

路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～非常用高圧母線

Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子

炉建物南側）電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路，高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プ

ラグ盤電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系

電路，高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）～ＳＡ１コント

ロールセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，高圧発電機車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路，緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロール

センタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路，ガスタービン発電機用軽油タ

ンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼル発電
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機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク，

ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電で使用する設備のう

ち，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクは重大事故等対

処設備として位置付け，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンク，高圧炉心スプレイ補機冷却

系（高圧炉心スプレイ補機海水系を含む。），高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃

料移送系配管・弁は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付け

る。 

これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は，審査基準

及び基準規則に要求される設備がすべて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，設計基準事故対処設備の故障で交流

電源が喪失した場合においても，炉心の著しい損傷等を防止するために必

要な電力を確保できる。 

また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であ

るため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系～

常用高圧母線Ａ系～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

耐震性は確保されていないが，常用高圧母線Ａ系（及びＢ系）を経由す

る電路の健全性が確認でき，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

であり，かつ高圧炉心スプレイ系ポンプの停止が可能な場合において，事

故対応時に必要な電源を確保するための手段として有効である。 

・号炉間電力融通ケーブル（常設） 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ系～非常用高圧母

線Ｃ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非常用高圧母

線Ｄ系電路 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

・号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電

路 

耐震性は確保されていないが，当該電路及び１号炉のディーゼル発電機

の健全性が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確

保するための手段として有効である。 

ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備 
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(a) 燃料補給設備による給油 

重大事故等の対処で使用する設備を必要な期間継続して運転させるた

め，燃料補給設備により給油する手段がある。 

燃料補給設備による給油で使用する設備は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機用軽油タンク 

・ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

・非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

・ホース 

・タンクローリ 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

燃料補給設備による給油で使用する設備のうち，ガスタービン発電機用

軽油タンク，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁，非常用ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵

タンク，ホース及びタンクローリは重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料1.14.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，重大事故等の対処で使用する設備の

燃料を確保し，必要な期間運転を継続することができる。 

 

ｆ．手順等 

上記「ａ．代替電源（交流）による対応手段及び設備」，「ｂ．代替電源（直

流）による対応手段及び設備」，「ｃ．代替所内電気設備による対応手段及び

設備」，「ｄ．非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手段

及び設備」及び「ｅ．燃料補給のための対応手段及び設備」により選定した

対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として「事故時操作要

領書（徴候ベース）」（以下「ＥＯＰ」という。），「原子力災害対策手順書」，

「ＡＭ設備別操作要領書」に定める（第 1.14－1 表）。 

また，重大事故等時に監視が必要となる計器についても整理する（第 1.14

－2 表）。 

さらに，他の条文にて選定した重大事故等対処設備と本条文にて選定した

給電手段との関連性についても整理する。 

（添付資料1.14.7） 
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1.14.2 重大事故等時の手順 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機による給電が見込めない場合に，発電用原子炉及び燃

料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ

系及びＭ／Ｃ Ｄ系の電源を復旧する。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，

その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＤ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系

充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

なお，原子炉建物西側又は原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱の選択は，操作内容及び想定時間は同一であるものの，原子炉建物南側エ

リアは，他の可搬型車両が優先的に配置されるため，他の可搬型車両との干

渉及びケーブル敷設の作業性を考慮し，原子炉建物西側の高圧発電機車接続

プラグ収納箱を優先して使用する。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３，優先４及び優

先５の手順については「ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電」にて，優先６の手順については「ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可

搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 
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(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＭ／Ｃ ＨＰＣ

Ｓ系へ給電できない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動について

は，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確保

されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受

電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開

始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動し，緊急

用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施し，ガスタ

ービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始

されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への

受電準備開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の動的機器の自動起動防止のため操作スイッチ

（以下「ＣＳ」という。）を「停止引ロック」又は「停止」とする。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長に受電準備完了を報告する。 

⑥ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑦ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑧ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑨ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 
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⑩ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系への

受電準備開始を指示する。 

⑪ａ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑫ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑬ａ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑭ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし， 

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑮ａ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑯ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮

断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場起動し，緊急

用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を状態表示

確認により実施し，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ

及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタク

ラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃの受

電確認，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への受電準備開始を指示する。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施

した後，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ
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系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は「停

止」とする。 

⑦ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系及びＬ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

⑧ｂ中央制御室運転員Ａは，受電前準備としてＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引

ロック」又は「停止」とする。 

⑨ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｃ系の負荷抑制

のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とし，当直

副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

⑩ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系の受

電開始を指示する。 

⑪ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電操作を実施する。 

⑫ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｄ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑬ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｄ系，Ｌ／Ｃ Ｄ

系及びＣ／Ｃ Ｄ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，運転員にガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を「入」とし，

Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電操作を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電するための緊急用メタ

クラの遮断器を「入」操作を実施する。 

⑰ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ Ｃ系，Ｌ／Ｃ Ｃ

系及びＣ／Ｃ Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長

に報告し，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名

にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のと

おり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。 
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・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。

現場操作でのガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要

員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以

下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(1)） 
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ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成

し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，

原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷

設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，屋内に配備

する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機及びガスタービン発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－

11図に示す。 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（常設）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に号炉間電力融通

ケーブル（常設）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による

当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とする。 
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④中央制御室運転員Ａは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，号炉間電力融通に伴う受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，号炉間電力融通の受電準備が完了したこと

を当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，中央制御室運転員に号炉間電力融通ケーブル（常設）に

よる他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃへの

給電開始を指示する。 

⑦中央制御室運転員Ａは，当該号炉の常用高圧母線の予備変受電遮断器

及び非常用高圧母線の母線連絡遮断器の「入」操作を行う。 

⑧中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線の

母線連絡操作及び予備変受電遮断器を「入」操作及び受電したＭ／Ｃ

の電圧確認を行い，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

⑨現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電

器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先２の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内

で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(2)） 
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ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電

機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電

器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電

器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機，ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 
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⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」

とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ

動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了

を緊急時対策本部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南側

の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

③緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，高

圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ収

納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 
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⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。

⑦緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において受電するＭ／Ｃへの切替

え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ

動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了

を緊急時対策本部に報告する。

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

影響がある場合）〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

準備開始を依頼する。

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン発

電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。

③緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急用

メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車か

ら緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブルを

敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ

Ｄ系受電準備開始を指示する。
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⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮断器の

「切」を確認した後，Ｍ／Ｃを受電するための緊急用メタクラの遮断

器を「入」操作し，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として高圧発電機車によるＭ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃへの給電のための電路を構成し，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」とし，当直副長にＭ／Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑦緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作すると

ともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＬ／Ｃ動力変圧器の一

次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急時対策本

部に報告する。 

⑧当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車によるＭ／Ｃの受電準備が完了したことを報告する。 

⑨緊急時対策本部は，緊急時対策要員に給電開始を指示する。 

⑩緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，Ｃ／Ｃ母線までの給電を

開始するとともに，給電が開始されたことを緊急時対策本部に報告す

る。 

⑪当直副長は，運転員に受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの受電状態の

確認を指示する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電
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機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先５の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤，原子炉建物西側及び原子炉建物南側の高

圧発電機車接続プラグ収納箱からメタクラ切替盤間のケーブルは常時敷

設されており，ケーブル敷設作業が円滑に行うことが可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

高圧発電機車はプラント監視機能等を維持する上で必要な最低限度の

電力を供給する。プラントの被災状況に応じて使用可能な設備の電源を供

給する。 

（添付資料1.14.2(3)） 
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ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ  

Ｄ系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び

高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉

のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する

ことにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却

及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）

及び高圧発電機車による給電ができない状況において，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通

が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－16図に，タイムチャートを第1.14－

17図に示す。 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系

又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ａ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を

指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，
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Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」とし，号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系に

よる当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号炉間電

力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ

系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了し

たことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系にケーブルを接続するとともに，絶縁抵抗測定に

より当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系までの間の電路の健全性を確認し，ケーブル接続完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系から当該号炉のＭ／Ｃへの給電開始

を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電源「入」

操作を実施する。 

⑫中央制御室運転員Ａは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」操

作する。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電器

盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

（当該号炉で全交流動力電源が喪失し，他号炉の非常用ディーゼル発電

機Ｂ系から号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系へ受電する場合） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊急

時対策本部に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による当該号炉のＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を依頼する。 

②緊急時対策本部は，緊急時対策要員に号炉間電力融通ケーブル（可搬

型）による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を
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指示する。 

③緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｃ系までの間にケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

④当直副長は，運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による他号

炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電準備開始を指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とする。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，受電前準備として受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あらかじめ定められた負荷以外の遮断器を

「切」及び受電するＭ／Ｃの受電遮断器を「入」とし，号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系に

よる当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に号炉間電

力融通ケーブル（可搬型）による他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ

系による当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電準備が完了し

たことを報告する。 

⑧緊急時対策要員は，当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他

号炉のＭ／Ｃ Ｄ系にケーブルを接続するとともに，絶縁抵抗測定に

より当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から他号炉のＭ／Ｃ 

Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，ケーブル接続完了を緊急時対

策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員に号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

他号炉の非常用ディーゼル発電機Ｂ系から当該号炉のＭ／Ｃへの給電

開始を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器の電源「入」

操作を実施する。 

⑫現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」操

作する。 

⑬現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ

／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直長に報告し，充電器

盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 
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(c) 操作の成立性 

優先６の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの

所要時間は４時間25分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(4)） 
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1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），

高圧発電機車及び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による交流電源の復旧

ができない場合，Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）から，

24時間以上にわたり直流母線へ給電する。また，ＳＡ用115V系蓄電池及び

230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）については，負荷切離しなしで蓄電池にて24時間

以上にわたり直流母線へ給電する。 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ｂ－115V系蓄

電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池及び230V系蓄電池

（ＲＣＩＣ）による直流母線への給電に自動で切り替わることを確認する。

全交流動力電源喪失から８時間を経過した時点で，Ｂ－115V系直流盤の不要

な負荷の切離しを実施する。その後，Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄

電池（ＳＡ）による給電に切り替えることで，24時間以上にわたり直流母線

へ給電する。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，ガスタービン発電機による給電の場合，Ｍ／Ｃ，

Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から直流母線へ

給電している24時間以内に，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機

車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電の場合，Ｍ／Ｃ，Ｌ／

Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系を受電し，その後，Ａ－115V系充電器盤又はＢ－

115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及

び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）を受電して直流電源の機能を回復させる。 

なお，蓄電池を充電する際は水素ガスが発生するため，バッテリー室の換

気を確保した上で蓄電池の回復充電を実施する。また，ガスタービン発電機

によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電完了後は，中央制御室

監視計器Ｃ系及びＤ系の復旧を行う。号炉間電力融通ケーブル（常設），高

圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電完了後は，中央制御室監視計器Ｃ系又はＤ系の

復旧を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

〔Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電

池及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電の判断基準〕 
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全交流動力電源喪失により，Ｂ－115V系充電器，Ｂ１－115V系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用115V系充電器及び230V系充電器（ＲＣＩＣ）の交流入力電源

の喪失が発生した場合。 

 

〔Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）への切替えの判断

基準〕 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケー

ブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。又は全交流動力電

源喪失後に，Ｂ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれ

があると判断した場合。 

 

〔Ａ－115V系充電器盤の受電及び中央制御室監視計器Ｃ系の復旧の判

断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系の受電が完了している場合。 

 

〔Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系

充電器盤及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電及び中央制御室監視計器

Ｄ系の復旧の判断基準〕 

全交流動力電源喪失時に，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による

給電により，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＤ系の受電が完了している場合。 

 

(b) 操作手順 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電手

順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を

第1.14－18図から第1.14－20図に，タイムチャートを第1.14－21図から第

1.14－27図に示す。なお，Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池によ

る給電手順については，「1.14.2.6(2) 非常用直流電源設備による給電」

にて整備する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＢ－115V 系蓄電

池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系

蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電が開始されたことの確認を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，Ｂ－115V 系充電器，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器（ＲＣＩＣ）による給電

が停止したことをＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副長に報告する。 
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③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電

が開始され，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）にて負荷電

圧が規定電圧であることを確認し，当直副長に報告する。 

④当直副長は，中央制御室運転員に８時間経過後の蓄電池切替え操作の

時間的裕度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高

（レベル８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する

よう指示する。 

⑤中央制御室運転員Ａは，８時間経過後の蓄電池切替え操作の時間的裕

度を確保するため，原子炉圧力容器内の水位を原子炉水位高（レベル

８）近傍まで上昇させた後，原子炉隔離時冷却系を停止する。 

⑥当直副長は，現場運転員に全交流動力電源喪失から８時間を経過する

時点でＢ－115V 系蓄電池の不要な負荷の切離し及びＢ－115V 系蓄電

池からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。なお，Ｂ

－115V 系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると

判断した場合は，経過時間によらず，Ｂ－115V 系蓄電池からＢ１－

115V 系蓄電池（ＳＡ）への切替えを指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，蓄電池の延命処置として全交流動力電源喪失

から８時間を経過した時点で制御電源及び直流照明を除く直流負荷の

切離しを実施する。 

⑧現場運転員Ｂ及びＣは，全交流動力電源喪失から８時間を経過した時

点でＢ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）に

よる給電への切替え操作を実施し，廃棄物処理建物地下中１階（非管

理区域）のＢ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）蓄電池電圧指示値が規定電

圧であることを確認し，切替え完了を当直副長に報告する。 

⑨当直副長は，中央制御室運転員に原子炉隔離時冷却系の再起動を指示

する。 

⑩中央制御室運転員Ａは，原子炉隔離時冷却系を再起動する。 

⑪ａ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでにガス

タービン発電機によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系及びＤ系の受電

が完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V 系

充電器盤，Ｂ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を

指示する。 

⑪ｂ当直副長は，蓄電池による給電開始から 24 時間経過するまでに号炉

間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブ

ル（可搬型）によるＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／ＣのＣ系又はＤ系の受電が

完了したことを確認した場合，運転員に交流電源によるＡ－115V 系充

1092



1.14－41 

電器盤又はＢ－115V 系充電器盤，Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を

指示する。 

 

⑫ａＡ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ａ－中央制御室排風機及びＡ－115V 系充電器

盤が使用可能か確認する。 

⑬ａ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ａ－中央制御室排風

機及びＡ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ａ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ａ－中央制御室排風機

及びＡ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ａ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ａ中央制御室運転員Ａは，Ａ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ａ当直副長は，運転員にＡ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ａ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｃ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物１階（非管理区域）のＡ－115V系充電器盤の運転状態及

び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑲ａ当直副長は，Ｌ／Ｃ Ｃ系及びＬ／Ｃ Ｄ系復旧完了後，運転員に

中央制御室監視計器の復旧開始を指示する。 

⑳ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｃ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉑ａ現場運転員Ｂ及びＣは，中央制御室監視計器Ｄ系の遮断器操作又は

受電確認を実施し，中央制御室監視計器電源が復旧されたことを確認

し，当直副長に報告する。 

㉒ａ中央制御室運転員Ａは，中央制御室にて中央制御室監視計器が復旧

されたことを状態表示にて確認し，当直副長に報告する。 

 

⑫ｂＢ－115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

1093



1.14－42 

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ－115V 系充電器

盤が使用可能か確認する。 

⑬ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ－115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｂ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ－115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー室

において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御室

排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｂ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｂ当直副長は，運転員にＢ－115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ－115V系充電器盤の運転

状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認するとともに，

給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ－115V系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施す

る。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｃＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＢ１－115V 系充電

器盤（ＳＡ）が使用可能か確認する。 

⑬ｃ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｃ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）が使用可能であれば，運転員にバ

ッテリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－

中央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｃ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 
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⑰ｃ当直副長は，運転員にＢ１－115V系充電器盤（ＳＡ）の受電開始を

指示する。 

⑱ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＢ１－115V系充電器盤（Ｓ

Ａ）の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認す

るとともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ）受電完了後，中央制御室監視計器の復

旧を実施する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｄＳＡ用115V系充電器盤受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ

ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及びＳＡ用 115V 系充電

器盤が使用可能か確認する。 

⑬ｄ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及びＳＡ用115V系充電器盤の使用可否を当直長に報告する。 

⑭ｄ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及びＳＡ用115V系充電器盤が使用可能であれば，運転員にバッテリー

室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中央制御

室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。 

⑯ｄ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。 

⑰ｄ当直副長は，運転員にＳＡ用115V系充電器盤の受電開始を指示する。 

⑱ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）のＳＡ用115V系充電器盤の運

転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを１確認するとと

もに，給電が開始したことを当直副長に報告する。 

ＳＡ用 115V 系充電器盤受電完了後，中央制御室監視計器の復旧を実施

する。 

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

 

⑫ｅ230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電の場合 

当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部にガスタ
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ービン発電機，他号炉の非常用ディーゼル発電機又は高圧発電機車の

負荷容量確認を依頼し，Ｂ－中央制御室排風機及び 230V 系充電器盤

（ＲＣＩＣ）が使用可能か確認する。 

⑬ｅ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機，他号炉の非常用ディーゼ

ル発電機又は高圧発電機車の負荷容量を確認し，Ｂ－中央制御室排風

機及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の使用可否を当直長に報告する。

⑭ｅ当直副長は，緊急時対策本部からの報告で，Ｂ－中央制御室排風機

及び230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）が使用可能であれば，運転員にバッ

テリー室において，蓄電池充電時の水素ガス滞留防止のため，Ｂ－中

央制御室排風機によるバッテリー室の換気を指示する。 

⑮ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－中央制御室排風機を起動するための系

統構成を実施する。

⑯ｅ中央制御室運転員Ａは，Ｂ－中央制御室排風機を起動し，バッテリ

ー室が換気されたことを当直副長に報告する。

⑰ｅ当直副長は，運転員に230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）の受電開始を指

示する。

⑱ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，Ｃ／Ｃ Ｄ系の遮断器を「入」操作し，廃

棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）

の運転状態及び充電器電圧指示値が規定電圧であることを確認すると

ともに，給電が開始したことを当直副長に報告する。

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了後，中央制御室監視計器の復旧

を実施する。

操作手順については，「Ａ－115V 系充電器盤受電の場合」の操作手順⑲ａ

～㉒ａと同様である。 

(c) 操作の成立性

Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），ＳＡ用115V系蓄電池

及び230V系蓄電池（ＲＣＩＣ）による給電は，現場運転員２名にて直流母

線（Ｂ－115V系直流盤，Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電

盤（２）及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ））へ自動で給電されることを確認

する。中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対応ができる。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電操

作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・Ｂ－115V系蓄電池からＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）受電切替え完了及

び不要負荷切離し操作完了まで30分以内で可能である。

・Ａ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。

・Ｂ－115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。

・Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ）受電完了まで20分以内で可能である。
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・ＳＡ用115V系充電器盤受電完了まで20分以内で可能である。 

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電完了まで20分以内で可能である。 

・中央制御室監視計器Ｃ系及びＤ系復旧まで40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(5)） 
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ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

全交流動力電源喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，

直流母線電圧がＳＡ用115V系蓄電池の枯渇等により許容最低電圧値以上を

維持できない場合に，所内常設直流電源設備（３系統目）である115V系蓄電

池（３系統目）から，24時間にわたり直流母線へ給電する。 

115V系蓄電池（３系統目）によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電に

ついては，負荷切離しなしで115V系蓄電池（３系統目）から24時間以上にわ

たり直流母線へ給電する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時に可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，直

流母線電圧がＳＡ用115V系蓄電池の枯渇等により直流母線電圧が許容最

低電圧値以上を維持できない場合。 

 

(b) 操作手順 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電手順の概要は以下のとお

り。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－28図に，タイ

ムチャートを第1.14－29図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に115V系蓄電池（３

系統目）によるＳＡ対策設備用分電盤（２）への給電を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，115V系直流盤（３系統目）のＨＰＡＣ直流コ

ントロールセンタ用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長に報告す

る。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用115V系充電器盤の出力遮断器を「切」

操作し，当直副長に報告する。 

④中央制御室運転員Ａは，ＨＰＡＣ直流コントロールセンタの115V系直

流盤（３系統目）用遮断器の「入」操作を実施し，当直副長に報告す

る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の

ＳＡ対策設備用分電盤（２）の運転状態及び電圧指示値が規定電圧で

あることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長に報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電操作は，中央制御室運転

員１名及び現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断して

からＳＡ対策設備用分電盤（２）受電完了まで20分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 
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室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2.(6)) 
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ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ），230V系蓄電池（ＲＣＩ

Ｃ），ＳＡ用115V系蓄電池又は115V系蓄電池（３系統目）による給電ができ

ない場合に，可搬型直流電源設備（高圧発電機車及び充電器盤（Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用）））

により直流電源を必要な機器に給電する。 

可搬型直流電源設備による給電（高圧発電機車によるＳＡ低圧母線，充電

器盤への給電）の優先順位は以下のとおり。 

１．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

２．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後， 24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電

力融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給

電操作が完了する見込みがない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型直流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。手順の対応

フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－30図及び第1.14－31図に，タ

イムチャートを第1.14－32図から第1.14－34図に示す。 

なお，高圧発電機車によるＳＡコントロールセンタ受電の操作手順につ

いては「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳ

Ａロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操作手順のうち，「高

圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の

操作手順と同様であるため，当該手順にて実施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧発電機車に

よる充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤

及び230V系充電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発電

機車による充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充

電器盤及び230V系充電器盤（常用））への給電準備を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車による充電器盤 
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（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充

電器盤（常用））への給電準備開始を指示する。 

④中央制御室運転員Ａ及び緊急時対策要員は，充電器盤（Ｂ１－115V系

充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V系充電器盤（常用））

の受電に先立ち，「1.14.2.3(1)ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電

機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電」の操

作手順のうち，「高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電」の操作手順にてＳＡコントロールセンタの受電を

実施する。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブル接続のためＣ／Ｃ Ｃ系又は 

Ｃ／Ｃ Ｄ系の負荷「中央制御室排風機」の遮断器を「切」とし，当

直副長に報告する。 

⑥緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを敷設する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－中央制御室排風機又はＢ－中央制御室排

風機を起動するための系統構成を実施する。 

⑧緊急時対策要員は，ＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に仮設ケーブルを接続するとともに，

絶縁抵抗測定によりＳＡコントロールセンタから中央制御室排風機用

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系までの間の電路の健全性を確認し，

仮設ケーブル接続完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に給電準備が完了したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員に中央制御室排風機の電源の復旧を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，仮設ケーブルを接続したＳＡコントロールセ

ンタの遮断器を「入」とし，中央制御室排風機の電源が復旧したこと

を当直副長に報告する。 

⑫当直副長は，中央制御室運転員に中央制御室排風機の起動操作を指示

する。 

⑬中央制御室運転員Ａは，中央制御室排風機を起動し，バッテリー室が

換気されたことを確認し，起動操作が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑭当直副長は，現場運転員にＳＡコントロールセンタから充電器盤への

給電開始を指示する。 

なお，充電器盤（ＳＡ用115V系充電器盤）受電前に，「1.14.2.2 (1)

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電」を実施していた

場合は，充電器盤（ＳＡ用115V系充電器盤）による給電への切替えを

運転員に指示する。 

⑮中央制御室運転員Ａ，現場運転員Ｂ及びＣは，充電器盤（ＳＡ用115V

系充電器盤）受電前に，「1.14.2.2 (1)ｂ．所内常設直流電源設備（３
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系統目）による給電」を実施していた場合は，充電器盤（ＳＡ用115V

系充電器盤）による給電への切替えを実施する。 

⑯現場運転員Ｂ及びＣは，充電器切替盤にて「Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ 

Ｄ系」から「ＳＡコントロールセンタ」へ受電切替え操作を行い，充

電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤及び230V

系充電器盤（常用））の運転状態及び充電器盤充電器電圧指示値が規定

電圧であることを確認するとともに，給電が開始したことを当直副長

に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は

以下のとおり。 

優先１の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）による給電完了まで５時間10分以内で可能である。 

優先３の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合）による給電完了まで５時間50分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(7)） 
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ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備及

び所内常設直流電源設備（３系統目）が機能喪失した場合で，かつ可搬型直

流電源設備による直流電源の給電ができない場合に，直流給電車をＢ－115V

系直流盤，230V系直流盤（ＲＣＩＣ），Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V

系直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失後，24時間以内にガスタービン発電機，号炉間電力

融通ケーブル（常設）又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電

操作が完了する見込みがない場合において，可搬型直流電源設備による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

直流給電車による直流盤への給電手順の概要は以下のとおり。手順の対

応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－35図に，タイムチャートを

第1.14－36図及び第1.14－37図に示す。 

〔優先１．廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準

備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電

準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（廃棄物処理建物南

側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤及

び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備のためＢ－115V 系充電器盤及び

230V 系充電器盤（ＲＣＩＣ）の出力遮断器を「切」とし，当直副長に

Ｂ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電前準備完

了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系

直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧発

電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準備

完了を報告する。 
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⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電準備が完了したこと

を緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給

電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤及び 230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電操作を実施し，給電

が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤及び

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤及び 230V 系直流盤（Ｒ

ＣＩＣ）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤及び 230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示値

が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直副

長に報告する。 

 

〔優先２．原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に直流給電車

によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給

電準備開始を指示する。 

②当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に直流給電

車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への

給電準備開始を依頼する。 

③緊急時対策本部は，緊急時対策要員に直流給電車（原子炉建物南側の

直流給電車接続プラグ収納箱に接続）によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備開始を指示する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）

及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備のためＢ１－115V 系充電器

盤（ＳＡ）及び 230V 系充電器盤（常用）の出力遮断器を「切」とし，

当直副長にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電前準備完了を報告する。 

⑤緊急時対策要員は，直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び

230V 系直流盤（常用）への給電準備として直流電路の回路構成，高圧

発電機車及び直流給電車の起動準備を行い，緊急時対策本部に給電準

備完了を報告する。 

⑥当直長は，当直副長からの依頼に基づき，直流給電車によるＢ－115V
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系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電準備が完了した

ことを緊急時対策本部へ報告するとともに，給電開始を依頼する。 

⑦緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車の起動及び直流給

電車によるＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）へ

の給電開始を指示する。 

⑧緊急時対策要員は，高圧発電機車の起動後，直流給電車によるＢ－115V

系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電操作を実施し，

給電が開始したことを緊急時対策本部へ報告する。 

⑨緊急時対策本部は，当直長に直流給電車によるＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）及び 230V 系直流盤（常用）への給電が開始したことを報告する。 

⑩当直副長は，現場運転員にＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系直

流盤（常用）の電圧確認を指示する。 

⑪現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）及

び 230V 系直流盤（常用）への給電状況に異常がないこと及び電圧指示

値が規定電圧であることの確認を行い，給電が開始されたことを当直

副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の廃棄物処理建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続に

よる直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系

直流盤及び230V系直流盤（ＲＣＩＣ）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

優先２の原子炉建物南側の直流給電車接続プラグ収納箱に接続による

直流盤への給電操作は，現場運転員２名，緊急時対策要員３名にて作業を

実施した場合，作業開始を判断してから直流給電車によるＢ－115V系直流

盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）への給電完了まで４時間15分以内で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(8)） 
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 (2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の機能喪失時に，Ｍ／Ｃ Ｄ系への給電のため，ＳＡ用115V系蓄電池に

よるＢ－115V系直流盤への給電を実施し，Ｍ／Ｃ Ｄ系の受電遮断器の制御

電源を確保する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失時，ＳＡ用115V系蓄電池の電圧が規定電圧である場合で，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又

は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電が可能

となった場合。 

 

(b) 操作手順 

ＳＡ用115V系蓄電池によるＢ－115V系直流盤受電手順の概要は以下の

とおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－38図に，

タイムチャートを第1.14－39図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員にＳＡ用 115V

系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤の負荷抑制として，Ｂ－

115V 系直流盤にてＭ／Ｃ Ｄ系遮断器制御電源以外の負荷の遮断器

を「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系蓄電池からＢ－115V 系蓄電池

及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）へ放電させないために，Ｂ－115V

系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ用 115V 系充電器盤のＢ－115V 系直流盤

（ＳＡ）の遮断器並びにＢ－115V 系直流盤（ＳＡ）のＳＡ用 115V 系

充電器盤受電遮断器及びＢ－115V 系直流盤の遮断器を「入」操作し，

当直副長にＢ－115V 系直流盤受電準備完了を報告する。 

⑤当直副長は，現場運転員にＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直

流盤の受電開始を指示する。 

⑥現場運転員Ｂ及びＣは，Ｂ－115V 系直流盤にてＢ－115V 系直流盤（Ｓ

Ａ）の遮断器を「入」とし，Ｂ－115V 系直流盤受電を実施する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階（非管理区域）のＳＡ用

115V 系充電器盤蓄電池電圧指示値が規定電圧であることを確認し，受

電完了を当直副長に報告する。 

⑧当直副長は，運転員にＭ／Ｃ Ｄ系の受電操作開始を指示する。 
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(c) 操作の成立性

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してからＢ－115V系直流盤受電完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(9)） 
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ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機及び非常用直流電源喪失後，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブ

ル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給

電が可能な場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系を受電後，Ａ－115V系充電器盤からＡ－115V

系直流盤へ給電し，遮断器の制御電源を確保する。 

なお，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電時に，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器の制御電源が

喪失している場合には，手動にて遮断器を投入後，受電操作を実施する。 

また，給電手段，電路構成及びＭ／Ｃ Ｃ系受電前準備については

「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ

系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ

／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｃ．高圧発電機車による

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」及び「1.14.2.1(1)ｄ．号炉間電力融

通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」と同

様である。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電の優先順位は以下のとお

り。 

１．ガスタービン発電機 

２．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

 (a) 手順着手の判断基準 

Ａ－115V系直流盤の電圧が喪失した場合で，ガスタービン発電機，号炉

間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）のいずれかの手段によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構

成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動操作が完了している場合。 

 

(b) 操作手順 

非常用直流電源喪失時のＡ－115V系直流盤受電手順の概要は以下のと

おり。手順の対応フローを第1.14－6図に，概要図を第1.14－40図から第

1.14－42図に，タイムチャートを第1.14－43図から第1.14－46図に示す。 

なお，ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発

電機車又は号炉間電力融通ケーブル（可搬型）のいずれかの手段によるＭ

1108



1.14－57 

／Ｃ Ｃ系への給電のための電路構成，Ｍ／Ｃ Ｃ系受電前準備及び起動

操作については「1.14.2.1(1)ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ

系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)ｂ．号炉間電力融通ケーブル

（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」，「1.14.2.1(1)

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」又は

「1.14.2.1(1)ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」の操作手順にて実施し，その後，本手順を実

施する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系直流

盤受電準備開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ Ｃ系の受電遮断器を手動操作にて

「入」とし，当直長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。号炉

間電力融通ケーブル（常設）を使用した給電の場合，Ｍ／Ｃ Ｃ系の

母線連絡遮断器及びＭ／Ｃ Ａ系の受電遮断器を手動操作にて「入」

とし，当直副長にＭ／Ｃ Ｃ系の受電準備完了を報告する。 

 

〔優先１．ガスタービン発電機によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ａ当直副長は，ガスタービン発電機による給電が可能な場合は，運転

員にＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

④ａ中央制御室運転員Ａは，ガスタービン発電機からＭ／Ｃ Ｃ系へ給

電するための緊急用メタクラの遮断器を「入」とし，ガスタービン発

電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

⑤ａ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先２．号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＡ－115V系直流盤受

電の場合〕 

③ｂ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（常設）による電力融通が可

能な場合は，運転員にＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を指示する。 

④ｂ中央制御室運転員Ａは，他号炉の常用高圧母線及び非常用高圧母線

の母線連絡及び予備変受電の遮断器を「入」とし，号炉間電力融通ケ

ーブル（常設）による電力融通を開始する。 

⑤ｂ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及
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び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な

場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｃ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｃ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｃ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｃ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＡ－115V系直流盤受電の場合〕 

③ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（原子炉建

物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電が可能な

場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を依頼する。 

④ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受

電開始を指示する。 

⑤ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車

接続プラグ収納箱に接続）による給電を実施し，高圧発電機車から給

電が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。 

⑥ｄ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｄ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 
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⑧ｄ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｄ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先５．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＡ－115V系直流盤受電の

場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある

場合）〕 

③ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，高圧発電機車（ガスター

ビン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤へ

の接続）による給電が可能な場合は，緊急時対策本部にＭ／Ｃ Ｃ系

の受電開始を依頼する。 

④ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系の受電開始を指示する。 

⑤ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）による給電を

実施し，高圧発電機車から給電が開始されたことを緊急時対策本部に

報告する。 

⑥ｅ緊急時対策本部は，当直長に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への

給電が開始したことを報告する。 

⑦ｅ当直副長は，運転員に高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電が

開始されたことの確認を指示する。 

⑧ｅ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑨ｅ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検によりＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃの

Ｃ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告するとと

もに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

〔優先６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V系直流盤

受電の場合〕 

③ｆ当直副長は，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力融通が

可能な場合は，運転員に当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系への電力融通開始を

指示する。 

④ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉の非常用高圧母線の遮断器を「入」
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とし，号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による電力融通を開始する。 

⑤ｆ中央制御室運転員Ａは，受電したＭ／Ｃの電圧確認を行う。 

⑥ｆ現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により当該号炉のＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／ＣのＣ系の受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告

するとともに，Ａ－115V 系充電器盤の受電を開始する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

上記優先１の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機による 

Ａ－115V系直流盤受電完了まで１時間25分以内で可能である。 

上記優先２の操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間電力融通ケーブル（常

設）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間45分以内で可能である。 

上記優先３，優先４及び優先５の操作は，中央制御室運転員１名，現場

運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を

判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ

収納箱に接続）又は高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタ

クラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機

の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）によるＡ－115V系直流

盤受電完了まで１時間30分以内で可能である。 

上記優先６の操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急

時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから号炉間

電力融通ケーブル（可搬型）によるＡ－115V系直流盤受電完了まで１時間

50分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(10)） 
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(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤受

電 

当該号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備の機能喪失により非常

用ディーゼル発電機の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保できない場

合において，他号炉のＣ／Ｃから号炉間連絡ケーブルを使用して当該号炉の

Ａ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流盤を受電し，非常用ディーゼル発電機

の起動に必要な直流電源（制御電源）を確保する。 

また，他号炉で外部電源喪失及び非常用直流電源設備が機能喪失し，当該

号炉の電源が確保されている場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉

へ給電することが可能である。 

(a) 手順着手の判断基準 

直流電源の喪失により非常用ディーゼル発電機が起動できず，外部電源，

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車及

び号炉間電力融通ケーブル（可搬型）による給電が不可能な状況において，

他号炉のＬ／Ｃ Ｃ系又はＬ／Ｃ Ｄ系の電圧が正常で他号炉のＣ／Ｃ 

Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系からの給電が可能である場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系直流

盤受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図に，

概要図を第1.14－47図に，タイムチャートを第1.14－48図に示す。 

（本手順は，当該号炉で外部電源喪失並びに非常用直流電源設備が機能

喪失した状況において，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から号炉

間連絡ケーブルを使用して当該号炉のＡ－115V系直流盤又はＢ－115V系

直流盤を受電する操作手順を示す。） 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，現場運転員に他号炉の 

Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系を経由した当該号炉のＡ－115V系直流

盤又はＢ－115V 系直流盤の受電準備を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，バッテリー室換気のための空調機電源が確保

できないため，Ａ－115V 系蓄電池又はＢ－115V 系蓄電池の遮断器を

「切」とする。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系及びＡ－115V 系直流

盤の受電前準備，又はＣ／Ｃ Ｄ系及びＢ－115V 系直流盤の受電前準

備としてＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の負荷抑制のためにあらかじ

め定められた負荷の遮断器を「切」とし，当直副長に受電準備完了を

報告する。 

④当直副長は，現場運転員に他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系に

よる当該号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示す
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る。 

⑤現場運転員Ｂ及びＣは，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系の母

線連絡ラインの遮断器を「入」とし，当該号炉への給電を開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑥当直副長は，他号炉のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系による当該号炉

のＣ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系への給電完了後，現場運転員に交流

電源によるＡ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤の受電開始

を指示する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系充電器盤又はＢ－115V 系充電器盤

へ給電するための遮断器を「入」とし，廃棄物処理建物１階（非管理

区域）のＡ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＡ－115V 系直流盤

電圧指示値又は廃棄物処理建物地下中１階（非管理区域）の 

Ｂ－115V 系充電器盤充電器電圧指示値及びＢ－115V 系直流盤電圧指

示値が規定電圧であることにより確認するとともに，当直副長に報告

する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作業開始を判

断してから他号炉のＣ／Ｃによる当該号炉Ａ－115V系直流盤又はＢ－

115V系直流盤受電完了まで55分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(11)） 
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1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコ

ントロールセンタ受電 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失し

た場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な場合

に，ガスタービン発電機又は高圧発電機車から代替所内電気設備へ給電する

ことで，発電用原子炉の冷却,原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要とな

る設備の電源を復旧する。 

なお，負荷への給電にあたっては，ＳＡ電源切替盤及び非常用コントロー

ルセンタ切替盤の双方が健全であれば，ＳＡ電源切替盤での給電を優先して

使用する。 

代替交流電源設備によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ

（以下「ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ」という。）への給電の優先順位は

以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その

他のテロリズムによる影響がある場合） 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給については，自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系が機能喪失

した場合，又は代替所内電気設備に接続する重大事故等対処設備が必要な

場合で，ガスタービン発電機又は高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃへ給電が可能な場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動につ

いては，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が

確保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

 

(b) 操作手順 

ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－

Ｃ／Ｃ受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図

に，概要図を第1.14－49図に，タイムチャートを第1.14－50図から第1.14

－53図に示す。 
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〔優先１．ガスタービン発電機によるＳＡロードセンタ及びＳＡコント

ロールセンタ受電の場合〕 

Ⅰ．ガスタービン発電機の中央制御室からの起動 

①ａ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員にガ

スタービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開

始を指示する。 

②ａ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を起動し，緊急

用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を電圧確認により実施し，ガスタ

ービン発電機の起動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電が開始

されたことを当直副長に報告する。 

③ａ当直副長は，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，現場運転員に

ＳＡ電源切替盤による負荷への給電開始を指示する。 

当直副長は，非常用コントロールセンタ切替盤による給電の場合には，

運転員に非常用コントロールセンタ切替盤による給電開始を指示する。 

④ａ現場運転員Ｂ及びＣは，ＳＡ電源切替盤による給電の場合には，Ｓ

Ａ電源切替盤にて各電動弁電源を「ＳＡ側」へ切替えを行い，切替え

作業完了を当直副長へ報告し，非常用コントロールセンタ切替盤によ

る給電の場合には，不要な負荷の切離しを行い，切離し作業完了を当

直副長へ報告する。 

中央制御室運転員Ａは，非常用コントロールセンタ切替盤による給電

の場合には，ＣＳで非常用コントロールセンタ切替盤の切替え及び不

要な負荷のＣＳを「停止引ロック」又は「停止」を行い，切替え作業

完了を当直副長へ報告する。 

⑤ａ中央制御室運転員Ａは，電動弁の電源が復旧したことを状態表示ラ

ンプにて確認する。 

 

Ⅱ．ガスタービン発電機の現場からの起動 

①ｂ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，当直長を経由して，緊

急時対策本部にガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ及び

ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を依頼する。 

②ｂ緊急時対策本部は，緊急時対策要員にガスタービン発電機の現場起

動，緊急用メタクラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃの受電開始を指示する。 

③ｂ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外の遮

断器の「切」を確認した後，ガスタービン発電機を現場起動し，緊急

用メタクラの受電を電圧確認により，ＳＡ－Ｌ／Ｃの受電を状態表示

確認により実施し，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタクラ

及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を緊急時対策本部に報告する。 

④ｂ緊急時対策本部は，ガスタービン発電機の現場起動，緊急用メタク
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ラ及びＳＡ－Ｌ／Ｃ受電完了を当直長に報告する。 

⑤ｂ当直副長は，中央制御室運転員にＳＡ－Ｌ／Ｃの受電確認を指示す

る。 

⑥ｂ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ガスター

ビン発電機から給電が開始されたことを当直副長に報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先２．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｃ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｃ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常用高圧母線用

遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｃ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物西側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｃ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車

からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認

し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物西

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 
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⑨ｃ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｃ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｃ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物西側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｃ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先３．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収

納箱に接続）によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電の

場合〕 

①ｄ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電準備開始を指示する。 

②ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）に

よるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電を依頼する。 

③ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び

ＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示する。 

④ｄ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認した後，緊急用メタクラの非常用高圧母線用

遮断器の「入」操作を行い，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 

⑤ｄ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を原子炉建物南側近傍に配置し，

高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車から高圧発電機車接続プラグ

収納箱までの間に高圧発電機車のケーブルを敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｄ緊急時対策要員は，メタクラ切替盤において給電する緊急用メタク

ラへの切替え作業をするとともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車
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からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認

し，受電準備完了を緊急時対策本部に報告する。 

⑧ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（原子炉建物南

側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による給電開始を指示す

る。 

⑨ｄ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｄ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｄ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（原子炉建物南側の

高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｄ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

〔優先４．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）

の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡロードセンタ及びＳ

Ａコントロールセンタ受電の場合（故意による大型航空機の衝突その他の

テロリズムによる影響がある場合）〕 

①ｅ当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に高

圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メ

タクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電準備開始を指示する。 

②ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に高圧発

電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタク

ラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの

給電を依頼する。 

③ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃへの給電準備開始を指示す

る。 

④ｅ中央制御室運転員Ａは，緊急用メタクラの動力変圧器用遮断器以外

の遮断器の「切」を確認し，当直副長にＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／

Ｃの受電準備完了を報告する。 
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⑤ｅ当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部に緊急用

メタクラ，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃの受電準備が完了したこと

を報告する。 

⑥ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車をガスタービン発電機建物（緊急

用メタクラ）近傍に配置し，高圧発電機車の起動準備，高圧発電機車

から緊急用メタクラ接続プラグ盤までの間に高圧発電機車のケーブル

を敷設し，接続作業を行う。 

⑦ｅ緊急時対策要員は，緊急用メタクラの受電遮断器を「入」操作する

とともに，絶縁抵抗測定により高圧発電機車からＳＡ－Ｌ／Ｃ動力変

圧器の一次側までの間の電路の健全性を確認し，受電準備完了を緊急

時対策本部に報告する。 

⑧ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員に高圧発電機車（ガスタービン

発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接

続）による給電開始を指示する。 

⑨ｅ緊急時対策要員は，高圧発電機車を起動し，ＳＡ－Ｌ／Ｃ及び 

ＳＡ－Ｃ／Ｃまでの給電を開始するとともに，給電が開始されたこと

を緊急時対策本部に報告する。 

⑩ｅ緊急時対策本部は，緊急時対策要員により，高圧発電機車から給電

が開始されたことを当直長に報告する。 

⑪ｅ当直副長は，中央制御室運転員に高圧発電機車（ガスタービン発電

機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）

によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電の確認を指示する。 

⑫ｅ中央制御室運転員Ａは，ＳＡ－Ｌ／Ｃの電圧確認を行い，ＳＡ－ 

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃが受電されたことを当直副長へ報告する。 

ＳＡ電源切替盤又は非常用コントロールセンタ切替盤による負荷への

受電操作手順については，「ガスタービン発電機によるＳＡロードセン

タ及びＳＡコントロールセンタ受電の場合」の操作手順③ａ～⑤ａと同

様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先１の中央制御室操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及

びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，

作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ

－Ｃ／Ｃ受電完了まで10分以内で可能である。 

現場操作でのガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員２名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してからガスタービン発電機によるＳＡ－Ｌ／Ｃ

及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで55分以内で可能である。 

優先２の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱
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に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 

優先３の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱

に接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電操作は，中央制御室運転

員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断し

てから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間35分以内で可

能である。 

優先４の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊

急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ

受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響があ

る場合）は，中央制御室運転員１名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施

した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（ガスタービン発電機建物

（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ及びＳＡ－Ｃ／Ｃ受電完了まで４時間40分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(12)） 
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1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

送電線及び開閉所が破損又は破損する可能性のある大規模自然災害が発

生した場合，並びに外部電源及び非常用ディーゼル発電機による給電が見込

めない場合に，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷

却及び除熱に必要となるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電を実施す

る。なお，Ｍ／Ｃ Ｄ系受電を優先させ，その後にＭ／Ｃ Ｃ系へ給電する。 

Ｍ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電操作完了後，Ａ－115V系充電器盤， 

Ｂ－115V系充電器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器

盤，230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給

する。 

代替交流電源設備によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電の優先

順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機 

２．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

３．号炉間電力融通ケーブル（常設） 

４．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

５．高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続） 

６．高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムによる影響がある場合） 

７．号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

なお，優先２の手順については「ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先３の手順について

は「ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電」にて，優先４，優先５及び優先６の手順については「ｄ．高

圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて，優先７の手順

については「ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ

系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電」にて整備する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。

なお，ガスタービン発電機への燃料補給は自動給油である。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失，非常用ディーゼル発電機の故障によりＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｄ系へ給電ができない場合。なお，ガスタービン発電機の現場起動につい

ては，ガスタービン発電機の中央制御室起動が失敗した場合及び要員が確
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保されている場合に，他の手段と同時並行で実施する。 

(b) 操作手順

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の

概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，

概要図を第1.14－8図に，タイムチャートを第1.14－9図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先１．

ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕の

操作手順と同様である。 

(c) 操作の成立性

上記の中央制御室操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及び

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名及び現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで10分以内で可能である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで40分以内で可能

である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。

現場操作のガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系

受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員

２名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下

のとおり。 

・ガスタービン発電機による給電開始まで50分以内で可能である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで１時間５分以内

で可能である。

・ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系受電完了まで１時間10分以内

で可能である。

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

１．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電の場

合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料1.14.2(1)） 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，非常用所内電気

設備であるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系の母線電圧が喪失している状態

で，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＭ／

Ｃ Ａ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｃ系又は高圧炉心
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スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系を経由して非常用所内電気設備であるＭ／Ｃ Ｄ系へ給電す

る。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源喪失及び非常用ディーゼル発電機の故障により，Ｍ／Ｃ Ｃ系

及びＤ系の母線電圧が喪失している状態で，非常用ディーゼル発電機によ

る受電ができない場合において，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，

Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系並びにＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｂ系

及びＭ／Ｃ Ｄ系の使用が可能であって，さらに高圧炉心スプレイ系ポン

プの停止が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系への受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6

図及び第1.14－7図に，概要図を第1.14－54図及び第1.14－55図に，タイ

ムチャートを第1.14－56図に示す。 

〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｃ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系を経由したＭ／Ｃ Ｃ系の

受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ

系及びＣ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系の受電遮断器のインター

ロック解除処置を実施し，受電準備が完了したことを当直副長に報告

する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員に高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機によるＭ／Ｃ Ｃ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系及びＣ系の受電遮断器の

「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電が開始したこ

とを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 
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〔高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機からＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ系及びＭ／Ｃ Ｂ系を経由し

たＭ／Ｃ Ｄ系の受電準備開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，受電前準備として，受電するＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃの動的機器の自動起動防止のためＣＳを「停止引ロック」又は

「停止」とし，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ａ

系，Ｂ系及びＤ系の受電準備が完了したことを当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ，Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ負荷抑制のため，あ

らかじめ定められた負荷以外の遮断器を「切」とする。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ｍ／Ｃ Ａ系及び 

Ｍ／Ｃ Ｂ系の受電遮断器のインターロック解除処置を実施し，受電

準備が完了したことを当直副長に報告する。 

⑤当直副長は，中央制御室運転員Ａに高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機によるＭ／Ｃ Ｄ系への給電開始を指示する。 

⑥中央制御室運転員Ａは，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系，Ａ系，Ｂ系及びＤ系の

受電遮断器の「入」操作及び受電したＭ／Ｃの電圧確認を行い，給電

が開始したことを当直副長に報告する。 

⑦現場運転員Ｂ及びＣは，外観点検により受電したＭ／Ｃ，Ｌ／Ｃ， 

Ｃ／Ｃの受電状態に異常がないことを確認後，当直副長に報告し，充

電器盤及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

操作手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及

び常設代替直流電源設備による給電」の操作手順⑫ａ～と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先２の高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて

作業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間20分以

内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連

絡設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(13)） 

 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない場合において，

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／
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Ｃ Ｄ系から当該号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成

し，他号炉から給電することにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，

原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

また，他号炉で全交流動力電源が喪失し，当該号炉の電源が確保されてい

る場合は，同様の手段により当該号炉から他号炉へ給電することが可能であ

る。 

なお，他号炉の常用高圧母線と当該号炉の常用高圧母線間にあらかじめ敷

設する号炉間電力融通ケーブル（常設）が使用できない場合は，屋内に配備

する号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用して電力融通を行う。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機及

び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による給電ができない状況にお

いて，他号炉の非常用ディーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機

Ｂ系が健全で電力融通が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及

び第1.14－7図に，概要図を第1.14－10図に，タイムチャートを第1.14－

11図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先２．

号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先３の号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又は

Ｍ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名にて作

業を実施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は１時間35分以内

と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

２．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料1.14.2(2)） 

 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）によるＭ／Ｃ 

Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系への給電が見込めない場合，高圧発電機車を高圧発電

機車接続プラグ収納箱又は緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続してＭ／Ｃ 

1126



1.14－75 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系を受電し，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子

炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設備の電源を確保する。Ｍ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系の受電完了後，Ａ－115V系充電器盤，Ｂ－115V系充電

器盤，Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用115V系充電器盤，230V系充電

器盤（ＲＣＩＣ）及び中央制御室監視計器へ交流電源を供給する。 

また，上記給電を継続するために高圧発電機車への燃料補給を実施する。

燃料の補給手順については，「1.14.2.5 燃料の補給手順」にて整備する。 

(a) 手順着手の判断基準 

外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給

電ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電手順の概要は

以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及び第1.14－7図に，概要

図を第1.14－12図に，タイムチャートを第1.14－13図から第1.14－15図に

示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先３．

高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）

によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発電機

車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による 

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先４の高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電

完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先５の高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納

箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室

運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策要員３名にて作業を実施した

場合，作業開始を判断してから高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電
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完了まで４時間35分以内で可能である。 

優先６の高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の

緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電操作（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響

がある場合）は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び緊急時対策

要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してから高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電完了まで４時間40

分以内で可能である。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

３．高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕，〔優先４．高圧発

電機車（原子炉建物南側の高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続）による

Ｍ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合〕及び〔優先５．高圧発電機車

（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続）によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電の場合（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）〕の操作

の成立性と同様である。 

（添付資料 1.14.2(3)） 

 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ

系受電 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び

高圧発電機車による給電ができない場合において，号炉間電力融通ケーブル

（可搬型）を使用して他号炉のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系から当該号炉

のＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する

ことにより，発電用原子炉及び燃料プールの冷却，原子炉格納容器内の冷却

及び除熱に必要となる設備の電源を復旧する。 

(a) 手順着手の判断基準 

当該号炉で外部電源，非常用ディーゼル発電機，ガスタービン発電機，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）

及び高圧発電機車による給電ができない状況において，他号炉の非常用デ

ィーゼル発電機Ａ系又は非常用ディーゼル発電機Ｂ系が健全で電力融通

が可能な場合。 

 

(b) 操作手順 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.14－6図及
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び第1.14－7図に，概要図を第1.14－16図に，タイムチャートを第1.14－

17図に示す。 

操作手順は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先６．

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ 

Ｄ系受電の場合〕の操作手順と同様である。 

 

(c) 操作の成立性 

優先７の号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又

はＭ／Ｃ Ｄ系受電操作は，中央制御室運転員１名，現場運転員２名及び

緊急時対策要員３名にて作業を実施した場合，作業開始を判断してからの

所要時間は４時間25分以内と想定する。 

操作の成立性は「1.14.2.1(1)代替交流電源設備による給電」の〔優先

６．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／

Ｃ Ｄ系受電の場合〕の操作の成立性と同様である。 

（添付資料 1.14.2(4)） 
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1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク等からタンクローリへの補給 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に給油する。 

上記設備に給油するため，ガスタービン発電機用軽油タンク若しくは非常用

ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料貯蔵タンク（以下「非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等」という。）

とタンクローリをホースで接続し，タンクローリへ軽油の補給を行う。 

燃料補給設備によるタンクローリへの補給の優先順位は以下のとおり。 

１．ガスタービン発電機用軽油タンク 

２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を使用する場合。 

 

ｂ．操作手順 

〔優先１．ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ補給する

場合〕 

ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給手順の概要

は以下のとおり。概要図を第 1.14－57 図に，タイムチャートを第 1.14－58

図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にガ

スタービン発電機用軽油タンクからタンクローリへ軽油の補給開始を

指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，ガスタービン発電機用軽油タンクへ移動し，ガスタ

ービン発電機用軽油タンクドレン弁の閉止フランジを取り外し，燃料抜

取り用バルブ付アタッチメントを取り付ける。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリに接続したホースをガスタービン発電

機用軽油タンクドレン弁に取り付けた燃料抜取り用バルブ付アタッチ

メントへ接続し，ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁を「開」操

作する。 

⑥緊急時対策要員は，燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの弁を「開」

操作する。 

⑦緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，ガスタービ
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ン発電機用軽油タンクからタンクローリへの補給を開始する。 

⑧緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブ及び燃料抜取り用バルブ付アタッチメントの

弁を「閉」操作し，タンクローリからホースを取り外した後（継続的に

ホースを使用する場合は，当該ホースをガスタービン発電機用軽油タン

ク側に接続したままとする），ガスタービン発電機用軽油タンクからタ

ンクローリへの補給が完了したことを緊急時対策本部に報告する。 

⑨緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑧（⑤は軽油タンク側にホースを接続済みのため実施不要）を繰

り返す。 

 

〔優先２．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへ

補給する場合〕 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給手

順の概要は以下のとおり。概要図を第 1.14－59 図に，タイムチャートを第

1.14－60 図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員に非

常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへ軽油の補

給開始を指示する。 

②緊急時対策要員は，補給活動に必要な装備品・資機材を準備し，車両保

管場所へ移動し，タンクローリの健全性を確認する。 

③緊急時対策要員は，補給先に指定された非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等へ移動し，閉止フランジを取り外し，ホースを挿入する。 

④緊急時対策要員は，タンクローリの吐出口にホースを接続する。 

⑤緊急時対策要員は，タンクローリへ軽油を補給するため，車両付ポンプ

を作動させた後，タンクローリの各バルブを「開」操作し，非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給を開始する。 

⑥緊急時対策要員は，タンクローリの補給状態をタンク頂部のハッチから

目視で確認し，満タンとなったことを確認後，車両付ポンプを停止し，

タンクローリの各バルブを「閉」操作し，タンクローリからホースを取

り外した後（継続的にホースを使用する場合は，当該ホースを非常用デ

ィーゼル発電機燃料貯蔵タンク等に挿入したままとする），非常用ディ

ーゼル発電機燃料貯蔵タンク等からタンクローリへの補給が完了した

ことを緊急時対策本部に報告する。 

⑦緊急時対策要員は，「(2)タンクローリから各機器等への給油」の操作手

順にて給油した後，タンクローリの軽油の残量に応じて，上記操作手順

④から⑥を繰り返す。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからタンクローリへの補給完了までガスタ

ービン発電機用軽油タンクは１時間50分以内，非常用ディーゼル発電機燃料

貯蔵タンク等は２時間30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

（添付資料1.14.2(14)） 

 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポンプ

車，可搬式窒素供給装置に対して，タンクローリを用いて給油する。 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等の対処に必要となる大量送水車，高圧発電機車，大型送水ポン

プ車，可搬式窒素供給装置を運転した場合において，各機器の燃料が規定油

量以上あることを確認した上で運転開始後，燃料保有量及び燃料消費率から

あらかじめ算出した給油時間※２となった場合。 

※２：給油間隔は以下のとおりであり，各設備の燃料が枯渇するまでに給

油することを考慮して作業に着手する。 

ただし，以下の設備は代表例であり各設備の燃料保有量及び燃料消

費率から燃料が枯渇する前に給油することとし，同一箇所での作業

が重複する際は適宜，給油間隔を考慮して作業を実施する。 

〔ガスタービン発電機用軽油タンクを使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間35分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間30分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間30分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間30分 

 

〔非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等を使用した場合〕 

・大量送水車     ：運転開始後約１時間40分 

・高圧発電機車    ：運転開始後約１時間35分 

・大型送水ポンプ車  ：運転開始後約１時間35分 

・可搬式窒素供給装置 ：運転開始後約１時間40分 

 

ｂ．操作手順 

タンクローリから各機器等への給油手順の概要は以下のとおり。概要図を

第1.14－61図に，タイムチャートを第1.14－62図及び第1.14－63図に示す。 

①緊急時対策本部は，手順着手の判断基準に基づき，緊急時対策要員にタ

ンクローリによる給油対象設備への給油を指示する。 
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②緊急時対策要員は，給油対象設備の近傍まで移動し，タンクローリの給

油前準備を行い，必要な距離分の給油ホースを引き出す。 

③緊急時対策要員は，タンクローリの車両付ポンプを作動させる。 

④緊急時対策要員は，給油対象設備の燃料タンクの蓋を「開」とし，給油

ノズルレバーを握り，タンクローリによる給油対象設備への給油を開始

する。 

⑤緊急時対策要員は，給油対象設備の給油状態を目視で確認し，必要量の

給油完了を確認後，給油ノズルレバーを開放し，タンクローリによる給

油対象設備への給油を完了する。 

⑥緊急時対策要員は，定格負荷運転時の給油間隔を目安に，上記操作手順

②から⑤を繰り返す。また，タンクローリの軽油の残量に応じて，「(1)

ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯

蔵タンク等からタンクローリへの補給」の操作手順にてタンクローリへ

軽油を補給する。 

 

ｃ．操作の成立性 

上記の操作は，タンクローリ１台当たり緊急時対策要員２名にて作業を実

施した場合，作業開始を判断してからの所要時間は以下のとおり。 

・タンクローリによる給油対象設備への給油は30分以内（１台当たり）で

可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

なお，各設備の燃料が枯渇しないよう以下の時間までに給油を実施する。 

・大量送水車の燃料消費率は，定格容量にて約0.068m3/hであり，起動から

燃料枯渇までの時間は約３時間 

・高圧発電機車の燃料消費率は，定格容量にて約0.115m3/hであり，起動か

ら燃料枯渇までの時間は約２時間 

・大型送水ポンプ車の燃料消費率は，定格容量にて約0.31m3/hであり，起

動から燃料枯渇までの時間は約３時間 

・可搬式窒素供給装置の燃料消費率は，定格容量にて約0.047m3/hであり，

起動から燃料枯渇までの時間は約８時間 

また，多くの給油対象設備が必要となる事象（雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合）を想

定した場合，事象発生後７日間，それらの設備（ガスタービン発電機，大量

送水車及び大型送水ポンプ車等）の運転を継続するために必要な燃料（軽油）

の燃料消費量は約425m3である。ガスタービン発電機用軽油タンクにおいて

は，500m3以上となるよう管理する。 

（添付資料 1.14.2(15）） 
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1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機が健全

な場合は，自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）による作動，又は中央制御

室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル発電機を起動し，非常用高圧母線に給電する。 

非常用ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，非常用ディーゼル

発電機燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低下すると非常用ディーゼル

発電機燃料移送ポンプが自動起動し，非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク

から非常用ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃

料補給の完了に伴い，非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動停止する。 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の運転により消費された燃料は，高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタンクの油面が規定値以下まで低

下すると高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動起動し，

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンクから高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機燃料デイタンクへの補給が開始される。その後燃料補給の

完了に伴い，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプが自動停止

する。 

ａ．手順着手の判断基準 

外部電源が喪失した場合又は非常用高圧母線の電圧がないことを確認し

た場合。 

 

ｂ．操作手順 

非常用交流電源設備による給電手順の概要は以下のとおり。概要図を第

1.14－64図に，タイムチャートを第1.14－65図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，中央制御室運転員に非常用

交流電源設備による給電開始を指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機が自動起動信号（非常用高圧母線電圧低）により自

動起動し，受電遮断器が投入されたことを確認する。あるいは，中央制

御室からの手動操作により非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプ

レイ系ディーゼル発電機を起動し，受電遮断器を投入する。 

③中央制御室運転員Ａは，非常用高圧母線へ給電が開始されたことをＭ／

Ｃ電圧指示値の上昇及び非常用ディーゼル又は高圧炉心スプレイ系デ

ィーゼル電力指示値の上昇により確認し，当直副長に報告する。 

 

ｃ．操作の成立性 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の自

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断
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してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機が自動起動し，受電遮断器が投入される（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣ

Ｓ系が受電する）ことの確認完了まで１分以内で可能である。 

非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の手

動起動は，中央制御室運転員１名にて作業を実施した場合，作業開始を判断

してから非常用ディーゼル発電機又は高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を手動起動し，受電遮断器が投入（Ｍ／Ｃ Ｃ系，Ｄ系又はＨＰＣＳ系が

受電する）完了まで３分以内で可能である。 

中央制御室に設置されている操作盤からの遠隔操作であるため，速やかに

対応できる。 

 

(2) 非常用直流電源設備による給電 

外部電源及び非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機の機能喪失後，充電器を経由した直流母線への給電から，Ａ－115V 系

蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電

池（ＳＡ），230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池による直流母線への給電に自動で切り替わる

ことを確認する。蓄電池による給電が開始されたことを確認後，Ａ－115V 系

蓄電池については，蓄電池の延命のため，Ａ－115V 系直流盤の不要な負荷の

切離しを実施する。また，Ｂ－115V 系蓄電池については，外部電源及び非常

用ディーゼル発電機の機能喪失後８時間が経過する時点で，Ｂ－115V 系直流

盤の不要な負荷の切離しを実施し，Ｂ－115V 系蓄電池による給電からＢ１－

115V 系蓄電池（ＳＡ）による給電に切替えを実施する。 

ａ．手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失により，Ａ－115V系充電器，Ｂ－115V系充電器，高圧

炉心スプレイ系充電器，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），230V系充電器（ＲＣ

ＩＣ），Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器

の交流入力電源の喪失が発生した場合。 

 

ｂ．操作手順 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用

蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池による給電手順の概要は以下の

とおり。概要図を第1.14－66図に，タイムチャートを第1.14－67図に示す。

なお，Ｂ－115V系蓄電池，Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）及び230V系蓄電池（Ｒ

ＣＩＣ）による給電手順については，「1.14.2.2(1)ａ．所内常設蓄電式直流

電源設備及び常設代替直流電源設備による給電」にて整理する。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＡ－115V 系蓄電池，

高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及びＢ－原

子炉中性子計装用蓄電池からの給電が開始されたことの確認を指示す
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る。 

②中央制御室運転員Ａは，Ａ－115V 系充電器，高圧炉心スプレイ系充電器，

Ａ－原子炉中性子計装用充電器及びＢ－原子炉中性子計装用充電器に

よる給電が停止したことをＭ／Ｃ Ｃ系電圧，Ｍ／Ｃ ＨＰＣＳ系電圧

及びＭ／Ｃ Ｄ系電圧にて確認し，当直副長に報告する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，

Ａ－原子炉中性子計装用充蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池

による給電が開始され，Ａ－115V 系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性子計装用充電器

盤電圧指示値が規定値であることを確認し，当直副長に報告する。 

④現場運転員Ｂ及びＣは，Ａ－115V 系蓄電池の延命処置として制御電源及

び直流照明を除く直流負荷の切離しを実施する。 

 

ｃ．操作の成立性 

Ａ－115V系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用

蓄電池及びＢ－原子炉中性子計装用蓄電池からの給電は，現場運転員２名に

て直流母線（Ａ－115V系直流盤，高圧炉心スプレイ系直流盤，Ａ－原子炉中

性子計装用分電盤及びＢ－原子炉中性子計装用分電盤）へ自動で給電される

ことを確認する。 

Ａ－115V系直流盤，Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤及びＢ－原子炉中性

子計装用充電器盤は，中央制御室近傍での電圧確認であるため，速やかに対

応ができる。 

高圧炉心スプレイ系直流盤は，現場にて速やかに対応する。 

不要な負荷の切離し操作は，現場運転員２名にて作業を実施した場合，作

業開始を判断してから不要な負荷の切離し完了まで30分以内で可能である。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，防護具，照明及び通信連絡

設備を整備する。 

室温は通常運転時と同程度である。 

（添付資料1.14.2(16)） 

 

1.14.2.7 その他の手順項目について考慮する手順 

常設代替交流電源設備による原子炉補機代替冷却系への給電手順については，

「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

また，操作の判断，確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装

に関する手順等」にて整備する。 
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1.14.2.8 重大事故等時の対応手段の選択 

重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチ

ャートを第1.14－68図に示す。 

 

(1) 代替電源（交流）による対応手順 

全交流動力電源喪失時に炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プ

ール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷

を防止するために必要な電力を確保するための給電手段として，ガスタービン

発電機による給電，高圧発電機車による給電並びに号炉間電力融通ケーブルを

使用した他号炉の非常用ディーゼル発電機からの電力融通による給電がある。 

短期的には，低圧代替注水で用いる低圧原子炉代替注水系（常設）への給電，

中長期的には，発電用原子炉及び原子炉格納容器の除熱で用いる残留熱除去系

への給電が主な目的となることから，これらの必要な負荷を運転するための十

分な容量があり，かつ短時間で給電が可能であるガスタービン発電機による給

電を優先する。 

ガスタービン発電機（優先１）から給電できず他号炉の非常用ディーゼル発

電機からの給電が可能な場合は，号炉間電力融通ケーブル（常設）（優先２）

を使用した電力融通を行う。なお，号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用し

た電力融通を行う場合は，電源を供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運

転状況及び電源を受電する号炉の受電体制を確認した上で実施する。 

ガスタービン発電機及び号炉間電力融通ケーブル（常設）による給電ができ

ない場合は，高圧発電機車を原子炉建物近傍又はガスタービン発電機建物（緊

急用メタクラ）へ移動させ，複数ある接続口から給電ルートを選択して非常用

所内電気設備又は代替所内電気設備へ給電する。高圧発電機車から非常用所内

電気設備へ給電する場合は，高圧発電機車（原子炉建物西側の高圧発電機車接

続プラグ収納箱に接続）（優先３），高圧発電機車（原子炉建物南側の高圧発電

機車接続プラグ収納箱に接続）（優先４），高圧発電機車（ガスタービン発電機

建物（緊急用メタクラ）の緊急用メタクラ接続プラグ盤への接続）（故意によ

る大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）（優先５）の

順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。また，高圧発電機車から代替所内

電気設備へ給電する場合も同様な順で高圧発電機車の給電ルートを選択する。 

ガスタービン発電機，号炉間電力融通ケーブル（常設）及び高圧発電機車か

ら給電できず他号炉の非常用ディーゼル発電機からの給電が可能な場合は，号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）（優先６）を使用した電力融通を行う。なお，

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用した電力融通を行う場合は，電源を

供給する号炉の非常用ディーゼル発電機の運転状況及び電源を受電する号炉

の受電体制を確認した上で実施する。 

上記の優先１から優先３までの手順を連続して実施した場合，充電器盤の受

電完了まで７時間 20 分以内（あらかじめ他号炉の非常用ディーゼル発電機か
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らの電力融通ができないと判断した場合は５時間 45 分以内）で実施可能であ

り，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されてい

る 24 時間以内に十分な余裕を持って給電を開始する。 

(2) 代替電源（直流）による対応手順

全交流動力電源喪失時，直流母線への給電ができない場合の対応手段として，

所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備

（３系統目），可搬型直流電源設備及び直流給電車がある。 

原子炉圧力容器への注水で用いる原子炉隔離時冷却系及び高圧原子炉代替

注水系，発電用原子炉の減圧で用いる自動減圧系，原子炉格納容器内の減圧及

び除熱で用いる格納容器フィルタベント系への給電が主な目的となる。短時間

で給電が可能であり，長期間にわたる運転を期待できる手段から優先して準備

する。 

全交流動力電源の喪失によりＢ－115V 系充電器を経由したＢ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ｂ－115V 系蓄電池にて８時間 30 分，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）を組み

合わせて使用することで合計 24 時間にわたり原子炉隔離時冷却系の運転及び

自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を行う。 

なお，蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場

合は，経過時間によらず，蓄電池の切替えを実施する。 

全交流動力電源喪失後，可搬型直流電源設備等の準備が完了するまでに，直

流母線電圧が常設代替直流電源設備の枯渇等により許容最低電圧値以上を維

持できない場合は，所内常設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池

（３系統目）から，直流母線へ給電する。 

全交流動力電源喪失後，24 時間以内に代替交流電源設備による給電操作が

完了する見込みがない場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車を用いて直

流母線へ給電するが，短時間で給電が可能な可搬型直流電源設備を優先して準

備する。 

代替交流電源設備により交流電源が復旧した場合は，充電器盤を受電して直

流電源の機能を回復させる。 

全交流動力電源の喪失によりＡ－115V 系充電器を経由したＡ－115V 系直流

盤への給電ができない場合は，代替交流電源設備による給電を開始するまでの

間，Ａ－115V 系蓄電池により自動減圧系の作動等に必要な直流電源の供給を

行う。Ａ－115V 系蓄電池が枯渇した場合は，遮断器の制御電源が喪失してい

るため，遮断器を手動で投入してから代替交流電源設備により交流電源を復旧

し，Ａ－115V 系充電器を受電して直流電源の機能を回復させる。
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第 1.14－1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順 

 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

Ａ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ａ－115V 系充電器 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ

／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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対応手段，対処設備，手順書一覧（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

によるＢ－115V 系直流盤受

電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V 系充電器 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池による

Ｂ－115V 系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池（３系統目） 

115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統

目）による１１５Ｖ直流電源確

保」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復

旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）～

直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－90 

対応手段，対処設備，手順書一覧（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

ＳＡ電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，

Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

非常用コントロールセンタ切替盤 

自
主
対
策
設
備 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－91 

対応手段，対処設備，手順書一覧（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ補

機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる 

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

自
主
対
策
設
備 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ａ

系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線Ｂ

系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧母

線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コントロ

ールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給 

― 

燃
料
補
給
設
備 

に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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1.14－92 

第 1.14－2 表 重大事故等対処に係わる監視計器 

 

監視計器一覧（１／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｂ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 
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1.14－93 

監視計器一覧（２／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｃ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.1 代替電源（交流）による対応手順 

(1) 代替交流電源設備による給電 

ｄ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1145



1.14－94 

監視計器一覧（３／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）によるＢ－

115V 系直流盤受電」 

 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

蓄電池放電継続時間 Ｂ－115V 系蓄電池の放電時間が８時間以上となるおそれ 

操
作 

電源 Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

原子炉圧力容器内の 

水位 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

電源 
ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 電源 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

判
断
基
準 

電源 
Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 － － 
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1.14－95 

監視計器一覧（４／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｂ．所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「115V 系蓄電池（３系統目）による 115V

直流電源確保」 

判
断
基
準 

電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

操
作 

電源 ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｃ．可搬型直流電源設備による給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電源確保時の可

搬ケーブルを使用した中央制御室排風機電

源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(1) 代替直流電源設備による給電 

ｄ．直流給電車による直流盤への給電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 

操
作 

直流給電車運転監視 直流給電車電圧 

電源 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧 
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1.14－96 

監視計器一覧（５／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ａ．ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池によるＢ－115V 系

直流盤受電」 

判
断
基
準 

電源 ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

操
作 

電源 
ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(2) 非常用直流電源喪失時の遮断器用制御電源確保 

ｂ．非常用直流電源喪失時のＡ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

操
作 

電源 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.2 代替電源（直流）による対応手順 

(3) 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保 

ａ．号炉間連絡ケーブルを使用したＡ－115V 系直流盤又はＢ－115V 系直流盤受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 
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1.14－97 

監視計器一覧（６／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.3 代替所内電気設備による対応手順 

(1) 代替所内電気設備による給電 

ａ．ガスタービン発電機又は高圧発電機車によるＳＡロードセンタ及びＳＡコントロールセンタ受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－Ｌ／Ｃ，Ｃ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用した緊急用Ｍ／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 
緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ａ．ガスタービン発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系及びＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場起動による電

源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

ガスタービン発電機 

運転監視 

ガスタービン発電機電圧 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 
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1.14－98 

監視計器一覧（７／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｂ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ

受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機 

運転監視 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｃ．号炉間電力融通ケーブル（常設）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用メタクラ接続

プラグ盤からの電源確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

緊急用メタクラ電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1150



1.14－99 

監視計器一覧（８／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｄ．高圧発電機車によるＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車によるメタクラ切替盤を使

用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源

確保」 

「タンクローリから各機器等への給油」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

操
作 

高圧発電機車運転監視 
高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

1.14.2.4 非常用ディーゼル発電機喪失時の代替電源による対応手順 

(1) 非常用ディーゼル発電機機能喪失時の代替交流電源による給電 

ｅ．号炉間電力融通ケーブル（可搬型）を使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系受電 

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを使用したＭ／

Ｃ Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確保」 

判
断
基
準 

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

操
作 

電源 
Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機運転監視

（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機電力（他号炉） 

Ａ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(1) ガスタービン発電機用軽油タンク又は非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク等タンクからタンクローリへの補給 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 

補機監視機能 
ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

タンクローリ油タンクレベル 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタンクローリへ

の燃料積載」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

操
作 補機監視機能 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

1.14.2.5 燃料の補給手順 

(2) タンクローリから各機器等への給油 

原子力災害対策手順書 

「タンクローリから各機器等への給油」 

 

判
断
基
準 

補機監視機能 
タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 

操
作 補機監視機能 

タンクローリ油タンクレベル 

各機器油タンクレベル 
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監視計器一覧（９／９） 

手順書 
重大事故等の対応に 

必要となる監視項目 
監視パラメータ（計器） 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(1) 非常用交流電源設備による給電

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作

電源 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

非常用ディーゼル発電機，高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機運転

監視 

Ａ－ディーゼル発電機電圧 

Ｂ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

Ａ－ディーゼル発電機電力 

Ｂ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

Ａ－ディーゼル発電機周波数 

Ｂ－ディーゼル発電機周波数 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

補機監視機能 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

Ⅰ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

Ⅱ－ＲＣＷ熱交換器出口温度 

1.14.2.6 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順 

(2) 非常用直流電源設備による給電

事故時操作要領書（徴候ベース） 

「電源復旧」 

判
断
基
準

電源 

220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

操
作 電源 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 
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第 1.14－1 図 機能喪失原因対策分析（１／２）
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対応手段 

 ⑤ 所内常設蓄電式直流電源設備による給電注１ 

 ⑥ 常設代替直流電源設備による給電 
 ⑦ 所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

 ⑧ 可搬型直流電源設備による給電注２ 
 ⑨ 直流給電車による給電注２ 
 ⑩ 号炉間連絡ケーブルを使用した直流電源確保注３ 

注１：⑤の対策はＢ－115V 系蓄電池機能喪失が対象 

注２：⑧，⑨の対策はＢ－115V 系直流母線及び 230V 系直流母線（ＲＣＩＣ）への給電が対象 

注３：⑩の対策はＡ－115V 系直流母線及びＢ－115V 系直流母線への給電が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.14－1 図 第 1.14－1 図 機能喪失原因対策分析（２／２）対策２／２）
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1.14－103 

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７ 故障要因８

外部電源喪失

外部電源喪失

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

全交流動力電源喪失

非常用母線Ｃ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用母線Ｄ系
電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用母線
ＨＰＣＳ系電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

全直流電源喪失
(115V直流電源喪失)

Ａ－115V系
直流盤
電源喪失

Ａ－115V系
直流母線機能喪失

Ａ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ａ－115V系蓄電池
機能喪失

Ａ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流盤
電源喪失

Ｂ－115V系
直流母線機能喪失

Ｂ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

Ｂ－115V系蓄電池
機能喪失

Ｂ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
直流母線への
直流電源給電
機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
蓄電池機能喪失

ＨＰＣＳ－115V系
充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｃ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
ＨＰＣＳ系機能喪失

ＨＰＣＳ系非常用
ＤＥＧ故障

230V系
直流盤（ＲＣＩＣ）

電源喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系直流母線
（ＲＣＩＣ）への
直流電源給電
機能喪失

230V系蓄電池
（ＲＣＩＣ）機能喪失

230V系充電器盤
（ＲＣＩＣ）からの

通常給電機能喪失 交流電源喪失

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｃ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ａ系故障

非常用Ｌ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
Ｄ系機能喪失

非常用ＤＥＧ
Ｂ系故障

交流電源喪失

 
 

※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側

へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が喪

失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.14－1 図 機能喪失原因対策分析（補足）
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2
0
k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開

閉
所

 
6
6
k
V
開

閉
所

 

起
動

 

変
圧

器
 

起
動

 

変
圧

器
 

所
内

 

変
圧

器
 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

 
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

主
変

圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号

へ
 

緊
急

用

メ
タ

ク
ラ

 
 

 
 

【
凡

例
】

 

 
 

G
T
G
 

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

 

 
G
 

発
電

機
 

D
/
G
 
 
 
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

   

第
1
.
1
4
－

3
図
 

電
力

融
通
単
線

結
線
図

（
１

号
炉
及

び
２

号
炉

）
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第
1
.
14
－

2
図

 
単

線
結

線
図

 

G
 

 

 

 

所
内

変
圧

器
 

A
-
M/
C 

C
-
M/
C 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内

変
圧

器
 

6
6k
V 

送
電

線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡

例
】
 

 
 

 
  

発
電

機
 

 
 

  
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

 
  

遮
断

器
 

 
  

変
圧

器
 

 
Ｇ

 

D
/G
 

 

 
第

1
.
1
4
－

4
図
 

所
内

電
気
設
備

単
線
結

線
図
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系

蓄
電

池

A
-1
1
5V

系

蓄
電

池

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中

性
子

計
装

用
蓄
電

池

A
-原

子
炉
中

性
子

計
装

用
蓄
電

池

B
-原

子
炉
中

性
子

計
装

用
母
線

A
-原

子
炉
中

性
子

計
装

用
母
線

A
-1
1
5V

系
直

流
盤

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
)

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

【
凡
例
】

 

蓄
電
池

 

配
線
用
遮

断
器

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

計 装 設 備

機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

 D
C/
A
C
 

D
C
/
A
C
 

変
換
器

 

切
替
ス
イ

ッ
チ

 

：
可
搬
型

直
流

電
源
設
備

 

：
常
設
代

替
直
流

電
源
設

備
 

：
所
内
常

設
蓄
電

式
直
流

電
源
設

備
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

安 全 保 護 系 論 理 回 路

非 常 用 照 明

遮 断 器 操 作 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

直 流 給 電 車 接 続 口  
直 流 給 電 車 接 続 口  

：
所
内
常

設
直
流

電
源
設

備
（
３

系
統
目
）

 

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

※
 

※

第
1
.
1
4
－

5
図
 

直
流

電
源
単
線

結
線
図
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第
1
.
1
4
－

6
図
 

Ｅ
Ｏ

Ｐ
[
電
源

復
旧

]
に

お
け

る
対
応

フ
ロ

ー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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第
1
.
1
4
－

7
図

 
Ｅ
Ｏ

Ｐ
[
外
部

電
源
喪

失
時

対
応
手
順

]
に

お
け

る
対

応
フ

ロ
ー

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.14－110 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

2
A-
計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

2
B-
計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M
 

M
 

⑭
ａ

⑮
ｂ

⑮
ａ

⑯
ｂ

⑧
ａ

⑫
ｂ

⑦
ａ

⑪
ｂ

優
先
１

 

【
略
語

】
 

M
/
C
：

メ
タ
ル

ク
ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L
/
C
：

ロ
ー
ド

セ
ン
タ

 

C
/
C
：

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常

用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発

電
機

 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動
切

替
装

置
 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク

M
 ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
受

電
電

路
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

第
1
.
1
4
－

8
図

 
ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－111 

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

※
１
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
は
Ｄ
系
を
優
先
し
て
受
電
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，
状
況
に
よ
っ
て
は
，
Ｃ
系
か
ら
受
電
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

※
２
　
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
の
ス
タ
ー
ト
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
起
動
失
敗
に
よ
り
，
現
場
か
ら
の
起
動
操
作
を
行
う
こ
と
を
判
断
し
た
時
と
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
中
央
制
御
室
操
作
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
現
場
操
作
に
よ
る
起
動
）
※
２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

２

１
時
間
1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電

※
１

4
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電

※
１

１
時
間

1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電
※
１

１
時
間
５
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電

※
１

第
1
.
1
4
－

9
図
 

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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6
6
k
V
 
送
電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開
閉
所

 
6
6
k
V
開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 
非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

主
変
圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号
へ
 

緊
急
用

メ
タ
ク
ラ

⑧
 

⑧
 

⑦
 

⑦
 

優
先
２

 

⑧
 

【
凡
例
】

 

G
T
G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

 
G
 

発
電
機

 

D
/
G
 
 
 
 
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

 

遮
断
器

 

変
圧
器

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に
よ

る
受
電

電
路
 

   

第
1
.
1
4
－

1
0
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
常
設

）
を
使

用
し

た
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー
ブ
ル
（

常
設
）

を
使

用
し
た
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の

場
合

）
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
処

置

受
電

確
認

移
動

，
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

解
除

処
置

6
0

1
0
0

※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

備
考

※
１
　
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
3
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ

／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

2
0

8
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

4
0

１
時
間

3
5
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
に
よ
る
電
力
融
通

第
1
.
1
4
－

1
1
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
常
設

）
を
使

用
し

た
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

常
設

）
を
使

用
し
た
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電

の
場

合
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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第
1
.
1
4
－

1
2
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は

Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。

 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

2
A-
計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

高
圧

発

電
機

車
 

優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

３
⑦

 

優
先

４
⑦

 

優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

４
 

優
先

４
 

優
先

５
 

優
先

５
⑤

 

優
先

３
⑦

 

優
先

４
⑦

 
優

先
３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 優
先

３
⑥

 

優
先

４
⑥

 

優
先

５
⑥

 

優
先

５
⑦

 

優
先

３
 

優
先

３
 

【
略

語
】

 

M
/
C
：

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L
/
C
：

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動

切
替

装
置

 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

M
 設

計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追

加
し

た
箇

所
 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

３
台

 

３
台

 

３
台
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
3
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
３

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
3
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
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1167



1.14－116 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
置

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 ま

た
，

第
４

保
管

エ
リ

ア
を

使
用

し
た

場
合

は
，

移
動

，
車

両
健

全
性

確
認

及
び

高
圧

発
電

機
車

配
置

作
業

で
１

時
間

25
分
以

内
で

可
能

で
あ

る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

ま
た
，
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
3
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

3
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系

又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

3
5
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
4
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

Ｍ
／

Ｃ
受

電
準

備

受
電

確
認

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

受
電

準
備

受
電

確
認

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

遮
断

器
操

作

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。

な
お
，
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
，
４
時
間
4
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

2
7
0

3
0

6
0

9
0

高
圧
発
電
機
車
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物
（
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
に

接
続
）
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受

電
（
故
意
に
よ
る
大
型
航
空
機
の
衝
突
そ
の
他
の
テ
ロ

リ
ズ
ム
に
よ
る
影
響
が
あ
る
場
合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

※
３

備
考

経
過
時
間
（
分
）

3
6
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
4
0

3
3
0

2
1
0

3
0
0

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
へ
の
給
電

４
時
間

4
0
分

※
１

第
1
.
1
4
－

1
5
図

 
高

圧
発
電
機

車
に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の
場

合
（
故
意

に
よ
る

大
型

航
空
機
の

衝
突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
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6
6
k
V
 
送
電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電
線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開

閉
所

 
6
6
k
V
開

閉
所

 

起
動

 

変
圧

器
 

起
動

 

変
圧

器
 

所
内

 

変
圧

器
 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 
非

常
用

メ
タ

ク
ラ

 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
 

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

 
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

主
変

圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号

へ
 

緊
急

用

メ
タ

ク
ラ

③
 

優
先
６

 

⑫
 

【
凡

例
】

 

G
T
G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

 
G
 

発
電

機
 

D
/
G
 
 
 
 
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

 

遮
断

器
 

変
圧

器
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
に

よ
る

受
電

電
路

 

   

⑥
 

第
1
.
1
4
－

1
6
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
可
搬

型
）

を
使
用

し
た
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
号

炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル
（

可
搬
型

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の

場
合

）
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－119 

手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

受
電

確
認

※
１

移
動

，
受

電
準

備

受
電

準
備

受
電

操
作

移
動

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

ケ
ー

ブ
ル

接
続

※
２
　
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
を
示
す
。
ま
た
，
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
に
つ
い
て
は
４
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

2
0

2
2
0

2
4
0

2
6
0

4
0

2
8
0

備
考

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

1
4
0

3
0
0

※
１
　
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

緊
急
時
対
策
要
員

３

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系

か
ら
受
電
す
る
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
２

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

４
時
間
2
5
分

号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
に
よ
る
電
力
融
通

 
            

第
1
.
1
4
－

1
7
図

 
号

炉
間
電
力

融
通
ケ

ー
ブ

ル
（
可
搬

型
）

を
使
用

し
た
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

（
号
炉
間

電
力

融
通

ケ
ー

ブ
ル

（
可
搬
型

）
を

使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
の

場
合

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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1.14－120 

                                        
 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

【
凡
例
】

 

 
蓄
電
池

 

 配
線
用
遮

断
器

 

 機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

 設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

 Ｂ
－
1
1
5
V
系

蓄
電
池

に
よ
る

受
電
電

路
 

 Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
蓄
電

池
（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
る
受

電
電
路

 

 Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系

蓄
電
池

に
よ
る

受
電
電

路
 

 2
3
0
V
系
蓄
電

池
（
Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ

）
に
よ

る
受
電

電
路

 

 

D
C
/
A
C
 

変
換
器

 

 切
替
ス
イ

ッ
チ

 

遮
断
器
「
通
常
切
」

 

 

※
 

※
 

 

第
1
.
1
4
－

1
8
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
全
交
流

動
力
電

源
喪

失
後
～
８

時
間
）

 

（
Ｂ

－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替

え
）

 
概

要
図

（
１

／
２

）
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1.14－121 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系

蓄
電
池

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
)

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備
 D
C/
A
C
 

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電

池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

⑧
 

⑧ b

【
凡
例
】

 

蓄
電
池

 

配
線
用
遮

断
器

 

機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

Ｂ
１
－

1
1
5
V
系
蓄
電

池
（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
る
受

電
電
路

 

D
C
/
A
C
 

切
替
ス
イ

ッ
チ

 

変
換
器

 

遮
断
器
「
通
常
切
」

 

遮
断
器
「
切
操
作
」

 

⑦ b

⑦ b

※
 

※

第
1
.
1
4
－

1
8
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
全
交
流

動
力
電

源
喪

失
８
時
間

後
～

2
4
時
間

後
）

 

（
Ｂ

－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替

え
）

 
概

要
図

（
２

／
２

）

記
載

例
 

○
 

：
操

作
手

順
番

号
を

示
す

。
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1.14－122 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系

蓄
電
池

A
-1
1
5V

系

蓄
電
池

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
蓄
電
池

A
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
蓄
電
池

B
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
母
線

A
-原

子
炉
中
性
子

計
装
用
母
線

A
-1
1
5V

系
直
流
盤

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
)

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１

）
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

非 常 用 照 明

安 全 保 護 系 論 理 回 路

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源

計 装 設 備

計 装 設 備

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備
 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路

安 全 保 護 系 論 理 回 路

非 常 用 照 明

遮 断 器 操 作 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源

遮 断 器 操 作 回 路

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

2
30
V
系
直
流
盤
（
RC
I
C）

 

計 算 機 用 無 停 電 電 源

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン

非 常 用 油 ポ ン プ

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

【
凡

例
】

 

蓄
電

池
 

配
線

用
遮

断
器

 

機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

 Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

Ｂ
１

－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

電
路

 

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

電
路

 

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

電
路

 

交
流

共
通

母
線

（
区

分
Ⅱ

）
及

び
 

直
流

共
通

母
線

（
区

分
Ⅱ

）
受

電
電

路
 

  

D
C
/
A
C
 

変
換

器
 

切
替

ス
イ

ッ
チ

 

※
 

※

第
1
.
1
4
－

1
9
図

 
所

内
常

設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流
電
源

設
備

に
よ

る
給

電
（

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

，
 

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

，
Ｂ

１
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
，

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系
充
電

器
盤

及
び

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

）
 

概
要
図
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1.14－123 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

⑳
ａ

㉑
ｂ
 

【
略
語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

電
動
切
替

装
置

 

低
圧
遮
断

器
 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

M
 

受
電
電
路

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続
プ
ラ
グ
盤
 

第
1
.
1
4
－

2
0
図

 
所

内
常

設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流
電
源

設
備

に
よ

る
給

電
（

中
央

制
御

室
監

視
計

器
の

復
旧

）
 

概
要
図

 記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～
 
：
同
一

操
作

手
順

番
号

内
で

選
択

し
て

実
施

す
る

操
作

が
あ

る
場

合
の

操
作

手
順

を
示

す
。
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1.14－124 

手
順
の
項
目

電
源

切
替

前
準

備
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

停
止

操
作

）

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

受
電

切
替

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
0

1
1

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

6
7

8

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流

電
源
設
備
に
よ
る
給
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

9

８
時
間
3
0
分

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ
の
切
替

 
                  

第
1
.
1
4
－

2
1
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ

－
1
1
5
V
系
蓄

電
池

，
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
Ｓ
Ａ

）
切
替

え
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－125 

手
順
の
項
目

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

Ａ
－
1
1
5V
系
充

電
器

盤
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

2
0

3
0

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

備
考

１
時
間

2
0
分

Ａ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
受
電

 
  

                

第
1
.
1
4
－

2
2
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ａ
－
1
1
5
V
系
充

電
器

盤
受
電

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト

1177



 

 

1.14－126 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

Ｂ
－
1
1
5V
系
充

電
器

盤
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

2
0
分

Ｂ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
受
電

 
                 

第
1
.
1
4
－

2
3
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
－

1
1
5
V
系
充

電
器

盤
受
電

）
タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－127 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｂ
１

－
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

Ｂ
１
－

11
5
V
系

充
電

器
盤

（
Ｓ

Ａ
）

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

１
時
間

2
0
分

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
受
電

 
                

第
1
.
1
4
－

2
4
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｂ
１
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
受

電
）

タ
イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－128 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

Ｓ
Ａ
用

11
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間

2
0
分

Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系
充
電
器
盤
受
電

 
                

第
1
.
1
4
－

2
5
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充

電
器
盤
受

電
）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－129 

手
順
の
項
目

Ｂ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

2
3
0
V
系

充
電

器
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

受
電

2
3
0V
系
充

電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ

）
受

電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

１
時
間

2
0
分

2
3
0
V
系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電

 
                

第
1
.
1
4
－

2
6
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
2
3
0
V
系

充
電
器

盤
（

Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ

）
受
電

）
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－130 

手
順
の
項
目

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｃ

系
復

旧
確

認

中
央

制
御

室
監

視
計

器
Ｄ

系
復

旧
確

認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
確

認
）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

（
又

は
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
確

認
）

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

中
央
制
御
室
監
視
計
器
の
復
旧

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

4
0
分

中
央
制

御
室
監
視
計
器
の
復
旧

 
                

第
1
.
1
4
－

2
7
図

 
所

内
常
設
蓄

電
式
直

流
電

源
設
備
及

び
常
設

代
替

直
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
 

（
中
央
制

御
室
監

視
計

器
Ｃ
系
及

び
Ｄ
系

復
旧

）
タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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1.14－131 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用

分
電

盤
（

１
）

 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用

分
電

盤
（

２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

③
 

 

②
 

 

④
 

 

【
凡

例
】

 

 
蓄

電
池

 

 配
線

用
遮

断
器

 

 機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

 設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

1
1
5
V
系

蓄
電

池
（

３
系

統
目

）
に

よ
る

受
電

電
路

 

 

D
C
/
A
C
 

変
換

器
 

 切
替

ス
イ

ッ
チ

 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

  

2
30
V
系
直
流
盤
（
RC
I
C）

 

  

遮
断
器
「
通
常
切
」

 

遮
断
器
「
切
操
作
」

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
第

1
.
1
4
－

2
8
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）

に
よ

る
給

電
 

（
1
1
5
V
系

蓄
電

池
（
３

系
統
目
）

に
よ
る

Ｓ
Ａ

対
策
設
備

用
分
電

盤
（

２
）

へ
の

給
電

）
 

概
要

図
 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）
受

電
準

備

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

用
分

電
盤

（
２

）
受

電
操

作

1
1
0

1
2
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

移
動

，
Ｓ

Ａ
対

策
設

備
用

分
電

盤
（

２
）

受
電

準
備

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電

20
分

 
                 

第
1
.
1
4
－

2
9
図

 
所

内
常
設
直

流
電
源

設
備

（
３
系
統

目
）
に

よ
る

給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電

器
 

電
源

 

切
替

盤
 

SA
電

源
切

替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先

１
 

優
先

１
 優

先
３

 

優
先

２
 

優
先

２
 

【
略

語
】

 

M
/
C
：

メ
タ

ル
ク

ラ
ッ

ド
開

閉
装

置
 

L
/
C
：

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

接
続

装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動

切
替

装
置

 

低
圧

遮
断

器
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

M
 設

計
基

準
対

象
施

設
か

ら
追

加
し

た
箇

所
 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

南
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｄ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

よ
る

受
電

電
路

 

共
通

電
路

及
び

高
圧

発
電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

 

（
原

子
炉

建
物

西
側

）
に

よ
る

受
電

電
路

（
Ｃ

系
）

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ

接
続

プ
ラ
グ

盤
 

１
台

 

１
台

 
１

台
 

 
 

第
1
.
1
4
－

3
0
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概

要
図
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メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

G
T
G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
 

緊
急
用

M
/C
 

4
6
0V

母
線
(
SA
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅰ
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ

) 
4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅰ
) 

4
6
0V

母
線
 

(
区
分
Ⅱ
) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電
池
 

(
常
用
) 

2
3
0
V
系
 

蓄
電
池
 

(
R
C
I
C
) 

S
A
用

11
5
V
系
 

蓄
電
池
 

B
1
-
1
1
5V

系
 

蓄
電
池
（
S
A）

 

2
3
0
V
系
直
流
盤
 

（
R
C
I
C）

 
2
3
0
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( ２ ) 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系  

B
-
1
1
5V

系
直
流
盤
(
S
A)
 

Ｓ Ａ 対 策 設 備 用 分 電 盤 ( １ ) 

中
央
制
御
室
排
風
機

 

S
A
-L
/C
 

C
3
-C
/C

又
は

D
3-
C/
C 

仮
設
ケ
ー
ブ
ル

 
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
口
 

⑤
 

⑥
 

⑪
 

⑯
 

⑯
 

⑯
 

【
凡

例
】

 

蓄
電

池
 

メ
カ

ニ
カ

ル
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

 

設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

受
電

電
路

 

変
圧

器
 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
 

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

高
圧

遮
断

器
 

配
線

用
遮

断
器

 

低
圧

遮
断

器
 

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

H
P
AC

-C
/C
 

充
電
器
 

1
1
5
V
系
 

蓄
電
池
 

(
3
系
統
目
) 

1
1
5
V
系
直
流
盤
 

(
3
系
統
目
) 4
6
0V

母
線
(
SA
) 

⑮
 

充 電 器  

 
 

第
1
.
1
4
－

3
1
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

（
空
調

起
動

用
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
）

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
か
ら
の
給
電
切
替
え
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
，
５
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

3
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

５
時

間
1
0
分

充
電

器
盤

受
電

※
３

２
時
間

4
0
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

 
         

第
1
.
1
4
－

3
2
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

給
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

1187
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手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動

，
充

電
器

盤
へ

の
給

電
，

受
電

操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

，
高

圧
発

電
機

車
準

備
，

ケ
ー

ブ
ル

敷
設

，
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
の

検
電

，
接

続
作

業

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

送
電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
２
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
１
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
速
や
か
に
対
応
で
き
る
。

※
３
　
所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
か
ら
の
給
電
切
替
え
を
実
施
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
，
５
時
間
1
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
給
電
の
場

合
）

【
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

５
時
間

1
0
分

充
電
器
盤
受
電
※
３

２
時
間

4
0
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

 
         

第
1
.
1
4
－

3
3
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

原
子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

給
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

排
風

機
運

転

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
接

続
前

準
備

，
排

風
機

運
転

準
備

移
動

，
排

風
機

電
源

復
旧

移
動
，
充
電
器
盤
へ
の
給
電
，
受
電
操
作

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）

高
圧

発
電

機
車

配
置

遮
断

器
操

作

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
送

電

移
動

，
仮

設
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
２

時
間

2
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

※
３

　
所

内
常

設
直

流
電

源
設

備
（

３
系

統
目

）
か

ら
の

給
電

切
替

え
を

実
施

し
た

場
合

に
つ

い
て

は
，

５
時

間
5
0
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
分

）

可
搬

型
直

流
電

源
設

備
に

よ
る

給
電

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
建

物
（

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）

に
よ

る
給

電
の

場
合

（
故

意
に

よ
る

大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

緊
急

時
対

策
要

員
３

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

3
9
0

２
時
間
5
0
分

高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
給
電

※
１

５
時
間
5
0
分

充
電
器
盤
受
電

※
３

 
         

第
1
.
1
4
－

3
4
図

 
可

搬
型
直
流

電
源
設

備
に

よ
る

給
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー
ビ

ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

 

給
電

の
場

合
（

故
意

に
よ
る
大
型

航
空
機

の
衝

突
そ
の

他
の
テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－138 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線

(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線

(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線

(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)
 

1
0
5
V
母
線

(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

   

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

   

【
凡

例
】

 

 
蓄

電
池

 

 配
線

用
遮

断
器

 

 機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

 設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

 直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
）

 

に
よ
る
受
電
電
路
（
2
3
0
V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
）

 

  直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
廃
棄
物

処
理
建
物
南
側
）
 

に
よ
る
受
電
電
路
（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
）

 

 直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）

 

に
よ
る
受
電
電
路
（
2
3
0
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
）

 

  直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）
 

に
よ
る
受
電
電
路
（
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
）

 

 

D
C
/
A
C
 

 

切
替

ス
イ

ッ
チ

 

 変
換

器
 

 

優
先

１
 

 

優
先

２
 

 

優
先

１
 

 

優
先

２
 

 

優
先

１
⑤

 

 

優
先

２
⑤

 

 

優
先

１
④

 

優
先

１
④

 

優
先

１
⑤

 

 
優

先
２

⑤
 

 優
先

２
④

 

優
先

２
④

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
 

第
1
.
1
4
－

3
5
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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1.14－139 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ

収
納
箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
の
場
合
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

3
6
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
1
5
分

 
               

第
1
.
1
4
－

3
6
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
廃

棄
物

処
理

建
物
南

側
の
直
流

給
電
車

接
続

プ
ラ
グ
収

納
箱
に

接
続

に
よ

る
直

流
盤

へ
の

給
電

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－140 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

移
動

，
遮

断
器

操
作

受
電

確
認

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

） 高
圧

発
電

機
車

，
直

流
給

電
車

配
置

車
両

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

（
原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納

箱
に
接
続
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

４
時
間
1
5
分

 
               

第
1
.
1
4
－

3
7
図

 
直

流
給
電
車

に
よ
る

給
電

 

（
原

子
炉

建
物
南

側
の

直
流
給
電

車
接
続

プ
ラ

グ
収
納
箱

に
接
続

に
よ

る
直

流
盤

へ
の

給
電

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 
4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線

 

(
区
分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１

）
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  

高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

③
 

  

⑥ b
 

  

② b
 

  

② b
 

  

② b
 

  

④ b
 

  

④ b
 

 

④ b
 

 

③ b
 

 

② b
 

  

【
凡

例
】

 

 
蓄

電
池

 

 配
線

用
遮

断
器

 

 機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー

ロ
ッ

ク
 

 設
計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加

し
た

箇
所

 

 給
電

防
止

電
路

 

 Ｓ
Ａ

用
1
1
5
V
系

蓄
電

池
に

よ
る

受
電

電
路

 

 

D
C
/
A
C
 

 

切
替

ス
イ

ッ
チ

 

 変
換

器
 

 

※
 

計 装 設 備  

※
 

 
 

第
1
.
1
4
－

3
8
図

 
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

移
動

，
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
準

備

Ｓ
Ａ
用
1
15
V系

蓄
電
池
に
よ
る
Ｂ
－
1
15
V系

直
流
盤
受

電
現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２
Ｂ

-
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
操

作

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

3
0
分

 
                  

第
1
.
1
4
－

3
9
図

 
Ｓ

Ａ
用

1
1
5
V
系
蓄

電
池

に
よ
る
Ｂ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
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デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅲ

)
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V
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分
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V
母

線
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Ⅰ
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4
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V
母

線
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区
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Ⅰ
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4
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V
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区

分
Ⅱ
)
 

4
6
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V
母

線
(
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A
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高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

蓄
電
池
 

高
圧

炉
心
 

ス
プ

レ
イ
系

直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
 

(
区

分
Ⅰ

)
 

B
1-
1
15
V
系

 

蓄
電

池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電

池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電

池
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母

線
(
区

分
Ⅱ

)
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
蓄
電

池
 

B
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-原

子
炉
中

性
子
 

計
装

用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直

流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電

盤
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
１

）
 

Ｓ
Ａ

対
策

設
備

 

用
分

電
盤

（
２

）
 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  
高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線

(
区

分
Ⅱ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
区

分
Ⅰ

)
 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(常
用

) 

2
30
V
系

蓄
電

池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  
直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系

 
蓄

電
池
 

(3
系

統
目

) 

1
15
V
系

直
流

盤
 

(3
系

統
目

) 

4
6
0
V
母

線
(
S
A
)
 

【
凡
例

】
 

  

蓄
電

池
 

  配
線

用
遮

断
器

 

  機
械

式
又

は
電

気
式

イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
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計

基
準

対
象

施
設

か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

  Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤
受
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電

路
 

  

D
C
/
A
C
 

変
換
器

 

  切
替
ス

イ
ッ

チ
 

2
30
V
系

直
流

盤
（

常
用
）
 

    

2
30
V
系

直
流

盤
（

RC
I
C）

 

    

※
 

※
 

計 装 設 備  

 
第

1
.
1
4
－

4
0
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

1
1
5
V
系
直

流
盤

受
電

 
概
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圧
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用
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C 
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源
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替
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SA
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源
切
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充
電
器
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機
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車
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電
機
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⑤
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先
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先
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語
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装

置
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変
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器
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D
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ス
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ビ
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発

電
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非
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ー
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ル
発
電
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遮
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器
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用
遮
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置

 

【
凡
例
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機
車
接
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収
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建
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に

よ
る
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緊
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用
メ

タ
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ラ
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プ
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グ
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に
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受
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発
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路
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車
接
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収
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を
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作
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作
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非
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非
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非
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非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

 
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
 

主
変

圧
器

 

１
号
 

２
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ー
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電
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追
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し
た

箇
所

 

号
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間
電
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ブ
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（

常
設

）
に
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電
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電
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融
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（
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の
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間
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ル

に
よ
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電
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概
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操
作
手

順
番

号
を
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a
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一
操

作
手

順
番

号
内
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択
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て
実
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
2
5
分

Ａ
－
1
1
5
V
系
充

電
器
盤

受
電
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.
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図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
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1
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5
V
系
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流

盤
受

電
 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
に
よ
る

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流
盤
受

電
の

場
合

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ａ
系

及
び

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5
V
系
直

流
盤

受
電

（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）

に
よ
る

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）

中
央
制
御
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転
員
Ａ
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現
場
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転
員
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要
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数
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必
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な
要
員
と
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項
目

経
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時
間
（
分
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備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0
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0
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1
0
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1
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0

1
2
0

１
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間

4
5
分

Ａ
－
1
1
5
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充
電
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盤
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充
電
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盤
受

電
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源
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の
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盤
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（
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力
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ケ

ー
ブ
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に
よ
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Ａ
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流
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の
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合
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
給

電

要
員
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数
)
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な
要
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と
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項
目
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分
）
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1
0
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4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
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1
0
0

1
1
0
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0

緊
急
時
対
策
要
員

３

非
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用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

（
高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5V
系
直
流
盤
受
電
の
場
合
）

（
高
圧
発
電
機
車
（
ガ
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ビ
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発
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機
建
物
（
緊

急
用
メ
タ
ク
ラ
）
の
緊
急
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タ
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合
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運
転
員
Ａ
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分
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5
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充
電
器
盤
受
電

 
      

第
1
.
1
4
－

4
5
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 

（
高
圧
発

電
機

車
（

原
子

炉
建

物
西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合
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機
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原
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側
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プ

ラ
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収
納
箱
に

接
続
）

に
よ

る
Ａ

－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）
 

（
高
圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
 

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

（
故
意

に
よ

る
大
型
航

空
機
の

衝
突

そ
の
他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合
）
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

確
認

※
１

Ａ
－

中
央

制
御

室
排

風
機

起
動

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

用
遮

断
器

「
入

」

移
動

，
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
中

央
制

御
室

排
風

機
起

動
準

備

※
１
　
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ａ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
は
中
央
制
御
室
運
転
員
に
て
受
電
操
作
を
実
施
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

非
常
用
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－
1
1
5V
系
直

流
盤

受
電

（
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

に
よ
る

Ａ
－

11
5
V系

直
流

盤
受

電
の

場
合

（
他
号
炉
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
系
か
ら
受
電
す
る
場
合
）
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

Ａ
－

1
1
5
V
系

充
電

器
盤

受
電

１
時

間
5
0分

Ａ
－
1
1
5
V系

充
電

器
盤

受
電

 
            

第
1
.
1
4
－

4
6
図

 
非

常
用
直
流

電
源
喪

失
時

の
Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 

（
号

炉
間

電
力
融

通
ケ

ー
ブ
ル
（

可
搬
型

）
に

よ
る
Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
の

場
合

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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6
6
k
V
 
送

電
線
 

2
2
0
k
V 

送
電

線
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

G 

2
2
0
k
V
開
閉
所

 
6
6
k
V
開
閉
所

 

起
動

 

変
圧
器

 
起
動

 

変
圧
器

 

所
内

 

変
圧
器

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 

常
用
メ
タ

ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 
非
常
用
メ

タ
ク
ラ

 

非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 
非
常
用
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 
非
常
用
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

主
変
圧
器

 

１
号
 

２
号
 

3
号
へ
 

 
 

 
 

緊
急
用
 

メ
タ
ク
ラ
 

充 電 器  

蓄
電
池
 

直
流
盤
 

Ｓ
Ａ
 

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
セ
ン

タ
 

⑦
 

②
 

⑤
 

 

【
凡
例
】

 

 
 
G
T
G
 
 
ガ

ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

 
 
 
G
 

 
 
発

電
機

 

D
/
G
 
 
 
 
非
常
用

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

 

遮
断
器

 

変
圧
器

 

蓄
電
池

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

号
炉
間
電

力
融
通

ケ
ー
ブ

ル
に
よ

る
受
電

電
路
 

   

 
  

第
1
.
1
4
－

4
7
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流
盤

又
は

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
概
要

図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

移
動

，
蓄

電
池

遮
断

器
「

切
」

受
電

準
備

融
通

作
業 充
電

器
受

電

※
１
　
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ｂ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電
を
示
す
。
な
お
，
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電
は
5
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

※
１

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流

盤
又
は
Ｂ
－
11
5
V系

直
流
盤
受
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

5
5
分

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル

を
使
用
し
た

Ａ
－
1
1
5
V
系
直
流
盤
又
は
Ｂ
－

1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

 
 

                 

第
1
.
1
4
－

4
8
図

 
号

炉
間
連
絡

ケ
ー
ブ

ル
を

使
用
し
た

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流
盤

又
は

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電
 

（
１
号
炉

か
ら
２

号
炉

）
 
タ
イ

ム
チ
ャ

ー
ト
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ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

緊
急

用
M/
C 

SA
電

源
切

替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源

切
替

盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電

器
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

プ
ラ
グ

収
納
箱
 

M
 

M
 

高
圧

発
電
機

車
 

接
続

口
 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

高
圧
発

電
機
車

 

優
先
４

 
優
先
１

 

優
先
３

 

優
先
３

 
④

ｃ
 

④
ｄ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

⑦
ｅ

 

⑦
ｃ

 

⑦
ｄ

 

④
ｃ

 

④
ｄ

 

④
a
 

④
a
 

優
先
２

 

優
先
２

 

【
略
語
】

 

M
/
C
：
メ

タ
ル
ク

ラ
ッ
ド

開
閉
装

置
 

L
/
C
：
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

 

C
/
C
：
コ

ン
ト
ロ

ー
ル
セ

ン
タ

 

変
圧
器

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機

 

非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
 

高
圧
遮
断

器
 

配
線
用
遮

断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡

例
】
 

電
動
切
替

装
置

 

低
圧
遮
断

器
 

メ
カ
ニ
カ

ル
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

M
 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納

箱
 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

高
圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
南

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｄ
系
）

 

緊
急
用
メ

タ
ク
ラ

接
続
プ

ラ
グ
盤

に
よ
る

受
電

電
路

 

共
通
電
路

及
び
高

圧
発
電

機
車
接

続
プ
ラ

グ
収
納
箱

 

（
原
子
炉

建
物
西

側
）
に

よ
る
受

電
電
路

（
Ｃ
系
）

 

共
通
電
路

及
び

 

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン

発
電
機

に
よ
る
受

電
電
路

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
 

３
台

 

３
台

 
３
台

 

 
  

第
1
.
1
4
－

4
9
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
又

は
高
圧

発
電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電
 

概
要

図
 

記
載
例

 
○

 
：
操
作
手

順
番

号
を

示
す

。
 

○
a
～

 
 
：
同
一
操

作
手

順
番

号
内

で
選

択
し

て
実

施
す

る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
の

優
先

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

） Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

（
中
央
制
御
室
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
受
電

 
   

第
1
.
1
4
－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）
（

中
央

制
御

室
に

よ
る

起
動

）
 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
１

／
２
）
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手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

手
順

の
項

目

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
遮

断
器

操
作

※
１

　
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

の
ス

タ
ー

ト
は

，
中

央
制

御
室

か
ら

の
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

の
起

動
失

敗
に

よ
り

，
現

場
か

ら
の

起
動

操
作

を
行

う
こ

と
を

判
断

し
た

時
と

す
る

。

1
2
0

備
考

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

経
過

時
間

（
分

）

経
過

時
間

（
分

）

1
3
0

1
4
0

1
5
0

1
6
0

1
7
0

4
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

2
0

3
0

1
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

要
員

(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

備
考

1
0

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

※
１

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

5
5
分

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 

第
1
.
1
4
－

5
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン
タ
及

び
Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ
ー
ル

セ
ン

タ
受

電
の

場
合

）
（

現
場

操
作

に
よ

る
起

動
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

（
２

／
２
）

 

 

1206



 

 

1.14－155 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

備
考

3
0

6
0

経
過
時
間
（
時
間
）

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

緊
急
時
対
策
要
員

３

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

4
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

2
1
0

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
第

1
.
1
4
－

5
1
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

西
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト
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1.14－156 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
及
び
Ｓ
Ａ
低
圧
母
線
の
受
電
準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

）
　

※
２

高
圧

発
電

機
車

配
備

　
※

２

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動

，
メ

タ
ク

ラ
切

替
盤

作
業

移
動

，
送

電
操

作

※
１
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
４
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

※
２
　
第
４
保
管
エ
リ
ア
の
可
搬
型
設
備
を
使
用
し
た
場
合
は
，
車
両
健
全
性
確
認
作
業
の
前
に
第
４
保
管
エ
リ
ア
へ
緊
急
時
対
策
要
員
が
移
動
を
行
う
。

 
 
 
 
 
 
ま
た
，
第
４
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
し
た
場
合
は
，
移
動
，
車
両
健
全
性
確
認
及
び
高
圧
発
電
機
車
配
置
作
業
で
１
時
間
2
5
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

備
考

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

4
2
0

4
5
0

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
に
よ
る
負
荷
へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

3
9
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

３

4
2
0

4
5
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
6
0

3
9
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

2
1
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

緊
急
時
対
策
要
員

３

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
）
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ

ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
の
場
合

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
に
よ
る
負
荷

へ
の
受
電
の
場
合
）

【
第
１
保
管
エ
リ
ア
を
使
用
す
る
場
合
】

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

備
考

3
0

6
0

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

高
圧
発
電
機
車

に
よ
る
Ｓ

Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

４
時
間
3
5
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電

 
 
 

第
1
.
1
4
－

5
2
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高

圧
発

電
機

車
（
原

子
炉
建
物

南
側
の

高
圧

発
電
機
車

接
続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ

受
電

の
場

合
）

 

タ
イ
ム
チ

ャ
ー
ト

 

1208



 

 

1.14－157 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ａ

系
）

移
動

，
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

操
作

（
Ｂ

系
）

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
及

び
Ｓ

Ａ
低

圧
母

線
の

受
電

準
備

受
電

確
認

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ａ
系

）

Ｃ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

不
要

負
荷

切
離

し

非
常

用
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

切
替

盤
操

作
（

Ｂ
系

）

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
不

要
負

荷
切

離
し

移
動

，
Ｃ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
不

要
負

荷
切

離
し

緊
急

時
対

策
所

～
第

４
保

管
エ

リ
ア

移
動

※
２

車
両

健
全

性
確

認
（

高
圧

発
電

機
車

） 高
圧

発
電

機
車

配
置

高
圧

発
電

機
車

準
備

，
ケ

ー
ブ

ル
敷

設
，

接
続

移
動
，
遮
断
器
操
作

移
動

，
送

電
操

作

※
１

　
第

１
保

管
エ

リ
ア

の
可

搬
型

設
備

を
使

用
し

た
場

合
は

，
４

時
間

2
5
分

以
内

で
可

能
で

あ
る

。
※

２
　

第
１

保
管

エ
リ

ア
の

可
搬

型
設

備
を

使
用

し
た

場
合

は
，

速
や

か
に

対
応

で
き

る
。

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
非

常
用

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

緊
急

時
対

策
要

員
３

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

3
3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

1
8
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
0

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

3
6
0

3
9
0

4
2
0

備
考

4
5
0

緊
急

時
対

策
要

員
３

備
考

3
0

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

の
場

合
（

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

の
テ

ロ
リ

ズ
ム

に
よ

る
影

響
が

あ
る

場
合

）

（
Ｓ

Ａ
電

源
切

替
盤

に
よ

る
負

荷
へ

の
受

電
の

場
合

）

【
第

４
保

管
エ

リ
ア

を
使

用
す

る
場

合
】

中
央

制
御

室
運

転
員

Ａ
１

現
場

運
転

員
Ｂ

，
Ｃ

２

6
0

9
0

1
2
0

1
5
0

1
8
0

3
6
0

2
1
0

2
4
0

2
7
0

3
0
0

3
3
0

3
9
0

4
2
0

4
5
0

高
圧

発
電

機
車

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
４

時
間

4
0
分

※
１

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

４
時

間
4
0
分

※
１

及
び
Ｓ
Ａ
コ

ン
ト
ロ
ー

ル
セ
ン
タ

受
電

 
第

1
.
1
4
－

5
3
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
又

は
高
圧
発

電
機
車

に
よ

る
Ｓ
Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

 

（
高
圧
発

電
機

車
（

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン
発
電

機
建

物
（
緊
急

用
メ
タ

ク
ラ

）
の
緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
へ

の
接

続
）

に
よ

る
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン
タ
受

電
の
場

合
（

故
意
に
よ

る
大
型

航
空

機
の

衝
突

そ
の

他
の

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

 

影
響
が
あ

る
場
合

）
）

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
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G
 

 

 

 

所
内

変
圧

器
 

A
-
M/
C 

C
-
M/
C 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内

変
圧

器
 

6
6k
V 

送
電
線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡
例
】
 

 
 
 

  
発
電
機
 

 
 

  
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

 
  

遮
断
器
 

 
  

変
圧
器
 

 
Ｇ
 

D
/G
 

 

⑥
 

⑥
 

受
電
電
路
 

 
 

第
1
.
1
4
－

5
4
図

 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
受

電
）

 

記
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第
1
.
14
－

2
図

 
単

線
結

線
図

 

 

G
 

 

 

 

所
内
変
圧
器

 

A
-
M/
C
 

C
-
M/
C
 

D
-
M/
C 

B
-
M/
C 

H
P
CS

-M
/C
 

D
/G
 

所
内
変
圧
器

 

6
6k
V
 

送
電

線
 

2
20
k
V 

送
電
線
 

【
凡

例
】
 

 
 

 
  

発
電

機
 

 
 

  
高

圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
系

デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電
機
 

 
  

遮
断

器
 

 
  

変
圧

器
 

 
Ｇ
 

D
/G
 

 

受
電

電
路
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

⑥
 

 

 

第
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.
1
4
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5
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図

 
高

圧
炉

心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
 

概
要

図
 

（
高

圧
炉

心
ス
プ

レ
イ

系
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

に
よ
る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
）

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示
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手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

処
置

※
１
　
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
受
電
を
示
す
。
な
お
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電
に
つ
い
て
は
１
時
間
2
0
分
以
内
で
可
能
で
あ
る
。

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

2
4
0

要
員
(
数
)

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１
※
１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

１
時
間
2
0
分

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

 
                

第
1
.
1
4
－

5
6
図

 
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ

系
デ

ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｄ

系
受

電
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ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

 

軽
油
タ
ン
ク

 

防 油 堰  

③
⑤
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

ド
レ
ン
弁
／
閉
止
フ
ラ
ン
ジ

 

③
⑥
⑧
燃
料
抜
取
り
用
バ
ル
ブ
付
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

 

⑦
⑧
給
排
用
バ
ル
ブ
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
付
）

 

④
ホ
ー
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
（
必
要
に
応
じ
て
）

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

 

②
③
⑦
⑧

 

④
⑤
⑧
ホ
ー
ス

 

 
       第

1
.
1
4
－

5
7
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給

 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ
ン

発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ

へ
の

補
給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

バ
ル

ブ
付

ア
タ

ッ
チ

メ
ン

ト
接

続

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け1
2
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

１
時
間

5
0
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
  

手
順
の
項
目

補
給

準
備

補
給

補
給

片
付

け

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

9
0

1
2
0

1
1
0

1
0
0

8
0

3
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
     

第
1
.
1
4
－

5
8
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

か
ら

タ
ン
ク
ロ

ー
リ
へ

の
補

給
）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
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第
1
.
1
4
－

5
9
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
概

要
図

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

緊
急

時
対

策
所

～
第

３
保

管
エ

リ
ア

移
動

車
両

健
全

性
確

認
（

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

）

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

配
置

抜
き

取
り

準
備

※
１

補
給

補
給

片
付

け

1
0
0

5
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

要
員
(
数
)

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

6
0

7
0

8
0

9
0

※
１
　
「
抜
き
取
り
準
備
」
と

し
て
，
ホ
ー
ス
の
準
備
及
び
閉

止
フ
ラ
ン
ジ
の
取
り
外
し
を
行

い
，
２
回
目
以
降
は
，
ホ
ー
ス

を
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
に
挿
入
し

た
ま
ま
と
す
る
。

1
4
0

1
3
0

1
2
0

備
考

1
1
0

1
5
0

経
過
時
間
（
分
）

1
0

2
0

3
0

4
0

２
時
間
3
0分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
  

手
順
の
項
目

抜
き

取
り

準
備

補
給

補
給

片
付

け

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等

か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

（
２
回
目
以
降
）

緊
急
時
対
策
要
員

2

要
員
(
数
)

9
0

1
0
0

1
1
0

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

備
考

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

1
4
0

1
5
0

1
2
0

1
3
0

8
0

4
5
分

以
降
，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
を
実
施
し
，

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
の
軽
油
残
量
に
応
じ
て
繰
り
返
す

 
       

第
1
.
1
4
－

6
0
図

 
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用

軽
油
タ
ン

ク
又
は

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ

の
補

給
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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第
1
.
1
4
－

6
1
図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

 
概

要
図

 

記
載

例
 

○
：

操
作

手
順

番
号

を
示

す
。
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手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

　
大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
1
3
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
2
1
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
７
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
2
3
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
５
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
1
6
分
で
可
能
で
あ
る
。

移
動
は
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
給
油
対
象

設
備
ま
で
を
想
定
す
る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

8
0

9
0

要
員
(
数
)

備
考

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
を
使
用
し
た

場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に
応
じ

て

ガ
ス
タ
ー

ビ
ン
発

電
機
用

軽
油
タ

ン
ク

か
ら
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
を

繰
り
返

す
。

3
0
分
※

 
 

          

第
1
.
1
4
－

6
2
図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（

ガ
ス

タ
ー
ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

１
／
２
）
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1.14－167 

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
燃

料
貯

蔵
タ

ン
ク

等
～

給
油

対
象

設
備

移
動

，
給

油
準

備

給
油

片
付

け

※
移
動
時
間
及
び
給
油
時
間
は
対
象
設
備
の
配
置
場
所
及
び
燃
料
タ
ン
ク
容
量
に
よ
り
時
間
は
前
後
す
る
。

　
大
量
送
水
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
８
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
２
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
2
0
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
高
圧
発
電
機
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
1
7
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
２
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
６
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
1
8
分
で
可
能
で
あ
る
。

　
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
給
油
す
る
場
合
は
，
移
動
時
間
を
１
分
，
準
備
時
間
を
５
分
，
給
油
時
間
を
１
分
，
片
付
け
時
間
を
５
分
，
ト
ー
タ
ル
1
2
分
で
可
能
で
あ
る
。

6
0

7
0

移
動
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

給
油
対
象
設
備
ま
で
を
想
定
す

る
。

左
記
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
は
標
準

的
な
場
合
の
時
間
を
示
す
。

8
0

9
0

要
員
(
数
)

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用
し
た
場
合
）

緊
急
時
対
策
要
員

２

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

以
降
，
各

機
器
等

へ
の
給

油
を
繰

り
返
し

，
タ
ン

ク
ロ
ー

リ
の
軽

油
残
量

に

応
じ

て
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ

ー

リ
へ

の
補

給
を

繰
り

返
す

。

3
0
分

※

 
          

第
1
.
1
4
－

6
2
図

 
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油
（

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を

使
用

し
た

場
合

）
 

 
タ
イ
ム

チ
ャ
ー

ト
（

２
／
２
）
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1.14－168 

手
順

の
項

目
要

員
(
数

)

必
要

な
要

員
と

作
業

項
目

経
過

時
間

（
時

間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
へ

の
補

給

緊
急

時
対

策
要

員
2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

可
搬

式
窒

素
供

給
装

置（
給

油
対

象
）

大
量

送
水

車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間  
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

高
圧

発
電

機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

　
　

燃
料

消
費

（
2
回

目
）

注
：

上
記

以
外

の
可

搬
設

備
を

使
用

す
る

場
合

は
，

各
車

両
の

燃
料

消
費

量
を

考
慮

し
給

油
を

実
施

す
る

。

燃
料

消
費

量

(
各

機
器

)

○
　

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
用

軽
油

タ
ン

ク
か

ら
タ

ン
ク

ロ
ー

リ
（

3
,
0
0
0
L
）

へ
の

補
給

▽
　

タ
ン

ク
ロ

ー
リ

か
ら

各
機

器
等

へ
の

給
油

 
 
 
 
燃

料
消

費
（

1
回

目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転
開
始

運
転
開
始

運
転

開
始

▽

▽

燃
料
消
費
量
(1
回
目

)：
2,
2
65
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
82
5
L

大
量
送
水
車

28
4L
（
25
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
84
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
4L
（
28
5分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
24
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

25
0L
（
22
0分

×
68
L
/h
×

1台
≒
  
2
50
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

17
3L
（
22
0分

×
47
L
/h
×

1台
≒
  
1
73
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
13
7L
（
22
0分

×
31
0L
/h
×

1台
≒
1,
1
37
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,2
6
5L
（
22
0分

×
11
5L
/h
×

3台
≒
1,
2
65
L）

▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
へ
の

補
給
（
1回

目
）

：
1時

間
50
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
2回

目
以
降
）
：

35
分

③
大

量
送
水
車

へ
の
給

油
：

15
分
（

給
油
間

隔
1時

間
35
分

）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油
：

20
分
（
給
油
間
隔
1時

間
30
分
）

⑤
大
型

送
水
ポ

ン
プ
車

へ
の
給

油
：

20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

⑥
高

圧
発
電
機

車
へ
の

給
油

：
20
分
（
給
油
間

隔
1時

間
30
分

）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃

料
枯
渇
時

間
の
短

い
高
圧

発
電
機

車
（
燃

料
枯
渇

時
間
2時

間
）
を
代

表
と
し

て
記
載

）

高
圧

発
電
機
車

へ
の
補

給
後
は

，
高
圧

発
電
機

車
の
給

油
間
隔

と
な
る

②
～
⑤

を
行
っ

た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電

機
車
給

油
間
隔

：
1時

間
30
分

＝
②
35
分

＋
③
15
分
＋
④
20
分

＋
⑤
20
分

②
～

⑥
は
，
移

動
時
間

・
補
給

準
備
も

含
ま
れ

て
い
る

た
め
，

給
油
間

隔
＋
⑥
20
分

に

お
い

て
も
燃
料

枯
渇
時

間
以
内

で
の
対

応
と
な

る
た
め

成
立
す

る
。

・
1時

間
30
分
＋
⑥
20
分

＝
１
時
間
50
分

＜
燃
料
枯
渇

時
間
2時

間

▽
▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽

▽

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

▽
▽

▽▽

 
 

第
1
.
1
4
－

6
3
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発
電

機
用
軽
油

タ
ン
ク

を
使

用
し
た
場

合
）

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト

（
１

／
２

）
 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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1.14－169 

手
順
の
項
目

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
時
間
）

備
考

1
2

3
4

5
6

7
2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

8
9

1
0

1
1

1
2

1
3

 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

〇
〇

〇

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

準
備

時
間

2
時

間
1
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

緊
急
時
対
策
要
員

2

○
〇

〇

準
備

時
間

4
時

間
3
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

準
備

時
間

1
時

間
5
0
分

準
備

時
間

4
時

間
2
0
分

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

可
搬
式
窒
素
供
給
装

置（
給
油
対
象
）

大
量
送
水
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

 
 

 
 

 
 

 
 

燃
料

枯
渇

時
間

8
時

間

高
圧
発
電
機
車

燃
料

枯
渇

時
間

2
時

間

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

燃
料

枯
渇

時
間

3
時

間

注
：
上
記
以
外
の
可
搬
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
，
各
車
両
の
燃
料
消
費
量
を
考
慮
し
給
油
を
実
施
す
る
。

燃
料
消
費
量

(
各
機
器
)

○
　
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
（
3
,
0
0
0
L
）
へ
の
補
給

▽
　
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油

 
 
 
 
燃
料
消
費
（
1
回
目
）

　
　
燃
料
消
費
（
2
回
目
）

運
転
開
始

▽

▽

運
転

開
始

運
転

開
始

運
転

開
始

▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽

燃
料
消
費
量

(1
回
目

)：
2,
2
74
L

燃
料
消
費
量

(2
回
目
以
降

)：
2,
95
4
L

大
量
送
水
車

28
9L
（
25
5分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
89
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

22
8L
（
29
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
2
28
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

75
0L
（
14
5分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
7
50
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,0
0
7L
（
17
5分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
0
07
L）

大
量
送
水
車

26
1L
（
23
0分

×
68
L
/h
×
1台

≒
  
2
61
L）

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

18
1L
（
23
0分

×
47
L
/h
×
1台

≒
  
1
81
L）

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

1,
18
9L
（
23
0分

×
31
0L
/h
×
1台

≒
1,
1
89
L）

高
圧
発
電
機
車

1
,3
2
3L
（
23
0分

×
11
5L
/h
×
3台

≒
1,
3
23
L）

▽
▽

▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

▽
▽

【
想
定
時
間
内
訳
】

①
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（
1回

目
）

：
2時

間
30
分

②
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
（

2回
目
以
降
）
：

45
分

③
大
量
送
水
車
へ
の
給
油

：
15
分
（
給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

④
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
へ
の
給
油

：
15
分
（

給
油
間
隔

1時
間
40
分
）

⑤
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

⑥
高
圧
発
電
機
車
へ
の
給
油

：
20
分
（
給
油
間
隔

1時
間
35
分
）

【
燃
料
枯
渇
時
間
に
対
す
る
給
油
間
隔
の
成
立
性
】

（
燃
料
枯
渇
時
間
の
短
い
高
圧
発
電
機
車
（
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間
）
を
代
表
と
し
て
記
載
）

高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
後
は
，
高
圧
発
電
機
車
の
給
油
間
隔
と
な
る
②
～
⑤
を
行
っ
た

後
に
高
圧
発
電
機
車
へ
の
補
給
を
行
う
。

・
高
圧
発
電
機
車
給
油
間
隔
：

1時
間
35
分
＝
②

45
分
＋
③

15
分
＋
④

15
分
＋
⑤

20
分

②
～
⑥
は
，
移
動
時
間
・
補
給
準
備
も
含
ま
れ
て
い
る
た
め
，
給
油
間
隔
＋
⑥

20
分
に

お
い
て
も
燃
料
枯
渇
時
間
以
内
で
の
対
応
と
な
る
た
め
成
立
す
る
。

・
1時

間
35
分
＋
⑥

20
分

＝
１
時
間

55
分

＜
燃
料
枯
渇
時
間

2時
間

▽

▽
▽

 
 

第
1
.
1
4
－

6
3
図

 
タ

ン
ク
ロ
ー

リ
か
ら

各
機

器
等
へ
の

給
油

７
日

間
サ

イ
ク

ル
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
を
使
用
し

た
場
合

）
 

タ
イ

ム
チ

ャ
ー

ト
（

２
／

２
）

 

（
１
日

間
分

の
記

載
。

内
訳
に
つ

い
て
は

各
タ

イ
ム
チ
ャ

ー
ト
の

軽
油

補
給

，
燃

料
給

油
時

間
参

照
）
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1.14－170 

 

    

                  

  

D/G D/G D/G 

Ｇ 

2A-M/C 2B-M/C 

2C-M/C 2HPCS-M/C 2D-M/C 

② ② ② 

2C-L/C 2D-L/C 

Ａ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

ＨＰＣＳ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料デイタンク 

Ａ－燃料移送 

ポンプ 

ＨＰＣＳ－燃料移送 

ポンプ 

Ｂ－燃料移送 

ポンプ 

Ａ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

ＨＰＣＳ－ 

ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

Ｂ－ディーゼル 

燃料貯蔵タンク 

66kV 送電線 220kV 送電線 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1.14－64 図 非常用交流電源設備による給電 概要図

記載例 ○：操作手順番号を示す。 

 
【凡例】 

発電機 

非常用ディーゼル発電機 

遮断器 

低圧遮断器 

変圧器 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ａ系） 

非常用ディーゼル発電機による受電電路（Ｂ系） 

非常用ディーゼル発電機の燃料補給経路（Ｂ系） 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機による受電電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機の燃料補給経路 

Ｇ 

D/G 
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1.14－171 

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

に
よ

る
給

電
確

認

手
順
の
項
目

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
又

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
中

央
制

御
室

か
ら

の
起

動
に

よ
る

給
電

 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
中
央
制
御
室
か
ら
の
起

動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

 
 
非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の
自
動
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

３
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
の

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
に
よ
る
給
電

１
分

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
又
は
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電
確
認

 
            

第
1
.
1
4
－

6
5
図

 
非

常
用
交

流
電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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1.14－172 

 

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅲ

)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 
4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
蓄
電
池
 

高
圧
炉
心
 

ス
プ
レ
イ
系
直
流
盤
 

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区
分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
 

(
区
分
Ⅰ
)
 

B
1-
1
15
V
系
 

蓄
電
池
(S
A)
 

SA
用

11
5V

系
 

蓄
電
池
 

B
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

A
-1
1
5V

系
 

蓄
電
池
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅰ

)
 

1
0
5
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
蓄
電
池
 

B
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-原

子
炉
中
性
子
 

計
装
用
母
線
 

A
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤
 

B
-1
1
5V

系
直
流
盤

(S
A
) 

中
央
 

分
電
盤
 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
１
）

 

Ｓ
Ａ
対
策

設
備

 

用
分
電
盤

（
２
）

 

Ｂ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

非 常 用 照 明  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 制 御 電 源  

計 装 設 備  
高 圧 原 子 炉 代 替 注 水 系 電 源  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

中 性 子 源 及 び 中 間 領 域 計 装  

直 流 給 電 車 接 続 口  

直 流 給 電 車 接 続 口  

計 装 設 備  

 D
C/
A
C
 

逃 が し 安 全 弁 制 御 回 路  

安 全 保 護 系 論 理 回 路  

非 常 用 照 明  

遮 断 器 操 作 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

Ａ 計 装 用 無 停 電 電 源  

遮 断 器 操 作 回 路  

高 圧 炉 心 ス プ レ イ 系 論 理 回 路  

デ ィ ー ゼ ル 発 電 機 制 御  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

充 電 器  

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅱ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
区

分
Ⅰ
)
 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(常
用
) 

2
30
V
系
蓄
電
池
 

(
RC
I
C)
 

計 算 機 用 無 停 電 電 源  

非 常 用 密 封 油 ポ ン プ  

給 水 ポ ン プ ・ タ ー ビ ン  

非 常 用 油 ポ ン プ  

再 循 環 Ｍ Ｇ 非 常 用 油 ポ ン プ  

タ ー ビ ン 非 常 用 油 ポ ン プ  

原 子 炉 隔 離 時 冷 却 系 機 器  

直 流 給 電 車 接 続 口  
直 流 給 電 車 接 続 口  

充 電 器  

1
15
V
系
 

蓄
電
池
 

(3
系
統
目
) 

1
15
V
系
直
流
盤
 

(3
系
統
目
) 

4
6
0
V
母
線
(
S
A
)
 

【
凡
例
】

 蓄
電
池

 

配
線
用
遮

断
器

 

機
械
式
又

は
電
気

式
イ
ン

タ
ー
ロ

ッ
ク

 

設
計
基
準

対
象
施

設
か
ら

追
加
し

た
箇
所

 

Ａ
－
1
1
5
V
系

蓄
電
池

 

に
よ
る
受

電
電
路

 

高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
系
蓄

電
池

 

に
よ
る
受

電
電
路

 

Ａ
，
Ｂ
－

原
子
炉

中
性
子

計
装
用

蓄
電
池

 

に
よ
る
受

電
電
路

 

D
C
/
A
C
 

変
換
器

 

切
替
ス
イ

ッ
チ

 

2
30
V
系
直
流
盤
（
常
用
）
 

    

2
30
V
系
直
流
盤
（

RC
I
C）

 

    

※
 

※
 

計 装 設 備  

 
第

1
.
1
4
－

6
6
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
概

要
図
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手
順
の
項
目

移
動

，
不

要
負

荷
の

切
離

し

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

1
6
0

1
8
0

2
0
0

2
2
0

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

2
0

4
0

6
0

8
0

1
0
0

1
2
0

1
4
0

１
時
間
4
0
分

Ａ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
に
よ
る
不
要
負
荷
の
切

離
し

 
                   

第
1
.
1
4
－

6
7
図

 
非

常
用
直
流

電
源
設

備
に

よ
る
給
電

 
タ

イ
ム

チ
ャ

ー
ト
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（
１

）
代

替
電

源
（

交
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ

タ
ク

ラ
）

の
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

接
続

プ
ラ

グ
盤

に
接

続
）

に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

※
１

高
圧

発
電

機
車

（
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

建
物

（
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

）
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続
プ

ラ
グ

盤
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
受
電
の
場
合

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

南
側

の
高

圧
発

電

機
車

接
続

プ
ラ

グ
収

納
箱

に
接

続
）

に
よ

る
Ｍ

／

Ｃ
Ｃ

系
又

は
Ｍ

／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

の
場

合

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

常
設

）
を

使

用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系

受
電

高
圧

発
電

機
車

（
原

子
炉

建
物

西
側

の
高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

高
圧
発
電
機
車
（
原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接

続
プ

ラ
グ

収
納

箱
に

接
続

）
に

よ
る

Ｓ
Ａ

ロ
ー

ド
セ

ン
タ

及
び

Ｓ
Ａ

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

セ
ン

タ
受

電

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
負

荷
受

電
代
替
所
内
電
気
設
備
負
荷
受
電

原
子

炉
建

物
西

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

原
子

炉
建

物
南

側
の

高

圧
発

電
機

車
接

続
プ

ラ

グ
収
納
箱
使
用
可
能

号
炉

間
電

力
融

通

ケ
ー

ブ
ル

（
常

設
）

使
用
可
能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

Y
e
s

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Y
e
s

N
o

Ye
s

No

凡
例

：
プ

ラ
ン

ト
状

態

：
操

作
，

確
認

：
判

断

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

※
１

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
そ

の
他

テ
ロ

リ
ズ

ム
に

よ
る

影
響

が
あ

る
場

合

※
２

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
が

健
全

な
場

合
の

優
先

順
位

を
示

す

※
３

非
常

用
所

内
電

気
設

備
の

受
電

が
優

先
と

す
る

が
，

プ
ラ

ン
ト

状
況

に
よ

り

代
替

所
内

電
気

設
備

の
受

電
を

優
先

す
る

場
合

も
あ

る

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
使

用
可

能

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
接

続

プ
ラ
グ
盤
使
用
可
能

Y
e
s

N
o

号
炉

間
電

力
融

通
ケ

ー
ブ

ル
（

可
搬

）
を

使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
Ｄ

系

受
電

優
先

1

優
先
2
※
2

優
先

3
※

2

優
先
4
※

2

優
先

5
※

2

優
先

6
※

2

優
先
1-
1 非
常

用
所

内
電

気
設

備
使

用
可

能

優
先

2

優
先

3

優
先

4
-
1

優
先

4
-
2
※

3

優
先

5
-
1

優
先
5
-
2
※
3

優
先

6
-
1

優
先
6
-
2
※

3

優
先

7
※

2

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処
設
備
が
不
要

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

代
替

所
内

電
気

設
備

に

接
続

す
る

重
大

事
故

等

対
処

設
備

が
不

要

Y
e
s

No

Y
e
s

No

Y
e
s

No

Y
e
s

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
及

び
Ｓ

Ａ
コ

ン
ト

ロ
ー

ル
セ

ン
タ

受
電

優
先
1-
2

N
o N
o
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（
２

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

（
３

）
代

替
電

源
（

直
流

）
に

よ
る

対
応

手
段

　
　

　
（

直
流

電
源

Ａ
系

喪
失

時
）

　
　

　
（

直
流

電
源

Ｂ
系

喪
失

時
）

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ａ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池

に
よ

る
給

電

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ

る
給

電

Ａ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
に
よ
る

Ａ
－
1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

交
流

電
源

復
旧

全
交

流
動

力
電

源
喪

失

2
4
時

間
以

上
継

続

の
お

そ
れ

あ
り

常
設
直
流
電
源
喪
失
時
の

Ａ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

Y
e
s

N
o

外
部

電
源

喪
失

及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ｂ
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池

に
よ

る
給

電

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
後

，

８
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備

に
よ

る
給

電
可

能

N
o

Ｂ
１
－
1
1
5
V
系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ

る
給

電

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
後

，

2
4
時

間
以

内
に

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ

る
給

電
可

能

N
o

可
搬

型
直

流
電

源
設

備

使
用

可
能

可
搬

型
直

流
電

源
設

備

に
よ
る
給
電

直
流

給
電

車
に

よ
る

給
電

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ
る
給
電

N
o

Y
e
s

Y
e
s

Y
e
s

交
流

電
源

復
旧

Ｂ
－
1
1
5
V
系
充
電
器
に
よ
る

Ｂ
－

1
1
5
V
系

直
流

盤
受

電

凡
例

：
プ

ラ
ン

ト
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態
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作
，
確
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：
判
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：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

 
 

第
1
.
1
4
－

6
8
図

 
重

大
事
故
等

時
の
対

応
手

段
選
択
フ

ロ
ー

チ
ャ

ー
ト

（
２

／
３

）
 

1227



  

1.14－176 

（
４
）
代
替
電
源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手
段

（
５
）
代
替
電
源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手
段

　
　
　
（
直
流
電
源
Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系
喪
失
時
）

　
　
　
（
直
流
電
源
2
3
0
V
系
喪
失
時
）

外
部
電
源
喪
失
及
び

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
故

障

Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系

蓄
電

池

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
後
，

2
4
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
可
能

N
o

可
搬
型
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

代
替

交
流

電
源

設
備

に
よ
る
給
電

Y
e
s

Y
e
s

交
流
電
源
復
旧

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
充
電
器
に
よ
る

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
受
電

凡
例

：
プ
ラ
ン
ト
状
態

：
操
作
，
確
認

：
判
断

：
重
大
事
故
等
対
処
設
備

Ｓ
Ａ
用

1
1
5
V
系
直
流
盤

電
圧
が

許
容
最
低
電
圧
を
維
持
で
き
る
か

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ
る

Ｓ
Ａ
用
1
1
5
V
系
直
流
盤
受
電

N
o

N
o

可
搬
型
直
流
電
源
設
備

使
用
可
能

可
搬
型
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電

代
替
交
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電

N
o

Y
e
s

交
流
電
源
復
旧

2
3
0
V
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
に
よ
る

2
3
0
V
系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
受
電

外
部
電
源
喪
失
及
び

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
故
障

2
3
0
V
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

に
よ
る
給
電

全
交
流
動
力
電
源
喪
失
後
，

2
4
時
間
以
内
に
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
可
能

N
o

Y
e
s
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1.14－177 

添付資料 1.14.1 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（１／８） 

 

技術的能力審査基準（1.14） 
番

号 

 
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

【本文】 

発電用原子炉設置者におい

て、電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損

傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい

損傷及び運転停止中におけ

る発電用原子炉内の燃料体

（以下「運転停止中原子炉内

燃料体」という。）の著しい

損傷を防止するために必要

な電力を確保するために必

要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される

方針が適切に示されている

こと。 

 

① 

 【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準

事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場

合において炉心の著しい損傷、原

子炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止

中原子炉内燃料体の著しい損傷を

防止するために必要な電力を確保

するために必要な設備を設けなけ

ればならない。 

 

２ 発電用原子炉施設には、第三十

三条第二項の規定により設置され

る非常用電源設備及び前項の規定

により設置される電源設備のほ

か、設計基準事故対処設備の電源

が喪失したことにより重大事故等

が発生した場合において炉心の著

しい損傷、原子炉格納容器の破損、

貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著

しい損傷を防止するための常設の

直流電源設備を設けなければなら

ない。 

【本文】 

発電用原子炉施設には、設計基準事

故対処設備の電源が喪失したことに

より重大事故等が発生した場合にお

いて炉心の著しい損傷、原子炉格納

容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中における発

電用原子炉内の燃料体（以下「運転

停止中原子炉内燃料体」という。）の

著しい損傷を防止するために必要な

電力を確保するために必要な設備を

施設しなければならない。 

２ 発電用原子炉施設には、第四十五

条第一項の規定により設置される非

常用電源設備及び前項の規定により

設置される電源設備のほか、設計基

準事故対処設備の電源が喪失したこ

とにより重大事故等が発生した場合

において炉心の著しい損傷、原子炉

格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等

の著しい損傷及び運転停止中原子炉

内燃料体の著しい損傷を防止するた

めの常設の直流電源設備を施設しな

ければならない。 

 

⑤ 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために

必要な手順等」とは、以下に

掲げる措置又はこれらと同

等以上の効果を有する措置

を行うための手順等をいう。 

（１）炉心の著しい損傷等を

防止するために必要な電力

の確保 

－ 

 【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力

を確保するために必要な設備」と

は、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を

行うための設備をいう。 

 

【解釈】 

１ 第１項に規定する「必要な電力を

確保するために必要な設備」とは、

以下に掲げる措置又はこれらと同等

以上の効果を有する措置を行うため

の設備をいう。 

 

－ 

ａ）電源が喪失したことによ

り重大事故等が発生した場

合において、代替電源によ

り、炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び

運転停止中原子炉内燃料体

の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する

ために必要な手順等を整備

すること。 

② 

 ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車

及びバッテリ等）を配備すること。 

ａ）代替電源設備を設けること。 

ⅰ）可搬型代替電源設備（電源車及

びバッテリ等）を配備すること。 

⑥ 

 ⅱ）常設代替電源設備として交流

電源設備を設置すること。 

ⅱ）常設代替電源設備として交流電

源設備を設置すること。 
⑦ 

 ⅲ）設計基準事故対処設備に対し

て、独立性を有し、位置的分散を

図ること。 

ⅲ）設計基準事故対処設備に対して、

独立性を有し、位置的分散を図るこ

と。 
⑧ 
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1.14－178 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（２／８） 

 

技術的能力審査基準（1.14） 
番

号 

 
設置許可基準規則（五十七条） 技術基準規則（七十二条） 

番

号 

ｂ）所内直流電源設備から給

電されている２４時間内に、

十分な余裕を持って可搬型

代替交流電源設備を繋ぎ込

み、給電が開始できること。 

③ 

 ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備

は、負荷切り離しを行わずに 8時

間、電気の供給が可能であること。

ただし、「負荷切り離しを行わず

に」には、原子炉制御室又は隣接

する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含

まない。その後、必要な負荷以外

を切り離して残り 16時間の合計

24時間にわたり、電気の供給を行

うことが可能であること。 

ｂ）所内常設蓄電式直流電源設備は、

負荷切り離しを行わずに 8時間、電

気の供給が可能であること。ただし、

「負荷切り離しを行わずに」には、

原子炉制御室又は隣接する電気室等

において簡易な操作で負荷の切り離

しを行う場合を含まない。その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、電

気の供給を行うことが可能であるこ

と。 

⑨ 

 ｃ）24 時間にわたり、重大事故等

の対応に必要な設備に電気（直流）

の供給を行うことが可能である可

搬型直流電源設備を整備するこ

と。 

ｃ）24 時間にわたり、重大事故等の

対応に必要な設備に電気（直流）の

供給を行うことが可能である可搬型

直流電源設備を整備すること。 

⑩ 

ｃ）複数号機設置されている

工場等では、号機間の電力融

通を行えるようにしておく

こと。また、敷設したケーブ

ル等が利用できない状況に

備え、予備のケーブル等を用

意すること。 

－ 

 ｄ）複数号機設置されている工場

等では、号機間の電力融通を行え

るようにあらかじめケーブル等を

敷設し、手動で接続できること。 

ｄ）複数号機設置されている工場等

では、号機間の電力融通を行えるよ

うにあらかじめケーブル等を敷設

し、手動で接続できること。 － 

ｄ）所内電気設備（モーター

コントロールセンター

(MCC)、パワーセンター(P/C) 

及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、共通要因で

機能を失うことなく、少なく

とも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図る

こと。 

④ 

 ｅ）所内電気設備（モーターコン

トロールセンター(MCC)、パワーセ

ンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤

(メタクラ)(MC)等）は、代替所内

電気設備を設けることなどにより

共通要因で機能を失うことなく、

少なくとも一系統は機能の維持及

び人の接近性の確保を図ること。 

ｅ）所内電気設備（モーターコント

ロールセンター(MCC)、パワーセンタ

ー(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタク

ラ)(MC)等）は、代替所内電気設備を

設けることなどにより共通要因で機

能を失うことなく、少なくとも一系

統は機能の維持及び人の接近性の確

保を図ること。 

⑪ 

 

 

 ２ 第２項に規定する「常設の直流

電源設備」とは、以下に掲げる措

置又はこれと同等以上の効果を有

する措置を行うための設備とす

る。 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は

隣接する電気室等において簡易な

操作で負荷の切り離しを行う場合

を含まない。）を行わずに 8 時間、

その後、必要な負荷以外を切り離

して残り 16 時間の合計 24 時間に

わたり、重大事故等の対応に必要

な設備に電気の供給を行うことが

可能であるもう１系統の特に高い

信頼性を有する所内常設直流電源

設備（3 系統目）を整備すること。 

２ 第２項に規定する「常設の直流電

源設備」とは、以下に掲げる措置又

はこれと同等以上の効果を有する措

置を行うための設備とする。 

 

ａ）更なる信頼性を向上するため、

負荷切り離し（原子炉制御室又は隣

接する電気室等において簡易な操作

で負荷の切り離しを行う場合を含ま

ない。）を行わずに 8 時間、その後、

必要な負荷以外を切り離して残り

16 時間の合計 24 時間にわたり、重

大事故等の対応に必要な設備に電気

の供給を行うことが可能であるもう

１系統の特に高い信頼性を有する所

内常設直流電源設備（3 系統目）を

整備すること。 

⑫ 
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1.14－179 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（３／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 既設 

① 

⑤ 
－ － － － － － 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料デイタンク 
既設 

非常用ディーゼル発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

～非常用高圧母線ＨＰＣＳ系電路 
既設 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系

を含む。） 
既設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉

心スプレイ補機海水系を含む。） 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料移送ポンプ 
既設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料移送系配管・弁 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機

燃料移送系配管・弁 
既設 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

Ａ－115V 系蓄電池 既設 

① 

⑤ 
－ － － － － － 

Ｂ－115V 系蓄電池 既設 

高圧炉心スプレイ系蓄電池 既設 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池 既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設 

Ａ－115V 系充電器 既設 

Ｂ－115V 系充電器 既設 

高圧炉心スプレイ系充電器 既設 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 既設 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び 

充電器～直流母線電路 
既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－180 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（４／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 新設 

① 

② 

⑤ 

⑦ 

⑧ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用サービスタンク 新設 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 新設 

ガスタービン発電機用燃料移送系 

配管・弁 
新設 

ガスタービン発電機～ 

非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設 

ガスタービン発電機～ 

ＳＡロードセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ１コントロールセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセン

タ～ＳＡ２コントロールセンタ電路 
新設 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～原子炉補機代替冷却系電路 
新設 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接

続プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～原子炉補機代替冷却系電路 
新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

－ － － － 

号
炉
間
電
力
融
通
電
気
設
備 

に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設） 
常設 

１時間 

35分 
３名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設）～常用高圧母線Ａ系～非

常用高圧母線Ｃ系電路 

常設 

号炉間電力融通ケーブル 

（常設）～常用高圧母線Ｂ系～非

常用高圧母線Ｄ系電路 

常設 

号炉間電力融通ケーブル 

（可搬型） 
可搬 

１時間 

35分 
６名 

自 主 対

策 と す

る 理 由

は 本 文

参照 

号炉間電力融通ケーブル 

（可搬型） ～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

可搬 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－181 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（５／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

    

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機 
常設 

１時間 

15分 
３名 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料デイタンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機～非常用高圧母線Ｈ

ＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系

～非常用高圧母線Ｃ系電路 

常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機～非常用高圧母線Ｈ

ＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系

～常用高圧母線Ｂ系～非常用

高圧母線Ｄ系電路 

常設 

高圧炉心スプレイ補機冷却系

（高圧炉心スプレイ補機海水

系を含む。） 

常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送ポンプ 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料移送系配管・弁 
常設 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

－ － － － － 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ

収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

新設 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続 

プラグ盤電路 
新設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高

圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物西側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉

建物南側）～ＳＡ１コントロールセンタ

及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

新設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コ

ントロールセンタ及びＳＡ２コントロー

ルセンタ電路 

新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

ホース 新設 

タンクローリ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－182 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（６／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池 新設 

① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ） 新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ） 新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池 新設 

Ｂ－115V 系充電器 既設 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 新設 

ＳＡ用 115V 系充電器 新設 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～ 

直流母線電路 
既設 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び 

充電器～直流母線電路 
新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路 
新設 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池 新設 
① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑨ 

－ － － － － － 
ＳＡ用 115V 系充電器 新設 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流

母線電路 
新設 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備 

（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池（３系統目） 新設 
① 

② 

⑤ 

⑧ 

⑫ 

－ － － － － － 

115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線

電路 
新設 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 可搬 

３時間 

25分 
５名 自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 新設 直流給電車 115V 可搬 

ＳＡ用 115V 系充電器 新設 直流給電車 230V 可搬 

230V 系充電器（常用） 新設 

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）電路 

可搬 

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物西側）電路 
新設 

直流給電車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）～直流母線

電路 

常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物西側）～直流母線電路 
新設 

高圧発電機車～直流給電車～

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）電路 

可搬 

高圧発電機車～高圧発電機車接続 

プラグ収納箱（原子炉建物南側）電路 
新設 

直流給電車接続プラグ収納箱

（廃棄物処理建物南側）～直流

母線電路 

常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

（原子炉建物南側）～直流母線電路 
新設 

－ － － － 
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続

プラグ盤電路 
新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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1.14－183 

審査基準，基準規則と対処設備との対応表（７／８） 

 

重大事故等対処設備を使用した手段 

審査基準の要求に適合するための手段 
自主対策 

機能 機器名称 
既設

新設 

解釈

対応

番号 

機能 機器名称 
常設

可搬 

必要時間

内に使用

可能か 

対応可能な

人数で使用

可能か 

備考 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ 

直流母線電路 
新設 

① 

② 

③ 

⑤ 

⑥ 

⑧ 

⑩ 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機用 

軽油タンク 
常設 

－ － 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 
ガスタービン発電機用 

軽油タンクドレン弁 
常設 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ドレン弁 
新設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
常設 

非常用ディーゼル発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機燃料貯蔵タンク 
常設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設 ホース 可搬 

ホース 新設 タンクローリ 可搬 

タンクローリ 新設 － － 

－ － － － 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を 

使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 常設 55分 ２名 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 新設 

① 

④ 

⑤ 

⑪ 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

（
非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
使
用
の
場
合
） 

緊急用メタクラ 常設 

－ － 

自主対

策とす

る理由

は本文

参照 

メタクラ切替盤 新設 メタクラ切替盤 常設 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 新設 
緊急用メタクラ接続プラグ

盤 
常設 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 新設 
高圧発電機車接続プラグ収

納箱 
常設 

ＳＡロードセンタ 新設 ＳＡロードセンタ 常設 

ＳＡ１コントロールセンタ 新設 ＳＡ１コントロールセンタ 常設 

ＳＡ２コントロールセンタ 新設 
非常用コントロールセンタ

切替盤 
常設 

充電器電源切替盤 新設 重大事故操作盤 常設 

ＳＡ電源切替盤 新設 非常用高圧母線Ｃ系 常設 

重大事故操作盤 新設 非常用高圧母線Ｄ系 常設 

非常用高圧母線Ｃ系 既設 
－ － － － － 

非常用高圧母線Ｄ系 既設 

燃
料
補
給
設
備
に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 新設 

① 

② 

⑤ 

－ － － － － － 

ガスタービン発電機用軽油タンクド

レン弁 
新設 

非常用ディーゼル燃料発電機 

燃料貯蔵タンク 
既設 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル 

発電機燃料貯蔵タンク 
既設 

ホース 新設 

タンクローリ 新設 

：重大事故等対処設備 ：重大事故等対処設備（設計基準拡張） 
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審査基準，基準規則と対処設備との対応表（８／８） 

技術的能力審査基準(1.14) 適合方針 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、電源が喪失したことにより

重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷、原子

炉格納容器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転

停止中における発電用原子炉内の燃料体（以下「運転停止中

原子炉内燃料体」という。）の著しい損傷を防止するために

必要な電力を確保するために必要な手順等が適切に整備さ

れているか、又は整備される方針が適切に示されているこ

と。 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，貯蔵槽内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子

炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために必要な手順等を整備する。 

【解釈】 

１ 「電力を確保するために必要な手順等」とは、以下に掲

げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行う

ための手順等をいう。 

― 

（１）炉心の著しい損傷等を防止するために必要な電力の確

保 

ａ）電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合に

おいて、代替電源により、炉心の著しい損傷、原子炉格納容

器の破損、貯蔵槽内燃料体等の著しい損傷及び運転停止中原

子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力を

確保するために必要な手順等を整備すること。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備，所内常

設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源設備，所内常設直

流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備及び燃料補給

設備を設置又は配備し，非常用所内電気設備及び代替所内電

気設備に給電するために必要な手順等を整備する。 

ｂ）所内直流電源設備から給電されている２４時間内に、十

分な余裕を持って可搬型代替交流電源設備を繋ぎ込み、給電

が開始できること。 

可搬型代替交流電源設備及び代替所内電気設備を設置又

は配備し，可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備及び

充電器（Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電

器，230V系充電器（常用））を組み合わせた可搬型直流電源

設備により直流設備へ給電するために必要な手順等を整備

する。 

ｃ）複数号機設置されている工場等では、号機間の電力融通

を行えるようにしておくこと。また、敷設したケ－ブル等が

利用できない状況に備え、予備のケ－ブル等を用意するこ

と。 

― 

ｄ）所内電気設備（モーターコントロールセンター(MCC)、

パワーセンター(P/C)及び金属閉鎖配電盤(メタクラ)(MC)

等）は、共通要因で機能を失うことなく、少なくとも一系統

は機能の維持及び人の接近性の確保を図ること。 

非常用所内電気設備と共通要因で同時に機能を喪失する

ことなく，少なくとも一系統は機能の維持及び人の接近性を

確保する設計とした代替所内電気設備を設置し，発電用原子

炉の冷却，原子炉格納容器内の冷却及び除熱に必要となる設

備の電源を復旧するために必要な手順等を整備する。 
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添付資料 1.14.2(6) 

 

1.14－185 

(6)  所内常設直流電源設備（３系統目）による給電 

 

(a) 操作概要 

全交流動力電源喪失時において，ＳＡ用 115V 系蓄電池の枯渇等により

直流母線電圧が許容最低電圧以上を維持できない場合に，所内常設直流電

源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池（３系統目）による直流母線へ

の給電に切替えを行う。 

 

(b) 作業場所 

廃棄物処理建物 地下１階中階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器

室） 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（中央制御室） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

所内常設直流電源設備（３系統目）による給電切替えに必要な要員数，

想定時間は以下のとおり。 

必要要員数 ：３名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名） 

想定時間  ：20分以内（所要時間目安※１：８分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●給電準備：想定時間５分，所要時間目安１分 

・給電準備：所要時間目安１分 

●給電操作：想定時間５分，所要時間目安１分 

・給電操作：所要時間目安１分 

 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，給電準備：想定時間 15分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安３分（移動経路：中央制御室からＢ－計装電気

室，充電器室） 

・給電準備：所要時間目安４分（給電準備：Ｂ－計装電気室，充電器

室） 

 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 
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 1.14－186 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の遮断器操作であり，十分な作業スペースもある

ことから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 
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1.14－187 

ｃ．Ｃ／Ｃ Ｃ系又はＣ／Ｃ Ｄ系から蓄電池室換気設備及び充電器盤（Ｂ１

－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器盤及び 230V 系充電器盤

（常用））への給電 

 

(a) 操作概要 

高圧発電機車によりＳＡコントロールセンタ受電後，仮設ケーブルを敷

設及び接続して蓄電池室換気設備を起動し，蓄電池充電時の水素ガスの滞

留を防止する。また，蓄電池室の換気を実施した後，充電器盤（Ｂ１－115V

系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））

の受電操作を行う。 

 

(b) 作業場所 

原子炉建物付属棟 ２階（非管理区域） 

原子炉建物付属棟 ３階（非管理区域） 

廃棄物処理建物 地下中１階（非管理区域）（Ｂ－計装電気室，充電器室） 

廃棄物処理建物 ２階（非管理区域） 

制御室建物 ４階（非管理区域）（中央制御室） 

 

(c) 必要要員数及び想定時間 

高圧発電機車による充電器盤（Ｂ１－115V 系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用

115V系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））受電のうち，最長時間を要

する高圧発電機車（ガスタービン発電機建物（緊急用メタクラ）の緊急用

メタクラ接続プラグ盤に接続）による給電の仮設ケーブル接続前準備，仮

設ケーブル敷設，充電器盤（Ｂ１－115V系充電器盤（ＳＡ），ＳＡ用 115V

系充電器盤及び 230V系充電器盤（常用））受電操作及び蓄電池室換気設備

起動操作に必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数：６名（中央制御室運転員１名，現場運転員２名，緊急時対

策要員３名） 

想定時間 ：３時間以内（所要時間目安※１：１時間 41分） 

※１：所要時間目安は，実機による検証及び模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員】 

●排風機運転：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・排風機運転：所要時間目安２分 

●所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替え：想定時間５分，

所要時間目安１分 

・所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替え：所要時間目

安１分 
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【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動，仮設ケーブル接続前準備，排風機運転準備：想定時間１時間

10分，所要時間目安 43分 

・移動：所要時間目安５分（移動経路：中央制御室から原子炉建物付

属棟 ２階） 

・中央制御室排風機ケーブル接続準備：所要時間目安１分（接続準備：

原子炉建物付属棟 ２階） 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ２階から

廃棄物処理建物 ２階） 

・中央制御室排風機起動準備：所要時間目安 31分（排風機起動準備：

廃棄物処理建物 ２階） 

●移動，排風機電源復旧：想定時間 20分，所要時間目安７分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：廃棄物処理建物 ２階から原

子炉建物付属棟 ３階） 

・中央制御室排風機電源復旧：所要時間目安１分（中央制御室排風機

電源復旧：原子炉建物付属棟 ３階） 

●移動，充電器盤への給電，受電操作：想定時間 50 分，所要時間目安

20分 

・移動：所要時間目安６分（移動経路：原子炉建物付属棟 ３階から

充電器室） 

・Ｂ１－115V充電器盤（ＳＡ）受電：所要時間目安３分（電源切替

え操作及び受電確認：充電器室） 

・ＳＡ用 115V系充電器盤受電：所要時間目安３分※２（電源切替え操

作及び受電確認：充電器室） 

・230V系充電器盤（ＲＣＩＣ）受電：所要時間目安８分（電源切替

え操作及び受電確認：充電器室） 

※２：所内常設直流電源設備（３系統目）からの給電切替えの場合：

４分 

 

【緊急時対策要員３名】 

●移動，仮設ケーブル敷設，接続：想定時間１時間 40 分，所要時間目

安１時間 12分 

・移動：所要時間目安 26分（移動経路：ガスタービン発電機建物近

傍から原子炉建物付属棟 ３階） 

・仮設ケーブル敷設，接続：所要時間目安 46分（原子炉建物付属棟

２階及び３階） 

 

(d) 操作の成立性について 

ⅰ 中央制御室操作 
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作業環境  ：常用照明消灯時においてもＬＥＤライト（三脚タイプ），

ＬＥＤライト（ランタンタイプ）及びヘッドライトを

配備している。 

操作性  ：操作スイッチによる操作であり，容易に操作可能であ

る。 

 

ⅱ Ｂ－計装電気室操作，充電器室操作 

作業環境  ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の遮断器操作であり，十分な作業スペースもある

ことから，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：有線式通信設備，所内通信連絡設備（警報装置を含む。）

及び電力保安通信用電話設備のうち，使用可能な設備

により，中央制御室との連絡が可能である。 

 

ⅲ 現場操作 

作業環境 ：常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト及び懐中電

灯を携行している。放射性物質が放出される可能性が

あることから，操作は防護具（全面マスク，個人線量

計，綿手袋，ゴム手袋，汚染防護服）を装備又は携行

して作業を行う。 

移動経路 ：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備しているこ

と，ヘッドライト及び懐中電灯を携行していることか

ら接近可能である。また，アクセスルート上に支障と

なる設備はない。 

操作性  ：通常の受電操作であるため，容易に実施可能である。 

連絡手段 ：衛星電話設備（固定型，携帯型），無線通信設備（固

定型，携帯型），所内通信連絡設備（警報装置を含む。），

電力保安通信用電話設備及び有線式通信設備のうち，

使用可能な設備により，中央制御室及び緊急時対策本

部との連絡が可能である。 
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電源切替え操作 
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添付資料 1.14.3 

不要直流負荷切離しリスト（１／３） 

 

Ｂ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間 

負荷

（A） 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
21 原子炉建物照明 地下１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
22 廃棄物処理建物照明 地下中１階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
23 廃棄物処理建物照明 １階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
24 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－非常用直流電灯盤 
25 原子炉建物照明 ２階 8h 8.1 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
21 ２Ｂ－メタクラ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
22 ２Ｂ１－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
23 ２Ｂ２－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
24 遮断器テスト電源（常用電気室Ｌ／Ｃ） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
30 ２Ｄ－ロードセンタ 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
31 遮断器テスト電源（Ｂ－非常用電気室） 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
35 Ｂ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 8h 0.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
36 Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 154 
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1.14－192 

不要直流負荷切離しリスト（２／３） 

 

Ｂ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 使用時間 
負荷 

（A） 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
25 Ｂ－再循環ＭＧ開閉器盤 8h 

50.0 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
28 Ｂ－中央分電盤（常用） 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
34 Ｂ－ディーゼル発電機制御盤 8h 

廃棄物処理建物地下中１階 

Ｂ－115V系直流盤 
33 中央制御室外原子炉停止制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
1D ＲＣＷ遮断弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
2D 共通盤（ＨＶＡＣ） 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
4D 後備スクラムパイロット弁回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
5D ＳⅡ－ＲＣＷ，ＲＳＷ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
7D Ｂ，Ｃ－ＲＨＲ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
9D Ｂ－ＳＧＴ論理回路 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
10D Ｂ－ＰＬＲポンプモータ不足電圧継電器盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
11D Ｂ－計装用無停電交流電源装置 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
12D Ｂ－中央制御室冷凍機制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
13D ＡＭ設備制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
14D 

Ｂ－Ｒ／Ｂオペフロ水素濃度計測盤 

ＳＦＰ温度計測回路 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
15D 

２Ｄ２，２Ｄ３－Ｒ／Ｂコントロールセンタ 

切替盤 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
16D 

Ｂ１－水素検出装置盤 

（Ｂ２－水素検出装置盤） 
8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
17D 補助消火ポンプ制御盤 8h 

廃棄物処理建物１階 

Ｂ－中央分電盤（非常用） 
18D ２Ｓ－Ｒ／Ｂコントロールセンタ 8h 

  合計  244.5 
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1.14－193 

不要直流負荷切離しリスト（３／３） 

 

Ａ－115V系直流盤負荷 

操作場所 FFB 用途名称 
使用

時間 

負荷

（A） 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
1 ２Ａ－メタクラ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
2 ２Ａ１－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
3 ２Ａ２－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
4 遮断器用テスト電源（常用電気室Ｍ／Ｃ） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
10 ２Ｃ－ロードセンタ 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
11 遮断器テスト電源（Ａ－非常用電気室） 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
13 Ａ－ディーゼル発電機ＡＶＲ盤 70分 0.0 

廃棄物処理建物１階 

Ａ－115V系直流盤 
14 Ａ－計装用無停電交流電源装置 70分 154.0 

  合計  154.0 
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1.14－194 

解
釈
一
覧

 

 

(1
) 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（
１
／
２
）
 

手
順

 
判
断
基
準
記
載
内
容
 

解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(1
)
 
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電

機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系

及
び
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電

 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式
直

流
電
源
設
備
及
び
常
設
代

替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

給
電
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧
が

放
電
電
圧
の
最
低
値
を
下
回
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場

合
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄

電
池

の
電

圧
が

94
.5
V
を
下
回
る
お
そ
れ
が
あ
る
と

判
断
し
た
場
合
 

Ｍ
／
Ｃ
，
Ｌ
／
Ｃ
，
Ｃ
／
Ｃ
の

Ｃ
系
及
び
Ｄ
系
 

２
Ｃ
，
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｃ
，
２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

２
Ｃ
３
，
２
Ｄ
３
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ

ン
タ
 

ｂ
．
所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ

る
給
電
 

直
流
母
線
電
圧
が
許
容
最
低
電

圧
値
以
上
を
維
持
で
き
な
い
場

合
 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
電
圧

が
92
V
以
上
を
維
持
で
き
な
い
場
合

 

(2
)
 
非
常
用
直
流
電

源
喪

失
時

の
遮

断
器

用
制
御
電
源
確
保

 

ａ
．
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電

池
に
よ

る
Ｂ

－
11
5V

系

直
流
盤
受
電
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧

が
規
定
電
圧
で
あ
る
場
合
 

Ｓ
Ａ
用

11
5
V
系
蓄
電
池
の
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
場
合
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

ｂ
．
非
常
用
直
流
電
源
喪

失
時
の

Ａ
－

11
5
V
系
直

流
盤
受
電
 

Ａ
－
11
5V

系
直
流
盤
の
電
圧
が

喪
失
し
た
場
合
 

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
の
電
圧
が

92
V

以
下
に
な
っ
た
場
合
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
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1.14－195 

(1
) 

判
断
基
準
の
解
釈
一
覧
（
２
／
２
）
 

手
順

 
判
断
基
準
記
載
内
容
 

解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(3
)
 

号
炉

間
連

絡
ケ

ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直

流
電
源
確
保

 

ａ
．
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ

ル
を
使
用
し
た
Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
又
は
Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
受
電
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

１
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

１
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

２
Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｂ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

1.
14
.2
.3

 
代
替
所
内
電

気
設
備
に
よ
る
対
応
手
順

 
(1
)
 

代
替

所
内

電
気

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電

機
又
は
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

セ
ン
タ
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
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1.14－196 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機

に
よ

る
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ

系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

動
力

変
圧

器
用
遮
断
器
以
外
の
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

 
２
号
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
２
－
Ｆ
Ｓ

 
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
予
備
緊
急
用
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
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1.14－197 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
２
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
 

ｂ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を

使
用
し
た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ

系
又
は
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系

受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

号
炉

間
電

力
融

通
に

伴
う

受
電

遮
断
器

 

予
備
変
受
電
遮
断
器

 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常
用
高
圧
母
線

 
１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

常
用
高
圧
母
線
，
非
常
用
高
圧
母

線
 

２
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｂ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

ｃ
．
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又

は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
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1.14－198 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
３
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
) 

代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 

ｃ
．
高
圧
発
電
機
車
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

受
電
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
遮

断
器

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 

ｄ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
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1.14－199 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
４
／
１
０
）

 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.1

 
代

替
電

源
（
交
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
) 

代
替
交
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 

ｄ
．
号
炉
間
電
力
融
通

ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）

を
使

用
し

た
Ｍ

／
Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電
 

１
号
炉
の
非
常
用
高
圧
母
線

 
１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
１
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

非
常
用
高
圧
母
線

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ

 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 

代
替
直

流
電

源
設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式

直
流

電
源

設
備

及
び

常
設

代
替

直
流

電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
，
Ｂ
１

－
11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）

及
び
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤

に
て

負
荷

電
圧

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認

 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１

－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ

の
切
替
え

 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－
11
5V

系

蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
へ
の
切
替
え
操
作
を
Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
及
び
Ｂ
－
11
5V

系
直
流

盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
実
施

(操
作
場
所
: 
廃
棄

物
処
理
建
物
地
下
中
１
階
Ｂ
－
計
装
用
電

気
室
及
び
充
電
器
室

) 
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1.14－200 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
５
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容
 

解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源

（
直
流
）
に
よ
る
対
応
手

順
 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源
設

備
に
よ
る
給
電
 

ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式
直

流
電

源
設

備
及

び
常

設

代
替

直
流

電
源

設
備

に

よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧
が
放

電
電

圧
の

最
低

値
を

下
回

る
お

そ

れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

Ｂ
－

1
1
5V

系
蓄
電
池
の
電
圧
が

9
4.
5
V
を
下

回
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）

蓄
電

池
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
１
－

1
1
5V

系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
負
荷
電

圧
が

9
4
.
5V

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
遮
断
器
 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
の
運
転
状

態
及

び
充

電
器

電
圧

指
示

値
が

規

定
電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

充
電
器
出
力
電
圧
が

9
4.
5
V
以
上
で
あ
る
こ
と

を
確
認
 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
受

電
操

作
又

は

受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制
御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た

こ

と
を
確
認
 

Ａ
－
無
停
電
交
流
電
源
装
置
の
受
電
操
作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
電
源
が
復
旧
さ
れ
た

こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機
 

Ｂ
－
中
央
制
御
室
排
風
機
 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
Ｂ

－
計

装
コ

ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器
 

２
Ｂ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
遮
断
器
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1.14－201 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
６
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
所
内
常
設
蓄
電
式

直
流
電
源
設
備
及
び
常

設
代
替
直
流
電
源
設
備

に
よ
る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ

Ａ
）
充
電
器
電
圧
指
示
値
が
規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

充
電
器
出
力
電
圧
が

19
4.
4V

以
上
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｄ
系

の
受

電
操

作
又

は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
中
央
制

御
室

監
視

計
器

電
源

が
復

旧
さ

れ
た
こ
と
を
確
認

 

Ｂ
－
無
停
電
交
流
電
源
装
置
の
受
電
操
作

又
は
受
電
確
認
を
実
施
し
，
電
源
が
復
旧

さ
れ
た
こ
と
を
確
認

 

ｂ
．
所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ

る
給
電
 

 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ

と
を
確
認
 

 

Ｓ
Ａ
対
策
設
備
用
分
電
盤
（
２
）
電
圧
が

9
2
V

～
1
2
6
.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

 

ｃ
．
可
搬
型
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

充
電
器
切
替
盤

 
Ｂ
１
－

11
5V

系
（
Ｓ
Ａ
）
充
電
器
電
源
切

替
盤
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1.14－202 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
７
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(1
)
 
代
替
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電

 
ｃ
．
可
搬
型
直
流
電
源

設
備
に
よ
る
給
電
 

充
電
器
運
転
開
閉
器

 
Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
常
用
）
 

充
電

器
盤

充
電

器
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る

こ
と

を
確

認
 

Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

負
荷
電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を

確
認

 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
に
て
負
荷
電
圧

が
94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
充
電
器
盤
（
常
用
）
に
て
負
荷
電

圧
が

19
4.
4V

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

ｄ
．
直
流
給
電
車
に
よ

る
給
電
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
及
び

23
0V

系
直
流
盤
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
へ
の
給

電
状

況
に

異
常

が
な

い
こ

と
及

び
電

圧
指

示
値

が
規

定
電

圧
で

あ
る
こ
と
の
確
認

 

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92

V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が

17
2.
5V
～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）

及
び

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）

へ
の

給
電

状
況

に
異

常
が

な
い

こ
と

及
び

電
圧

指
示

値
が

規
定

電
圧
で
あ
る
こ
と
の
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
が

92
V

～
12
6.
5V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
電
圧
が

17
2.
5
V

～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

(2
) 

非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保

 

ａ
. 
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系

蓄
電

池
に

よ
る

Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
受
電
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
蓄
電

池
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
で

あ
る
こ
と
を
確
認

 

電
圧
が

94
.5
V
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
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1.14－203 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
８
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(2
) 

非
常
用
直
流
電

源
喪
失
時
の
遮
断
器

用
制
御
電
源
確
保

 

ｂ
.
非

常
用

直
流

電
源

喪
失
時
の
Ａ
－
11
5V

系

直
流
盤
受
電
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
の
受
電
遮
断
器
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
母

線
連

絡
遮

断
器

及
び

Ｍ
／

Ｃ
 

Ａ
系

の
受

電
遮
断
器

 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器

 

予
備
変
受
電
遮
断
器
 

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

へ
給

電
す

る
た

め
の

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

遮
断

器
 

２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ

 

Ｌ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

２
Ｃ
１
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｃ
２
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

２
Ｃ
３
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
－
Ｒ
／
Ｂ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ｌ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

の
Ａ

－
計

装
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断
器

 

Ａ
－
計
装
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
用
遮
断

器
 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
及
び
Ａ

－
11
5V

系
直
流
盤
の
電
圧
指
示

値
が

規
定

電
圧

で
あ

る
こ

と
を

確
認

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

１
号

炉
の

常
用

高
圧

母
線

及
び

非
常

用
高

圧
母

線
の

母
線

連
絡

及
び
予
備
変
受
電
の
遮
断
器

 

１
Ａ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

１
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
受
電
遮
断
器
 

予
備
変
受
電
遮
断
器
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1.14－204 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
９
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.2

 
代

替
電

源
（
直
流
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(3
)
 
号
炉
間
連
絡
ケ

ー
ブ

ル
を

使
用

し
た

直
流
電
源
確
保
 

ａ
．
号
炉
間
連
絡
ケ
ー

ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
又
は
Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
受
電
 

他
号

炉
の

Ｃ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

１
Ｔ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
１
Ｕ
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

当
該

号
炉

の
Ｃ

／
Ｃ

 
Ｃ

系
又

は
Ｃ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

２
Ａ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｂ
－
計
装
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧
指
示
値
，
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値

 

Ａ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
充
電
器

電
圧
指
示
値
，
Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤
電
圧
指
示
値
が
規
定
電
圧
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
電
圧
が

94
.5

V
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｂ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

1.
14
.2
.3

 
代

替
所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順

 

(1
)
 
代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る
給
電

 

ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
又
は
高
圧
発
電
機

車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド

セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
１
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 
２
Ｓ
Ａ
２
－
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

動
力

変
圧

器
用
遮
断
器
以
外
の
遮
断
器

 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
受
電
遮
断
器

 

２
号
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
２
－
Ｆ
Ｓ

 
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

２
号
緊
急
用
Ｍ
／
Ｃ
・
予
備
緊
急
用
Ｍ
／

Ｃ
母
線
連
絡
遮
断
器

 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

を
電

圧
確
認

 
緊

急
用

メ
タ

ク
ラ

の
電

圧
が

62
10

V
～

75
90
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－

 
Ｌ
／
Ｃ
へ
の
遮
断
器

 
２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器
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1.14－205 

(2
) 

操
作
手
順
の
解
釈
一
覧
（
１
０
／
１
０
）
 

手
順
 

操
作
手
順
記
載
内
容

 
解
釈
 

1.
14
.2
.3

 
代

替
所

内
電

気
設

備
に

よ
る

対
応
手
順

 

(1
)
 
代
替
所
内
電
気

設
備
に
よ
る
給
電

 
ａ
．
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発

電
機
又
は
高
圧
発
電
機

車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド

セ
ン
タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
 

Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
確
認

 
Ｓ
Ａ
－
Ｌ
／
Ｃ
の
電
圧
が

39
1V
～
50
6V

で
あ
る
こ
と
を
確
認

 

Ｓ
Ａ

電
源

切
替

盤
に

て
各

電
動

弁
電
源
を
「
Ｓ
Ａ
側
」
へ
切
替
え

 
「
Ｄ
Ｂ
Ａ
側
」
か
ら
「
Ｓ
Ａ
側
」
へ
受
電

切
替
え
 

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

遮
断

器
 

２
号
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
遮

断
器

 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 
２
Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
切
替
盤

 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
の
Ｓ
Ａ
－

 
Ｌ

／
Ｃ

へ
の

遮
断

器
及

び
非

常
用
高
圧
母
線
用
遮
断
器

 

２
－
Ｓ
Ａ
動
力
変
圧
器
遮
断
器

 
２
Ｃ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 
２
Ｄ
－
Ｍ
／
Ｃ
切
替
盤
遮
断
器

 

1.
14
.2
.5

 
重

大
事

故
等
対
処
設
備
（
設
計

基
準
拡
張
）
に
よ
る
対

応
手
順

 

(2
)
 
非
常
用
直
流
電

源
設
備
に
よ
る
給
電

 
 

Ａ
－

11
5V

系
直
流
盤
，
Ｈ
Ｐ
Ｃ

Ｓ
系
直
流
盤
，

23
0V

系
直
流
盤

（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
，
Ａ
－
原
子
炉
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
及

び
Ｂ

－
中

性
子

計
装

用
充

電
器

盤
電

圧
指

示
値

が
規

定
値

で
あ

る
こ

と
を
確
認

 

Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ｈ
Ｐ

Ｃ
Ｓ

系
直

流
盤

電
圧

が
92
V
～

12
6.
5
V
で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

23
0V

系
直

流
盤

（
Ｒ

Ｃ
Ｉ

Ｃ
）

電
圧

が
17

2.
5V
～
25
3V

で
あ
る
こ
と
を
確
認
 

Ａ
－
原
子
炉
中
性
子
計
装
用
充
電
器
盤
電

圧
が
＋
21
V
以
上
又
は
－
21
V
以
下
で
あ
る

こ
と
を
確
認

 
Ｂ
－
中
性
子
計
装
用
充
電
器
盤
電
圧
指
示

値
電
圧
が
＋
21
V
以
上
又
は
－
21
V
以
下
で

あ
る
こ
と
を
確
認
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添付資料 1.14.9 

 

1.14－206 

所内常設直流電源設備（３系統目）を直流電源に追加する場合の有効性評価の変

更の必要性について 

 

所内常設直流電源設備（３系統目）を設置するにあたり，既許可（2021 年９

月）からの炉心損傷防止対策等の有効性評価の変更の必要性について検討した。

検討の結果，所内常設直流電源設備（３系統目）の設置による有効性評価に変更

は無いことを確認した。 

 

１．対象となる事故シーケンス 

「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド」のうち，事故シーケンス「全交流動力電源喪

失」が該当。 

 

２．有効性評価の変更の必要性の検討 

（１）重大事故等対処設備の単一故障 

重大事故等対処に係る有効性評価においては，設計基準事故対処設備の故

障による炉心損傷防止又は原子炉格納容器の破損防止のため，技術基準の要

求を満足する重大事故等対処設備を選定し，解析結果及び体制・手順により

重要事故シーケンスが成立することを説明している。 

有効性評価においては，設計基準事故対処設備の多重故障等により起こり

うる炉心損傷等を重大事故等対処設備により防止することを確認している

が，有効性評価における基本的考え方の中で「重大事故等対処設備の単一故

障は考えない※」としている。 

※「実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の

有効性評価に関する審査ガイド」 

 

（２）所内常設直流電源設備（３系統目）の使用の優先順位 

全交流動力電源喪失時における蓄電池の優先順位は以下のとおり。 

ベース：常設代替直流電源設備 

優先順位１：所内常設直流電源設備（３系統目） 

 

全交流動力電源喪失時に，自動動作により給電される常設代替直流電源設

備は，早期の交流電源の復旧見込みがない場合，24時間にわたって給電を確

保可能であることからベースとして使用する。 

所内常設直流電源設備（３系統目）は，全交流動力電源喪失時に可搬型直

流電源設備による代替電源（直流）からの給電準備が完了するまでに常設代

替直流電源設備の想定外の枯渇等による機能喪失があった場合，遠隔操作に

より所内常設直流電源設備（３系統目）を使用することにより 24 時間以上

にわたって直流電源を確保可能であることから第一優先で使用する。 
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1.14－207 

また，所内常設直流電源設備（３系統目）を使用する場合には，中央制御

室にて投入操作を行うことによって速やかに給電することが可能である。 

したがって，有効性評価に変更の必要は無い。 

 

（３）有効性評価の変更の必要性 

（１）及び（２）の理由により，所内常設直流電源設備（３系統目）の設

置による重大事故等の対処に対する有効性評価の変更は無い。 
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1.15－1 
 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

＜ 目 次 ＞ 

 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

(2) 対応手段と設備の選定の結果 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握する

ための手段及び設備 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超え

た場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

ｅ．手順等 

1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

ａ．代替パラメータによる推定 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電気

設備からの給電 

ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備又は直流給電車

からの給電 

ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給 

  電 

ｅ．所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

ｆ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

ｇ．重大事故等時の対応手段の選択 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 
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1.15－2 
 

添付資料 1.15.1 審査基準，基準規則と対処設備との対応表 

添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 

添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 

添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 

1. 設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する 

計装設備への給電 

2. 所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処

設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

3．可搬型計測器の接続操作 

添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要台数整理 

添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場

合の影響について 

添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について 

添付資料 1.15.8 自主対策設備仕様 

添付資料 1.15.9 手順のリンク先について 

 

下線は，今回の提出資料を示す。 
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1.15－3 
 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

 

【要求事項】 

発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもの

を含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要な

パラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されている

か、又は整備される方針が適切に示されていること。 

 

【解釈】 

１ 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測

することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有

効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれら

と同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大

事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検

討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把

握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 

ａ）設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化

すること。（最高計測可能温度等） 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の

発電用原子炉施設の状態を推定すること。 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 

ⅲ）推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確

からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラメータが計測又は監視及び記録がで

きること。 

ｄ）直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テ

スター又は換算表等）を整備すること。 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により，当

該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測すること

が困難となった場合に，当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため，計

器の故障（検出器の測定値不良，ケーブルの断線等）時の対応，計器の計測範囲

を超えた場合への対応，計器電源の喪失時の対応，計測結果を記録する手順等を

整備する。 
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1.15－4 
 

1.15.1 対応手段と設備の選定 

(1) 対応手段と設備の選定の考え方 

重大事故等時において，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を実施

するため，発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事

故等に対処するために監視することが必要なパラメータを，「技術的能力に係

る審査基準」（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断基準

及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用

いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。 

なお，審査基準 1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられ

るパラメータについては，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功

させるための手順ではないため，各々の手順において整備する。 

（添付資料 1.15.3） 

 

抽出パラメータのうち，当該重大事故等の炉心損傷防止対策，格納容器破損

防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状

態を直接監視するパラメータ※１（以下「主要パラメータ」という。）及び主要

パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。 

※１：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃

度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，

格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物内の水素濃度，原

子炉格納容器内の酸素濃度，燃料プールの監視。 

 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失に

より，主要パラメータを計測することが困難となった場合において，主要パラ

メータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用い

て対応する手段を整備し，重大事故等対処設備を選定する（第 1.15－1図，第

1.15－2図）。（以下「機能喪失原因対策分析」という。） 

さらに，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度，放射線量率等，

想定される重大事故等の対応に必要となるパラメータの記録手順及びそのた

めに必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち，発電

用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメータについては，電

源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状

態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助

パラメータ」という。）に分類し，第 1.15－4表に整理する。なお，重大事故

等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については，

各条文の「設置許可基準規則」第四十三条への適合状況のうち，(2)操作性（「設

置許可基準規則」第四十三条第一項二）にて，適合性を整理する。 
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重大事故等対処設備のほかに，柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自

主対策設備※２を選定する。 

※２ 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべて

のプラント状況において使用することは困難である

が，プラント状況によっては，事故対応に有効な設備。 

 

選定した重大事故等対処設備により，審査基準だけでなく，「設置許可基準

規則」第五十八条及び「技術基準規則」第七十三条（以下「基準規則」という。）

の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに，自主対

策設備との関係を明確にする。 

（添付資料 1.15.1） 

 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ 

主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータ

をいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測

することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。 

 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備

としての要求事項を満たした計器を少なくとも１つ以上有するパラメータ

をいう。 

・有効監視パラメータ 

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測され

るパラメータをいう。 

 

また，主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備は以下のとおり分

類する。 

主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要計器 

重要監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有し，

重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用計器 

主要パラメータを計測する計器のうち，重要計器以外の自主対策設備の
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計器をいう。 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

重要代替監視パラメータを計測する計器のうち，耐震性，耐環境性を有

し，重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 

・常用代替計器 

代替パラメータを計測する計器のうち，重要代替計器以外の自主対策設

備の計器をいう。 

 

なお，主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず，かつその代替パ

ラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は，重大事故等時に発電用

原子炉施設の状態を把握するため，主要パラメータを計測する計器の１つを重

大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 

（添付資料 1.15.2） 

 

以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメー

タを第 1.15－2 表に示す。併せて，設計基準を超える状態における発電用原子

炉施設の状態を把握する能力を明確化するために，重要監視パラメータ及び重

要代替監視パラメータの計測範囲，個数，耐震性及び非常用電源からの給電の

有無についても整理する。 

整理した結果を踏まえ，原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原

子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計

測範囲を超えた場合，発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備す

る。 

重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し，記録する手順等を

整備する。 

（添付資料 1.15.2） 
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(2) 対応手段と設備の選定の結果 

機能喪失原因対策分析の結果，監視機能の喪失として計器故障及び計器の計

測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また，全交流動力電源喪失及

び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。 

 

ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握する

ための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合，

発電用原子炉施設の状態を把握するため，多重化された計器の他チャンネ

ル※３の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器によ

り当該パラメータを推定する手段がある（第 1.15－3表）。 

 

※３ チャンネル：単一故障を想定しても，パラメータの監視機能が喪

失しないように，１つのパラメータを測定原理が同

じである複数の計器で監視しており，多重化された

監視機能のうち，検出器から指示部までの最小単位

をチャンネルと呼ぶ。 

 

他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。 

・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 

 

代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータを計測す

る計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち，

当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位

置付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち，重要代替計

器は重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備
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であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設

の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。 

なお，電源は非常用電源から供給している。 

 

ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超え

た場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は，発電

用原子炉施設の状態を把握するため，代替パラメータを計測する計器によ

り必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計

測する手段がある。 

代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。 

・重要代替計器 

・常用代替計器 

可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，主要パラメータの値が計

器の計測範囲を超えた場合に，発電用原子炉施設の状態を把握するための

設備のうち，重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，当該パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備

であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・常用代替計器 

耐震性又は耐環境性はないが，監視可能であれば発電用原子炉施設

の状態を把握することが可能なことから，代替手段として有効である。 

 

ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備 

(a) 対応手段 

監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し，
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監視機能が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から給電し，当該パ

ラメータの計器により計測又は監視する手段がある。 

また，計器電源が喪失した場合に，電源（乾電池）を内蔵した可搬型の

計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成を第 1.15－

4図に示す。 

代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・常設代替交流電源設備 

・可搬型代替交流電源設備 

・代替所内電気設備 

・号炉間電力融通電気設備 

代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。 

・所内常設蓄電式直流電源設備 

・常設代替直流電源設備 

・所内常設直流電源設備（３系統目） 

・可搬型直流電源設備 

・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備 

可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。 

・可搬型計測器 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

機能喪失原因対策分析の結果により選定した，常設代替交流電源設備，

可搬型代替交流電源設備，代替所内電気設備，所内常設蓄電式直流電源設

備，常設代替直流電源設備，所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型

直流電源設備，可搬型計測器は，重大事故等対処設備として位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 

（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，主要パラメータを把握することがで

きる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有効な設

備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由を示す。 

・直流給電車 

全交流動力電源喪失時には代替交流電源設備による給電を優先して

実施しているため，高圧発電機車は配備されており，可搬型直流電源

設備としては，電路構成等により対応することが可能である。その状

態に追加して直流給電車２台（直流給電車 115V 及び直流給電車 230V）

の配備が必要となり時間を要するが，給電可能であれば重大事故等の

対処に必要となるパラメータの監視が可能となることから代替手段と

して有効である。 
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・号炉間電力融通電気設備 

耐震性は確保されていないが，１号炉のディーゼル発電機の健全性

が確認できた場合において，重大事故等の対処に必要な電源を確保す

るための手段として有効である。 

 

ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備 

(a) 対応手段 

重大事故等時において，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃

度，放射線量率等，想定される重大事故等の対応に必要となる重要監視パ

ラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下

のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，ＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤＳデータ表示装置により構成さ

れる。 

 

また，重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は，パラメ

ータを記録する手段がある。 

有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 

・中央制御室記録計 

 

なお，その他の記録として，プラントトリップ状態を記録する手段があ

る。 

その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 

・運転監視用計算機 

 

重要監視パラメータは，原則，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

へ記録するが，可搬型計測器により測定したパラメータの値，複数の計測

結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む。）の

値は，記録用紙に記録する手順を整備する。 

 

(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，重大事故等対処設備として

位置付ける。 

これらの選定した設備は，審査基準及び基準規則に要求される設備がす

べて網羅されている。 
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（添付資料 1.15.1） 

 

以上の重大事故等対処設備により，重要な監視パラメータを記録するこ

とができる。また，以下の設備は，プラント状況によっては事故対応に有

効な設備であるため，自主対策設備として位置付ける。併せて，その理由

を示す。 

・運転監視用計算機 

・中央制御室記録計 

耐震性を有していないが，設備が健全である場合は重大事故等の対

処に必要となる監視パラメータの記録が可能なことから代替手段とし

て有効である。 

 

ｅ．手順等 

上記の「ａ．パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状

態を把握するための手段及び設備」，「ｂ．原子炉圧力容器内の温度，圧力

及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視する

パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態

を把握するための手段及び設備」，「ｃ．計測に必要な計器電源が喪失した

場合の手段及び設備」及び「ｄ．重大事故等時のパラメータを記録する手段

及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。 

これらの手順は，運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時操作要領

書（徴候ベース），原子力災害対策手順書及びＡＭ設備別操作要領書に定め

る（第 1.15－1表）。  
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1.15.2 重大事故等時の手順等 

1.15.2.1 監視機能喪失 

(1) 計器の故障 

主要パラメータを計測する計器が，故障により計測することが困難となった

場合，当該パラメータを推定する手順を整備する（第 1.15－3表）。 

 

ａ．手順着手の判断基準 

重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために

必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合※１。 

 

※１：重要計器の指示値に，以下のような変化があった場合 

・通常時や事故時に想定される値から，大きな変動がある場合 

・複数ある計器については，それぞれの指示値の差が大きい場合 

・計器信号の喪失に伴い，指示値が計測範囲外にある場合 

・計器電源の喪失に伴い，指示値の表示が消滅した場合 

 

ｂ．操作手順 

計器の故障の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必要

な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場合に

は，当該計器により当該パラメータを計測する。 

 また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測範

囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間

に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外，又はプラント状況によりあらかじめ推定

される値との間に大きな差異がある場合には，当直副長は，あらかじめ

選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。なお，

常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替監

視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から

主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告

する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 
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ｃ．操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で対

応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

ｄ．代替パラメータでの推定方法 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能

が喪失した場合は，代替パラメータによる推定を行う。 

計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏ま

え，関連するパラメータを複数確認し，得られた情報の中から有効な情報を

評価することで，発電用原子炉施設の状態を把握する。 

推定に当たっては，使用する計器が複数ある場合，代替パラメータと主要

パラメータの関連性，検出器の種類，使用環境条件等，以下に示す事項及び

計測される値の不確かさを考慮し，使用するパラメータの優先順位をあらか

じめ定める。 

・基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては，

急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し，不確かな指示を示す

ことがある。そのような状態が想定される場合は，関連するパラメータ

を複数確認しパラメータを推定する。なお，原子炉水位，原子炉圧力及

びサプレッション・プール水位を除き，基準配管の水位変動に起因する

不確かさを考慮する必要はない。 

 

・常用代替計器が監視機能を維持している場合，重大事故等の対処に有効

な情報を得ることができる。ただし，環境条件や不確かさを考慮し，重

要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し，

パラメータの値，信頼性を考慮した上で使用する。 

 

・重大事故等時に最も設置雰囲気の環境が厳しくなるのは，炉心損傷及び

原子炉圧力容器が破損した状態であるため，原子炉格納容器内の圧力，

温度，放射線量率等が厳しい環境下においても，その監視機能を維持で

きる重要代替計器を優先して使用する。また，重大事故等発生時と校正

時の状態変化による影響を考慮する。 

 

・圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定す

る場合は，水が飽和状態でないと不確かさを生じるため，計器が故障す

るまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ，複数の関

連パラメータを確認し，有効な情報を得た上で推定する。 

 

・推定に当たっては，代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 

（添付資料 1.15.6） 
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代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであ

り，具体的な推定方法については，第 1.15－3表に整理する。 

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束及び

酸素濃度）により推定するケース 

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力

により推定するケース 

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケー

ス 

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定するケース 

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース 

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース 

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース 

・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケ

ース 

・装置の作動状況により水素濃度を推定するケース 

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生した

ことを推定するケース 

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力

により推定するケース 

・燃料プールの状態を同一の物理量（水位），あらかじめ評価した水位と

放射線量率の相関関係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位

又は必要な水遮蔽が確保されていることを推定するケース 

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧によ

り原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース 

（添付資料 1.15.6） 

 

ｅ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器が故障した場合の，対応手段の優先順位を

以下に示す。 

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計

測することが困難となった場合に，他チャンネルの重要計器により計測でき

る場合は，他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 

他チャンネルの重要計器の故障により，計測することが困難となった場合

は，他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 

主要パラメータを計測する計器の故障により，主要パラメータの監視機能

が喪失した場合は，第 1.15－3表にて定める優先順位にて代替計器により代

替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。 

  

1273



1.15－15 
 

(2) 計器の計測範囲（把握能力）を超えた場合 

原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，並びに原子炉圧力容器及び原子炉

格納容器への注水量を計測するパラメータのうち，パラメータの値が計器の計

測範囲を超えるものは，原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお，これら

のパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には，可搬型計測器により計

測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第 1.15

－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

・原子炉圧力容器内の温度 

原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は，０～500℃である。

原子炉の冷却機能が喪失し，原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部

以下になった場合，原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが，

重大事故等時における損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損徴候

を検知する温度は，300℃であり計測範囲内で判断可能である。 

 

なお，原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える（500℃以上）場合は，可

搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。 

 

・原子炉圧力容器内の圧力 

原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は，０～11MPa［gage］

である。原子炉圧力容器の最高使用圧力（8.62MPa［gage］）の 1.2倍

（10.34MPa［gage］）を監視可能であり，重大事故等時において原子炉圧

力容器内の圧力は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

 

・原子炉圧力容器内の水位 

原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は，気水分離器下端

を基準とした－900cm～150cmであり，原子炉水位制御範囲（レベル３～８）

及び燃料棒有効長底部まで計測できるため，重大事故等時において原子炉

圧力容器内の水位は，計器の計測範囲内で計測が可能である。 

原子炉圧力容器内の水位のパラメータである，原子炉水位の計測範囲を

超えた場合，高圧原子炉代替注水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，

高圧炉心スプレイポンプ出口流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代

替注水流量，残留熱除去ポンプ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流

量，残留熱代替除去系原子炉注水流量のうち，機器動作状態にある流量計

より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し，直前まで判明していた水位に

変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。 

また，発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力（ＳＡ）と

サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）の差圧により，原子炉圧力容器内
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の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監

視可能である。 

 

・原子炉圧力容器への注水量 

原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは，高圧原子炉代替注

水流量，原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量，高圧炉心スプレイポンプ出口

流量，代替注水流量（常設），低圧原子炉代替注水流量，残留熱除去ポン

プ出口流量，低圧炉心スプレイポンプ出口流量，残留熱代替除去系原子炉

注水流量である。 

高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対

象である高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量は，93m3/hであるため，

重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は，０～150m3/hとしており，

計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は，99m3/hであるた

め，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしてお

り，計測対象である高圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は，1,314m3/h

であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能

である。 

低圧原子炉代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲

は，０～300m3/hとしており，計測対象である低圧原子炉代替注水系（常設）

による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は，230m3/hであるため，重

大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）による低圧原子炉代替注水流量の計測

範囲は，０～200m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計測対象である

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の原子炉圧力容器への注水時の最大注水

量は，70m3/h であるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流

量測定が可能である。 

残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしており，計

測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は 1,380m3/h であるため，計

器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は，０～1,500m3/hとしてお

り，計測対象である低圧炉心スプレイ・ポンプの最大注水量は 1,314m3/h

であるため，計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は，０～50m3/hとしており，

計測対象である残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水時の最大

注水量は 30m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範囲内での

流量測定が可能である。 
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・原子炉格納容器への注水量 

原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは，代替注水流量（常

設），格納容器代替スプレイ流量，ペデスタル代替注水流量，残留熱代替

除去系格納容器スプレイ流量である。 

格納容器代替スプレイ系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範

囲は，０～300m3/hとしており，計測対象である格納容器代替スプレイ系（常

設）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m3/h であるため，重大

事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）による格納容器代替スプレイ流量の

計測範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）による格納容器スプレイ時の最大注水量は，120m3/hである

ため，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（常設）による代替注水流量（常設）の計測範囲

は，０～300m3/hとしており，計測対象であるペデスタル代替注水系（常設）

による原子炉格納容器下部注水時における最大注水量は，200m3/hであるた

め，重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）によるペデスタル代替注水流量の計測

範囲は，０～150m3/h（狭帯域は０～50m3/h）としており，計測対象である

ペデスタル代替注水系（可搬型）による原子炉格納容器下部注水時におけ

る最大注水量は，120m3/hであるため，重大事故等時において計器の計測範

囲内での流量測定が可能である。 

残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の計測

範囲は，０～150m3/hとしており，計測対象である残留熱代替除去系による

格納容器スプレイ時における最大注水量は，120m3/hであるため，計器の計

測範囲内での流量測定が可能である。 

 

ａ．代替パラメータによる推定 

重大事故等時において，計器の計測範囲を超過した場合，代替パラメータ

による推定を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器

の計測範囲を超過し，指示値が確認できない場合。 

 

(b) 操作手順 

計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は，以下のとおり。 

①中央制御室運転員Ａは，発電用原子炉施設の状態を把握するために必

要な重要監視パラメータについて，他チャンネルの重要計器がある場

合には，当該計器により当該パラメータを計測する。 
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また，当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。 

②中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値が正常であることを，計測

範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値と

の間に大きな差異がないことより確認する。 

③当該パラメータが計測範囲外にある場合には，当直副長は，あらかじ

め選定した重要代替監視パラメータの計測を中央制御室運転員に指示

する。 

④中央制御室運転員Ａは，読み取った指示値を当直副長に報告する。な

お，常用代替計器が使用可能であれば，併せて確認する。 

⑤当直長は，当直副長からの依頼に基づき，緊急時対策本部へ重要代替

監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。 

⑥緊急時対策本部は，緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値か

ら主要パラメータの推定を指示する。 

⑦緊急時対策要員は，主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報

告する。 

⑧緊急時対策本部は，当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の計測及び推定は，中央制御室運転員１名，緊急時対策要員１名で

対応が可能である。速やかに作業ができるように，推定手順を整備する。 

 

ｂ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

重大事故等時において，主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合，

可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

重大事故等時に，主要パラメータが計器の計測範囲を超過し，指示値が

確認できない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイ

ムチャートを第 1.15－7図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器に

よるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認

し，残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ及びＣは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子

台にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，

測定を開始する。 
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④現場運転員Ｂ及びＣは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取

り，換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は 1測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開

始を判断してから所要時間は 20分以内で可能である。２測定点以降は 10

分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

 

ｃ．重大事故等時の対応手段の選択 

主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過した場合の，対応手段の

優先順位を以下に示す。 

主要パラメータを計測する計器の計測範囲を超過したことにより，主要パ

ラメータの指示値が確認できない場合は，第 1.15－3表にて定める優先順位

にて代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータを推定する。 

代替計器により代替パラメータを計測し，主要パラメータの推定が困難と

なった場合は，可搬型計測器により主要パラメータを計測する。 
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1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失 

(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失 

全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，

代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重

要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。 

 

ａ．所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，所内常設蓄電式直流電源設備であ

るＢ－115V 系蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び常設代替直流電源

設備であるＳＡ用 115V 系蓄電池からの給電に関する手順は，「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整理する。 

なお，所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電

により計測可能な計器について第 1.15－2表に示す。 

 

ｂ．常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電気

設備からの給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備であるガス

タービン発電機，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車，自主対策設

備の号炉間電力融通電気設備である号炉間電力融通ケーブル（常設）又は号

炉間電力融通ケーブル（可搬型）からの給電に関する手順は，「1.14 電源

の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

ｃ．所内常設直流電源設備（３系統目），可搬型直流電源設備又は直流給電車

からの給電 

全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，

所内常設直流電源設備（３系統目）である 115V 系蓄電池（３系統目）又は

可搬型直流電源設備である高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），Ｓ

Ａ用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である

直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」

にて整備する。 

 

ｄ．設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

全交流動力電源喪失が発生した場合に，設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する計装設備のうち，常設代替直流電源設備であるＳＡ用

115V 系蓄電池からの給電が必要な計装設備の電源切替え手順を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

全交流動力電源喪失から８時間が経過した時点で，ガスタービン発電機，

号炉間電力融通ケーブル（常設），高圧発電機車又は号炉間電力融通ケー
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ブル（可搬型）による給電操作が完了していない場合。又は全交流動力電

源喪失後に，Ｂ－115V系蓄電池の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれ

があると判断した場合。 

 

(b) 操作手順 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給

電手順の概要は以下のとおり。また，タイムチャートを第 1.15－5図に示

す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員にＳＡ用 115V系蓄

電池からの給電が必要な設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備

を兼用する計装設備の電源切替えを指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，中央制御室及び廃棄物処理建物１階のあらかじ

め定めた制御盤にて，電源切替え操作を実施し，当直副長に報告する。 

 

(c) 操作の成立性 

上記の操作対応は，現場運転員２名にて実施し，作業開始を判断してか

ら所要時間は 10分以内で可能である。 

 円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

（添付資料 1.15.4-1） 

 

ｅ．所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事

故等対処設備を兼用する計装設備への給電 

  全交流動力電源喪失が発生し，直流電源のうちＢ1－115V系蓄電池（ＳＡ）

が枯渇するおそれがある場合に，設計基準事故対処設備と重大事故等対処設

備を兼用する計装設備のうち，所内常設直流電源設備（３系統目）である

115V系蓄電池（３系統目）からの給電が必要な計装設備の電源切替え手順

を整備する。 

 

(a) 手順着手の判断基準 

   全交流動力電源喪失後に，Ｂ1－115V系蓄電池（ＳＡ）の電圧が放電電

圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場合。 

 

(b) 操作手順 

   所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大   

事故等対処設備を兼用する計装設備への給電手順の概要は以下のとおり。

また，タイムチャートを第 1.15－6図に示す。 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に 115V系蓄電池（３ 
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系統目）からの給電が必要な設計基準事故対処設備と重大事故等対処 

設備を兼用する計装設備の電源切替えを指示する。 

②中央制御室運転員Ａは，中央制御室のあらかじめ定めた制御盤にて，

電源切替え操作を実施し，当直副長に報告する。 

(c) 操作の成立性 

   上記の操作対応は，中央制御室運転員１名にて実施し，作業開始を判断 

してから所要時間は 10分以内で可能である。 

（添付資料 1.15.4-2） 

 

ｆ．可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメ

ータ監視が不能となった場合に，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラ

メータのうち，手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計

測器で計測又は監視を行う手順を整備する。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行う際，同一パラメータにチャンネ

ルが複数ある場合は，いずれか１つの適切なチャンネルを選定し計測又は監

視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は，いずれか１

つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。 

なお，可搬型計測器により計測可能な計器については第 1.15－2表に示す。 

（添付資料 1.15.5） 

 

(a) 手順着手の判断基準 

計器電源が喪失し，中央制御室でパラメータ監視ができない場合。 

 

(b) 操作手順 

可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また，タイ

ムチャートを第 1.15－7図に示す。 

 

①当直副長は，手順着手の判断基準に基づき，運転員に可搬型計測器に

よるパラメータの計測開始を指示する。 

②現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し，

残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。 

③現場運転員Ｂ，Ｃは，廃棄物処理建物１階のあらかじめ定めた端子台

にて，測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し，

測定を開始する。 

④現場運転員Ｂ，Ｃは，可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り，

換算表により工学値に換算し，記録する。 

 

(c) 操作の成立性 
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上記の操作対応は１測定点当たり，現場運転員２名にて実施し，作業開

始を判断してから所要時間は 20分以内で可能である。２測定点以降は 10

分追加となる。 

円滑に作業できるように，移動経路を確保し，照明及び通信連絡設備を

整備する。また，作業環境（作業空間，温度等）に支障がないことを確認

する。 

（添付資料 1.15.4-3） 

 

ｇ．重大事故等時の対応手段の選択 

全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により，計器電源が喪失した場合

に，計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。 

全交流動力電源喪失が発生した場合には，所内常設蓄電式直流電源設備

及び常設代替直流電源設備から計測可能な計器に給電される。 

所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備から給電されて

いる間に，常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電

力融通電気設備から計器に給電する。 

常設代替交流電源設備，可搬型代替交流電源設備又は号炉間電力融通電

気設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある

場合は，可搬型直流電源設備又は直流給電車から計器に給電する。 

代替電源（交流，直流）からの給電が困難となった場合は，可搬型計測

器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視

する。 

 

1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは，安全パラメータ表示シス

テム（ＳＰＤＳ）により計測結果を記録する。 

ただし，複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ（使用し

た計測結果を含む。）の値，現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計

測器で計測されるパラメータの値は，記録用紙に記録する。 

主要パラメータのうち記録可能なものについて，自主対策設備である運転監視

用計算機及び中央制御室記録計により計測結果等を記録する。 

有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し，第 1.15－5表に示す。 

 

(1) 手順着手の判断 

重大事故等が発生した場合。 

 

(2) 操作手順 

重大事故等が発生し，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計

測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。 
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ａ．安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，常時記録であり，非常用交

流電源設備である非常用ディーゼル発電機又は可搬型代替電源設備である

緊急時対策所用発電機から給電可能で，14日間の記録容量を持っている。重

大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう，記録された計測結

果が記録容量を超える前に定期的にメディア（記録媒体）に保存する。 

 

ｂ．現場指示計の記録 

現場運転員は，現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要

なパラメータの現場指示計がある場合には，記録用紙へ記録する。 

 

ｃ．可搬型計測器の記録 

現場運転員は，「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は

監視」又は「1.15.2.2(1)ｅ. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」

で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録す

る。 

 

ｄ．運転監視用計算機の記録 

(a) 運転日誌 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，定められたプロセスの計測結果

を定時ごとに自動で記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

 

(b) 状態変化記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，プロセス値の異常な状態変化を

記録し，中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。 

プラントの過渡変化によるトリップ事象発生時，その発生順序（シーケ

ンス），トリップ状態，工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設作動

状況を記録し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

(c) 事故時データ収集記録 

運転監視用計算機が稼働状態にあれば，事象発生前後のプラント状態の

推移を把握するため，定められたプロセス値のデータを自動で収集，記録

し，中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。 

 

ｅ．中央制御室記録計による記録 

中央制御室記録計が稼働状態であれば，定められたプロセスの計測結果 

を，中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。 
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(3) 操作の成立性 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）による記録は，安全パラメータ表

示システム（ＳＰＤＳ）の記録容量（14日間）を超える前に，緊急時対策所

にて緊急時対策要員１名で行う。室内での端末操作であるため，対応が可能で

ある。 

現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり，現場運転員

２名で対応が可能である。 

また，中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は，中央制御室運転

員１名で対応が可能である。 
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1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順 

審査基準 1.9，1.10，1.11，1.14，1.18 については，各審査基準において要求

事項があるため，以下のとおり各々の手順において整備する。 

原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子

炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。 

原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建

屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。 

燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための

手順等」にて整備する。 

全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関

する手順等」にて整備する。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）に関する手順は「1.18 緊急時対策

所の居住性等に関する手順等」にて整備する。
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第 1.15－1表 事故時に必要な計装に関する手順 

対応手段，対処設備，手順書一覧（１／２） 

  

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
機
能
喪
失
時 

計器の故障 

他
チ
ャ
ン
ネ
ル 

に
よ
る
計
測 

主要パラメータの他チャンネルの重要計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

主要パラメータの他チャンネルの常用計器 自
主 

対
策 

設
備 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常用代替計器 自
主 

対
策 

設
備 

計器の計測範囲を超

えた場合 代
替
パ
ラ
メ
ー
タ 

に
よ
る
推
定 

重要代替計器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「重要計器の監視・復旧」 

常用代替計器 自
主 

対
策 

設
備 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 

計
器
電
源
喪
失
時 

全交流動力電源喪失 

直流電源喪失 
代
替
電
源
（
交
流
） 

か
ら
の
給
電 

常設代替交流電源設備 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

 

可搬型代替交流電源設備 

代替所内電気設備 

号炉間電力融通電気設備 自
主
対
策

設
備 

代
替
電
源
（
直
流
） 

か
ら
の
給
電 

所内常設蓄電式直流電源設備 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

常設代替直流電源設備 

可搬型直流電源設備 

直流給電車 自
主 

対
策 

設
備 

設
計
基
準
事
故
対
処
設

備
と
重
大
事
故
等
対
処

設
備
を
兼
用
す
る
計
装

設
備
へ
の
給
電 

常設代替直流電源設備 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「重要計器の電源切替」 

所
内
常
設
直
流
電
源
設
備

（
３
系
統
目
）
か
ら
の
設
計

基
準
事
故
対
処
設
備
と
重

大
事
故
等
対
処
設
備
を
兼

用
す
る
計
装
設
備
へ
の 

給
電 

所内常設直流電源設備（３系統目） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「１１５Ｖ系蓄電池（３系統

目）による１１５Ｖ直流電源確

保」 

可
搬
型
計
測
器 

に
よ
る
計
測 

可搬型計測器 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「可搬型計測器による計測」 
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1.15－28 
 

対応手段，対処設備，手順書一覧（２／２） 

 

分類 
機能喪失を想定する 

重大事故等対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

－ － 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）（ＳＰＤ

Ｓデータ収集サーバ，ＳＰＤＳ伝送サーバ，ＳＰＤ

Ｓデータ表示装置） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「SPDS によるパラメータ記録

結果の保存」 

運転監視用計算機 自
主
対
策 

設
備 － 

中央制御室記録計 
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1.15－29 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(１

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

50
0℃

 
最

大
値

：
 

3
02
℃

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

損
傷

炉
心

の
冷

却
状

態
を

把
握

し
，

適
切

に
対

応
す

る
た

め
の

判
断

基
準

（
30
0
℃

）
に

対
し

て
，
 

5
00
℃

ま
で

を
監

視
可
能

。
 

－
（

Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉝
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留

熱
除

去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～
10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

原
子

炉
圧

力
容

器
最

高
圧
力
（

8.
68
MP
a［

ga
ge
］
）
を
包

絡
す

る
範

囲
と

し
て

設
定

。
な

お
，

逃
が

し
安

全
弁

の
手

動
操

作
に

よ
り

変
動

す
る

範
囲

に
つ

い
て

も
計

測
範

囲
に

包
絡

さ
れ

て
お

り
，
監

視
可
能

で
あ
る

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉞
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
11
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子

炉
圧
力

容
器
最

高
使
用

圧
力

（
8.
62
M
Pa
［

ga
ge
］

）
の

1.
2
倍
 

（
10
.3
4
MP
a［

g
ag
e］

）
を

監
視
可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

㉟
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 
原

子
炉

水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ

 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※

６
：
基
準

点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵

ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備

及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－30 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(２

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

－
40
0～

15
0
cm

※
３
 

－
79
8～

13
2
cm

※
３
 

炉
心

の
冷

却
状

況
を

把
握

す
る

上
で

，
原

子
炉

水
位

制
御

範
囲

（
レ

ベ
ル

３
～

８
）

及
び

燃
料

棒
有

効
長

底
部

ま
で

監
視

可
能

で
あ

る
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊱
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

２
 

－
80
0～

－
30
0c
m※

３
 

Ｓ
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊲
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
90
0～

15
0
cm

※
３
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊳
 

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－31 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(３

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ） 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

高
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
93
m
3 /
h）

を
監
視

可
能
で

あ
る
。

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

①
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
23
0m

3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

超
音
波
式

流
量
 

検
出
器
 

－
 

②
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
20
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

70
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
ま
た
，
崩
壊

熱
相

当
の
注

水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

③
ａ
 

③
ｂ
 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～
99
m
3 /
h 

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

ポ
ン

プ
の

最
大

注
水

量
（

99
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑥
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

・
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑦
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
80
m
3 /
h 

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,

38
0
m
3 /
h）

を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑧
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
3
14
m
3 /
h 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

・
ポ

ン
プ

の
最

大
注

水
量

（
1,
31
4m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑨
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

原
子

炉
注

水
の

最
大

注
水

量
（

30
m
3 /
h）

を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑩
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－32 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(４

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ） 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－33 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(５

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納

容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

（
可

搬
型

）
に

お
け

る
最

大
注

水
量

（
12
0m

3 /
h）

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

④
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水

車
を

用
い

た
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
（

可
搬

型
）

に
お

け
る

最
大

注
水

量
（

1
20
m
3 /
h）

を
監

視
可

能
。
ま
た
，
崩

壊
熱

相
当
の

注
水
量
（

12
m
3 /
h）

を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑤
ａ
 

⑤
ｂ
 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
） 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

の
最

大
注
水

量
（

12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

Ｓ
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑪
 

低
圧
原

子
炉

代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替

除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－34 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(６

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～
30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊴
 

ペ
デ

ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊵
 

ペ
デ

ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
30
0℃

 
－

※
８
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
に

溶
融

炉
心

が
落

下
し

た
場

合
に

お
け

る
原

子
炉

圧
力

容
器

の
破

損
検
知

が
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊶
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）

を
監

視
可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㊷
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

限
界

圧
力

（
２

Pd
：

8
53
k
Pa

［
ga
ge

］
）

に
お

け
る

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

の
飽

和
温

度
（

約

1
78
℃

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

測
温
 

抵
抗
体
 

可
 

㊸
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－35 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(７

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

3
24
k
Pa
［

ga
ge
］

 

原
子

炉
格

納
容

器
の

限
界

圧
力

（
２

Pd
：

8
53
k
Pa
［

ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊹
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

2
06
k
Pa
［

ga
ge
］

 
－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㊺
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ

ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－36 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(８

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑧ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

－
3.
0m

※
５
，

 

－
1.
0m

※
５
，

 

＋
1.
0m

※
５
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
溶

融
炉

心
の

冷
却

に
必

要
な

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
へ

の
事

前
注
水

量
を
監

視
可
能

。
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
代

替
循

環
冷

却
実

施
時

に
お

け
る

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

注
水

の
停

止
の

判
断

基
準

（
格

納
容

器
底

面
＋

1.
0m

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊼
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
0.
80
～

5.
50
m
※

４
 

－
0.
5～

０
m※

４
 

ウ
ェ

ッ
ト

ウ
ェ

ル
ベ

ン
ト

操
作

可
否

判
断

を
把

握
で
き

る
範
囲

を
監
視

可
能
。
 

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ

ー
ル

を
水

源
と

す
る

非
常

用
炉

心
冷

却
系

の
起

動
時

に
想

定
さ

れ
る
変

動
（
低

下
）
水

位
：
－

0.
5m
 に

つ
い

て
も
監

視
可
能

。
）
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源

 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊻
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m

※
６
，

 

＋
1.
2m

※
６
，

 

＋
2.
4m

※
６
，

 

＋
2.
4m

※
６
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

に
溶

融
炉

心
の

冷
却

に
必

要
な

水
深

（
＋

2.
4m

）
が

あ
る

こ
と

を
監

視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
極
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㊽
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

格
納

容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

低
圧
原

子
炉

代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
 

 

1295



  
 

 

1.15－37 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(９

／
1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度 

格
納

容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～
90
.4
v
ol
％

）
を
監
視
可
能
。

 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊾
 

格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～

10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 

重
大

事
故

等
時

に
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

90
.4
v
ol
％

）
を
監
視
可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

③
 

熱
伝
導
式
 

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㊿
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未

満
※

９
 

炉
心

損
傷

の
判

断
値

（
原

子
炉

停
止

直
後

に
炉

心
損
傷

し
た
場

合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と
も

に
低
く

な
る
）

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○51
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
S
v/
h
未

満
※

９
 

炉
心

損
傷

の
判

断
値

（
原

子
炉

停
止

直
後

に
炉

心
損
傷

し
た
場

合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
上

記
の

判
断

値
及

び
推

定
値

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

と
と
も

に
低
く

な
る
）

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

電
離
箱
 

－
 

○52
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－38 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
0
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器

の
種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性

子
源
領
域
計
装

※
２
 

４
 

10
－
１
～
10

６
 ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
３
～
 

1
.0
×

10
９
 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格

出
力
の
 

約
21

倍
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監
視
可

能
。
 

な
お

，
中

性
子

源
領

域
計

装
が

測
定

で
き

る
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

，
中

間
領

域
計

装
，

平
均

出
力

領
域

計
装

に
よ

っ
て

監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

計
数
管
 

－
 

○55
 

中
間
領
域
計
装

※
２
 

８
 

０
～
40
％
 

又
は
０
～
12
5％

 

（
1.
0×

10
８
～
 

1.
5×

10
13
cm

-2
・
s-

1 ）
 

原
子

炉
の

停
止

時
か

ら
起

動
時

の
中

性
子

束
を

監
視
可

能
。
 

な
お

，
中

間
領

域
計

装
が

測
定

で
き

る
範

囲
を

超
え

た
場

合
は

，
平

均
出

力
領

域
計

装
に

よ
っ
て

監
視
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

直
流
電
源

※
1
3  

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

③
※
1
3  

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○54
 

平
均

出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
※
７
 

０
～
12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×

10
14
 

 
 
cm

-2
･s

-1
）

 

原
子

炉
の

起
動

時
か

ら
定

格
出

力
運

転
時

の
中

性
子
束

を
監
視

可
能
。
 

な
お

，
設

計
基

準
事

故
及

び
重

大
事

故
等

時
，

一
時

的
に

計
測

範
囲

を
超

え
る

が
，

負
の

反
応

度
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

効
果

に
よ

り
短

期
間

で
あ

り
，

か
つ

出
力

上
昇

及
び

下
降

は
急
峻

で
あ
る

。
12
5％

を
超
え
た
領

域
で

そ
の

指
示

に
基

づ
き

操
作

を
伴

う
も

の
で

な
い

こ
と

か
ら

，
現

状
の

計
測

範
囲

で
も

運
転

監
視

上
影

響
は

な
い

。
ま

た
，

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

も
再

循
環

ポ
ン

プ
ト

リ
ッ

プ
等

に
よ

り
中

性
子

束
は

低
下

す
る

た
め

，
現

状
の

計
測

範
囲

で
も

対
応

が
可

能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

②
 

核
分
裂
 

電
離
箱
 

－
 

○53
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－39 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
1
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留

熱
除

去
系
）
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
２
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量

※
２
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視

す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－40 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
2
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

－
※

８
 

系
統

待
機

時
に

お
け

る
ス

ク
ラ

バ
容

器
水

位
の

範
囲

（
1,
70
0
mm

～
1,

90
0
mm

）
及

び

フ
ィ

ル
タ

装
置

機
能

維
持

の
た

め
の

系
統

運
転

時
の

下
限

水
位

か
ら

上
限
水
位
の
範

囲
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 を

監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

㉔
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～

１
MP
a［

ga
ge
］

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
圧

力

（
0.
85
3
MP
a［

g
ag
e］

）
が
監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

㉕
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
温

度
（

20
0℃

）
を

計
測
可
能
な
範
囲
と

す
る

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉖
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

（
炉

心
損

傷
し

て
い

る
場

合
）

に
，

想
定

さ
れ

る
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

の
最

大
放

射
線

量
率

（
約

1.
6×

10
１
S
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉗
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

（
炉

心
損

傷
し

て
い

な
い

場
合

）
に

，
想

定
さ

れ
る

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
の

最
大

放
射

線
量

率
（

約
6.
5×

10
－
２
mS
v
/h
）
を
監
視
可
能
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

第
１

ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃
度
 

１
 

０
～
20
v
ol
％

／
 

０
～

10
0
vo
l％

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
停

止
後

の
窒

素
に

よ
る

パ
ー

ジ
を

実
施

し
，

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
配

管
内

に
滞

留
す

る
水

素
濃

度
が

可
燃

限
界
（

４
vo
l％

）
未
満
で
あ
る
こ
と

を
監

視
可
能

。

－
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

①
 

熱
伝
導
式

水
素
濃
度

検
出
器
 

－
 

㉘
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
１
 

「
⑨

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ

※
２
：
重
要
監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３

：
基
準

点
は
気
水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零

レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水
位

（
EL
56
1
0）

。

※
５

：
基
準

点
は
格
納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６

：
基

準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。

※
７

：
局
部

出
力
領
域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平

均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。

※
８

：
重
大

事
故
等
時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基

準
事
故

時
は
値

な
し

。

※
９

：
炉
心

損
傷
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る

格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損
傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り

設
計

基
準
で
は
炉
心
損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値

を
下
回

る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（
EL
3
55
1
8）

。
 
※

11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。

※
12
：

所
内

常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直

流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ
直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。

※
13
：

全
交

流
動
力
電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の

電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給
す
る
。

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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1.15－41 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
3
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 除 去 系 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度

（
18
5℃

）
を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑬
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

除
去

系
系

統
水

の
最

高
使

用
温

度

（
18
5℃

）
を
監

視
可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

①
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

⑭
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

※
１
 

２
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～
1,
2
18
m
3
/h
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却

水
流

量
の

最
大

流
量
（

1,
2
18
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。

 

移
動

式
代

替
熱

交
換

器
設

備
の

最
大

流
量

（
60
0m

3 /
h）

を
監
視

可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

差
圧
式
 

流
量
 

検
出
器
 

可
 

⑮
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－42 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
4
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態  

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態  

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態  

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

1
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力

（
1.

0M
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

区
分
Ⅱ
 

無
停
電
 

交
流
電
源

①
 

弾
性
圧
力
 

検
出
器
 

可
 

⑯
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～

５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

2
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
の

運
転

時
に
お
け

る
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
系

統
の
最
高

使
用

圧
力

（
2.
0M
P
a
［

g
ag
e
］

）
を

監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅰ
 

無
停
電
 

交
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○21
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－43 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
5
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 

（
０

～
12
,5
42
m
m）

 
－

※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

の
底

部
か

ら
上

端
（

０
～

1,
49
5m

3 ）
を

監
視
可

能
で
あ
る
。 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

差
圧
式
 

水
位
 

検
出
器
 

可
 

⑰
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
及

び
「

⑤
原

子
炉
格

納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－44 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
6
／

1
8)

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
 

圧
力

※
１
 

２
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

，
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
3.
92
M
Pa
［

ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。

 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑱
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

9
.0
2
MP
a［

g
ag
e］

 
 原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

の
運

転
時

に
お

け

る
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力
（

9.
0
2M
P
a［

ga
ge
］
）
を
監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

②
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑲
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

8
.9
3
MP
a［

g
ag
e］

 
 高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

の
運

転
時

に
お

け

る
，

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

系
系

統
の

最
高

使
用

圧
力
（

8.
9
3M
P
a［

ga
ge
］
）
を
監
視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅲ
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

○20
 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～

３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

け
る

，
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の

最
高

使
用

圧
力

（
2.
5M
Pa

［
ga
ge
］

）
を

監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

弾
性
圧
力

検
出
器
 

可
 

⑫
 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－45 

第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
7
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
  

６
 

０
～
10
v
ol
％

 

 

０
～
20
v
ol
％

 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

建
物

内
の

水
素

燃
焼

の
可

能
性

（
水

素
濃

度
：

４
vo
l
％

）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能

（
な

お
，

静
的

触
媒

式
水

素
処

理
装

置
に

て
，

原
子

炉
建

物
内

の
水

素
濃

度
を

可
燃

限
界

で
あ

る
４

vo
l
％

未
満

に
低

減
す

る
）

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

②
 

触
媒
式
 

水
素
 

検
出
器
 

 

熱
伝
導
式

水
素
 

検
出
器
 

－
 

㉒
 

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

※
１
 

 

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

※
１
 

２
  

２
 

０
～

10
0℃

 

 

０
～

40
0℃

 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
静

的
触

媒
式

水
素

処
理

装
置

作
動

時
に

想
定

さ
れ

る
温

度
を

監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

熱
電
対
 

可
 

㉓
ａ
 

 

㉓
ｂ
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納

容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol

％
）

を
監

視

可
能

。
 

Ｓ
 

区
分
Ⅱ
 

交
流
電
源

②
 

熱
磁
気
風

式
酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○56
 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

酸
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ

る
範

囲
（

０
～

4.
4v
ol

％
）

を
監

視

可
能

。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

③
 

磁
気
力
式

酸
素
 

検
出
器
 

－
 

○57
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

※
１
 

「
⑩

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

放
射
線

量
率

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納

容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

※
１
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
 

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
 

 

1304
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第
1
.1
5
－

2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
(1
8
／

1
8)

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握

能
力
（

計
測
範

囲
の
考
え
方
）
 

耐
震
性
 

電
源

※
1
2  

検
出
器
の

種
類
 

可
搬
型

計
測
器
 

第
1.
1
5－

3 

図
№
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
4.
30
～

7.
30
m
※

10
 

（
EL
31
2
18
～
42
81
8）

 

6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

上
部
か

ら
底
部
付
近

ま
で

の
範
囲

に
わ
た

り
水
位

を
監
視
可

能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

交
流
電
源

②
 

 

ガ
イ
ド
 

パ
ル
ス
式
 

水
位
検
出

器
 

－
 

㉙
 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
※
11
 

－
1,

00
0～

6
,7
1
0m
m
※

10
 

（
EL
34
5
18
～
42
22
8）

 

6
,9
8
2m
m
※

10
 

（
EL
42
5
00
）

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

上
部
か

ら
使
用
済
燃

料
貯

蔵
ラ
ッ

ク
上
端

近
傍
ま

で
の
範
囲
に

わ
た

り
水
位

を
監
視

可
能
。
 

Ｃ
（
Ｓ
ｓ
）
 

区
分
Ⅱ
 

直
流
電
源

①
 

熱
電
対
 

可
 

㉚
 

０
～
15
0℃

 
最

大
値

：
 

6
5℃

 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

の
あ

る
燃
料

プ
ー
ル

の
温
度

を
監
視
可

能
。
 

燃
料

プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
よ

り
変
動

す
る
可
能
性

が
あ

る
放
射

線
量
率

の
範
囲

（
10

－
３
～
1
0

７
mS
v/
h）

に
わ

た
り
監

視
可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

電
離
箱
 

－
 

㉛
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
お

い
て
燃

料
プ
ー
ル
の

状
況

を
監
視

可
能
。
 

－
（
Ｓ
ｓ
）
 

カ
メ
ラ
：
 

Ｓ
Ａ
用
 

直
流
電
源
 

赤
外
線
 

カ
メ
ラ
 

－
 

㉜
 

冷
却
設

備
：
Ｓ
Ａ
用

交
流
電
源

②
 

※
１

：
重
要

代
替
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ

 
 
※
２
：
重
要
監
視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代

替
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ
 

※
３

：
基
準

点
は
気

水
分
離
器
下
端
（
原
子
炉
圧
力
容
器
零
レ
ベ
ル

よ
り

1,
3
28

cm
）

。
 

※
４

：
基
準

点
は
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

通
常
水

位
（

EL
56
1
0）

。
 

※
５

：
基
準

点
は
格

納
容
器
底
面
（

EL
1
01
0
0）

。
 
※
６
：
基
準
点
は

コ
リ
ウ

ム
シ

ー
ル

ド
上
表

面
（

EL
67
0
6）

。
 

※
７

：
局
部

出
力
領

域
計
装
の
検
出
器
は

12
4
個
で
あ
り
，
平
均
出

力
領
域

計
装

の
各

チ
ャ

ン
ネ
ル

に
は

14
個

又
は

17
個

の
信

号
が

入
力
さ

れ
る
。
 

※
８

：
重
大

事
故
等

時
に
使
用
す
る
設
備
の
た
め
，
設
計
基
準
事
故

時
は
値

な
し

。
 

※
９
：
炉
心

損
傷
は

原
子
炉
停
止
後
の
経
過
時
間
に
お
け
る
格
納
容

器
内
雰

囲
気

放
射

線
レ

ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原

子
炉

停
止

直
後
に

炉
心
損

傷
し
た
場
合
の
判
断
値
は
約

10
S
v/
h（

経
過
時
間
と
と
も
に
低
く
な
る
）
で
あ
り
設
計
基

準
で

は
炉
心

損
傷
し
な
い
こ
と
か
ら
こ
の
値
を
下
回
る
。
 

※
10
：

基
準

点
は
使

用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
（

EL
3
55
1
8）

。
 
※
11
：

検
出

点
は
７

箇
所
。
 

※
12
：

所
内

常
設
蓄

電
式
直
流
電
源
設
備
及
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
か

ら
の

給
電

に
よ

り
計
測

可
能
な

計
器
は

，
Ｓ

Ａ
用

直
流

電
源
，

区
分
Ⅱ

直
流
電
源
及
び
区
分
Ⅱ

無
停
電

交
流
電
源
を
電
源
と
し
た
計
器
で
あ
る
。
 

※
13
：

全
交

流
動
力

電
源
喪
失
時
に
蓄
電
池

(非
常
用

)か
ら
の
電
源

供
給
に

期
待

せ
ず

，
交

流
電
源

復
旧
後

に
充
電

器
を

介
し

て
直

流
電
源

を
供
給

す
る
。
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1.15－47 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
１

／
1
7)

 
 【

推
定

ケ
ー

ス
】
 

ケ
ー

ス
１
：

同
一
物
理
量
（
温
度
，
圧
力
，
水
位
，
放
射
線
量
率
，

水
素
濃

度
，

中
性

子
束

及
び
酸

素
濃
度

）
に
よ

り
推

定
す

る
。
 

ケ
ー

ス
２
：

水
位
を
注
水
源
若
し
く
は
注
水
先
の
水
位
変
化
又
は
注

水
量
及

び
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
３
：

流
量
を
注
水
源
又
は
注
水
先
の
水
位
変
化
を
監
視
す
る

こ
と
に

よ
り

推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
４
：

除
熱
状
態
を
温
度
，
圧
力
，
流
量
等
の
傾
向
監
視
に
よ

り
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
５
：

圧
力
又
は
温
度
を
水
の
飽
和
状
態
の
関
係
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

ケ
ー

ス
６
：

注
水
量
を
注
水
先
の
圧
力
か
ら
注
水
特
性
の
関
係
に
よ

り
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
７
：

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
制
御
棒
の
挿
入
状
態
に
よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
８
：

酸
素
濃
度
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
の
相

関
関
係

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

ケ
ー

ス
９
：

水
素
濃
度
を
装
置
の
作
動
状
況
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ケ
ー

ス
10
：

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納

容
器

バ
イ
パ

ス
事

象
が

発
生

し
た
こ

と
を
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
11
：

原
子

炉
格
納
容
器
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流
入
の

有
無

を
原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

ケ
ー

ス
12
：

燃
料

プ
ー
ル
の
状
態
を
同
一
の
物
理
量
（
水
位
）

，
あ

ら
か
じ

め
評

価
し

た
水

位
と
放

射
線
量

率
の
相

関
関

係
及

び
カ

メ
ラ
に

よ
る
監
視
に
よ
り
，

 

燃
料

プ
ー
ル
の
水
位
又
は
必
要
な
水
遮
蔽
が
確
保
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
13
：

原
子

炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

・
チ

ェ
ン
バ

の
圧

力
の

差
圧

に
よ
り

原
子
炉

圧
力
容

器
の

満
水

状
態

を
推
定

す
る
。
 

 

な
お

，
代
替

パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定
に
あ
た
っ
て
は
，
代
替

パ
ラ

メ
ー
タ

の
誤

差
に

よ
る

影
響
を

考
慮
す

る
。
 

分
類

 
主

要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度  

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 
①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１

 
①

原
子

炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

 

②
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内

が
飽
和

状
態
に

あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子

炉
圧
力

容
器
内

の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
燃
料
棒

有
効
長

頂
部

に
到
達

す
る
ま

で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

 

③
残

留
熱
除

去
系
が

運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

 

 

②
原
子
炉
圧

力
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
５

 

③
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

ケ
ー

ス
１

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－48 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
２

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－49 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
３

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
水

位
（

広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
原

子
炉
水

位
（

広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
流
量
（

狭
帯

域
用
）
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

④
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

③
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

③
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

③
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

③
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

ケ
ー

ス
２
 

④
原
子
炉
圧

力
 

④
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
13
 

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
水

位
（

Ｓ
Ａ

）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域

）
に
よ

り
推
定

す
る
。
 

②
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
流
量
（

狭
帯

域
用
）
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸

気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

②
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

②
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

ケ
ー

ス
２
 

③
原
子
炉
圧

力
 

③
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
13
 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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1.15－50 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
４

／
1
7)

 
分

類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量  

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水

位
の
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
代

替
注
水

流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定

す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

①
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 
ケ

ー
ス

３
 

①
低

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
原

子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
原

子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル

水
位
の

変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
低

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

 

流
量

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

 

ケ
ー

ス
３

 

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
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第
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
５

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

          

分
類

 
主

要
パ
ラ
メ
ー
タ

 
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

※
１

 
推

定
ケ

ー
ス

 
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法

 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量  

代
替

注
水
流

量
（
常
設
）

 
①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

 

 
ケ

ー
ス

３
 

①
代

替
注

水
流

量
（

常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量

変
化

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定

す
る
。

 

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流

量
（
常

設
）
を

推
定
す
る
。

 

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変

化
に
よ

り
代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

 

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

 

ケ
ー

ス
６

 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 
ケ

ー
ス

３
 

格
納

容
器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量

 
①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
６

 
①

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
又

は
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。 

①
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に

よ
り
注

水
量
を

推
定
す
る
。

 

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 

ケ
ー

ス
３

 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量

 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

 

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
 

ケ
ー

ス
３

 

①
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
ペ

デ
ス
タ
ル
水
位
及
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー

ス
６

 

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。
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第
1.
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－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
６

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

      

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

ペ
デ

ス
タ
ル

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ

デ
ス

タ
ル

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定

す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

ペ
デ

ス
タ
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
水
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー

ル
水
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
７

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                    
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
５
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
８

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 

       

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
 

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
の
停
止
判
断
に
用
い
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
計
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
水

位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧
原
子
炉
代
替

注
水

流
量

，
低

圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル

代
替

注
水
流

量
，
ペ

デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位

を
推
定
す
る
。
 

③
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，

低
圧
原

子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
 

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

①
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）
 

②
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
 

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流

量
，

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に

あ
る

流
量
に

よ
り
，

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

 

②
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替

注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）

を
推

定
す

る
。

な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る

。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，

代
替

注
水

流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）

，
格

納
容

器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯

域
用

）
を
優

先
す
る

。
 

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

ペ
デ

ス
タ
ル

水
位
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ペ

デ
ス
タ

ル
水
位

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ

デ
ス

タ
ル

水
位

の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

格
納
容
器
代
替
ス
プ

レ
イ

流
量
，

ペ
デ
ス

タ
ル
代
替
注
水
流
量

に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
水

源
で
あ

る
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧

原
子
炉

代
替
注

水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
 

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位
 

ケ
ー

ス
２
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
９

／
1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                     分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

水 素 濃 度 

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

 

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
優
先
す
る
。
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

放 射 線 量 率 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，

他
チ
ャ

ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。

 

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(1
0
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性

子
源
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
間
領
域

計
装
 

②
平
均
出
力

領
域
計

装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
中

性
子
源

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中

性
子
源

領
域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，

中
間
領
域
計
装
，

平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

中
間

領
域
計

装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
平
均
出
力

領
域
計

装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
中

間
領
域

計
装
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中

間
領
域

計
装
の

監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

平
均

出
力
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
中
間
領
域

計
装
 

ケ
ー

ス
１
 

①
平

均
出
力

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
平

均
出

力
領

域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装

，
中
間
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。
 

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２
 

ケ
ー

ス
７
 

［
制

御
棒
手

動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源

領
域
計

装
 

②
中
間
領
域

計
装
 

③
平
均
出
力
領

域
計

装
 

ケ
ー

ス
７
 

①
制

御
棒

手
動

操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域

計
装
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

②
中

間
領
域

計
装
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

③
平

均
出
力

領
域
計

装
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
低

出
力
領

域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
11
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
系
熱

交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
３
 

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。
 

③
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
か

ら
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の

注
水

特
性

を
用

い
て

流
量

を
推

定

し
，

こ
の

流
量

か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

原
子

炉
注
水

流
量
を

推
定
す
る
。

 

④
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。
 

③
残
留
熱
代
替

除
去

系
格
納

容
器
ス

プ
レ

イ
流

量
 

③
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー

ス
６
 

④
原
子
炉
圧
力

容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
４
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ

流
量
 

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

 
ケ

ー
ス
６
 

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。

 

②
残

留
熱
代

替
除
去

系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能

と
な
っ

た
場
合

は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。
 

推
定

は
，
残

留
熱
代

替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
４
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
12
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

  

 
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保  

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系 

ス
ク

ラ
バ
容

器
水
位
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
水

位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
圧

力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ス

ク
ラ

バ
容

器
圧

力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
健
全
性
を
推
定

す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
温
度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
温

度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放

射
線

モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン

ネ
ル
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
予
備
 

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に

よ
り
推

定
す
る

。
 

②
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス

が
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

及
び

格
納
容

器
水
素

濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
系
熱

交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

残
留
熱

除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換
器
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す

る
。
 

推
定

は
，
残

留
熱
除

去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

冷
却
水

流
量

 
ケ

ー
ス

４
 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流
量

 
①
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

ケ
ー

ス
６

 

①
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定

す
る
。
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
13
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

         

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。
 

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉

水
位

（
Ｓ

Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉

水
位

（
燃
料

域
）
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。
 

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
５
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
14
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

                            

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態 

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧

力
 

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低

下
に
よ

り
格
納

容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ

り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
10
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ

 

出
口

圧
力

 

①
原
子
炉
圧

力
 

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
の

低
下
に

よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有

効
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２
 

ケ
ー

ス
10
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
15
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

        

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）
 

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
ポ

ン
プ
出

口
圧

力
 

ケ
ー

ス
２
 

①
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る

代
替

注
水

流
量

（
常
設
）

か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
槽
の

補
給
状

況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。
 

②
注

水
先

の
原

子
炉

水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
を

推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定

す
る
。
 

②
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水

ポ
ン

プ
が

正
常

に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽

水
位
が

確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
低

圧
原
子

炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
高
圧
原
子
炉

代
替

注
水
流

量
 

①
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

流
量
 

①
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

 

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

 

②
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

圧
力
 

②
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

 

②
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
 

ケ
ー

ス
２
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル

の
水

位
容

量
曲

線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離

時
冷
却

ポ
ン
プ

出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注

水
量
か

ら
推
定

す
る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
，

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，

残
留
熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ

ン
プ

，
低

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を

推
定
す

る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２
 

ケ
ー

ス
１
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
16
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

       

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の 

水 素 濃 度 

原
子

炉
建
物
水
素
濃
度
 

 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
 

ケ
ー

ス
１
 

①
原

子
炉
建

物
水
素

濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原

子
炉

建
物

水
素

濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的

触
媒
式

水
素
処

理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
入
口

温
度

 

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
出
口

温
度

 

 
ケ

ー
ス

９
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 

酸 素 濃 度 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）
 

ケ
ー

ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
11
 

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
 

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｂ

系
）
 

ケ
ー

ス
１
 

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。
 

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。
 

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。
 

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

を
優
先
す
る
。
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）
 

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）
 

ケ
ー

ス
８
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
11
 

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）

］
※

２
 

ケ
ー

ス
１
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第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
17
／

1
7)

 

※
１

：
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
の
番
号
は
優
先
順
位
を
示
す
。
 

※
２

：
［
 

］
は
有

効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
又
は
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー

タ
の
常

用
計

器
（

耐
震

性
又
は

耐
環
境

性
等
は

な
い

が
，

監
視

可
能
で

あ
れ
ば

発
電
用
原
子
炉
施
設
の
状
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
な
計
器
）
を
示
す
。
 

 

   分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

燃
料
プ

ー
ル
水

位
を
推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推

定
す

る
。
 

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

水
位
・

温
度
を

推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判

断
し

た
後
，

燃
料
プ

ー
ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ

・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

②
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
燃

料
プ

ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水

位
と

放
射
線

率
の
関

係
に
よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。
 

推
定

は
，

燃
料

プ
ー

ル
を
直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
優

先
す
る

。
 

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ
）
 

ケ
ー

ス
12
 

①
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ

Ａ
）

に
て
，

燃
料
プ

ー
ル
の
状
態
を
推
定
す
る
。
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1.15－64 

第 1.15－4表 補助パラメータ(１／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

電源関係 220kV 第２原子力幹線１Ｌ送電電圧 

外部電源の受電状態を確認するパラメータ 220kV 第２原子力幹線２Ｌ送電電圧 

66kV 鹿島支線電圧 

Ｃ－メタクラ母線電圧※１ 

非常用高圧母線の受電状態を確認するパラメータ 

Ｄ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－メタクラ母線電圧（他号炉） 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧※１ 

非常用低圧母線のロードセンタの受電状態を確認するパラメー

タ 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧※１ 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧（他号炉） 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ）電圧 

直流電源の受電状態を確認するパラメータ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）電圧※１ 

Ｂ－115V 系充電器電圧 

Ａ－115V 系直流盤母線電圧※１ 

Ｂ－115V 系直流盤母線電圧※１ 

230V 系直流盤（ＲＣＩＣ）母線電圧 

230V 系直流盤（常用）母線電圧※１ 

ＳＡ用 115V 系充電器電圧 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ）電圧 

230V 系充電器（常用）電圧 

Ａ－115V 系充電器電圧 

Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）母線電圧 

高圧炉心スプレイ系直流盤母線電圧 

ＳＡ対策設備用分電盤（２）母線電圧※１ 

ＳＡ用 115V 系充電器盤蓄電池電圧※１ 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧 

ディーゼル発電機電圧 

非常用ディーゼル発電機等の運転状態を確認するパラメータ 

ディーゼル発電機周波数 

ディーゼル発電機電力 

ディーゼル発電機電圧（他号炉） 

ディーゼル発電機周波数（他号炉） 

ディーゼル発電機電力（他号炉） 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電圧 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機電力 

ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機周波数 

ガスタービン発電機電圧 

代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ 

ガスタービン発電機電流 

ガスタービン発電機電力 

高圧発電機車電圧 

高圧発電機車周波数 

直流給電車電圧 

緊急用メタクラ電圧※１ 緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ 

ＳＡロードセンタ母線電圧※１ ＳＡロードセンタの受電状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料デイタンクレベル 

燃料の確保状態を確認するパラメータ 

ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル 

タンクローリ油タンクレベル 

ガスタービン発電機用軽油タンク油面 

各機器油タンクレベル 

補機関係 高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 
高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 

原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

原子炉隔離時冷却系タービン回転速度 

復水貯蔵タンク水位 

復水輸送ポンプの運転状態を確認するパラメータ 
復水輸送ポンプ出口ヘッダ圧力 

ＲＰＶ／ＰＣＶ注入流量 

ペデスタル注入流量 

消火ポンプ出口圧力 消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ 

移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ 

大量送水車ポンプ出口圧力 大量送水車の運転状態を確認するパラメータ 

大型送水ポンプ車出口圧力 大型送水ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水注入ポンプ出口圧力 
ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ 

ほう酸水貯蔵タンク液位 

非常用ガス処理系排ガス・モニタ 耐圧強化ベントラインの運転状態を確認するパラメータ 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。  
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第 1.15－4表 補助パラメータ(２／２) 
分類 補助パラメータ 補助パラメータの分類理由 

その他 制御棒駆動水圧系系統流量 制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ 

制御棒駆動水圧系充てん水ヘッダ圧力 

制御棒駆動水圧系駆動水差圧 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力※１ 逃がし安全弁の作動状態を確認するパラメータ 

Ｎ２ガスボンベ圧力※１ 

窒素ガス代替供給系窒素ガスボンベ圧力 

窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力 

ドライウェル床ドレンサンプ水位 原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ 

残留熱除去系配管周囲温度 

原子炉隔離時冷却系配管周囲温度 

スクラバ水ｐＨ 格納容器フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ 

薬液タンク水位 原子炉格納容器内のｐＨを確認するパラメータ 

ＦＣＳ系統入口流量 可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ 

ブロワ入口圧力 

ＦＣＳブロワ入口流量 

再結合器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器ガス温度 

ＦＣＳ加熱器出口温度 

ＦＣＳ加熱器壁温度 

ＦＣＳ再結合器壁温度 

非常用ガス処理系系統流量 非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉給水流量 復水・給水系の運転状態を確認するパラメータ 

ＲＦＰ出口ヘッダ圧力 

復水器真空度 

原子炉浄化系系統流量 原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉浄化系系統入口温度 

原子炉浄化系非再生熱交出口温度 

残留熱代替除去ポンプ出口流量 残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力※１ 原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ 

原子炉補機冷却系常用流量 

ＲＣＷ熱交換器出口温度※１ 

ＲＣＷサージタンク水位※１ 

原子炉補機海水ポンプ出口圧力 原子炉補機海水ポンプの動作状態を確認するパラメータ 

原子炉ウェル水位 原子炉ウェル代替注水系の運転状態を確認するパラメータ 

原子炉棟排気高レンジモニタ 原子炉建物の放射線量率を確認するパラメータ 

換気系モニタ 

燃料取替階放射線モニタ 燃料プールの状態を確認するパラメータ 

燃料プールスプレイ流量 

スキマサージタンク水位 

燃料プール冷却ポンプ出口流量 

純水タンク水位 代替水源の確保状態を確認するパラメータ 

ろ過水タンク水位 

１号ろ過水タンク水位 

非常用ろ過水タンク水位 

補助消火水槽水位 

輪谷貯水槽（西１） 

輪谷貯水槽（西２） 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

モニタリング・ポスト 屋外の放射線量を確認するパラメータ 

※１：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては，重大事故等対処設備とする。 
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第 1.15－5表 有効監視パラメータ（自主対策設備）の監視・記録について 

分類 パラメータ 

可搬型計測器での対応 記録 

計測 
要否理由 記録先 備考 

可否 要否 

原子炉格納容器内の放

射線量率 
エリア放射線モニタ 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

中央制御室 

記録計 
－ 

格納容器バイパスの監

視 

未臨界の維持又は監視 制御棒手動操作・監視系 否 － 可搬型計測器での計測対象外。 

安全パラメータ 

表示システム 

（ＳＰＤＳ） 

－ 
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※ 本資料は，「機能喪失原因対策分析」を基に，設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右

側へ展開している。すなわち，機器の機能が喪失することにより，当該機器の左側に記載される機能が

喪失する関係にあることを示している。ただし，ＡＮＤ条件，ＯＲ条件については表現していないため，

必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。 

 

第 1.15－1図 機能喪失原因対策分析（補足）

凡例： フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系，サポート系の整理，故障の想定・対応手段
故障想定機器 故障要因１ 故障要因２ 故障要因３ 故障要因４ 故障要因５ 故障要因６ 故障要因７

他チャンネル監視不能

計測範囲を超えた場合

計器故障

直流盤遮断器故障

充電器故障

外部電源喪失

外部電源喪失

パラメータ監視不能
１チャンネル監視不能

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

計器電源喪失
（直流電源）

　計器電源喪失
（交流電源）

非常用Ｌ／Ｃ
機能喪失

非常用Ｍ／Ｃ
機能喪失

非常用ＤＥＧ
故障

非常用ＤＥＧ
故障

直流母線機能喪失

直流母線への
直流電源給電
機能喪失

蓄電池
機能喪失

充電器盤からの
通常給電機能喪失 交流電源喪失
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重
大

事
故
等
発

生
時
に

必
要

な
パ
ラ
メ

ー
タ

の
選

定
フ

ロ
ー

 
 

※
１
：
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る
，
以
下
に
示
す
パ
ラ
メ
ー
タ
。

・
「

技
術

的
能

力
に

係
る

審
査

基
準

」
1
.
1
～

1
.
1
5
（

「
設

置
許

可
基

準
規

則
」

第
四

十
四

～
五

十
八

条
）

の
手

順
着

手
の

判
断

基
準

及
び

操
作

手
順

に
用

い
ら

れ
る
パ
ラ
メ
ー
タ
。

・
有

効
性

評
価

の
監

視
項

目
に

係
る

パ
ラ

メ
ー

タ
。

・
各
技
術
的
能
力
等
で
使
用
す
る
設
備
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
含
む
。
）
の
運
転
・
動
作
状
態
を
表
示
す
る
設
備
（
ラ
ン
プ
表
示
灯
等
）
に
つ
い
て
は
パ
ラ

メ
ー

タ
と

し
て

は
抽

出
し

な
い

。

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

は
，

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
（

当
該

パ
ラ

メ
ー

タ
以

外
の

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
等

）
若

し
く

は
有

効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

に
よ

る
推

定
手

段
を

整
備

す
る

。

※
３

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

の
運

転
・

動
作

状
態

を
表

示
す

る
設

備
（

ラ
ン

プ
表

示
灯

等
）

に
つ

い
て

は
，

「
設

置
許

可
基

準
規

則
」

第
四

十
四

～
五

十
八

条
の

「
設

置
許
可
基
準
規
則
」
第
四
十
三
条
へ
の
適
合
状
況

の
う
ち
，
（
２
）
操
作
性
（
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」
第
四
十
三
条
第
一
項
二
）
に
て
，
適
合
性
を
整
理
す
る
。

※
４

：
重

大
事

故
等

対
処

設
備

を
活

用
す

る
手

順
等

の
着

手
の

判
断

基
準

と
し

て
用

い
る

パ
ラ

メ
ー

タ
に

つ
い

て
は

，
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と
す

る
。

対
象

外
※

３

Y
es

N
o

当
該

重
大

事
故

等
時

に
対

処
す

る
た

め

に
各
技
術
的
能
力
等
に
用
い
ら
れ
る

パ
ラ

メ
ー

タ
か

※
１

発
電

用
原

子
炉

施
設
等
の

状
態

を

監
視

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ

主
要
パ

ラ
メ

ー
タ

は
耐

震
性

，
耐

環

境
性

の
あ

る
計

器
で

確
認

で
き

る
か

N
o

N
o

当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
に
耐
震
性
，
耐
環
境

性
の

あ
る

計
測

機
器

で
確

認
で

き
る

代

替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
あ
る
か

抽
出

パ
ラ

メ
ー

タ

Y
es

炉
心

損
傷

防
止

対
策

，
格

納
容

器
破

損

防
止

対
策

等
を

成
功

さ
せ

る
た

め
に

把

握
す

る
こ

と
が

必
要

な
発

電
用

原
子

炉

施
設
の
状
態
を
直
接
監
視
す
る
パ
ラ

メ
ー

タ
か

N
o

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ

※
４

電
源

設
備

の
受

電
状

態
，

重
大

事
故

等
対

処
設

備
の

運
転

状
態

及
び

そ
の

他
設

備
の

運
転

状
態

に
よ

り
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

状
態

を
補

助
的

に
監

視
す

る
パ

ラ
メ

ー
タ

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の

要
求

事
項

を
満

た
さ

な
い

パ
ラ

メ
ー

タ

Y
es

Y
es

主
要

パ
ラ
メ

ー
タ

有
効

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

自
主

対
策

設
備

の
計

器
で

の
み

計
測

さ
れ

る
が

，
計

測
す

る
こ

と
が

困

難
と
な
っ
た
場
合
に
そ
の
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
重
大
事
故
等
対
処
設
備

と
し

て
の

要
求

事
項

を
満

た
し

た
計

器
で

計
測

さ
れ

る
パ

ラ
メ

ー
タ

重
要

代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
の

代
替

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

が
重

大
事

故

等
対
処
設
備
と
し
て
の
要
求
事
項
を
満
た
し
た
計
器
を
少
な
く
と
も
１

つ
以

上
有

す
る

パ
ラ

メ
ー

タ

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

２

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

の
要

求
事

項
を

満
た

し
た

計
器

を
少

な

く
と
も
１
つ
以
上
有
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
の
代
替
パ

ラ
メ
ー

タ

主
要

パ
ラ
メ

ー
タ
又

は

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

仕
様

変
更

等
の

実
施

主
要

パ
ラ

メ
ー

タ
を

計
測

す
る

計
器

は
重

大
事

故
等

対
処

設
備

と

し
て

の
要

求
事

項
を

満
た

し
た

計
器

へ
変

更

た
だ

し
，

目
視

等
に

よ
り

容
易

に
確

認
で

き
る

場
合

を
除

く

当
該

パ
ラ
メ

ー
タ
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口
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タ

出
口
水
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濃
度

計
測

28

17

16

22

23

2
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7
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30
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圧
原
子
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代
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注
水
ポ
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プ
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２
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５
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５
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16
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Ｗ
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熱
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・
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－
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熱
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－
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添付資料 1.15.4-2 
 

1.15－76 

重大事故等対策の成立性 

 

2. 所内常設直流電源設備（３系統目）からの設計基準事故対処設備と重大事故

等対処設備を兼用する計装設備への給電 

 

ａ．操作概要 

全交流動力電源喪失後に，直流電源のうちＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）

の電圧が放電電圧の最低値を下回るおそれがあると判断した場合に，所内常

設直流電源設備（３系統目）である 115V系蓄電池（３系統目）からの給電

が必要な計装設備の電源切替を行う。 

 

ｂ．作業場所 

中央制御室 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

設計基準事故対処設備と重大事故等対処設備を兼用する計装設備への給

電のための電源切替えに必要な要員数，想定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：１名（中央制御室運転員１名） 

想定時間   ：10分（所要時間目安※１ ：５分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

 

想定時間内訳 

【中央制御室運転員Ａ】 

●中央制御室での電源切替え操作：想定時間 10分，所要時間目安５分 

・電源切替え操作：所要時間目安５分（中央制御室） 

 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備

はない。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

操 作 性：通常の電源切替え操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），有線式通信

設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置

を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部と

の連絡が可能である。 
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添付資料 1.15.4-3 
 

1.15－77 

重大事故等対策の成立性 

 

3. 可搬型計測器の接続操作 

 

ａ．操作概要 

重大事故等時に必要な監視パラメータへの給電（交流，直流）が困難な場

合に，可搬型計測器を接続し，廃棄物処理建物１階にて計測，監視を行う。 

 

ｂ．作業場所 

廃棄物処理建物 １階（非管理区域）（補助盤室） 

 

ｃ．必要要員数及び操作時間 

可搬型計測器の接続，可搬型計測器による計測，監視に必要な要員数，想

定時間は以下のとおり。 

必要要員数  ：２名（現場運転員２名） 

想定時間   ：20分（所要時間目安※１ ：９分） 

※１：所要時間目安は，模擬により算定した時間 

（２測定点以降，連続で接続する場合は 10分追加） 

 

想定時間内訳 

【現場運転員Ｂ，Ｃ】 

●移動：想定時間 10分，所要時間目安２分 

・移動：所要時間目安２分（中央制御室から補助盤室） 

●可搬型計測器接続：想定時間 10分，所要時間目安７分 

・可搬型計測器接続：所要時間目安７分（補助盤室） 

 

ｄ．操作の成立性 

作業環境：室温は通常運転状態と同程度であり，周辺には支障となる設備

はない。常用照明消灯時においても，電源内蔵型照明を作業エ

リアに配備している。また，ヘッドライト又は懐中電灯を携行

している。 

移動経路：電源内蔵型照明をアクセスルート上に配備していること，ヘッ

ドライト又は懐中電灯を携行していることから接近可能であ

る。また，アクセスルート上に支障となる設備はない。 

操 作 性：通常の端子リフト・接続操作であり，容易に実施可能である。 

連絡手段：衛星電話設備（固定型），無線通信設備（固定型），有線式通信

設備，電力保安通信用電話設備，所内通信連絡設備（警報装置

を含む。）のうち，使用可能な設備により，緊急時対策本部と

の連絡が可能である。  
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2. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの

対応における事項 

＜目  次＞ 

 

2.1 可搬型設備等による対応 

2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応に係る基本的な考え方 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムへの対応における事項 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

2.1.3 まとめ 
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添付資料 2.1.1  大規模損壊を発生させる可能性のある大規模な自然現象の抽出

プロセスについて 

添付資料 2.1.2  設計基準を超える竜巻事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.3  設計基準を超える凍結事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.4  設計基準を超える積雪事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.5  設計基準を超える落雷事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.6  設計基準を超える火山事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.7  設計基準を超える地滑り・土石流事象のうち土石流に対する事

故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.8  設計基準を超える森林火災事象に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.9  設計基準を超える自然現象の重畳に対する事故シーケンス抽出 

添付資料 2.1.10  ＰＲＡで選定しなかった事故シーケンス等への対応について 

添付資料 2.1.11 大規模損壊発生時の対応 

添付資料 2.1.12 大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び設備一覧について 

添付資料 2.1.13 燃料プール大規模漏えい時の対応について 

添付資料 2.1.14 放水砲の設置場所及び使用方法等について 

添付資料 2.1.15 外部事象に対する対応操作の適合性について 

添付資料 2.1.16 米国ガイド（ＮＥＩ－06－12 及びＮＥＩ－12－06）で参考と 

した事項について 

添付資料 2.1.17 大規模損壊発生時に必要な可搬型重大事故等対処設備等の配備

及び防護の状況について 

添付資料 2.1.18 重大事故等と大規模損壊対応に係る体制整備等の考え方 

添付資料 2.1.19 大規模損壊の発生に備えて配備する資機材について 

添付資料 2.1.20 設計基準対象施設に係る要求事項に対する大規模損壊での対応

状況 

添付資料 2.1.21 大規模損壊発生時における放射線防護に係る対応について 

 

 

別冊※１ 非公開資料 

Ⅰ． 具体的対応の共通事項 

Ⅱ． 大規模な自然災害の想定の具体的内容 

Ⅲ． テロの想定脅威の具体的内容 

※１：当該資料については，本設置変更許可申請で対応事項に変更がないため 

作成を省略する。 

 

 

 

 

下線は，今回の提出資料を示す。 

1339



2.1 可搬型設備等による対応 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによ

る発電用原子炉施設の大規模な損壊（以下「大規模損壊」という。）が発生する

おそれがある場合又は発生した場合における体制の整備に関し，次の項目に関

する手順書を適切に整備し，また，当該手順書に従って活動を行うための体制

及び資機材を整備する。 

ここでは，発電用原子炉施設にとって過酷な大規模損壊が発生した場合にお

いても，当該の手順書等を活用した対策によって緩和措置を講じることができ

ることを説明する。 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動

に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関す

ること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に

関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策

及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関す

ること。 

2.1-1
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2.1.1 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応に係る基本的な考え方 

 

2.1.1.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

大規模損壊発生時の手順書を整備するに当たっては，大規模損壊を発生させ

る可能性のある外部事象として，設計基準を超えるような規模の自然災害及び

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムを想定する。ただし，特定の

事象の発生や検知がなくても，運転操作手順書及び緊急時対策本部用手順書で

対応可能なよう配慮する。 

また，発電用原子炉施設の被災状況を把握するための手順及び被災状況を踏

まえた優先実施事項の実行判断を行うための手順を整備する。 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の事象

を選定したうえで，整備した対応手順書の有効性を確認する。これに加え，確

率論的リスク評価（以下「ＰＲＡ」という。）の結果に基づく事故シーケンス

グループの選定にて抽出しなかった地震及び津波特有の事象として発生する事

故シーケンスについても対応できる手順書として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，様々な状況が

想定されるが，その中でも施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失

及び大規模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前

提とした対応手順書を整備する。 

 

(1) 大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害への対応における考慮 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害を想定するに当たっては，

国内外の基準等で示されている外部事象を網羅的に収集し，その中から考慮

すべき自然災害に対して，設計基準を超えるような規模を想定し，発電用原

子炉施設の安全性に与える影響及び重畳することが考えられる自然災害の組

合せについても考慮する。 

また，事前予測が可能な自然現象については，影響を低減させるための必

要な安全措置を講じることを考慮する。 

さらに，事態収束に必要と考えられる機能の状態に着目して事象の進展を

考慮する。 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における考慮 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して発電用原子炉

施設に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

を想定し，多様性及び柔軟性を有する手段を構築する。 

2.1-2
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(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及

び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定され，

あらかじめシナリオを設定して対応することが困難であると考えられること

から，緊急時対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施

設の操作に対する支援が重要となる。 

 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷緩和のための原子炉停止と原子炉圧力容器への注水 

 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格納容器から

の除熱と原子炉格納容器の破損回避 

 

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和す

るための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放水による拡散抑

制 

 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

ａ．大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と判断フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難で事故対応の判

断ができない場合は，プラント状態が悪化した等の安全側に判断した措置を

とるように対応フローを整備する。また，大規模損壊発生時に使用する手順

書を有効かつ効果的に使用するため，対応手順書において適用開始条件を明

確化するとともに，判断フローを明示することにより必要な個別戦略への移

行基準を明確化する。 

2.1-3
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大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの

発生について，緊急地震速報，大津波警報，外部からの情報連絡，衝撃音，

衝突音等により検知した場合，中央制御室の状況，プラント状態の大まかな

確認及び把握（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うとともに，大規

模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力防災管理者又は当

直副長が行う。また，原子力防災管理者又は当直副長が以下の適用開始条件

に該当すると判断した場合は，大規模損壊時に対応する手順に基づく事故の

進展防止及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムにより発電用原子炉施設が以下のいずれかの状態となった場合

又は疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状態把握に支

障が発生した場合（中央制御室の機能喪失や中央制御室と連絡が取

れない場合を含む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料プールの水位が

維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与える可能性が

あるような大規模な損壊（建物損壊に伴う広範囲な機能喪失等）が

発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必

要と判断した場合 

 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判断

した場合 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，その結果を基に

各班の責任者は必要となる対応を予想して先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の対応について

総括的な責任を負う。 

また，非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消防隊は，緊急時

対策所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用できない場合は，屋内の利

用できる施設を緊急時対策所として利用する。 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チェックシート」

及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判断を行うための緊急時対策本部

で使用する対応フローを整備する。この対応フローは，事故時操作要領書，

原子力災害対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把握するツー

2.1-4
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ルとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備するものであり，具体

的な操作手順は個別の手順書等に記載する。 

また，ｂ．(b)項から(o)項の手順の中で使用することを想定している設備

については，チェックシートの項目に盛り込むこととしている。 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時対策本部長が行

う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に掲げる(a)，(b)項を実施する。 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作については，緊急時

対策本部に報告し，各班の責任者（本部員）は，その時点における人的リソ

ースや資機材の確保状況，対応の優先順位付け等を判断し，必要な支援や対

応を行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが必要なパラメー

タが中央制御室及び緊急時対策所のいずれでも確認できない場合は，放射線

測定器，可搬型直流電源設備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無線通信

設備等の通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，パラメー

タ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現場に出動させ，まず

外からの目視による確認を行い，その後，確認できないパラメータを対象に

代替監視手段を用いて可能な限り継続的なプラント状況の把握に努める。パ

ラメータが中央制御室及び緊急時対策所において部分的に確認できる場合は，

確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握を行ったうえで，他のパラ

メータについては，パラメータが確認できない場合と同様の対応を行う。 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要になる主要

パラメータが採取できない場合は，判断要素として代替できる他のパラメー

タを採取する。採取手段の優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等

の常設計器等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取できない場

合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を第２優先とする。補

助盤室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計器又は可搬型計

測器を使用して採取する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要にな

る主要パラメータ及び代替できる他のパラメータのいずれも採取できない場

合は，まず外からの目視による確認を行い，目標設定や個別戦略の判断に最

も影響を与えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復させ，使用

可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用可能な設

備，屋外の放射線量率，建物の損傷状況，火災発生状況等を把握し，チ

ェックシートに記載したうえで，その情報を基に当面達成すべき目標を

設定し，環境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を

決定する。 

2.1-5
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当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当たっては，重

大事故等に対処する要員の安全確保を最優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電用原子炉を停

止し，注水することである。炉心損傷に至った場合においても発電用

原子炉への注水は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷かつ原子炉格

納容器の破損又は燃料プール水位の異常低下の回避が困難な場合は放

射性物質の拡散抑制を行う。 

 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想定される。

また，プラント状況に応じて，設定する目標も随時見直していくことと

する。 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個別戦略を

実施していく。設定目標と実施する個別戦略の考え方を次に示す。 

 

a) 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実施する。 

 

b) 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力容器への注

水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対応可能要員の観点から，

一時的に原子炉格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況に

なることが想定される。この際に「閉じ込め」機能を維持するための個

別戦略を実施する。 

原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放射性物質が漏えい

する状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

c) 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施する。燃料プール

内の燃料損傷が発生し，原子炉建物内の放射性物質濃度が上昇する状況

が想定される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

d) 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注水が行えない場

合，燃料プール水位の低下が継続している場合又は原子炉建物が損傷し
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ている場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

 

ｂ．大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生した場合に対応する手順については，(a)項に示す５つ

の活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器による

プラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時

対策所の通信連絡手順を整備する。なお，プラントパラメータの採取手段

の優先順位は，採取に時間を要しない中央制御室等の常設計器等の使用を

第１優先とし，監視機能の喪失により採取できない場合は，補助盤室内の

計器盤内にて可搬型計測器の使用を第２優先とする。補助盤室内でパラメ

ータが採取できない場合は，現場の常設計器又は可搬型計測器を使用して

採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対処設備と整

備する手順を(b)項から(n)項に示す。また，大規模損壊に特化した手順を

(o)項に示す。 

 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活動と

して，故意による大型航空機の衝突による航空機燃料火災を想定し，放

水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害においては，施設内の

油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災が発生した場合において

も，同様な対応が可能なように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合における対応手

段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火について速やかに準備し，早

期に準備が可能な小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽車及び化学消防自

動車による泡消火並びに延焼防止のための消火を実施する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合において，屋外に配備する

可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を受けないと考えられるため，

これらの設備を中心とした事故対応を行うことが可能である。なお，当

該の対応において，事故対応を行うためのアクセスルート又は操作箇所

での復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，消火活動を速や

かに実施し，操作箇所までのアクセスルート等を確保する。具体的には，

次の手順で対応を行う。 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使用する。 
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b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害がある場合，最

もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的に確保する。 

 

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの操作箇所へのアク

セスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示すa)からd）

の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度の高い火災より順次

消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート・操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保 

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放水砲等） 

 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射性物質内包の建物 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エリアの確

保 

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲の設置エリアの確

保 

 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安全に影響を与

える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び設置エリ

アの確保 

 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になってから，可能な

範囲で消火する。 

 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，大型航空機衝突に

よる建物内の大規模な火災時は，入域可能な状態になってから消火活動

を実施する。 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動を行う場合は，緊

急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指

揮下で活動する。 

消火活動に当たっては，事故対応とは独立した通信手段を用いるため

に，消火活動専用の無線通信設備の回線を使用する。 
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ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，原子炉再

循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水注入，代替制御棒

挿入機能又は手動挿入による制御棒緊急挿入及び原子炉水位低下に

よる原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心スプレイ系

及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原子炉の冷却が行えな

い場合に，高圧原子炉代替注水系により発電用原子炉を冷却する。

全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原子炉

の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設備若しくは所内常設

直流電源設備（３系統目）より給電される高圧原子炉代替注水系に

よる発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動により

発電用原子炉の冷却を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失している状態

において，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に期待している注水

機能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操作を行

う。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において，原子炉冷却材喪失事

象が発生している場合は，残留熱除去系（低圧注水モード）又は低

圧炉心スプレイ系を優先し，全交流動力電源喪失により発電用原子

炉の冷却が行えない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），復水

輸送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉

を冷却する。 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次のとおりとする。 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は全交流動力電源喪

失により機能喪失した場合は，格納容器代替スプレイ系（常設），

復水輸送系，消火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，原子炉補

機代替冷却系によりサプレッション・チェンバから最終ヒートシン

ク（海）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器フィルタベン

ト系により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う。 

・炉心に著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損

を防止するため，残留熱代替除去系により原子炉格納容器の圧力及
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び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心・コンクリー

ト相互作用（以下「ＭＣＣＩ」という。）や溶融炉心と原子炉格納

容器バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止するため，

原子炉格納容器下部へ注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合においても，水素爆

発による原子炉格納容器の破損を防止するためにプラント運転中の

原子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器

内雰囲気を不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損傷が

発生し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等による水素ガス

及び酸素ガスの発生によって水素濃度及び酸素濃度が可燃限界を超

えるおそれがある場合は，可燃性ガス濃度制御系により水素ガス及

び酸素ガスの濃度を抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原

子炉格納容器への窒素注入を行うことで酸素濃度を抑制し，さらに

酸素濃度が上昇する場合においては，格納容器フィルタベント系に

より水素ガス及び酸素ガスを原子炉格納容器外に排出する手段を有

している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を

緩和するための対策に関する手順等 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに

貯蔵しているため，未臨界は維持されている。燃料プールの水位を確保

するための対応手段及び燃料体等の著しい損傷を緩和するための対応手

段は次のとおりとする。 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水位（ＳＡ），燃料

プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使

用する。 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールからの水の漏えい，そ

の他の要因により燃料プールの水位が低下した場合は，消火系，燃

料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プールへ注水することに

より，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を

防止する。 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プール

の水位維持が行えない場合は，燃料プールスプレイ系（常設スプレ

イヘッダ）又は燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）に

よる燃料プールスプレイを実施することで，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環境へ
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の放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建物に近づけ

ない場合は，放水砲により燃料体等の著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとおりとする。 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合は，大型送水ポンプ

車及び放水砲により原子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物

質の拡散を抑制する。 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置することにより汚

染水の海洋への拡散抑制を行う。 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が構内雨水排水路から海へ

流れ出すためシルトフェンスを設置することで，海洋への拡散範囲

を抑制する。 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津波警報や津波警報

が出ている状況等）である場合は，大津波警報又は津波警報等が解

除された後にシルトフェンスの設置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等」 

重大事故等対策にて整備する1.2の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.3の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却す

るための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.4の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.5の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.6の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.7の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」  
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重大事故等対策にて整備する1.8の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等」  

重大事故等対策にて整備する1.9の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順

等」  

重大事故等対策にて整備する1.10の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.11の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.12の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.13の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」  

重大事故等対策にて整備する1.14の手順を用いた手順等を整備する。 

 

(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」  

可搬型設備等による対応手順等のうち，柔軟な対応を行うための大規

模損壊に特化した手順を以下に示す。 

ⅰ 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測，監視手順 

ⅱ 中央制御室損傷時の通信連絡手順 

 

ｃ．ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央制御室の機

能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ．ｂ．項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及び地震と津波の

重畳により発生する可能性のある大規模損壊に対して，また，ＰＲＡの結

果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津

波特有の事象として発生する事故シーケンスについて，当該事故により発

生する可能性のある重大事故及び大規模損壊への対応も考慮する。加えて，

大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重大事故等対処設備，常

設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能喪失するこ

となく，炉心注水，電源確保，放射性物質拡散抑制等の各対策が上記設備
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のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

ｅ．発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対応する手順は，

大規模損壊に関する考慮事項等，米国におけるＮＥＩガイドの考え方も参

考とする。また，当該ガイドの要求内容に照らして発電用原子炉施設の対

応状況を確認する。 
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2.1.1.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制につ

いては，重大事故等対策に係る体制を基本とするが，大規模損壊の発生により，

要員の被災等による非常時の体制が部分的に機能しない場合においても流動性

を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊対応のための体

制を整備，充実するために，大規模損壊対応に係る必要な計画の策定並びに重

大事故等に対処する要員に対する教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を

図る。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて的確かつ

柔軟に対処するために必要な力量を確保するため，重大事故等に対処する要

員への教育及び訓練については，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練

に加え，過酷な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に

対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育及び

訓練を実施する。また，原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の

指揮命令系統が機能しない場合を想定した個別の教育及び訓練を実施する。

さらに，緊急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性をも

って柔軟に対応できるような力量を確保していくことにより，本来の役割を

担う要員以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の充実を図る。 

(2) 大規模損壊発生時の体制

大規模損壊の発生に備えた緊急時対策本部及び緊急時対策総本部の体制は，

重大事故等対策に係る体制を基本とする体制を整備する。 

また，夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所構内に緊

急時対策要員 31 名，運転員９名及び火災発生時の初期消火活動に対応するた

めの自衛消防隊７名の合計 47 名を常時確保し，大規模損壊の発生により要員

の被災等による非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能

喪失を含む。）においても，対応できる体制を整備する。 

なお，２号炉原子炉運転停止中※については，中央制御室の２号運転員を５

名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が 100℃未満）及び燃料

交換の期間

さらに，発電所構内に常駐する要員により交替要員が到着するまでの間も

事故対応を行えるよう体制を整備する。 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立につ

いての基本的な考え方
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大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能し

ない場合も考えられる。このような状況においても，発電所構内に勤務して

いる重大事故等に対処する要員により指揮命令系統を確立できるよう，大規

模損壊発生時に対応するための体制を整備する。 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）における指示者（副原子力防災管

理者）を含む重大事故等に対処する要員は，地震，津波等の大規模な自然

災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムが発生した場合

にも対応できるよう，分散して待機する。また，建物の損壊等により要員

が被災するような状況においても，発電所構内に勤務している他の要員を

活用する等の柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ｂ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時対策要員と発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な緊急時対策要員は緊急

時対策所，運転員は中央制御室待避室及び緊急時対策所にとどまり，その

他の緊急時対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一時退避し，その後，

緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

ｃ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊急時対策本部の

火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊は消火活動を実施する。また，

緊急時対策本部長が，事故対応を実施又は継続するために，放水砲等によ

る泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊急時対策本部の指揮命令系統

の下，放水砲等の対応を行う要員を消火活動に従事させる。 

 

(4) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置による発電所への支援

体制は，「技術的能力審査基準1.0」で整備する支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における外部支援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で

整備する原子力災害発生時の外部支援体制と同様である。 
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2.1.1.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，大規模損壊発生時の対応手順に従って活動を行う

ために必要な重大事故等対処設備及び資機材を配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへ

の対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する設備の基本的な

考え方を基に配備し，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受

けにくい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の可搬型重大事故等

対処設備等が機能喪失しないように保管場所を分散しかつ十分離して配備す

る。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，地震により生じる敷地下斜面のすべ

り，液状化及び揺すり込みによる不等沈下，地盤支持力の不足，地下構造

物の損壊等の影響を受けない場所に保管する。また，原子炉建物外から電

力又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備のうち，少なくとも１セッ

トは，基準津波を超える津波に対して，裕度を有する高台に保管する。

ｂ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，原子炉建物，タービン建物

及び廃棄物処理建物から100m以上の離隔距離を確保するとともに，当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保したうえで，

当該建物及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備する。 

ｃ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複数箇所に分散して

保管する。原子炉建物外から電力又は水を供給する可搬型重大事故等対処

設備は，アクセスルートを確保した複数の接続口を設ける。 

(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大事故等対策で配

備する資機材の基本的な考え方を基に，高線量の環境，大規模な火災の発生

及び外部支援が受けられない状況を想定し配備する。また，そのような状況

においても使用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理

建物から100m以上離隔をとった場所に分散して配備する。 
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ａ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下において，事故

対応のために着用する全面マスク，高線量対応防護服，個人線量計等の必

要な資機材を配備する。 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火災，又は故意に

よる大型航空機の衝突に伴う大規模な航空機燃料火災の発生に備え，必要

な消火活動を実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大

型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等との連絡に必要

な通信連絡設備を確保するため，多様な複数の通信連絡設備を整備する。

また，消火活動専用の通信連絡が可能な無線通信設備を配備する。 
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2.1.2 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

への対応における事項 

＜要求事項＞ 

発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊(以下「大規模

損壊」という。)が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制の

整備に関し、以下の項目についての手順書が適切に整備されているか、又は整備

される方針が適切に示されていること。また、当該手順書に従って活動を行うた

めの体制及び資機材が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示

されていること。 

 

一 大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場合における消火活動

に関すること。 

二 大規模損壊発生時における炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関す

ること。 

三 大規模損壊発生時における原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に

関すること。 

四 大規模損壊発生時における使用済燃料貯蔵槽の水位を確保するための対策

及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対策に関すること。 

五 大規模損壊発生時における放射性物質の放出を低減するための対策に関す

ること。 

 

【解釈】 

１ 発電用原子炉設置者において、大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムによる発電用原子炉施設の大規模な損壊が発

生した場合において、第 1 号から第 5 号までに掲げる活動を実施するため

に必要な手順書、体制及び資機材等を適切に整備する方針であること。 

２ 第 1 号に規定する「大規模損壊発生時における大規模な火災が発生した場

合における消火活動」について、発電用原子炉設置者は、故意による大型

航空機の衝突による外部火災を想定し、泡放水砲等を用いた消火活動につ

いての手順等を整備する方針であること。 

３ 発電用原子炉設置者は、本規程における「1.重大事故等対策における要求

事項」の以下の項目について、大規模な自然災害を想定した手順等を整備

する方針であること。 

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等 

1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 

1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

手順等 

1.5 最終ヒートシンクヘ熱を輸送するための手順等 

1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 

1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 

1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等 

1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 

2.1-18

1357



 

 

2.1.2.1 大規模損壊発生時の手順書の整備 

自然災害については，大規模損壊を発生させる可能性のある自然災害の事象

を選定したうえで，整備した対応手順書の有効性を確認する。これに加え，Ｐ

ＲＡの結果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及

び津波特有の事象として発生する事故シーケンスについても対応できる手順書

として整備する。 

故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムについては，様々な状況が

想定されるが，その中でも施設の広範囲にわたる損壊，多数の機器の機能喪失

及び大規模な火災が発生して発電用原子炉施設に大きな影響を与える事象を前

提とした対応手順書を整備する。 

 

(1) 大規模損壊のケーススタディで扱う自然現象の選定について 

大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象を網羅的に抽出するため，

島根原子力発電所及びその周辺での発生実績にかかわらず，国内で一般に発

生し得る事象に加え，国内外の基準で示されている外部事象を抽出した。 

各事象（重畳を含む。）について，設計基準を超えるような過酷な状況を

想定した場合の発電用原子炉施設への影響度を評価し，特に発電用原子炉施

設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象を選定し，さらに大規模損

壊のケーススタディとして扱う事象をその中から選定した。 

検討プロセスをフローで表したものを第１図に示す。また検討内容につい

て以下に示す。 

 

ａ. 自然現象の網羅的な抽出 

国内外の基準を参考に，網羅的に自然現象を抽出・整理し，自然現象55

事象を抽出した。（添付資料2.1.1参照） 

 

ｂ. 特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の

選定 

各自然現象について，設計基準を超えるような非常に過酷な状況を想定

した場合に発電用原子炉施設の安全性が損なわれる可能性について評価を

実施し，発生し得るプラント状態（起因事象）を特定した。 

プラント状態を特定するに当たっては，イベントツリーによる事象進展

1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 

1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 

1.12 工場等外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 

1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等 

1.14 電源の確保に関する手順等 

４ 発電用原子炉設置者は、上記３の項目について、故意による大型航空機の

衝突その他のテロリズムも想定した手順等を整備する方針であること。 
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評価又は定性的な評価を実施した。 

主要な事象（検討した結果，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与

える可能性があるとして整理された事象）の影響を整理した結果を第１表，

第２表及び第２図にそれぞれ示す。その他の事象を含む全事象に対する検

討内容については添付資料 2.1.1 に示す。検討した結果，特に発電用原子

炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象として選定されたも

のは次のとおり。 

・地震 

・津波 

・地震と津波の重畳 

・竜巻 

・凍結 

・積雪 

・落雷 

・地滑り・土石流 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

 

ｃ. ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された自然現象について，それぞれで特定した起因事象・シ

ナリオを基に，大規模損壊のケーススタディとして想定することが適切な

事象を選定する。 

上記ｂ．での整理から，発電用原子炉施設の最終状態は次の３項目に類

型化することができ，第３表に事象ごとに整理した結果を示す。 

・重大事故等対策で想定していない事故シーケンス（大規模損壊） 

・重大事故等対策で想定している事故シーケンス 

・設計基準事故で想定している事故シーケンス 

 

第３表に示すとおり，発電用原子炉施設において大規模損壊を発生させ

る可能性のある自然現象は，地震，津波，地震と津波の重畳，積雪，落雷，

火山の影響及び隕石の７事象となる。 

また，大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象のうち，以下の事

象については，他の事象のシナリオに代表させることができる。 

 

・積雪 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御系喪失となる。

積雪については大型航空機の衝突と異なり事象進展がある程度遅いこ

とから，事前に除雪等の対応が可能となる。非常に過酷な状況を考慮
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した場合にも，除雪の対象を限定し最小限必要な設備（原子炉建物や

アクセスルート等）について健全性を維持させるといった対応により

損傷範囲を抑制することが可能であることから，津波又は地震と津波

の重畳のシナリオに代表させる事象として整理した。 

・落雷 

最も過酷なケースは外部電源喪失＋計装・制御系喪失となるが，地

震と津波の重畳のシナリオ又は大型航空機の衝突に代表させることが

できる。 

・火山の影響 

最も過酷なケースは全交流動力電源喪失＋計装・制御系喪失となる。

火山の影響についても，大量の降下火砕物がある場合には，積雪時と

同様，降下火砕物を除去することで，影響範囲を抑制することが可能

であることから，津波又は地震と津波の重畳のシナリオに代表させる

事象として整理した。 

・隕石 

隕石衝突に伴う建物・屋外設備の損傷については，大型航空機の衝

突のシナリオに代表させることができる。 

発電所敷地への隕石落下に伴う振動の発生については，地震のシナ

リオに代表させることができる。 

また，隕石の発電所近海への落下に伴う津波については，津波のシ

ナリオに代表させることができる。 

 

以上より，自然現象として，地震，津波及び地震と津波の重畳の３事象

をケーススタディとして選定する。これら３事象で想定する事故シーケン

スと代表シナリオは次のとおりとする。 

 

(a) 地震 

地震レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスには，Ｅｘｃｅｓ

ｓｉｖｅ ＬＯＣＡ，原子炉格納容器損傷，原子炉圧力容器損傷，計

装・制御系喪失，格納容器バイパス，原子炉建物損傷，制御室建物損傷，

廃棄物処理建物損傷，全交流動力電源喪失＋原子炉停止失敗等がある。

また，内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉心損傷後に格納容器バイ

パスに至る原子炉格納容器の破損モードとして，格納容器隔離失敗を抽

出している。大規模な地震が発生した場合には，これらの事故シーケン

ス，あるいは複数の事故シーケンスの組合せが生じることが考えられる

が，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有効性を確認する観点か

ら，ケーススタディとして，大規模な地震で原子炉格納容器内の原子炉

冷却材圧力バウンダリにおいて，大破断ＬＯＣＡを超える規模の損傷が

発生し，炉心損傷に至るＥｘｃｅｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡを代表シナリオ
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として選定する。この際，地盤の陥没等により，アクセスルートの通行

に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

(b) 津波 

津波レベル１ＰＲＡにより抽出した事故シーケンスとして，直接炉心

損傷に至る事象がある。また，内部事象のレベル 1.5ＰＲＡにより，炉

心損傷後に格納容器バイパスに至る原子炉格納容器の破損モードとして，

格納容器隔離失敗を抽出している。大規模な津波が発生した場合には，

これらの事故シーケンス，あるいは複数の事故シーケンスの組合せが生

じることが考えられるが，大規模損壊が発生した場合の対応手順書の有

効性を確認する観点から，防波壁を超える規模の津波により，原子炉建

物付属棟地下階が浸水する前提において，ケーススタディとして，全交

流動力電源喪失＋直流電源喪失＋計装・制御系喪失に至る事象を代表シ

ナリオとして選定する。この際，取水槽エリアの浸水により，アクセス

ルートの通行に支障をきたす可能性を考慮する。 

 

(c) 地震と津波の重畳 

地震と津波の重畳では，上記の地震及び津波の項で想定した事故シー

ケンスの組合せとして，全交流動力電源喪失＋直流電源喪失＋Ｅｘｃｅ

ｓｓｉｖｅ ＬＯＣＡ＋計装・制御系喪失等が想定される。ケーススタ

ディとしては，対応手順書の有効性を確認する観点から，この事故シー

ケンスを代表シナリオとして選定する。この際，地盤の陥没等及び取水

槽エリアの浸水により，アクセスルートの通行に支障をきたす可能性を

考慮する。 

 

(2) 故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における考慮に

ついて 

テロリズムには様々な状況が想定されるが，その中でも施設の広範囲にわ

たる損壊，多数の機器の機能喪失及び大規模な火災が発生して発電用原子炉

施設に大きな影響を与える故意による大型航空機の衝突をケーススタディと

して選定する。 

なお，爆発等の人為事象による発電用原子炉施設への影響については，故

意による大型航空機の衝突に代表させることができる。 

 

以上より，大規模損壊発生時の対応手順書の整備に当たっては，(1)及び(2)

において整理した大規模損壊の発生によって，多量の放射性物質が環境中に放

出されるような万一の事態に至る可能性も想定し，発電用原子炉施設において

使える可能性のある設備，資機材及び要員を最大限に活用した多様性及び柔軟

性を有する手段を構築する。 
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（添付資料2.1.2，2.1.3，2.1.4，2.1.5，2.1.6，2.1.7，2.1.8，2.1.9，

2.1.10参照）
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

１
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

地
震

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
基

準
地

震
動

を
超

え
る

地
震

の
発

生
を

想
定
す

る
。

 

・
事

前
の

予
測

に
つ

い
て

は
，

現
在

確
立

し
た
手

法
が
存

在
し
な

い
こ
と

か
ら
，

予
兆
な

く
発
生

す
る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

受
電

設
備

の
碍

子
等

の
損

傷
に

よ
り

，
外
部

電
源
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
等

の
損

傷
に

よ
る
補

機
冷
却

系
喪
失

及
び
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
の
損

傷
に
よ

る
全

交

流
動

力
電

源
喪

失
に

至
る

可
能

性
が
あ
る

。
 

・
直

流
電

源
を

供
給

す
る

設
備

の
損

傷
に

よ
り
，

非
常
用

交
流
電

源
の
制

御
機
能

等
が
喪

失
す
る

た
め
，

全
交

流

動
力

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ
る
。

 

・
原

子
炉

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場

合
に
は

，
緩
和

で
き
な

い
大
規

模
な
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

（
Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ
ｓ

ｓ
ｉ

ｖ

ｅ
 

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

）
が

発
生

す
る

と
同
時
に

，
建
物

内
の
原

子
炉
注

水
系
配

管
が
損

傷
し
て

原
子
炉

注
水
機

能
も

喪
失

す
る

た
め

，
重

大
事

故
に

至
る

可
能

性
が
あ

る
。
建

物
損
傷

の
二
次

的
被
害

に
よ
り

，
原
子

炉
格
納

容
器

や
原

子
炉

格
納

容
器

の
貫

通
配

管
が
損
傷

し
て
お

り
，
閉

じ
込
め

機
能
に

も
期
待

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

・
原
子

炉
格

納
容

器
内

の
配

管
及

び
Ｅ
Ｃ

Ｃ
Ｓ
注

入
配
管

が
同
時

に
損
傷

し
て

，
大
規
模

な
Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ
（

Ｅ
ｘ

ｃ

ｅ
ｓ

ｓ
ｉ

ｖ
ｅ

 
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
）

が
発
生

す
る
と
同

時
に

，
原
子
炉

注
水
機

能
も

喪
失
す
る

た
め

，
重
大
事

故
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

の
損

傷
に

よ
り

，
原

子
炉
冷

却
材
圧

力
バ
ウ

ン
ダ
リ

の
大
規

模
な
損

傷
や
，

炉
内
構

造
物

の

大
規

模
な

破
損

に
よ

る
原

子
炉

冷
却
材
の

流
路
閉

塞
等
に

よ
り
，

炉
心
の

除
熱
が

困
難
と

な
り
重

大
事
故

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
制

御
室

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場

合
に
は

，
建
物

内
に
設

置
さ
れ

て
い
る

主
要
な

設
備
の

す
べ
て

が
同

時

に
損

傷
す

る
こ

と
を

想
定

す
る

と
，
中
央

制
御
室

損
傷
に

よ
る
中

央
制
御

盤
等
の

損
傷
に

よ
り

原
子
炉

注
水

機

能
等

が
喪

失
し

，
重

大
事

故
に

至
る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場
合

に
は
，

建
物
内

に
設
置

さ
れ
て

い
る
主

要
な
設

備
の
す

べ
て

が

同
時

に
損

傷
す

る
こ

と
を

想
定

す
る
と
，

補
助
盤

室
や
バ

ッ
テ
リ

室
損
傷

に
よ
り

緩
和
系

の
制
御

機
能
が

喪
失

す
る

。
こ

れ
に

よ
り

原
子

炉
注

水
機
能
等

が
喪
失

し
，
重

大
事
故

に
至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
複

数
の

制
御

盤
等

が
同

時
に

損
傷

す
る

こ
と
に

よ
り
，

計
装
・

制
御
系

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
常

時
開

の
隔

離
弁

に
接

続
し

て
い

る
配

管
が
原

子
炉
格

納
容
器

外
で
破

損
す
る

と
同
時

に
隔
離

弁
が
閉

失
敗

す

る
こ

と
で

，
高

温
・

高
圧

の
原

子
炉
冷
却

材
が
隔

離
不
能

な
状
態

で
原
子

炉
格
納

容
器
外

（
原
子

炉
建

物
）

へ

流
出

し
，

複
数

の
緩

和
系

が
機

能
喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

【
基

準
地

震
動

を
超

え
る

地
震

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す

る
可

能
性

の
あ

る
機

器
】
 

・
送

受
電

設
備

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

・
直

流
電

源
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
 

バ
ウ

ン
ダ

リ
 

・
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備
 

（
Ｅ

Ｃ
Ｃ

Ｓ
等

）
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

・
原

子
炉

圧
力

容
器

 

・
原

子
炉

建
物

 

・
制

御
室

建
物

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

・
計

装
・

制
御

系
 

・
隔

離
弁

の
閉

機
能

及
び

 

 
原

子
炉

格
納

容
器

外
配

管
 

・
燃

料
プ

ー
ル

 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
全

交
流

動
力

電
源

 

喪
失
 

・
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
及

び
 

Ｅ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

注
水

機
能

喪
失
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

 

損
傷
 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

 

損
傷
 

・
原

子
炉

建
物

損
傷

 

・
制

御
室

建
物

損
傷

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

損
傷
 

・
計

装
・

制
御

系
喪

失
 

・
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
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表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

２
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備
・

機
能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

地
震

 
・

燃
料

プ
ー

ル
の

ス
ロ

ッ
シ

ン
グ

に
よ
る

プ
ー
ル

水
の
溢

水
及
び

全
交
流

動
力
電

源
喪
失

に
よ
る

燃
料
プ

ー
ル

冷

却
系

の
機

能
喪

失
に

伴
う

プ
ー

ル
水
の
蒸

発
に
よ

り
，
燃

料
プ
ー

ル
の
水

位
が
低

下
す
る

。
 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
の

監
視

機
能

が
喪
失

す
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
保

管
し

て
い

る
危

険
物

に
よ

る
火

災
の

発
生
の

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
斜

面
の

崩
壊

，
地

盤
の

陥
没

等
に

よ
り

ア
ク
セ

ス
ル
ー

ト
の
通

行
が
困

難
と
な

り
，
事

故
の
対

策
に
影

響
を

及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
プ
ラ

ン
ト
状

況
の
把

握
，
給

電
及
び

注
水
を

行
う
。

 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
が

使
用
で
き

な
い
場

合
は
，

可
搬
式

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

・
ポ
ス

ト
に
よ

り
測
定

及
び

監

視
を

行
う

。
 

・
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
，

化
学

消
防

自
動
車

等
の
消

火
設
備

に
よ
る

消
火
を

行
う
。

 

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

上
に

通
行

不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

 
 

津
波

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
発

電
所

近
傍

を
震

源
と

す
る

地
震

を
考

慮
し

，
地

震
発

生
後

，
1
5
分

程
度

で
津

波
が

来
襲

す
る

と
想

定
す

る
。
 

・
基

準
津

波
を

超
え

る
規

模
と

し
て

，
防

波
壁
の

高
さ
（

1
5m
）

を
上
回

る
高
さ

の
津
波

を
想
定

す
る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
屋

外
変

圧
器

の
水
没

に
よ

り
，

外
部
電

源
喪
失

に
至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
の

水
没

に
よ

り
，

補
機
冷
却

系
喪
失

に
至

る
可
能
性

が
あ
る

。
 

・
建

物
内

へ
の

浸
水

に
よ

り
，

計
装

・
制

御
系

，
Ｅ

Ｃ
Ｃ

Ｓ
等

の
緩

和
機

能
が

喪
失

し
，

直
接

炉
心

損
傷

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
タ

ン
ク

等
か

ら
の

火
災

発
生

，
漂

流
物

等
に

よ
り

，
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
通

行
に

支
障

を
き

た
し

，
重

大
事

故
等

対
策

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
プ
ラ

ン
ト
状

況
の
把

握
，
給

電
及
び

注
水
を

行
う
。

 

・
火
災

が
発

生
し

た
場

合
は

，
化

学
消
防

自
動
車

等
の
消

火
設
備

に
よ
る

消
火

を
行
う
。

 

・
屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
通

行
不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

【
防

波
壁

を
超

え
る

高
さ

の

津
波

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器
】

 

・
送

受
電

設
備

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
計

装
・

制
御

系
，

Ｅ
Ｃ

Ｃ

Ｓ
等

の
緩

和
機

能
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
直

接
炉

心
損

傷
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

３
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な
 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

竜
巻

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
外

部
事

象
防

護
対

象
施

設
は

，
風

速
9
2
m/
s
の

竜
巻

か
ら

設
定

し
た

荷
重

に
対

し
て

，
竜

巻
防

護
対

策
設

備
に

よ
り

防
護

す
る

こ
と

等
に

よ
り

安
全
機
能

を
損
な

わ
な
い

設
計
と

し
て

い
る
。

 

・
事

前
の

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

性
に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
に

，
あ

ら
か

じ
め

体
制

を
強

化
し
て

安
全

対
策

（
飛

来
物

発
生

防
止

対
策

の
確

認
等

）
を

講
じ

る
こ

と
が

可

能
で

あ
る

。
 

・
最

大
風

速
9
2
m/
sを

超
え

る
規

模
の

竜
巻
を
想

定
す
る

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
風

荷
重

又
は

飛
来

物
に

よ
っ

て
，

送
受

電
設
備

が
損
傷

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
気

圧
差

荷
重

又
は

飛
来

物
に

よ
っ

て
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
燃

料
移

送
ポ

ン
プ

が
損

傷
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
全

交
流

動
力

電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
気

圧
差

荷
重

に
よ

っ
て

，
原

子
炉

建
物

付
属

棟
空

調
換

気
系

の
ダ

ク
ト

や
ダ

ン
パ

等
が

損
傷

し
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

室
の

室
温

上
昇

に
よ

り
デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

が
機

能
喪

失
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想

定
す

る
と

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
に

至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
気

圧
差

荷
重

又
は

飛
来

物
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

が
損

傷
し

，
補

機
冷

却
系

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
原

子
炉

建
物

外
壁

を
貫

通
し

た
飛

来
物

に
よ

っ
て

，
原

子
炉

補
機

冷
却

系
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
が

損
傷

し
，

補
機

冷
却

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
飛

来
物

等
に

よ
り

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

通
行

に
支

障
を

き
た

し
，

重
大

事
故

等
対

策
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
給
電

及
び

注
水

を
行

う
。

 

・
屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
通

行
不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
最

大

風
速

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器

】
 

・
送

受
電

設
備

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
原

子
炉

補
機

冷
却

系
 

 
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
全

交
流

動
力

電
源

 

喪
失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

４
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象
が

発
電
用

原
子
炉

施
設
へ

与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

凍
結

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
に

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
事

前
に

保
温

，
電

熱
線
ヒ

ー
タ
に

よ
る

凍
結
防
止

対
策
を

実
施
す

る
こ
と

が
で

き
る

。
 

・
低

温
に

お
け

る
設

計
基

準
温

度
－

8
.
7℃

を
下
回
る

規
模
を
想

定
す
る

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

受
電

設
備

へ
の

着
氷

に
よ

っ
て

地
絡

・
短
絡

を
起
こ

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
低

温
に

よ
っ

て
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

の
軽

油
が

凍
結

し
，

同
時

に
外

部
電

源
喪

失
の

発
生

を
想

定
す

る
と

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
に

至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

【
主

な
対

応
】

 

・
事

前
の

凍
結

防
止

対
策

（
加

温
，

循
環

運
転

等
の
凍
結

防
止
対

策
）
を

行
う
。

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
給
電

及
び
注

水
を
行

う
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
低

温

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機

器
】
 

・
送

受
電

設
備

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
全

交
流

動
力

電
源

 

喪
失
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

５
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象
が

発
電
用

原
子
炉

施
設
へ

与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

積
雪

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
に

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
あ

ら
か

じ
め
体
制

を
強
化

し
て
対

策
（
除

雪
）
を

実
施
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

・
設

計
基

準
積

雪
量

1
0
0c
mを

超
え

る
規

模
の
積

雪
を
想

定
す
る

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

受
電

設
備

へ
の

着
雪

に
よ

っ
て

地
絡

・
短
絡

を
起
こ

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
積

雪
荷

重
に

よ
っ

て
，

変
圧

器
が

損
傷

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
積

雪
に

よ
る

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
燃

焼
用

給
気

フ
ィ

ル
タ

の
目

詰
ま

り
又

は
燃

焼
用

給
気

口
の

閉
塞

に
よ

り
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
機

能
が
喪

失
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
，

全
交

流
動

力

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
積

雪
荷

重
に

よ
っ

て
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
焼

用
給

気
口

が
損

傷
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
，

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
積

雪
荷

重
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
建

物
屋

上
が

崩
壊

，
原

子
炉

補
機

冷
却

系
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
が

損
傷

し
，

補
機

冷
却

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
積

雪
荷

重
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
補

機
海

水
ポ
ン

プ
が
損

傷
し
，

補
機
冷

却
系
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
積

雪
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

の
モ

ー
タ

冷
却

口
が

閉
塞

し
，

補
機

冷
却

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
積

雪
荷

重
に

よ
っ

て
，

制
御

室
建

物
屋

上
が

崩
壊

，
中

央
制

御
室

が
損

傷
し

，
計

装
・

制
御

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
積

雪
に

よ
り

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
の

通
行

に
支

障
を

き
た

し
，

重
大

事
故

等
対

策
に

影
響

を
及

ぼ
す

可
能

性
が

あ
る

。
 

【
主

な
対

応
】

 

・
あ
ら

か
じ

め
体

制
を

強
化

し
て

対
策
（

除
雪
）

を
行
う

。
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
給
電

及
び

注
水

を
行

う
。

 

・
屋
外

ア
ク

セ
ス

ル
ー

ト
上

に
通

行
不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
積

雪

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機

器
】
 

・
送

受
電

設
備

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

・
原

子
炉

補
機

冷
却

系
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
計

装
・

制
御

系
 

 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
全

交
流

動
力

電
源

 

喪
失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
計

装
・

制
御

系
喪

失
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

６
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

落
雷

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
設

計
基

準
電

流
値

1
5
0k
Aを

超
え

る
雷

サ
ー
ジ

の
影
響

を
想
定

す
る
。

 

・
落

雷
に

対
し

て
，

建
築

基
準

法
に

基
づ

き
高

さ
2
0
m
を

超
え

る
排

気
筒

等
へ

避
雷

設
備

を
設

置
し

，
避

雷
導

体

に
よ

り
接

地
網

と
接

続
す

る
。

接
地

網
は
，

雷
撃

に
伴

う
構

内
接

地
系

の
接

地
電

位
分

布
を

平
坦

化
す

る
こ

と

か
ら

，
安

全
保

護
系

等
の

設
備

に
影
響
を

与
え
る

こ
と
は

な
く
，

安
全
に

大
地
に

導
く
こ

と
が
で

き
る

。
 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響
評
価

】
 

・
直

撃
雷

に
よ

っ
て

送
受

電
設

備
が
損
傷

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
直

撃
雷

に
よ

っ
て

，
原

子
炉

補
機
海
水

ポ
ン
プ

が
損
傷

し
，
補

機
冷
却

系
喪
失

に
至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
建

物
避

雷
設

備
等

か
ら

誘
導

雷
サ

ー
ジ

が
建

物
内

に
侵

入
し

，
電

気
盤

内
の

制
御

回
路

が
損

傷
し

，
計

装
・

制
御

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る
。

 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等
に
よ

る
給
電

及
び

注
水
を
行

う
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
落

雷

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機

器
】
 

・
送

受
電

設
備

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
計
装

・
制

御
系
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
計

装
・

制
御

系
喪

失
 

地
滑
り

 

・
土
石
流

 

【
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項
】

 

・
事

前
の

予
測

に
つ

い
て

は
，

現
在
確
立

し
た
手

法
が
存

在
し
な

い
こ
と

か
ら
，

予
兆
な

く
発
生

す
る
。

 

・
設

計
基

準
に

お
け

る
影

響
範

囲
（
土
石

流
危
険

区
域
）

を
超
え

る
影
響

範
囲

の
土
石
流

を
想
定

す
る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
土

砂
の

荷
重

に
よ

っ
て

送
受

電
設
備
が

損
傷
し

，
外
部

電
源
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等
に
よ

る
給
電

及
び

注
水
を
行

う
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
地

滑

り
・

土
石

流
を

想
定

し
た

場
合

に
喪

失
す

る
可

能
性

の
あ

る
機

器
】

 

・
送

受
電

設
備

 

・
外

部
電

源
喪

失
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

７
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象
が

発
電
用

原
子
炉

施
設
へ

与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

火
山

の
 

影
響

 

【
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項
】

 

・
予

報
等

に
よ

り
事

前
に

予
測

が
可

能
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
発

電
用

原
子

炉
施

設
の

安
全

機
能

に
影

響
を

与
え

る
こ

と
が

な
い

よ
う

，
あ

ら
か

じ
め
体
制

を
強
化

し
て
対

策
（
除

灰
）
を

実
施
す

る
こ
と

が
で
き

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

（
火

山
灰

）
の

堆
積

厚
さ

の
設

計
基

準
で

あ
る

56
c
m
を

超
え

る
規

模
の

堆
積

厚
さ

を
想

定
す

る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響
評
価

】
 

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
荷

重
に

よ
っ
て
，

送
受
電

設
備
が

損
傷
し

，
外
部

電
源
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

が
送

受
電

設
備

へ
付

着
し

，
霧

や
降

雨
の

水
分

を
吸

収
す

る
こ

と
に

よ
っ

て
，

地
絡

・
短

絡
を

起
こ

し
，

外
部

電
源

喪
失

に
至

る
可
能
性

が
あ
る

。
 

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
荷

重
に

よ
っ

て
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
焼

用
給

気
口

が
損

傷
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
，

全
交
流
動

力
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
降

下
火

砕
物

に
よ

る
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
の

燃
焼

用
給

気
フ

ィ
ル

タ
の

目
詰

ま
り

又
は

燃
焼

用
給

気
口

の
閉

塞
に

よ
っ

て
，

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

の
機
能

が
喪

失
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
，

全

交
流

動
力

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性
が
あ

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

に
よ

っ
て

，
デ

ィ
ー

ゼ
ル

燃
料

移
送

ポ
ン

プ
の

軸
受

が
損

傷
し

，
同

時
に

外
部

電
源

喪
失

の
発

生
を

想
定

す
る

と
，

全
交

流
動

力
電
源
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
荷

重
に

よ
っ

て
，

原
子

炉
建

物
屋

上
が

崩
壊

，
原

子
炉

補
機

冷
却

系
サ

ー
ジ

タ
ン

ク
が

損
傷

し
，

補
機

冷
却

系
喪

失
に

至
る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
荷

重
に

よ
っ

て
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
が

損
傷

し
，

補
機

冷
却

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
海

水
中

の
降

下
火

砕
物

が
高

濃
度

な
場

合
に

，
熱

交
換

器
の

伝
熱

管
，

海
水

ポ
ン

プ
軸

受
の

閉
塞

に
よ

る
異

常
摩

耗
や

海
水

ス
ト

レ
ー

ナ
の

閉
塞

に
よ
っ

て
，

原
子

炉
補

機
海

水
ポ

ン
プ

が
機

能
喪

失
し

，
補

機
冷

却
系

喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
降

下
火

砕
物

に
よ

っ
て

，
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
の

モ
ー

タ
冷

却
口

が
閉

塞
し

，
補

機
冷

却
系

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
降

下
火

砕
物

の
堆

積
荷

重
に

よ
っ

て
，

制
御

室
建

物
屋

上
が

崩
壊

，
中

央
制

御
室

が
損

傷
し

，
計

装
・

制
御

系
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
降

下
火

砕
物

に
よ

り
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

の
通

行
に

支
障

を
き

た
し

，
重

大
事

故
等

対
策

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が
あ

る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
降

下

火
砕

物
堆

積
厚

さ
を

想
定

し
た

場
合

に
喪

失
す

る
可

能
性

の
あ

る
機

器
】

 

・
送

受
電

設
備

 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

・
原

子
炉

補
機

冷
却

系
 

サ
ー

ジ
タ

ン
ク

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
計

装
・

制
御

系
 

 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態

が
相

乗
し

て
発

生
す

る
可

能
性

が
あ

る
】

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
全

交
流

動
力

電
源

 

 
喪

失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
計

装
・

制
御

系
喪

失
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第
１

表
 

自
然
現

象
が

発
電
用
原

子
炉
施

設
へ

与
え
る
影

響
評

価
（

８
／

８
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

火
山

の
 

影
響

 

【
主

な
対

応
】

 

・
あ

ら
か

じ
め

体
制

を
強

化
し

て
対
策
（

除
灰
）

を
行
う

。
 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等
に
よ

る
給
電

及
び
注

水
を
行

う
。

 

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

上
に

通
行
不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

 
 

森
林
火
災

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
防

火
帯

を
越

え
て

延
焼

す
る

よ
う

な
規

模
を
想

定
す
る

。
 

・
森

林
火

災
が

拡
大

す
る

ま
で

の
時
間
的

余
裕
は

十
分
に

あ
る
こ

と
か
ら

，
発
電

用
原
子

炉
施
設

の
安
全

機
能

に

影
響

を
与

え
る

こ
と

が
な

い
よ

う
，

予
防

散
水

す
る
等
の

必
要
な

安
全
措

置
を
講

じ
る
こ

と
が
で

き
る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響
評
価

】
 

・
森

林
火

災
の

輻
射

熱
に

よ
っ

て
，

送
受

電
設
備

が
損
傷

し
，
外

部
電
源

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

【
主

な
対

応
】

 

・
早

期
の

消
火

体
制

確
立

に
よ

る
火
災
影

響
緩
和

対
策

を
行
う
。

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等
に
よ

る
給
電

及
び
注

水
を
行

う
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
森

林

火
災

を
想

定
し

た
場

合
に

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

機
器
】

 

・
送

受
電

設
備

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

 

隕
石

 
【

影
響

評
価

に
当

た
っ

て
の

考
慮

事
項
】

 

・
事

前
の

予
測

に
つ

い
て

は
，

行
え

な
い

も
の
と

し
て
想

定
す
る

。
 

【
隕

石
が

落
下

し
た

場
合

の
影

響
評
価
】

 

・
建

物
又

は
屋

外
設

備
に

隕
石

が
衝

突
し

た
場

合
は

，
当

該
建

物
又

は
設

備
が

損
傷

し
，

機
能

喪
失

に
至

る
可

能

性
が

あ
る

。
 

・
発

電
所

敷
地

に
隕

石
が

落
下

し
た

場
合

に
発

生
す

る
振

動
に

よ
り

設
備

が
損

傷
し

，
機

能
喪

失
に

至
る

可
能

性

が
あ

る
。

 

・
発

電
所

近
海

に
隕

石
が

落
下

し
た

場
合

に
発

生
す

る
津

波
に

よ
り

設
備

が
浸

水
し

，
機

能
喪

失
に

至
る

可
能

性

が
あ

る
。

 

【
主

な
対

応
】

 

・
建

物
又

は
屋

外
設

備
等

に
隕

石
が

衝
突

し
た

場
合

は
，

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の
衝

突
と

同
様

に
対

応
す

る
。

 

・
発

電
所

敷
地

に
隕

石
が

衝
突

し
，
振
動

が
発
生

し
た
場

合
は

，
地
震
発

生
時
と

同
様
に

対
応
す

る
。

 

・
発

電
所

近
海

に
隕

石
が

落
下

し
，
津
波

が
発
生

し
た
場

合
は
，

津
波
発

生
時
と

同
様
に

対
応
す

る
。

 

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

上
に

通
行
不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
 

・
具

体
的

な
喪

失
す

る
機

器
は

特
定

し
な

い
 

（
地

震
，

津
波

又
は

故
意

に
よ

る
大

型
航

空
機

の

衝
突

に
よ

る
影

響
に

包

含
）
 

・
具

体
的

な
プ

ラ
ン

ト

状
態

は
特

定
し

な
い

 

（
地

震
，

津
波

又
は

故
意

に
よ

る
大

型

航
空

機
の

衝
突

に

よ
る

影
響

に
包

含
）

 

2.1-31

1370



 

 

第
２

表
 

自
然
現

象
の

重
畳
が
発

電
用

原
子
炉

施
設
へ
与

え
る

影
響

評
価

（
１

／
２

）
 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る
自
然

現
象

が
発
電
用

原
子
炉

施
設

へ
与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然
現

象
の

想
定

規
模

と
 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

大
規

模
地

震
と

大
規

模
津

波
の

重
畳

 

【
影

響
評

価
に

当
た

っ
て

の
考

慮
事

項
】

 

・
事

前
の

予
測

に
つ

い
て

は
，

現
在

確
立

し
た
手

法
が
存

在
し
な

い
こ
と

か
ら
，

予
兆
な

く
地
震

が
発
生

す
る

。
 

・
地

震
発

生
後

，
1
5
分

程
度

で
津

波
が

来
襲
す
る

と
想
定

す
る
。

 

・
基

準
地

震
動

を
超

え
る

地
震

の
発

生
を

想
定
す

る
。

 

・
基

準
津

波
を

超
え

る
規

模
と

し
て

，
防

波
壁
の

高
さ
（

1
5m
）

を
上
回

る
高
さ

の
津
波

を
想
定

す
る
。

 

【
設

計
基

準
を

超
え

る
場

合
の

影
響

評
価

】
 

・
送

受
電

設
備

の
碍

子
等

の
損

傷
に

よ
り

，
外
部

電
源
喪

失
に
至

る
可
能

性
が
あ

る
。

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
等

の
損

傷
に

よ
る
補

機
冷
却

系
喪
失

及
び
デ

ィ
ー
ゼ

ル
発
電

機
の
損

傷
に
よ

る
全

交
流

動

力
電

源
喪

失
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
さ

ら
に
，

原
子
炉

隔
離
時

冷
却
系

コ
ン
ト

ロ
ー
ル

セ
ン
タ

の
浸
水

に
よ

り
，

原
子

炉
隔

離
時

冷
却

系
が

機
能

喪
失

し
た

場
合
は

，
高
圧

・
低
圧

注
水
機

能
喪
失

に
至
る

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
直

流
電

源
を

供
給

す
る

設
備

の
損

傷
に

よ
り
，

非
常
用

交
流
電

源
の
制

御
機
能

等
が
喪

失
す
る

た
め
，

全
交

流
動

力

電
源

喪
失

に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
原

子
炉

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場

合
に
は

，
緩
和

で
き
な

い
大
規

模
な
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

（
Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ
ｓ

ｓ
ｉ

ｖ
ｅ

 

Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

）
が

発
生

す
る

と
同

時
に

，
建

物
内
の

原
子
炉

注
水
系

配
管
が

損
傷
し

て
原
子

炉
注
水

機
能
も

喪
失

す
る

た
め

，
重

大
事

故
に

至
る

可
能

性
が
あ
る

。
建
物

損
傷
の

二
次
的

被
害
に

よ
り
，

原
子
炉

格
納
容

器
や

原
子

炉
格

納

容
器

の
貫

通
配

管
が

損
傷

し
て

お
り

，
閉

じ
込
め

機
能
に

も
期
待

す
る
こ

と
は
で

き
な
い

。
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

内
の

配
管
及

び
Ｅ

Ｃ
Ｃ
Ｓ
注

入
配
管

が
同
時

に
損
傷

し
て

，
大
規
模

な
Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ
（

Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ

ｓ

ｓ
ｉ

ｖ
ｅ

 
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
）

が
発

生
す
る
と

同
時
に

，
原
子

炉
注
水

機
能

も
喪
失
す

る
た
め

，
重
大

事
故

に
至

る
可

能

性
が

あ
る

。
 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

の
損

傷
に

よ
り

，
原

子
炉
冷

却
材
圧

力
バ
ウ

ン
ダ
リ

の
大
規

模
な
損

傷
や
，

炉
内
構

造
物

の
大

規

模
な

破
損

に
よ

る
原

子
炉

冷
却

材
の

流
路

閉
塞
等

に
よ
り

，
炉
心

の
除
熱

が
困
難

と
な
り

重
大
事

故
に
至

る
可

能
性

が
あ

る
。

 

・
制

御
室

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場

合
に
は

，
建
物

内
に
設

置
さ
れ

て
い
る

主
要
な

設
備
の

す
べ
て

が
同

時
に

損

傷
す

る
こ

と
を

想
定

す
る

と
，

中
央

制
御

室
損
傷

に
よ
る

中
央
制

御
盤
等

の
損
傷

に
よ
り

原
子
炉

注
水
機

能
等

が
喪

失
し

，
重

大
事

故
に

至
る

可
能

性
が

あ
る

。
 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

が
大

規
模

に
損

傷
す

る
場
合

に
は
，

建
物
内

に
設
置

さ
れ
て

い
る
主

要
な
設

備
の
す

べ
て

が
同

時

に
損

傷
す

る
こ

と
を

想
定

す
る

と
，
補
助

盤
室
や

バ
ッ
テ

リ
室
損

傷
に
よ

り
緩
和

系
の
制

御
機
能

が
喪

失
す

る
。

こ

れ
に

よ
り

原
子

炉
注

水
機

能
等

が
喪

失
し

，
重
大

事
故
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
複

数
の

制
御

盤
等

が
同

時
に

損
傷

す
る

こ
と
に

よ
り
，

計
装
・

制
御
系

喪
失
に

至
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

【
地

震
と

津
波

の
重

畳
に

よ

り
喪

失
す

る
可

能
性

の
あ

る
機

器
】

 

・
送

受
電

設
備

 

・
原

子
炉

補
機

海
水

ポ
ン

プ
 

・
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
 

・
直

流
電

源
 

・
原

子
炉

冷
却

材
圧

力
 

バ
ウ

ン
ダ

リ
 

・
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

 

・
設

計
基

準
事

故
対

処
設

備

（
Ｅ

Ｃ
Ｃ

Ｓ
等

）
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

 

・
原

子
炉

建
物

 

・
制

御
室

建
物

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

・
計

装
・

制
御

系
 

・
隔

離
弁

等
の

閉
機

能
及

び
 

原
子

炉
格

納
容

器
外

配

管
 

・
燃

料
プ

ー
ル

 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
 

【
次

の
プ

ラ
ン

ト
状

態
が

相
乗

し
て

発

生
す

る
可

能
性

が

あ
る

】
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
補

機
冷

却
系

喪
失

 

・
全

交
流

動
力

電
源
 

喪
失

 

・
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
及

び
 

Ｅ
Ｃ

Ｃ
Ｓ

注
水

機

能
喪

失
 

・
原

子
炉

格
納

容
器

損
傷

 

・
原

子
炉

圧
力

容
器

 

損
傷

 

・
原

子
炉

建
物

損
傷

 

・
制

御
室

建
物

損
傷

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

損
傷

 

・
計

装
・

制
御

系
喪

失
 

・
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
 

・
直

接
炉

心
損

傷
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第
２

表
 

自
然
現

象
の

重
畳
が
発

電
用
原

子
炉

施
設
へ
与

え
る
影

響
評

価
（

２
／

２
）

 

自
然

現
象
 

設
計

基
準

を
超

え
る

自
然

現
象
が

発
電
用

原
子
炉

施
設
へ

与
え
る

影
響
の

評
価

 

自
然

現
象

の
想

定
規

模
と

 

喪
失

す
る

可
能

性
の

あ
る

 

設
備

・
機

能
 

最
終

的
な

 

プ
ラ

ン
ト

状
態

 

大
規

模
地

震
と

大
規

模
津

波
の

重
畳

 

・
常

時
開

の
隔

離
弁

に
接

続
し

て
い

る
配

管
が
原

子
炉
格

納
容
器

外
で
破

損
す
る

と
同
時

に
隔
離

弁
が
閉

失
敗

す
る

こ

と
で

，
高

温
・

高
圧

の
原

子
炉

冷
却

材
が

隔
離
不

能
な
状

態
で
原

子
炉
格

納
容
器

外
（
原

子
炉
建

物
）
へ

流
出

し
，

複
数

の
緩

和
系

が
機

能
喪

失
に

至
る

可
能

性
が
あ

る
。

 

・
建

物
内

へ
の

浸
水

に
よ

り
，

計
装

・
制

御
系
，

Ｅ
Ｃ
Ｃ

Ｓ
等
の

緩
和
機

能
が
喪

失
し
，

直
接
炉

心
損
傷

に
至

る
可

能

性
が

あ
る

。
 

・
燃

料
プ

ー
ル

の
ス

ロ
ッ

シ
ン

グ
に

よ
る

プ
ー
ル

水
の
溢

水
及
び

全
交
流

動
力
電

源
喪
失

に
よ
る

燃
料
プ

ー
ル

冷
却

系

の
機

能
喪

失
に

伴
う

プ
ー

ル
水

の
蒸

発
に

よ
り
，

燃
料
プ

ー
ル
の

水
位
が

低
下
す

る
。

 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
の

監
視

機
能

が
喪
失

す
る
可

能
性
が

あ
る
。

 

・
保

管
し

て
い

る
危

険
物

に
よ

る
火

災
の

発
生
の

可
能
性

が
あ
る

。
 

・
斜

面
の

崩
壊

，
地

盤
の

陥
没

等
に

よ
り

ア
ク
セ

ス
ル
ー

ト
の
通

行
が
困

難
と
な

り
，
事

故
の
対

策
に
影

響
を

及
ぼ

す

可
能

性
が

あ
る

。
 

【
主

な
対

応
】

 

・
可

搬
型

重
大

事
故

等
対

処
設

備
等

に
よ

る
プ
ラ

ン
ト
状

況
の
把

握
，
給

電
及
び

注
水
を

行
う
。

 

・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
・

ポ
ス

ト
が

使
用

で
き

な
い
場

合
は
，

可
搬
式

モ
ニ
タ

リ
ン
グ

・
ポ
ス

ト
に
よ

り
測
定

及
び

監
視

を

行
う

。
 

・
火

災
が

発
生

し
た

場
合

は
，

化
学

消
防

自
動
車

等
の
消

火
設
備

に
よ
る

消
火
を

行
う
。

 

・
屋

外
ア

ク
セ

ス
ル

ー
ト

上
に

通
行

不
能

の
影
響

が
あ
る

場
合
は

，
重
機

に
よ
り

仮
復
旧

を
行
う

。
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第
３
表

 
大
規
模

損
壊

へ
至
る
可

能
性
の

あ
る

自
然
現

象
（

１
／

２
）

 

自
然

現
象
 

重
大

事
故

等
対

策
で
想
定

し
て
い

な
い

 

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
（
大
規

模
損
壊

）
 

重
大
事
故

等
対
策

で
想

定
し

て
い

る
 

事
故
シ
ー

ケ
ン

ス
 

設
計

基
準

事
故

で
想

定
し

て
い

る
 

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
 

地
震

 
・

外
部

電
源

喪
失

＋
原

子
炉

格
納

容
器

損
傷

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
圧

力
容
器
損

傷
 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
建

物
損
傷

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

制
御

室
建

物
損
傷

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

廃
棄

物
処

理
建
物
損

傷
 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ
ｓ

ｓ
ｉ
ｖ

ｅ
 
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

計
装

・
制

御
系
喪
失

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

格
納

容
器

バ
イ
パ
ス

 

・
冷
却
材

喪
失

（
大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
失

敗
 

＋
低
圧
炉

心
冷
却

失
敗

 

・
冷
却
材

喪
失
（

中
小
破

断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

失
敗
＋

低
圧

炉
心

冷
却

失
敗

 

・
冷
却
材

喪
失
（

中
小
破

断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

失
敗
＋

原
子

炉
減

圧
失

敗
 

・
全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
大

破
断
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
 

津
波

 
・

直
接

炉
心

損
傷

に
至

る
事

象
 

（
全

交
流

動
力
電

源
喪

失
＋
直
流

電
源
喪

失
 

＋
計

装
・

制
御

系
喪

失
）

 

・
補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

地
震

と
津

波
の

重
畳

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
格

納
容
器
損

傷
 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
圧

力
容
器
損

傷
 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

原
子

炉
建

物
損
傷

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

制
御

室
建

物
損
傷

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

廃
棄

物
処

理
建
物
損

傷
 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

Ｅ
ｘ

ｃ
ｅ
ｓ

ｓ
ｉ
ｖ

ｅ
 
Ｌ

Ｏ
Ｃ
Ａ

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

計
装

・
制

御
系
喪
失

 

・
外

部
電

源
喪

失
＋

格
納

容
器

バ
イ
パ
ス

 

・
全

交
流

動
力
電

源
喪

失
＋

直
流

電
源
喪

失
 

＋
Ｅ

ｘ
ｃ

ｅ
ｓ

ｓ
ｉ

ｖ
ｅ

 
Ｌ
Ｏ

Ｃ
Ａ

＋
計
装
・

制
御
系

喪
失

 

・
冷
却
材

喪
失

（
大
破
断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）
 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

（
Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
失

敗
 

＋
低
圧
炉

心
冷
却

失
敗

 

・
冷
却
材

喪
失
（

中
小
破

断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

失
敗
＋

低
圧

炉
心

冷
却

失
敗

 

・
冷
却
材

喪
失
（

中
小
破

断
Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
）

 

＋
高
圧
炉

心
冷
却

失
敗
＋

原
子

炉
減

圧
失

敗
 

・
全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 

・
補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

・
大

破
断
Ｌ

Ｏ
Ｃ

Ａ
 

竜
巻

 
な

し
 

・
補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

凍
結

 
な

し
 

・
全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 
・

通
常

停
止

／
緊

急
停

止
等

 

・
外

部
電

源
喪

失
 

積
雪

 
・

全
交

流
動

力
電

源
喪

失
＋

計
装

・
制
御

系
喪
失

 
・

全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 

・
補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
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第
３
表
 

大
規
模

損
壊

へ
至
る
可

能
性
の

あ
る

自
然
現
象

（
２

／
２

）
 

自
然

現
象
 

重
大

事
故

等
対

策
で
想
定

し
て
い

な
い

 

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
（
大
規

模
損
壊

）
 

重
大
事
故

等
対
策

で
想

定
し

て
い

る
 

事
故
シ
ー

ケ
ン

ス
 

設
計

基
準

事
故

で
想

定
し

て
い

る
 

事
故

シ
ー

ケ
ン

ス
 

落
雷

 
・

外
部

電
源

喪
失

＋
計

装
・

制
御

系
喪
失

 
・

補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

地
滑
り

 

・
土
石
流

 

な
し

 
な

し
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

火
山

の
影

響
 

・
全

交
流

動
力

電
源

喪
失

＋
計

装
・
制
御

系
喪
失

 
・

補
機
冷

却
系
喪

失
 

・
全
交
流

動
力
電

源
喪
失

 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

森
林
火
災

 
な

し
 

な
し
 

・
通

常
停

止
／

緊
急

停
止

等
 

・
外

部
電

源
喪

失
 

隕
石

 
（

地
震
，

津
波
又

は
大
型

航
空
機

の
衝
突

に
同

じ
）
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① 外部事象の収集 

発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある外部事象を網羅的に

収集するため，国内外の基準等で示されている外部事象を参考に 55 事象を収集。 

 
 
 
 

② 個別の事象に対する発電用原子炉施設の安全性への影響度評価（起因事象の

特定） 

収集した各自然現象について，設計基準を超えるような非常に過酷な状況を

想定した場合に，発電用原子炉施設の安全性が損なわれる可能性について評価

を実施し，発生し得るプラント状態（起因事象）を特定。 

 
 
 
 

③ 特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性のある自然現象の選定 

②の影響度評価により，そもそも島根原子力発電所において発生する可能性

があるか，非常に過酷な状況を想定した場合，発電用原子炉施設の安全性が損

なわれる可能性があるか，影響度の大きさから代表事象による評価が可能かと

いった観点で，特に発電用原子炉施設の安全性に影響を与える可能性がある事

象を下記のとおり選定。 

・地震 

・津波 

・地震と津波の重畳 

・竜巻 

・凍結 

・積雪 

・落雷 

・地滑り・土石流 

・火山の影響 

・森林火災 

・隕石 

  
 
 

④ ケーススタディの対象シナリオ選定 

上記で選定された事象の発電用原子炉施設への影響について，重大事故等対

策で想定している事故シーケンスに包含されないものを抽出し，さらに他事象

での想定シナリオによる代表性を考慮して，大規模損壊のケーススタディの対

象とするシナリオを選定。 

・地震 

・津波 

・地震と津波の重畳 

 

第１図 大規模損壊を発生させる可能性のある自然現象の 

検討プロセスの概要 
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(3) 大規模損壊発生時の対応手順書の整備及びその対応操作 

大規模損壊では，重大事故等時に比べて発電用原子炉施設が受ける影響及

び被害の程度が大きく，その被害範囲は広範囲で不確定なものと想定され，

あらかじめシナリオを設定して対応することが困難であると考えられること

から，緊急時対策本部における情報収集，運転員が実施する発電用原子炉施

設の操作に対する支援が重要となる。 

大規模損壊の対応に当たっては，発電所外への放射性物質放出の防止及び

抑制を最優先として，次に示す各項目を優先実施事項とする。技術的能力に

係る審査基準の該当項目との関係を第４表に示す。 

 

＜炉心の著しい損傷を緩和するための対策＞ 

・炉心の著しい損傷を緩和するための原子炉停止と発電用原子炉への注水 

 

＜原子炉格納容器の破損を緩和するための対策＞ 

・炉心損傷回避，著しい炉心損傷緩和が困難な場合の原子炉格納容器から

の除熱と原子炉格納容器の破損回避 

 

＜燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を緩和す

るための対策＞ 

・燃料プールの水位異常低下時のプールへの注水 

 

＜放射性物質の放出を低減するための対策＞ 

・水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するための対策 

・放射性物質放出の可能性がある場合の原子炉建物への放水による拡散抑

制 

 

＜大規模な火災が発生した場合における消火活動＞ 

・消火活動 

 

＜その他の対策＞ 

・要員の安全確保 

・対応に必要なアクセスルートの確保 

・電源及び水源の確保並びに燃料補給 

・人命救助 

 

ａ. 大規模損壊発生時の対応手順書の適用条件と対応フロー 

大規模損壊発生時は，発電用原子炉施設の状況把握が困難で事故対応の

判断ができない場合は，プラント状態が悪化した等の安全側に判断した措

置をとるように対応フローを整備する。また，大規模損壊発生時に使用す
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る手順書を有効，かつ効果的に使用するため，対応手順書において適用開

始条件を明確化するとともに，対応フローを明示することにより必要な個

別戦略への移行基準を明確化する。 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

の発生について，緊急地震速報，大津波警報，外部からの情報連絡，衝撃

音，衝突音等により検知した場合，中央制御室の状況，プラント状態の大

まかな確認及び把握（火災発生の有無，建物の損壊状況等）を行うととも

に，大規模損壊の発生（又は発生が疑われる場合）の判断を原子力防災管

理者又は当直副長が行う。また，原子力防災管理者又は当直副長が以下の

適用開始条件に該当すると判断した場合は，大規模損壊時に対応する手順

に基づく事故の進展防止及び影響を緩和するための活動を開始する。 

 

a) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムにより発電用原子炉施設が以下のいずれかの状態となった場合又は

疑われる場合 

・プラント監視機能又は制御機能の喪失によりプラント状態把握に支

障が発生した場合（中央制御室の機能喪失を含む。） 

・燃料プールの損傷により水の漏えいが発生し，燃料プールの水位が

維持できない場合 

・炉心冷却機能及び放射性物質閉じ込め機能に影響を与える可能性が

あるような大規模な損壊（建物損壊に伴う広範囲な機能喪失等）が

発生した場合 

・大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合 

 

b) 原子力防災管理者が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要

と判断した場合※ 

 

c) 当直副長が大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判断し

た場合※ 

 

※：大規模損壊に対応する手順を活用した支援が必要と判断した場合

とは，重大事故等時に期待する設備等が機能喪失し，事故の進展

防止及び影響緩和が必要と判断した場合をいう。 

 

緊急時対策本部は，発電用原子炉施設の影響予測を行い，その結果を基

に各班の責任者は必要となる対応を予想して先行的に準備を行う。 

緊急時対策本部長は，これらの情報を収集し，発電所全体の対応につい

て総括的な責任を負う。 

非常招集を行った場合，緊急時対策要員及び自衛消防隊は，緊急時対策
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所へ移動する。ただし，緊急時対策所が使用できない場合は，屋内の利用

できる施設を緊急時対策所として利用する。 

発電所全体の状態を把握するための「プラント状態確認チェックシー

ト」及び対応操作の優先順位付けや対策決定の判断を行うための緊急時対

策本部で使用する対応フローを整備する。この対応フローは，事故時操作

要領書，原子力災害対策手順書等の相互関係の概略をまとめ，全体像を把

握するツールとして緊急時対策本部の運営を支援するために整備するもの

であり，具体的な操作手順は個別の手順書等に記載する。また，ｂ．(b)項

から(o)項の手順（第５表から第18表）の中で使用することを想定している

設備については，チェックシートの項目に盛り込むこととしている。 

対応操作の優先順位付けや実施の判断は，一義的に緊急時対策本部長が

行う。大規模損壊時の対応に当たっては，次に掲げる(a)，(b)項を実施す

る。 

当直副長又は対応操作の責任者が実施した監視や操作については，緊急

時対策本部に報告し，各班の責任者（統括又は班長）は，その時点におけ

る人的リソースや資機材の確保状況，対応の優先順位付け等を判断し，必

要な支援や対応を行う。 

また，重大事故等時に対処するために直接監視することが必要なパラメ

ータが中央制御室及び緊急時対策所のいずれでも確認できない場合は，放

射線測定器，可搬型直流電源設備，可搬型計測器等の代替の監視手段と無

線通信設備等の通信連絡設備を準備し，アクセスルートが確保され次第，

パラメータ監視のための当直（運転員），緊急時対策要員等を現場に出動

させ，まず外からの目視による確認を行い，その後，確認できないパラメ

ータを対象に代替監視手段を用いて可能な限り継続的なプラント状況の把

握に努める。パラメータが中央制御室及び緊急時対策所において部分的に

確認できる場合は，確認したパラメータを基に安全機能等の状況把握を行

ったうえで，他のパラメータについては，パラメータが確認できない場合

と同様の対応を行う。 

初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要になる主

要パラメータが採取できない場合は，判断要素として代替できる他のパラ

メータを採取する。採取手段の優先順位は，採取に時間を要しない中央制

御室等の常設計器等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失により採取で

きない場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用を第２優先

とする。補助盤室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計器

又は可搬型計測器を使用して採取する。 

また，初動対応での目標設定や個別戦略における判断要素として必要に

なる主要パラメータ及び代替できる他のパラメータのいずれも採取できな

い場合は，まず外からの目視による確認を行い，目標設定や個別戦略の判

断に最も影響を与えるパラメータから優先順位を付けて監視機能を回復さ
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せ，使用可能な設備を用いて緩和措置を行う。 

(a) 当面達成すべき目標の設定 

緊急時対策本部は，プラント状況，対応可能な要員数，使用可能な設備，

屋外の放射線量率，建物の損傷状況，火災発生状況等を把握し，チェック

シートに記載したうえで，その情報を基に当面達成すべき目標を設定し，

環境への放射性物質の放出低減を最優先に，優先すべき戦略を決定する。 

当面達成すべき目標設定の考え方を次に示す。活動に当たっては，重大

事故等に対処する要員の安全確保を最優先とする。 

・第一義的目標は炉心損傷を回避するため，速やかに発電用原子炉を停止

し，注水することである。炉心損傷に至った場合においても発電用原子

炉への注水は必要となる。 

・炉心損傷が回避できない場合は，原子炉格納容器の破損を回避する。 

・燃料プールの水位が低下している場合は，速やかに注水する。 

・これらの努力を最大限行った場合においても，炉心損傷かつ原子炉格納

容器の破損又は燃料プール水位の異常低下の回避が困難な場合は放射性

物質の拡散抑制を行う。 

これらの目標は，複数の目標を同時に設定するケースも想定される。ま

た，プラント状況に応じて，設定する目標も随時見直していくこととする。 

 

(b) 個別戦略を選択するための判断フロー 

緊急時対策本部は，(a)項で決定した目標設定に基づき，個別戦略を実施

する。設定目標と実施する個別戦略の考え方を次に示す。 

ⅰ 設定目標：炉心損傷回避のための原子炉圧力容器への注水 

発電用原子炉の「止める」，「冷やす」機能を優先的に実施する。 

 

ⅱ 設定目標：原子炉格納容器の破損回避 

基本的に炉心損傷が発生した場合においても，原子炉圧力容器への注

水は継続して必要となるが，使用可能な設備や対応可能要員の観点から，

一時的に原子炉格納容器の破損回避の対応を優先せざるを得ない状況に

なることが想定される。この際に「閉じ込め」機能を維持するための個

別戦略を実施する。原子炉格納容器の損傷が発生し，原子炉建物内に放

射性物質が漏えいする状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑制戦

略を実施する。 

 

ⅲ 設定目標：燃料プール水位確保 

燃料プール内の燃料の冷却のための個別戦略を実施する。 

燃料プール内の燃料損傷が発生し，原子炉建物内の放射性物質濃度が

上昇する状況が想定される場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 
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ⅳ 設定目標：放射性物質拡散抑制 

炉心損傷が発生するとともに，原子炉圧力容器への注水が行えない場

合，燃料プール水位の低下が継続している場合又は原子炉建物が損傷し

ている場合は，放射性物質拡散抑制戦略を実施する。 

（添付資料 2.1.11，2.1.12 参照） 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（１／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

炉心の著

しい損傷

を緩和す

るための

対策 

原子炉再循環ポン

プ停止による原子

炉出力抑制 

原子炉緊急停止（原子炉スクラム）ができない事象

（以下「ＡＴＷＳ」という。）が発生した場合，Ａ

ＴＷＳ緩和設備（代替原子炉再循環ポンプトリップ

機能）又は原子炉再循環ポンプの手動停止操作によ

り，原子炉出力を抑制する。 

第１項（1.1） 

 

 ほう酸水注入 ＡＴＷＳが発生した場合，ほう酸水を注入すること

により未臨界とする。 

 

 制御棒挿入 ＡＴＷＳが発生した場合，原子炉手動スクラム又は

ＡＴＷＳ緩和設備（代替制御棒挿入機能）による制

御棒全挿入が確認できない場合，手動操作による制

御棒挿入を行う。 

 

 原子炉水位低下操

作による原子炉出

力抑制 

ＡＴＷＳが発生した場合，原子炉水位を低下させる

ことにより原子炉出力を抑制する。 

 

 現場手動操作によ

る高圧原子炉代替

注水系起動 

原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能

喪失した場合において，中央制御室からの操作によ

り高圧原子炉代替注水系を起動できない場合，現場

での人力による弁の操作により高圧原子炉代替注水

系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とし

た原子炉圧力容器への注水を実施する。 

第３項，第４項 

（1.2） 
 

 現場手動操作によ

る原子炉隔離時冷

却系起動 

全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失によ

り原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発

電用原子炉の冷却に使用できない場合において，高

圧原子炉代替注水系を起動できない場合，現場での

人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起

動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子

炉圧力容器への注水を実施する。 

 

  

 ほう酸水注入系に

よる原子炉圧力容

器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電

源喪失時において，高圧原子炉代替注水系及び原子

炉隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原

子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合，

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系に

よる原子炉圧力容器へのほう酸水注入を実施する。 

 

 制御棒駆動水圧系

による原子炉圧力

容器への注水 

高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電

源喪失時において,高圧原子炉代替注水系及び原子炉

隔離時冷却系により原子炉圧力容器内の水位を原子

炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合，電

源及び原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）により冷却水を確保し，復水貯蔵タンクを水

源とした制御棒駆動水圧系による原子炉圧力容器へ

の注水を実施する。 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（２／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

炉心の著

しい損傷

を緩和す

るための

対策 

原子炉減圧操作 原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態であっ

て，低圧の注水機能を働かせるために，自動減圧

系，原子炉減圧の自動化又は逃がし安全弁若しくは

タービン・バイパス弁を使用した中央制御室からの

手動操作により発電用原子炉を減圧する。 

第３項，第４項 

（1.3） 

 可搬型直流電源設

備による逃がし安

全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉

減圧機能が喪失した場合，可搬型直流電源設備によ

り逃がし安全弁の作動に必要な直流電源を確保し，

逃がし安全弁を開放して，発電用原子炉を減圧す

る。 

 

 主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池（補助

盤室）による逃が

し安全弁開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉

減圧機能が喪失した場合，補助盤室にて逃がし安全

弁の作動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助

盤室）を接続し，逃がし安全弁を開放して発電用原

子炉を減圧する。 

 

 主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池（原子

炉建物）による逃

がし安全弁（自動

減圧機能付き）開

放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉

減圧機能が喪失した場合，ＡＤＳ仮設電源接続中継

端子箱にて逃がし安全弁（自動減圧機能付き）の作

動回路に主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建

物）を接続し，逃がし安全弁を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

 

 逃がし安全弁窒素

ガス代替供給設備

による逃がし安全

弁（自動減圧機能

なし）開放 

常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉

減圧機能が喪失した場合，逃がし安全弁窒素ガス代

替供給設備により逃がし安全弁（自動減圧機能なし

Ａ及びＪ）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給

し，逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ及びＪ）を

開放して発電用原子炉を減圧する。 

 

 逃がし安全弁窒素

ガス供給系による

背圧対策 

想定される重大事故等の環境条件を考慮して，原子

炉格納容器内の圧力 853kPa[gage]において確実に逃

がし安全弁を作動させることができるように，逃が

し安全弁窒素ガス供給系の供給圧力を調整する。 

 

 逃がし安全弁窒素

ガス供給系による

逃がし安全弁駆動

源確保 

窒素ガス制御系からの作動窒素ガスの供給が喪失

し，逃がし安全弁の作動に必要な窒素ガスの供給圧

力が低下した場合，供給源が逃がし安全弁用窒素ガ

スボンベに自動で切り替わることで，逃がし弁の駆

動源を確保する。 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（３／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

炉心の著

しい損傷

を緩和す

るための

対策 

低圧代替注水 常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機

能が喪失した場合，低圧原子炉代替注水系（常

設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）による

原子炉圧力容器への注水について，同時並行で注

水準備を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合

は，低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉

代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系の

手段のうち，低圧で原子炉圧力容器へ注水可能な

系統１系統以上が起動し，注水のための系統構成

が完了した時点で，逃がし安全弁による原子炉減

圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を開始す

る。原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，

準備が完了した手段のうち，低圧原子炉代替注水

系（常設），復水輸送系，消火系，低圧原子炉代

替注水系（可搬型）の順で選択する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，

発電用原子炉を満水にする必要がある場合は，上

記手段に加え復水・給水系，高圧炉心スプレイ

系，低圧炉心スプレイ系又は残留熱除去系（低圧

注水モード）を使用し原子炉圧力容器への注水を

実施する。 

第３項，第４項 

（1.4） 

 復水・給水系復旧に

よる原子炉冷却 

低圧原子炉代替注水系（常設），低圧原子炉代替

注水系（可搬型），復水輸送系及び消火系が発電

用原子炉の冷却に使用できない場合，復水・給水

系を復旧させて発電用原子炉を冷却する。 

 

原子炉格

納容器の

破損を緩

和するた

めの対策 

可搬式窒素供給装置

による原子炉格納容

器の不活性化 

炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器内の

酸素濃度が上昇した場合に原子炉格納容器内の可

燃性ガス濃度を低減させるため，可搬式窒素供給

装置により原子炉格納容器内へ窒素ガスを供給す

る。 

第３項，第４項 

（1.9） 

 原子炉格納容器の水

素ガス及び酸素ガス

の排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器内の可燃性ガス濃度を監視し，ジルコニウム－

水反応，水の放射線分解等により原子炉格納容器

内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場

合，格納容器フィルタベント系を使用した格納容

器ベント操作により原子炉格納容器内の水素ガス

及び酸素ガスを排出することで原子炉格納容器の

水素爆発による破損を防止する。 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（４／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

原子炉格

納容器の

破損を緩

和するた

めの対策 

原子炉補機代替冷却

系による除熱 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

の機能が喪失した場合，原子炉補機冷却系の系統

構成を行い，原子炉補機代替冷却系により補機冷

却水を供給する。 

第３項，第４項 

（1.5） 

 

 残留熱代替除去系に

よる原子炉格納容器

内の減圧及び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合，残留熱代替

除去系により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送

する。 

 格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器内の減圧及

び除熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合，格納容器フ

ィルタベント系により最終ヒートシンク（大気）

へ熱を輸送する。 

 耐圧強化ベントライ

ンによる原子炉格納

容器内の減圧及び除

熱 

残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンク

へ熱を輸送する機能が喪失した場合，耐圧強化ベ

ントラインにより最終ヒートシンク（大気）へ熱

を輸送する。 

 

 格納容器代替スプレ

イ系（常設）による

格納容器スプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内の冷却機能の喪失が起きた場合，格

納容器代替スプレイ系（常設）により原子炉格納

容器内の圧力及び温度を低下させる。 

第３項，第４項 

（1.6） 

 格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）によ

る格納容器スプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内の冷却機能の喪失が起きた場合，格

納容器代替スプレイ系（可搬型）により原子炉格

納容器内の圧力及び温度を低下させる。 

 

 復水輸送系による格

納容器スプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内の冷却機能の喪失が起きた場合，復

水輸送系により原子炉格納容器内の圧力及び温度

を低下させる。 

 

 消火系による格納容

器スプレイ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子

炉格納容器内の冷却機能の喪失が起きた場合，消

火系により原子炉格納容器内の圧力及び温度を低

下させる。 

 

 残留熱代替除去系に

よる原子炉過圧破損

の防止 

炉心の著しい損傷が発生した場合，残留熱代替除

去系の運転により，原子炉格納容器内の圧力及び

温度を低下させることで原子炉格納容器の過圧破

損を防止する。 

第３項，第４項 

（1.7） 

 格納容器フィルタベ

ント系による原子炉

格納容器内の過圧破

損の防止 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留

熱除去系の機能が喪失した場合及び残留熱代替除

去系の運転が期待できない場合，格納容器フィル

タベント系により原子炉格納容器内の減圧及び除

熱を実施し，原子炉格納容器の過圧破損を防止す

る。 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（５／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

原子炉格

納容器の

破損を緩

和するた

めの対策 

ペデスタル代替注水

系（常設）によるデ

ブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器の破損を防止するため，ペデスタル代替注水系

（常設）により原子炉格納容器下部に落下した溶

融炉心を冷却する。 

第３項，第４項 

（1.8） 

 格納容器代替スプレ

イ系（可搬型）によ

るデブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器の破損を防止するため，格納容器代替スプレイ

系（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下し

た溶融炉心を冷却する。 

 

 ペデスタル代替注水

系（可搬型）による

デブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器の破損を防止するため，ペデスタル代替注水系

（可搬型）により原子炉格納容器下部に落下した

溶融炉心を冷却する。 

 

 復水輸送系によるデ

ブリ冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器の破損を防止するため，復水輸送系により原子

炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

 消火系によるデブリ

冷却 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容

器の破損を防止するため，消火系により原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

 

燃料プー

ルの水位

を確保す

るための

対策及び

燃料体の

著しい損

傷を緩和

するため

の対策 

燃料プールスプレイ 燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレ

ス鋼製ラックセルに貯蔵しているため，未臨界は

維持されている。燃料プールからの大量の水の漏

えいにより，燃料プールの水位が異常に低下し，

燃料プール注水設備による注水を実施しても水位

を維持できない場合に，大量送水車により常設ス

プレイヘッダを使用したスプレイを実施すること

で，燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。また，

この場合に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）

により，常設スプレイヘッダの機能が喪失した場

合には，可搬型スプレイノズルを使用したスプレ

イを実施することで，燃料損傷を緩和し，臨界を

防止する。 

第３項，第４項 

（1.11） 

消火系による燃料プ

ールへの注水 

燃料プールの冷却機能若しくは注水機能の喪失又

は燃料プールからの水の漏えい若しくはその他の

要因により燃料プールの水位が低下した場合，消

火系の電源復旧が実施可能な場合において，補助

消火水槽又はろ過水タンクを水源とし，消火系に

よりスキマサージタンクに補給し，逆流（オーバ

ーフロー）させることで燃料プールへ注水する。 

 

 

 

2.1-49

1388



 

   

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（６／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

放射性物

質の放出

を低減す

るための

対策 

原子炉ウェル注水 炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉ウェル

代替注水系により原子炉ウェルに注水することで

原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容器か

ら原子炉建物への水素ガス漏えいを抑制する。 

第３項，第４項 

（1.10） 

 原子炉建物燃料取替

階ブローアウトパネ

ル開放による水素の

排出 

炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建物内

の水素濃度が可燃限界に達する前に，原子炉建物

燃料取替階ブローアウトパネルを開放することに

より，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）天

井部に滞留した水素ガスを大気へ排出し，原子炉

建物の水素爆発を防止する。 

 

 大型送水ポンプ車及

び放水砲による大気

への放射性物質の拡

散抑制 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のお

それ又は燃料プールの燃料体等の著しい損傷のお

それにより原子炉建物から直接放射性物質が拡散

する場合，大型送水ポンプ車及び放水砲により原

子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の

拡散を抑制する。 

第３項，第４項 

（1.12） 

 放射性物質吸着材及

びシルトフェンスに

よる海洋への放射性

物質の拡散抑制 

放水により放射性物質を含む汚染水が発生した場

合，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置する

ことにより，汚染水の海洋への放射性物質の拡散

を抑制する。また，放射性物質を含む汚染水は雨

水排水路及び２号炉放水接合槽を通って海へ流れ

出すため，シルトフェンスを設置することで，海

洋への放射性物質の拡散を抑制する。 

 

大規模な

火災が発

生した場

合におけ

る消火活

動 

消火活動 大規模な火災が発生した場合，放水砲，大型送水

ポンプ車，小型動力ポンプ付水槽車，小型放水砲

及び化学消防自動車による泡消火並びに延焼防止

のための消火を行う。 

第２項 

（2.1） 

対応に必

要なアク

セスルー

トの確保 

アクセスルートの確

保 

大規模損壊発生時に可搬型設備の輸送や要員の移

動の妨げとなるアクセスルート上の障害が発生し

た場合，がれきの撤去，道路段差の解消，堆積土

砂の撤去，火災の消火及びその他のアクセスルー

トの確保の活動を行う。 

第１項，第２項 

（2.1） 
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第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（７／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

電源確保 常設代替交流電源設

備による非常用所内

電気設備への給電 

外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見

込めない場合，非常用高圧母線Ｄ系及び非常用高

圧母線Ｃ系の順に復旧し，常設代替交流電源設備

から非常用所内電気設備へ給電する。（緊急用メ

タクラを経由するため，代替所内電気設備への給

電も同時に行われる。） 

第３項，第４項 

（1.14） 

第３項，第４項 

（1.15） 

 可搬型代替交流電源

設備による非常用所

内電気設備への給電 

外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電

源設備及び号炉間電力融通ケーブルによる非常用

高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系への給電が

見込めない場合，可搬型代替交流電源設備（高圧

発電機車）を高圧発電機車接続プラグ収納箱（原

子炉建物西側），高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）又は緊急用メタクラ接続プラ

グ盤に接続し，非常用高圧母線Ｃ系又は非常用高

圧母線Ｄ系へ給電する。 

 

 号炉間電力融通ケー

ブルによる電力融通 

当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常

設代替交流電源設備による非常用高圧母線Ｃ系及

び非常用高圧母線Ｄ系への給電が見込めない場

合，号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉の

非常用高圧母線から当該号炉の非常用高圧母線Ｃ

系又は非常用高圧母線Ｄ系までの電路を構成し，

他号炉から給電する。 

 

 可搬型直流電源設備

による直流盤への給

電 

外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時

に，常設代替交流電源設備，号炉間電力融通ケー

ブル及び可搬型代替交流電源設備による交流入力

電源の復旧が見込めない場合，可搬型直流電源設

備（高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（Ｓ

Ａ），ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常

用））により直流電源を接続し，Ｂ－115V 系直流

盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤（２），230V

系直流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 

 

 直流給電車による直

流盤への給電 

外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時

に，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流

電源設備及び所内常設直流電源設備（３系統目）

が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設備

（高圧発電機車，Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），

ＳＡ用 115V 系充電器，230V 系充電器（常用））

による直流電源の給電ができない場合に，直流給

電車をＢ－115V 系直流盤，230V 系直流盤（ＲＣ

ＩＣ），Ｂ－115V 系直流盤（ＳＡ）及び 230V 系

直流盤（常用）に接続し，直流電源を給電する。 

 

 

 

2.1-51

1390



 

   

第４表 大規模損壊発生時の対応操作一覧（８／８） 

対応操作 内 容 

技術的能力に係る

審査基準（解釈）

の該当項目 

電源確保 代替所内電気設備に

よる給電 

蓄電池及び代替電源（交流，直流）からの給電が

困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不

能となった場合，可搬型計測器により計測又は監

視を行う。非常用所内電気設備の３系統全てが同

時に機能喪失した場合，又は代替所内電気設備に

接続する重大事故等対処設備が必要な場合に，代

替所内電気設備により，炉心の著しい損傷等を防

止するために必要な設備へ給電する。 

第３項，第４項 

（1.14） 

第３項，第４項 

（1.15） 

水源確保 

 

 

低圧原子炉代替注水

槽への補給 

 

低圧原子炉代替注水槽を水源として低圧原子炉代

替注水ポンプにより各種注水する場合，低圧原子

炉代替注水槽の水が枯渇する前に輪谷貯水槽（西

１）又は輪谷貯水槽（西２）の水を大量送水車に

より低圧原子炉代替注水槽に補給する。 

第３項，第４項 

（1.13） 

燃料確保 燃料給油 可搬型重大事故等対処設備等への給油を行う。 第１項 

（1.14） 
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第３図 大規模損壊発生時の対応全体概略フロー 

 (プラント状況把握が困難な場合) 

大規模な損壊が発生 

対応要員数，可搬型設備，常設設備を 

含めた残存する資源等を確認し，最大限 

の努力によって得られる結果を想定して， 

当面達成すべき目標を設定し，そのために

優先すべき戦略を決定する。 

大規模火災 

への対応 

炉心損傷の緩和， 

格納容器破損の緩和 

燃料プール水位 
確保及び燃料体 
の損傷緩和 

放射性物質 

の放出低減 

電源・水源 

・燃料確保 

※：ホイールローダ等によるがれき等の撤去作業，事

故対応を行うためのアクセスルート及び各影響緩

和対策の操作に支障となる火災並びに延焼するこ

とにより被害の拡散につながる可能性のある火災

の消火活動を優先的に実施する。なお，アクセス

ルート確保及び消火活動等を含めて，各事故対応

に当たっては，重大事故等に対処する要員の安全

確保を最優先とするとともに，人命救助が必要な

場合は，原子力災害に対応しつつ，発電所構内の

人員の協力を得て，安全確保のうえ，人命救助を

行う。 

・可搬型計測器によるパラメータ確認 

・対応可能な要員の確認 

・通信設備の確認 

・建物等へのアクセス性確認 

・施設損壊状態確認 

・電源系統の確認 

・可搬型設備，資機材等の確認 

・常設設備の確認 

・水源の確認 

 

プラント状態の確認（最優先事項） 

・中央制御室との連絡及びプラントパラメータの監視機能確認 

・原子炉停止確認 

・原子炉注水確認 

・放射線モニタ指示値の確認 

・火災の確認 

・アクセスルート確保，消火※ 
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ｂ. 大規模損壊発生時に活動を行うために必要な手順書 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合に対応する手

順については，(a)項に示す５つの活動を行うための手順を網羅する。 

また，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央制

御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器による

プラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時

対策所の通信連絡手順を整備する。 

なお，プラントパラメータの採取手段の優先順位は，採取に時間を要し

ない中央制御室等の常設計器等の使用を第１優先とし，監視機能の喪失に

より採取できない場合は，補助盤室内の計器盤内にて可搬型計測器の使用

を第２優先とする。 

補助盤室内でパラメータが採取できない場合は，現場の常設計器又は可

搬型計測器を使用して採取する。 

技術的能力に係る審査基準1.2から1.14における重大事故等対処設備と整

備する手順を(b)項から(n)項に示す。なお，大規模損壊に特化した手順を

(o)項に示す。 

 

(a) ５つの活動又は緩和対策を行うための手順書 

ⅰ 大規模な火災が発生した場合における消火活動に関する手順等 

大規模損壊発生時に大規模な火災が発生した場合における消火活動

として，故意による大型航空機の衝突による大規模な航空機燃料火災

を想定し，放水砲等を用いた泡消火についての手順書を整備する。 

また，地震及び津波のような大規模な自然災害においては，施設内

の油タンク火災等の複数の危険物内包設備の火災が発生した場合にお

いても，同様な対応が可能なように多様な消火手段を整備する。 

大型航空機の衝突による大規模な火災が発生した場合における対応

手段の優先順位は，放水砲等を用いた泡消火について速やかに準備す

るとともに，早期に準備が可能な小型放水砲，小型動力ポンプ付水槽

車及び化学消防自動車による泡消火並びに延焼防止のための消火を実

施する。 

地震により建物内部に火災が発生した場合において，屋外に配備す

る可搬型重大事故等対処設備は火災の影響を受けないと考えられるた

め，これらの設備を中心とした事故対応を行うことが可能である。な

お，当該の対応において，事故対応を行うためのアクセスルート又は

操作箇所での復旧活動に支障となる火災が発生している場合は，消火

活動を速やかに実施し，操作箇所までのアクセスルート等を確保する。

具体的には，次の手順で対応を行う。 

 

a) アクセスルートに障害がない箇所があれば，その箇所を使用する。 
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b) 複数の操作箇所のいずれもがアクセスルートに障害がある場合，

最もアクセスルートを確保しやすい箇所を優先的に確保する。 

 

c) a)及びb)いずれの場合も，予備としてもう１つの操作箇所へのア

クセスルートを確保する。 

 

消火活動を行うに当たっては，火災発見の都度，次に示すa)からd)

の区分を基本に消火活動の優先度を判定し，優先度の高い火災より順

次消火活動を実施する。 

 

a) アクセスルート及び操作箇所の確保のための消火 

・アクセスルート確保 

・車両及びホースルートの設置エリアの確保 

（初期消火に用いる化学消防自動車，小型放水砲等） 

 

b) 原子力安全の確保のための消火 

・重大事故等対処設備が設置された建物，放射性物質内包の建物 

・可搬型重大事故等対処設備の屋外接続箇所及び設置エリアの確

保 

・大型送水ポンプ車，ホースルート及び放水砲の設置エリアの確

保 

 

c) 火災の波及性が考えられ，事故収束に向けて原子力安全に影響を

与える可能性がある火災の消火 

・可搬型重大事故等対処設備の複数の屋外接続箇所及び設置エリ

アの確保 

 

d) その他火災の消火 

a)からc)以外の火災は，対応可能な段階になってから，可能な範

囲で消火する。 

 

建物内外ともに上記の考え方を基本に消火するが，大型航空機衝突

による建物内の大規模な火災時は，入域可能な状態になってから消火

活動を実施する。 

 

消火活動に当たっては，現場間及び現場と緊急時対策本部間では無

線通信設備を使用し，連絡を密にする。無線通信設備での連絡が困難

な建物内において火災が発生している場合には，複数ある別の対応手
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段を選択して事故対応を試みるとともに，火災に対しては連絡要員を

配置する等により外部との通信ルート及び自衛消防隊の安全を確保し

たうえで，対応可能な範囲の消火活動を行う。 

 

また，自衛消防隊以外の緊急時対策要員が消火活動の支援を行う場

合は，緊急時対策本部の火災対応の指揮命令系統の下で活動する自衛

消防隊の指揮下で活動する。 

 

ⅱ 炉心の著しい損傷を緩和するための対策に関する手順等 

炉心の著しい損傷を緩和するための対応手段は次のとおりとする。 

・原子炉停止機能が喪失した場合は，原子炉手動スクラム，原子炉再

循環ポンプ停止による原子炉出力抑制，ほう酸水注入，ＡＴＷＳ緩和

設備（代替制御棒挿入機能）又は手動挿入による制御棒緊急挿入及び

原子炉水位低下による原子炉出力抑制を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時において，高圧炉心スプレイ系

及び原子炉隔離時冷却系の故障により発電用原子炉の冷却が行えな

い場合に，高圧原子炉代替注水系により発電用原子炉を冷却する。

全交流動力電源喪失又は常設直流電源系統喪失により発電用原子炉

の冷却が行えない場合は，常設代替直流電源設備若しくは所内常設

直流電源設備（３系統目）より給電される高圧原子炉代替注水系に

よる発電用原子炉の冷却又は原子炉隔離時冷却系の現場起動により

発電用原子炉の冷却を試みる。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に注水機能が喪失している状態

において，原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に期待している注水

機能が使用できる場合は，逃がし安全弁による原子炉減圧操作を行

う。 

・原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時において原子炉冷却材喪失事象

が発生している場合は，残留熱除去系（低圧注水モード）又は低圧

炉心スプレイ系を優先し，全交流動力電源喪失により発電用原子炉

の冷却が行えない場合は，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸

送系，消火系及び低圧原子炉代替注水系（可搬型）により原子炉を

冷却する。 

 

ⅲ 原子炉格納容器の破損を緩和するための対策に関する手順等 

原子炉格納容器の破損を緩和するための対応手段は次のとおりとす

る。 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障又は全交流動力電源喪

失により機能喪失した場合は，格納容器代替スプレイ系（常設），

復水輸送系，消火系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）により
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原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる。 

・最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合は，原子炉補

機代替冷却系によりサプレッション・チェンバから最終ヒートシン

ク（海）へ熱を輸送する。 

・原子炉格納容器の過圧破損を防止するため，格納容器フィルタベン

ト系により，原子炉格納容器内の減圧及び除熱を行う。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損

を防止するため，残留熱代替除去系により原子炉格納容器の圧力及

び温度を低下させる。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩや溶融炉心と

原子炉格納容器バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損を防

止するため，原子炉格納容器下部への注水を行う。 

・原子炉格納容器内に水素ガスが放出された場合においても水素爆発

による原子炉格納容器の破損を防止するためにプラント運転中の原

子炉格納容器内は不活性ガス（窒素）置換により原子炉格納容器内

雰囲気を不活性化した状態になっているが，炉心の著しい損傷が発

生し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等による水素ガス及

び酸素ガスの発生によって水素濃度が可燃限界を超えるおそれがあ

る場合は，可燃性ガス濃度制御系による水素ガス又は酸素ガスの濃

度を抑制する。また，可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ

の窒素注入を行うことで酸素濃度を抑制し，さらに，格納容器フィ

ルタベント系により水素ガス及び酸素ガスを原子炉格納容器外に排

出する手段を有している。 

 

ⅳ 燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい損傷を

緩和するための対策に関する手順等 

燃料プール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラックセル

に貯蔵しているため，未臨界は維持されている。燃料プールの水位を

確保するための対応手段及び燃料体の著しい損傷を緩和するための対

応手段は次のとおりとする。 

・燃料プールの状態を監視するため，燃料プール水位（ＳＡ），燃料

プール水位・温度（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モニタ（高レ

ンジ・低レンジ）（ＳＡ）及び燃料プール監視カメラ（ＳＡ）を使

用する。 

・燃料プールの注水機能の喪失又は燃料プールからの水の漏えい，そ

の他の要因により燃料プールの水位が低下した場合は，消火系，燃

料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレ

イ系（可搬型スプレイノズル）により燃料プールへ注水することに

より，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，臨界を
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防止する。 

・燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プール

の水位維持が行えない場合，燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）又は燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノズル）によ

る燃料プールスプレイを実施することで，燃料プール内の燃料体等

の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止するとともに，環境への

放射性物質の放出を可能な限り低減させる。 

・原子炉建物の損壊又は放射線量率の上昇により原子炉建物に近づけ

ない場合は，放水砲により燃料体の著しい損傷の進行を緩和する。 

 

ⅴ 放射性物質の放出を低減するための対策に関する手順等 

放射性物質の放出を低減するための対応手段は次のとおりとする。 

・原子炉建物から直接放射性物質が拡散する場合，大型送水ポンプ車，

放水砲により原子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の拡

散を抑制する。 

・その際，防波壁の内側で放射性物質吸着材を設置することにより汚

染水の海洋への拡散抑制を行う。 

・放水することで放射性物質を含む汚染水が雨水排水路及び２号炉放

水接合槽から海へ流れ出すためシルトフェンスを設置することで，

海洋への拡散範囲を抑制する。 

・また，シルトフェンスの設置が困難な状況（大津波警報や津波警報

が出ている状況等）である場合，大津波警報又は津波警報等が解除

された後にシルトフェンスの設置を開始する。 

 

(b) 「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，原子炉隔離時冷却系及

び高圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め，発電用原子炉を冷却する対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷を緩和するため，重

大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室で

の監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器によるプ

ラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急

時対策所の通信連絡手順を整備する。 
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大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時における発

電用原子炉を冷却するための手順の例を次に示す（第５表参照）。 

・原子炉隔離時冷却系及び高圧炉心スプレイ系が機能喪失した場合に

おいて，中央制御室からの操作により高圧原子炉代替注水系を起動

できない場合，現場での人力による弁の操作により高圧原子炉代替

注水系を起動し，サプレッション・チェンバを水源とした原子炉圧

力容器への注水を実施する。 

・全交流動力電源喪失及び常設直流電源系統喪失により，原子炉隔離

時冷却系及び高圧炉心スプレイ系を発電用原子炉の冷却に使用でき

ない場合において，高圧原子炉代替注水系が起動できない場合，現

場での人力による弁の操作により原子炉隔離時冷却系を起動し，サ

プレッション・チェンバを水源とした原子炉圧力容器への注水を実

施する。 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合，

ほう酸水貯蔵タンクを水源としたほう酸水注入系による原子炉圧力

容器へのほう酸水注水を実施する。 

・高圧炉心スプレイ系の機能喪失時又は全交流動力電源喪失において，

高圧原子炉代替注水系及び原子炉隔離時冷却系により原子炉圧力容

器内の水位を原子炉水位低（レベル３）以上に維持できない場合は，

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）により冷却水を確

保し，復水貯蔵タンクを水源とした制御棒駆動水圧系による原子炉

圧力容器への注水を実施する。 

2.1-59

1398



 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（１／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ  

原子炉浄化系 配管  

給水系 配管・弁・スパージャ 

非常用交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系 

非常用交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

 

2.1-60

1399



 

 

第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（２／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

高圧炉心スプレイ系 

原子炉隔離時冷却系 

 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
中
央
制
御
室 

か
ら
の
操
作
に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※１ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※１ 

可搬型直流電源設備※１ 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注

水」 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
の
現
場
操
作
に 

よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注

水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（３／６） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

常設直流電源系統 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
現
場
操
作 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＣＩＣによる原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「原子炉隔離時冷却系排水 

処理」 
サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

水中ポンプ 

ホース 

仮設発電機 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

全交流動力電源 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

可搬型直流電源設備※１ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（４／６） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

直
流
給
電
車
に
よ
る 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
へ
の
給
電 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

・ストレーナ 

原子炉浄化系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

直流給電車及び可搬型代替交流電源設備※１ 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（５／６） 

（監視及び制御） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

監
視
及
び
制
御 

－ 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系 

（
中
央
制
御
室
起
動
時
）
の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

高圧原子炉代替注水流量 

サプレッション・プール水位（ＳＡ） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注

水」 

原子炉水位（狭帯域） 

自
主
対
策
設
備 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
現
場
起
動
時
） 

の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注

水」 

原子炉水位（狭帯域） 

高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン入口圧力 

高圧原子炉代替注水系タービン排気圧力 

高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
（
現
場
起
動
時
）
の
監
視
計
器 

原子炉水位（広帯域） 

原子炉水位（燃料域） 

原子炉水位（ＳＡ） 

原子炉水位（可搬型計測器） 

原子炉圧力 

原子炉圧力（ＳＡ） 

原子炉圧力（可搬型計測器） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＣＩＣによる原子炉注

水」 

 

原子炉水位（狭帯域） 

原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力 

可搬型回転計 
自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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第５表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.2） 

（６／６） 

（重大事故等の進展抑制時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
の
進
展
抑
制 

－ 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る 

進
展
抑
制 

制御棒駆動水圧ポンプ 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

 

 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＲＤによる原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
ほ
う
酸
水
注
入
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（原子炉圧力容器内部） 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

進
展
抑
制
（
注
水
） 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 テストタンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管 

（原子炉圧力容器内部） 

復水輸送系 

消火系 

補給水系 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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(c) 「1.3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の状態において，設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の減圧機能は，逃がし安全弁（自動減

圧機能付き）による減圧機能である。 

インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時は，原子炉冷却材圧力バ

ウンダリの損傷箇所を隔離することで原子炉冷却材の漏えいを抑制す

る。なお，損傷箇所の隔離ができない場合は，逃がし安全弁による原

子炉減圧で原子炉冷却材の漏えいを抑制する。 

これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子

炉格納容器の破損を防止するため，原子炉冷却材圧力バウンダリを減

圧するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手

順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場

での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央

制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための

手順の例を次に示す（第６表参照）。 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失

した場合，可搬型直流電源設備により逃がし安全弁の作動に必要な

直流電源を確保し，逃がし安全弁を開放して，発電用原子炉を減圧

する。 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の原子炉減圧機能が喪失

した場合，補助盤室にて逃がし安全弁の作動回路に主蒸気逃がし安

全弁用蓄電池を接続し，逃がし安全弁を開放して発電用原子炉を減

圧する。 

・常設直流電源系統喪失により逃がし安全弁の減圧機能が喪失した場

合，逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備により逃がし安全弁（自動

減圧機能なしＡ及びＪ）の電磁弁排気ポートへ窒素ガスを供給し，

逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ及びＪ）を開放して発電用原子

炉を減圧する。 

・窒素ガス制御系からの作動窒素ガスの供給が喪失し，逃がし安全弁

の作動に必要な窒素ガスの供給圧力が低下した場合，供給源が逃が

し安全弁用窒素ガスボンベに自動で切り替わることで逃がし安全弁

の機能が確保される。 
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第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.3） 

（１／４） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

自動減圧系 

減
圧
の
自
動
化 

代替自動減圧ロジック（代替自動減圧機能） 

逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ,Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自動減圧起動阻止スイッチ 

代替自動減圧起動阻止スイッチ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※１，※２ 

非常用交流電源設備 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
逃
が
し
安
全
弁
） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替交流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

手
動
操
作
に
よ
る
減
圧 

（
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
） 

タービン・バイパス弁 

タービン制御系 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 
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第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.3） 

（２／４） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

常設直流電源系統 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※３ 

ＳＲＶ用電源切替盤 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 
 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ

電源切替）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
補
助
盤
室
）
に
よ
る 

逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（補助盤室） 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 
 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ

用蓄電池）」 
 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃

がし安全弁開放操作（補助盤

室）」 

主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用 

蓄
電
池
（
原
子
炉
建
物
） 

に
よ
る
逃
が
し
安
全
弁
機
能
回
復 

主蒸気逃がし安全弁用蓄電池（原子炉建物） 

逃がし安全弁（自動減圧機能付きＢ，Ｍの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 

「電源復旧」 
 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶ駆動源確保（ＳＲＶ

用蓄電池）」 
 

原子力災害対策手順書 

「蓄電池設備による主蒸気逃

がし安全弁開放操作（原子炉

建物）」 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設

備
に
よ
る
減
圧 

逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 

逃がし安全弁（自動減圧機能なしＡ，Ｊの２個） 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 
 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶＤＳによるＳＲＶ開

放」 
 

原子力災害対策手順書 

「逃がし安全弁窒素ガス代替

供給設備による主蒸気逃がし

安全弁開放」 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス 

供
給
系
に
よ
る 

窒
素
ガ
ス
確
保 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

常設代替交流電源設備※３ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「急速減圧」 
 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＲＶ駆動源確保（窒素ガ

スボンベ）」 
 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 
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第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.3） 

（３／４） 

（サポート系故障時） 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 
 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

－ 

逃
が
し
安
全
弁
の 

背
圧
対
策 

逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 

逃がし安全弁窒素ガス供給系 配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＳＲＶ背圧対策」 

 

原子力災害対策手順書 

「窒素ガスボンベによる主蒸

気逃がし安全弁背圧対策」 

常設直流電源 

全交流動力電源 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧 

可搬型直流電源設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※３ 

直流給電車※３ 

自
主
対
策
設
備 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
復
旧 

常設代替交流電源設備※３ 

代替所内電気設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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第６表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.3） 

（４／４） 

（原子炉格納容器の破損防止，インターフェイスシステムＬＯＣＡ発生時） 

※１：代替自動減圧機能は運転員による操作不要の減圧機能である。 

※２：自動減圧系の起動阻止スイッチの手順については，「1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネルは，開放設定圧力に到達した時点で自動的に開放する設備であり，運転員による操作は不要である。 

 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

高
圧
溶
融
物
放
出
／
格
納
容
器
雰
囲
気

直
接
加
熱
の
防
止 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 

所内常設蓄電式直流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

常設代替交流電源設備※３ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－1」 

 

イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
シ
ス
テ
ム 

Ｌ
Ｏ
Ｃ
Ａ
発
生
時 

－ 

発
電
用
原
子
炉
の
減
圧 

逃がし安全弁 

主蒸気系 配管・クエンチャ 

逃がし安全弁逃がし弁機能用アキュムレータ 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「二次格納施設制御」等 

 

タービン・バイパス弁 

タービン制御系 
自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
冷
却
材
の
漏
え
い
箇
所
の
隔
離 

残留熱除去系注水弁 

低圧炉心スプレイ系注水弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
建
物
原
子
炉
棟
の
圧
力
上
昇
抑

制
及
び
環
境
改
善 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル※４ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 
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(d) 「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却する

ための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態において，設計基準事故

対処設備が有する発電用原子炉の冷却機能は，残留熱除去系（低圧注

水モード），低圧炉心スプレイ系による原子炉圧力容器への注水機能

である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損を防止するため，原子炉を冷却する対処設備及び手順を

整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手

順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場

での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央

制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時における原

子炉を冷却するための手順の例を次に示す（第７表参照）。 

・常設の原子炉圧力容器への注水設備による注水機能が喪失した場合，

低圧原子炉代替注水系（常設）及び低圧原子炉代替注水系（可搬

型）による原子炉圧力容器への注水について，同時並行で注水準備

を開始する。 

原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の場合，低圧原子炉代替注水系

（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系及び消火

系の手段のうち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統１系統以

上の起動及び注水ラインの系統構成が完了した時点で，その手段に

よる原子炉圧力容器への注水を開始する。 

また，原子炉冷却材圧力バウンダリが高圧の場合は，低圧原子炉代

替注水系（常設），低圧原子炉代替注水系（可搬型），復水輸送系

及び消火系の手段のうち低圧で原子炉圧力容器への注水可能な系統

１系統以上を起動し，注水のための系統構成が完了した時点で，逃

がし安全弁による原子炉減圧を実施し，原子炉圧力容器への注水を

開始する。 

原子炉圧力容器への注水に使用する手段は，準備が完了した系統の

うち，低圧原子炉代替注水系（常設），復水輸送系，消火系，低圧

原子炉代替注水系（可搬型）の順で選択する。 

なお，原子炉圧力容器内の水位が不明になる等，発電用原子炉を満

水にする必要がある場合は，上記手段に加え復水・給水系，残留熱
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除去系（低圧注水モード），高圧炉心スプレイ系，低圧炉心スプレ

イ系を使用し，原子炉圧力容器への注水を実施する。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（１／９） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ※５ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

原子炉再循環系 配管 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

原子炉圧力容器 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（２／９） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド）低圧炉心スプレイ系 低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 

 

2.1-74

1413



 

 

第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（３／９） 

（原子炉運転中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（低圧注水モー

ド）低圧炉心スプレイ系 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（４／９） 

（原子炉運転中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉注水」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ※５ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
復
旧 

サプレッション・チェンバ 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＬＰＣＳによる原子炉注

水」 

低圧炉心スプレイ・ポンプ 

低圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ 

・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（５／９） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（６／９） 

（溶融炉心が原子炉圧力容器内に残存する場合） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
が
原
子
炉
圧
力
容
器
内
に
残
存
す
る
場
合 

－ 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

残
存
溶
融
炉
心
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－４」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 
輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（７／９） 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード） 低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（８／９） 

（原子炉停止中のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
の
冷
却 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

燃料補給設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 
輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 

自
主
対
策
設
備 

原
子
炉
浄
化
系
に
よ
る 

発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

原子炉浄化補助ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉浄化系非再生熱交換器 

原子炉再循環系 配管・弁 

原子炉浄化系 配管・弁 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＵＷによる原子炉除熱」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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第７表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.4） 

（９／９） 

（原子炉停止中のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
残
留
熱
除
去
系 

（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
）
の
復
旧 

原子炉圧力容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「崩壊熱除去機能喪失時対

応」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる原子炉除熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ジェットポンプ 

原子炉再循環系 配管 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※５：残留熱除去系（低圧注水モード）は熱交換機能に期待しておらず，熱交換器は流路としてのみ用いるため，配管に含むこととする。 
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(e) 「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送するた

めの機能は，残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード），残留熱除去

系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納

容器冷却モード）並びに原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含

む。）による冷却機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格

納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限

る。）を防止するため，サプレッション・チェンバに蓄積された熱を，

最終ヒートシンクへ輸送するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を緩

和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加え

て中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型

計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷

時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順の

例を次に示す（第８表参照）。 

・原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）の機能が喪失した

場合，原子炉補機冷却系の系統構成を行い，原子炉補機代替冷却系

により，補機冷却水を供給する。 

・残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，残留熱代替除去系により最終ヒートシンク

（海）へ熱を輸送する。 

・残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，格納容器フィルタベント系により，最終ヒート

シンク（大気）へ熱を輸送する。 

・残留熱除去系の機能が喪失し，最終ヒートシンクへ熱を輸送する機

能が喪失した場合，耐圧強化ベントラインを使用して最終ヒートシ

ンク（大気）へ熱を輸送する。 

 

2.1-82

1421



 

 

第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（１／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
原
子
炉
停
止
時
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
発
電
用
原
子
炉
か
ら
の
除
熱 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「減圧冷却」等 

 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（２／６） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る
除
熱 

原子炉補機海水ポンプ 

原子炉補機冷却水ポンプ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

配管・弁・海水ストレーナ 

原子炉補機冷却系サージタンク 

原子炉補機冷却系熱交換器 

非常用交流電源設備※１ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

取水口 

取水管 

取水槽 

 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（３／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード，サプレッショ

ン・プール水冷却モード及び

格納容器冷却モード） 

残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機代替冷却系 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

ホース・接続口 

原子炉圧力容器 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＡＲによる格納容器

除熱」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（４／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード，サプレッショ

ン・プール水冷却モード及び

格納容器冷却モード） 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

格納容器フィルタベント系 

可搬式窒素供給装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パー

ジ」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

スクラバ容器補給・排水設備 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位

調整」 

 

原子力災害対策手順書 

「第１ベントフィルタスクラ

バ容器への水補給」 

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給 

可搬式窒素供給装置 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器の窒素ガス置

換」 

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

遠隔手動弁操作機構 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配

管・弁 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真

空破壊装置を含む。） 

窒素ガス制御系 配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

排気筒 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「耐圧強化ベントによる格納

容器ベント」 

「耐圧強化ベント停止後のＮ

２パージ」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（５／６） 

（フロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系（原子炉停止時

冷却モード，サプレッショ

ン・プール水冷却モード及び

格納容器冷却モード） 

全交流動力電源 

現
場
操
作 

遠隔手動弁操作機構 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パー

ジ」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給 

可搬式窒素供給装置 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

原子力災害対策手順書  

「可搬式窒素供給装置を使用 

した格納容器の窒素ガス置

換」  

耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

遠隔手動弁操作機構 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ 

ＳＧＴ耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配

管・弁 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真

空破壊装置を含む。） 

窒素ガス制御系 配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

排気筒 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「耐圧強化ベントによる格納

容器ベント」 

「耐圧強化ベント停止後のＮ

２パージ」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

2.1-87

1426



 

 

第８表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.5） 

（６／６） 

（サポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

全交流動力電源 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱 

移動式代替熱交換設備 

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口 

原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

残留熱除去系熱交換器 

取水口 

取水管 

取水槽 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

燃料補給設備※１ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「移動式代替熱交換設備によ

る冷却水確保」 

 

原子力災害対策手順書 

「移動式熱交換設備および大

型送水ポンプ車を使用した最

終ヒートシンク確保(ＵＨＳ

Ｓ編)」 

「大型送水ポンプ車を使用し

た海水供給（ハイドロサブ

編）」 

「移動式熱交換設備および大

型送水ポンプ車を使用した最

終ヒートシンク確保（電源

編）」 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※３ 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱 

大型送水ポンプ車 

ホース・接続口 

原子炉補機冷却系 配管・弁 

原子炉補機代替冷却系 配管・弁 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※２ 

残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モ

ード）※２ 

残留熱除去系（格納容器冷却モード）※２ 

取水口 

取水管 

取水槽 

常設代替交流電源設備※１ 

代替所内電気設備※１ 

燃料補給設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」等 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大型送水ポンプ車による冷

却水確保」 

 

原子力災害対策手順書 

「大型送水ポンプ車を使用し

た海水供給（ハイドロサブ

編）」 

 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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 (f) 「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能は，残

留熱除去系（格納容器冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッショ

ン・プール水冷却モード）による原子炉格納容器の冷却機能である。 

この機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ，また，炉心の著し

い損傷が発生した場合においても原子炉格納容器の破損を防止するた

め，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下

させる対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器

の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手

順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場

での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央

制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器内を冷却するための手順の例を

次に示す（第９表参照）。 

・残留熱除去系（格納容器冷却モード）による原子炉格納容器内の冷

却機能の喪失が起きた場合，低圧原子炉代替注水槽を水源とした格

納容器代替スプレイ系（常設）による格納容器内スプレイを行う。 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（１／７） 

（重大事故等対処設備（設計基準拡張）） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

残
留
熱
除
去
系
（
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
）
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

「ＰＣＶ水素濃度制御」 

 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

残
留
熱
除
去
系
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
） 

に
よ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

非常用交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（２／７） 

（炉心損傷前のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード及びサ

プレッション・プール水冷却

モード） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる格納

容器スプレイ」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる格納容器スプ

レイ」 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる格納容器スプレ

イ」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（３／７） 

（炉心損傷前のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード及びサ

プレッション・プール水冷却

モード） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

ホース・接続口 

可搬型ストレーナ 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

燃料補給設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による格納容器

スプレイ」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

 自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（４／７） 

（炉心損傷前のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「ＰＣＶ圧力制御」 

「Ｄ／Ｗ温度制御」 

「Ｓ／Ｃ水位制御」 

「ＰＣＶ水素濃度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器除

熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「Ｓ／Ｃ温度制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器除

熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（５／７） 

（炉心損傷後のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＦＬＳＲポンプによる格納

容器スプレイ」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる格納容器スプ

レイ」 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる格納容器スプレ

イ」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（６／７） 

（炉心損傷後のフロントライン系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

フ
ロ
ン
ト
ラ
イ
ン
系
故
障
時 

残留熱除去系 

（格納容器冷却モード） 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

ホース・接続口 

可搬型ストレーナ 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

燃料補給設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「大量送水車による格納容器

スプレイ」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※４ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※４ 

自
主
対
策
設
備 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る 

格
納
容
器
内
の
代
替
除
熱 

ドライウェル冷却装置 

原子炉格納容器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＨＶＤによる格納容器除

熱」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第９表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.6） 

（７／７） 

（炉心損傷後のサポート系故障時） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
ポ
ー
ト
系
故
障
時 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の 

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

代替所内電気設備※２ 

常設代替交流電源設備※２ 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器除

熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。） 

残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

原子炉格納容器 

原子炉補機代替冷却系※３ 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱－１」 

「除熱－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＲによる格納容器除

熱」 

残留熱除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※４：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 
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(g) 「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損

を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる対処

設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷が生じた場合におい

て原子炉格納容器の破損を緩和するため，重大事故等対策で整備する

設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪

失した場合の現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，

監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順

を整備する。 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手

順の例を次に示す（第10表参照）。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，残留熱代替除去系の運転により，

原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させることで原子炉格納容

器の過圧破損を防止する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，残留熱除去系の機能が

喪失した場合及び残留熱代替除去系の運転が期待できない場合，格

納容器フィルタベント系により原子炉格納容器内の減圧及び除熱を

実施し，原子炉格納容器の過圧破損を防止する。 
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第 10 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.7） 

（１／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止 

― 

残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

残留熱代替除去ポンプ 

残留熱除去系熱交換器 

原子炉補機代替冷却系※４ 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

ホース・接続口 

原子炉圧力容器 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱‐１」 

「除熱‐２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＲＨＡＲによる格納容器除

熱」 

大量送水車※１ 

輪谷貯水槽（西１）※１，※３ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※３ 

自
主
対
策
設
備 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱 

第１ベントフィルタスクラバ容器 

第１ベントフィルタ銀ゼオライト容器 

圧力開放板 

遠隔手動弁操作機構 

可搬式窒素供給装置 

第１ベントフィルタ格納槽遮蔽 

配管遮蔽 

窒素ガス制御系 配管・弁 

非常用ガス処理系 配管・弁 

格納容器フィルタベント系 配管・弁 

ホース・接続口 

原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ，真

空破壊装置を含む。） 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

「ＦＣＶＳスクラバ容器水位

調整」 

 

原子力災害対策手順書 

「第１ベントフィルタスクラ

バ容器への水補給」 

「大量送水車を使用した送

水」 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※３ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※３ 

ドレン移送ポンプ 

薬品注入タンク 

大量送水車※１ 

ホース・接続口 

自
主
対
策
設
備 

全交流動力電源 

 

現
場
操
作 

遠隔手動弁操作機構 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

※１：手順は，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は，「1.14 電源の確保に関する手順」にて整備する。 

※３：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※４：手順は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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第 10 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.7） 

（２／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止 

― 

不
活
性
ガ
ス
（
窒
素
ガ
ス
） 

に
よ
る
系
統
内
の
置
換 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「ＦＣＶＳ停止後のＮ２パー

ジ」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器フィルタベント

系の窒素ガス置換」 

原
子
炉
格
納
容
器 

負
圧
破
損
の
防
止 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

窒素ガス代替注入系 配管・弁 自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器の窒素ガス置

換」 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
ｐ

Ｈ
制
御 

残留熱除去系 配管 

サプレッション・チェンバスプレイヘッダ 

サプレッション・プール水ｐＨ制御系 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水‐１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｓ／Ｐ水ｐＨ制御」 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
ｐ
Ｈ
制
御 

残留熱代替除去ポンプ 

原子炉補機代替冷却系 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「除熱‐１」 

「除熱‐２」 

 

 

※１：手順は，「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 
※２：手順は，「1.14 電源の確保に関する手順」にて整備する。 

※３：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

※４：手順は，「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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(h) 「1.8 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ＭＣＣＩや溶融炉心と

原子炉格納容器バウンダリの接触による原子炉格納容器の破損を防止

し，また，溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延又は防止す

るため，原子炉圧力容器へ注水する対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心溶融による原子炉格納容器の破損

を緩和するため及び溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延さ

せる又は防止するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手

順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場

での可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央

制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

 

大規模損壊発生時に原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するため

の手順の例を次に示す（第11表参照）。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器の破損を防止す

るため，ペデスタル代替注水系（常設）により，原子炉格納容器下

部に落下した溶融炉心を冷却する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，ペデスタル代替注水系

(常設)による原子炉格納容器下部への注水機能が喪失した場合，原

子炉格納容器の破損を防止するため，格納容器代替スプレイ系（可

搬型）又はペデスタル代替注水系（可搬型）により原子炉格納容器

下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器の破損

を防止するため，復水貯蔵タンクを水源とした復水輸送系又は補助

消火水槽若しくはろ過水タンクを水源とした消火系により原子炉格

納容器下部に落下した溶融炉心を冷却する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原子炉格納

容器下部への落下を遅延させる又は防止するため，低圧原子炉代替

注水系（常設）により原子炉圧力容器に注水する。 
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第 11 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.8） 

（１／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
に
落
下
し
た
溶
融
炉
心
の
冷
却 

― 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
常
設
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ 

の
注
水 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

コリウムシールド 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－３ａ」 

「注水－３ｂ」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによるペデ

スタル注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

コリウムシールド 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－３ａ」 

「注水－３ｂ」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによるペデスタル注

水」 

「ＣＷＴによる格納容器スプ

レイ」 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

コリウムシールド 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－３ａ」 

「注水－３ｂ」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによるペデスタル注

水」 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる格納容器スプレ

イ」 

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

可搬型ストレーナ 

格納容器代替スプレイ系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

格納容器スプレイ・ヘッダ 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

燃料補給設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

コリウムシールド 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－３ａ」 

「注水－３ｂ」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による格納容器

スプレイ」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※３ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※３ 
自
主
対
策 

設
備 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
） 

に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

ペデスタル代替注水系 配管・弁 

原子炉格納容器 

常設代替交流電源設備※２ 

燃料補給設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

コリウムシールド 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－３ａ」 

「注水－３ｂ」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車によるペデスタ

ル注水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 
輪谷貯水槽（西１）※１，※３ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※３ 自
主
対
策 

設
備 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）。 

※４：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第 11 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.8） 

（２／３） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
落
下
遅
延
・
防
止 

― 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

高圧原子炉代替注水ポンプ 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（蒸気系） 配管・弁 

高圧原子炉代替注水系（注水系） 配管・弁 

原子炉浄化系 配管 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁・ストレーナ 

主蒸気系 配管 

給水系 配管・弁・スパージャ 

原子炉圧力容器 

常設代替直流電源設備※２ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※２ 

可搬型直流電源設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＡＣによる原子炉注

水」※４ 

ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水注入ポンプ 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系 配管・弁 

差圧検出・ほう酸水注入系配管（原子炉圧力容器

内部） 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＬＣによる原子炉注水」 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

制御棒駆動水圧ポンプ 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。） 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＲＤによる原子炉注水」※

４ 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置）。 

※４：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 
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第 11 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.8） 

（３／３） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※４：手順は「1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 

 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

溶
融
炉
心
の
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
落
下
遅
延
・
防
止 

― 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
常
設
）
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

低圧原子炉代替注水ポンプ 

低圧原子炉代替注水槽※１ 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＬＳＲポンプによる原子

炉注水」 

復
水
輸
送
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

復水輸送ポンプ 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＣＷＴによる原子炉注水」 

消
火
系
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる原子炉注水」 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水系 配管・弁 

残留熱除去系 配管・弁 

原子炉圧力容器 

常設代替交流電源設備※２ 

燃料補給設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水－１」 

「注水－２」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「大量送水車による原子炉注

水」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 輪谷貯水槽（西１）※１，※３ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※３ 
自
主
対
策
設
備 
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(i) 「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順

等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，ジルコニウム－水反応，

水の放射線分解等による水素ガスが原子炉格納容器内に放出された場

合においても水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための

対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉格納容器の破損

を緩和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に

加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可

搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室

損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止す

るための手順の例を次に示す（第12表参照）。 

・炉心の著しい損傷が発生し，原子炉格納容器内の酸素濃度が上昇し

た場合に原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減させるため，可

搬式窒素供給装置により原子炉格納容器内へ窒素ガスを供給する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉格納容器内の可燃性ガス

濃度を監視し，ジルコニウム－水反応，水の放射線分解等により原

子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の上昇が確認された場合，

格納容器フィルタベント系を使用した原子炉格納容器ベント操作に

より原子炉格納容器内の水素ガス及び酸素ガスを排出することで原

子炉格納容器の水素爆発による破損を防止する。 
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第 12 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.9） 

（１／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
内
不
活
性
化
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
水
素
爆
発
防
止 

窒素ガス制御系※１ 

－※４ 

－※１ 

可搬式窒素供給装置 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

原子力災害対策手順書 

「可搬式窒素供給装置を使用

した格納容器の窒素ガス置

換」 

－ 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス
の
排
出 

格納容器フィルタベント系※２ 

第１ベントフィルタ出口水素濃度 

第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レン

ジ・低レンジ） 

可搬式窒素供給装置 

ホース・接続口 

 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＶＳによる格納容器ベ

ント」 

 

原子力災害対策手順書 

「格納容器フィルタベント系

系統構成」 

－ 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
格
納
容
器

フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
不
活
性
化 

可搬式窒素供給装置 

格納容器フィルタベント系 

－※６ 

－※５ 

※１：原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。 

※２：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※５：発電用原子炉起動前に格納容器フィルタベント系内は不活性化した状態とする。 

※６：可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化に用いる可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉起動前に使用するものであり，

重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 
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 第 12 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.9） 

（２／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
防
止 

－ 

可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系 

に
よ
る
水
素
濃
度
制
御 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置ブロワ 

可燃性ガス濃度制御系再結合装置 

可燃性ガス濃度制御系 配管・弁 

残留熱除去系 

残留熱代替除去系 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＣＳによる格納容器水

素・酸素濃度制御」 

－ 

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視 

格納容器水素濃度（ＳＡ） 

格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

格納容器水素濃度（Ｂ系） 

格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「放出」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＭＣＡＭＳによる格納容器

水素・酸素濃度測定」 

「ＣＡＭＳによる格納容器水

素・酸素濃度測定」 

格納容器水素濃度（Ａ系） 

格納容器酸素濃度（Ａ系） 

自
主
対
策
設
備 

－ 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な
設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備※３ 

可搬型代替交流電源設備※３ 

常設代替直流電源設備※３ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※３ 

可搬型直流電源設備※３ 

代替所内電気設備※３ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※３ 

※１：原子炉運転中は原子炉格納容器内を窒素ガス制御系により常時不活性化している。 

※２：手順は「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※４：窒素ガス制御系は設計基準対象施設であり，重大事故等が発生した際に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 

※５：発電用原子炉起動前に格納容器フィルタベント系内は不活性化した状態とする。 
※６：可搬式窒素供給装置による格納容器フィルタベント系の不活性化に用いる可搬式窒素供給装置は，発電用原子炉起動前に使用するものであり，

重大事故等時に使用するものではないため，重大事故等対処設備とは位置付けない。 
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(j) 「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順

等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷が発生した場合において，原子炉格納容器内で発

生した水素ガスが原子炉建物等に漏えいした場合においても，水素爆

発による原子炉建物等の損傷を防止するための対処設備及び手順を整

備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても水素爆発による原子炉建物等の損傷を

緩和するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加

えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬

型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損

傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に水素爆発による原子炉建物の損傷を防止するた

めの手順の例を次に示す（第13表参照）。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，輪谷貯水槽（西１）及び輪谷貯

水槽（西２）を水源として原子炉ウェル代替注水系により原子炉ウ

ェルに注水することで原子炉格納容器頂部を冷却し，原子炉格納容

器から原子炉建物原子炉棟への水素ガス漏えいを抑制する。 

・炉心の著しい損傷が発生した場合，原子炉建物内の水素濃度が可燃

限界に達する前に，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル及び

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置を開放すること

により，原子炉建物原子炉棟４階（燃料取替階）天井部に滞留した

水素ガスを大気へ排出し，原子炉建物原子炉棟の水素爆発を防止す

る。 
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第 13 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.10） 

（１／２） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
素
濃
度
制
御
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
損
傷
防
止 

― 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
に
よ
る

水
素
濃
度
抑
制 

静的触媒式水素処理装置※１ 

静的触媒式水素処理装置入口温度※１ 

静的触媒式水素処理装置出口温度※１ 

原子炉建物原子炉棟 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

―※１ 

原
子
炉
建
物
内
の 

水
素
濃
度
監
視 

原子炉建物水素濃度 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「水素」 

代
替
電
源
に
よ
る
必
要
な 

設
備
へ
の
給
電 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

常設代替直流電源設備※２ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※２ 

可搬型直流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

―※２ 

※１：静的触媒式水素処理装置は，中央制御室運転員による操作不要の水素濃度制御設備である。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※４：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 
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第 13 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.10） 

（２／２） 

※１：静的触媒式水素処理装置は，中央制御室運転員による操作不要の水素濃度制御設備である。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※４：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」にて整備する。 

 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

原
子
炉
格
納
容
器
外
へ
の
水
素
ガ
ス
漏
え
い
抑
制 

― 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※３ 

輪谷貯水槽（西２）※３ 

ホース・接続口 

原子炉ウェル代替注水系 配管・弁 

燃料プール冷却系 配管・弁 

原子炉ウェル 

燃料補給設備※２ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水-1」 

「注水-4」 

 

ＡＭ設備別操作要領書  

「大量送水車による原子炉 

ウェル注水」 

水
素
ガ
ス
排
出
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
損
傷
防
止 

― 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
開
放 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル強制開

放装置 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装

置 

大型送水ポンプ車※４ 

ホース※４ 

放水砲※４ 

燃料補給設備※２ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「水素」 

 

原子力災害対策手順書 

「水素爆発防止のための島根

２号機原子炉建物燃料取替階

ブローアウトパネル開放手

順」 

「原子炉建物燃料取替階ブロ

ーアウトパネル閉止装置の操

作手順」 
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(k) 「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールから

の水の漏えいその他の要因により当該燃料プールの水位が低下した場

合において，燃料プール内の燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及

び臨界を防止するための対処設備及び手順を整備する。なお，燃料プ

ール内の燃料体等は，ボロン添加ステンレス鋼製ラックセルに貯蔵し

ているため，未臨界は維持されている。 

また，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により当該

燃料プールの水位が異常に低下した場合において，燃料プール内の燃

料体等の著しい損傷の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放

出を低減するための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても燃料プール内の燃料体等の著しい損傷

の進行を緩和し，臨界を防止し，放射性物質の放出を低減するため，

重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等に加えて中央制御室

での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での可搬型計測器による

プラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊

急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に燃料プールを冷却するための手順の例を次に示

す（第14表参照）。 

・燃料プールからの大量の水の漏えいにより，燃料プールの水位が異

常に低下し，燃料プール注水設備による注水を実施しても水位を維

持できない場合に，大量送水車により，常設スプレイヘッダを使用

したスプレイを実施することで燃料損傷を緩和し，臨界を防止する。

また，この場合に，外的要因（航空機衝突又は竜巻等）により，常

設スプレイヘッダの機能が喪失した場合には，大量送水車により，

可搬型スプレイノズルを使用したスプレイを実施することで，燃料

損傷を緩和し，臨界を防止する。 

（添付資料2.1.13参照） 
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第 14 表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順（1.11） 

（１／４） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
喪
失
時
，
又
は
燃
料
プ
ー
ル
水
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時 

燃料プール冷却系 

残留熱除去系 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

（
消
火
栓
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁・注水ホース，代替注水ノズ

ル，代替注水配管 

燃料プール 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる燃料プール注

水」 

消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

（
復
水
輸
送
系
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
の
場
合
） 

補助消火ポンプ 

消火ポンプ 

補助消火水槽 

ろ過水タンク 

消火系 配管・弁 

復水輸送系 配管・弁 

燃料プール冷却系 配管・弁 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク 

燃料プール 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

非常用交流電源設備※２ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「消火ポンプまたは補助消火

ポンプによる燃料プール注

水」 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。 

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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第 14 表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順（1.11） 

（２／４） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
機
能
又
は
注
水
機
能
喪
失
時
，
又
は
燃
料
プ
ー
ル
水
の
小
規
模
な
漏
え
い
発
生
時 

燃料プール冷却系 

残留熱除去系 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
） 

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料プールスプレイ系 配管・弁 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※５
 

 
自
主
対
策
設
備 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
） 

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

大量送水車 

ホース・弁 

可搬型スプレイノズル 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

「原子炉建物内ホース展張に

よる燃料プールへの注水及び

スプレイ」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※５ 

 

自
主
対
策
設
備 

－ 

漏
え
い
抑
制 

サイフォンブレイク機能 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※４ 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。 

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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第 14 表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順（1.11） 

（３／４） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

燃
料
プ
ー
ル
か
ら
の
大
量
の
水
の
漏
え
い
発
生
時 

－ 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
） 

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料プールスプレイ系 配管・弁 

常設スプレイヘッダ 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※５ 

 

自
主
対
策
設
備 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ 

大量送水車 

ホース・弁 

可搬型スプレイノズル 

燃料プール 

燃料補給設備※２ 

可搬型ストレーナ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

「原子炉建物内ホース展張に

よる燃料プールへの注水及び

スプレイ」 

輪谷貯水槽（西１）※１，※５ 

輪谷貯水槽（西２）※１，※５ 

 
自
主
対
策
設
備 

－ 

漏
え
い
緩
和 

シール材 

接着剤 

ステンレス鋼板 

吊り降ろしロープ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

原子力災害対策手順書 

「燃料プール漏えい緩和」 

－ 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散

抑
制 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

燃料補給設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制」※３ 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。  

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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第 14 表 機能喪失を想定する設計基準対象施設と整備する手順（1.11） 

（４／４） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準対象施設 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
時
に
お
け
る
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視 

－ 

燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
監
視 

燃料プール水位（ＳＡ） 

燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

燃料プールエリア放射線モニタ 

（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＦＰ監視カメラ用冷却設

備起動」 

代
替
電
源
に
よ
る
給
電 

常設代替交流電源設備※２ 

可搬型代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

所内常設蓄電式直流電源設備※２ 

常設代替直流電源設備※２ 

所内常設直流電源設備（３系統目）※２ 

可搬型直流電源設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

－※２ 

燃
料
プ
ー
ル
か
ら
発
生
す
る
水
蒸
気
に
よ
る
悪
影
響
の
防
止 

全交流動力電源 

原子炉補機冷却系（原子炉補

機海水系を含む。）※６ 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
に
よ
る 

燃
料
プ
ー
ル
の
除
熱 

燃料プール冷却ポンプ 

燃料プール 

燃料プール冷却系熱交換器 

燃料プール冷却系 配管・弁 

燃料プール冷却系 スキマ・サージ・タンク 

燃料プール冷却系 ディフューザ 

原子炉補機代替冷却系※６ 

常設代替交流電源設備※２ 

代替所内電気設備※２ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「燃料プール制御」 

 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＦＰＣによる燃料プール除

熱」 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※６ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

※１：手順は「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。 

※２：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※３：手順は「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制する手順等」にて整備する。 

※４：サイフォンブレイク機能は，操作及び確認を必要としないため，手順書として整備しない。  

※５：「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」【解釈】１ｂ）項を満足するための代替淡水源（措置） 

※６：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 
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(l) 「1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損又は燃料プール内燃料

体等の著しい損傷に至った場合において,発電用原子炉施設外への放射

性物質の拡散を抑制するための対処設備及び手順を整備する。 

  

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても発電用原子炉施設外への放射性物質の

拡散を抑制するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順

等に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場で

の可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制

御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に発電用原子炉施設外への放射性物質の拡散を抑

制するための手順の例を次に示す（第15表参照）。 

・炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損のおそれ又は燃料プー

ル内の燃料体等の著しい損傷のおそれにより原子炉建物から直接放

射性物質が拡散するおそれがある場合，大型送水ポンプ車，放水砲

により原子炉建物に海水を放水し，大気への放射性物質の拡散を抑

制する。 

・放水により放射性物質を含む汚染水が発生する場合，防波壁の内側

で放射性物質吸着材を設置することにより，汚染水の海洋への放射

性物質の拡散を抑制する。また，放射性物質を含む汚染水は雨水排

水路及び２号炉放水接合槽から海へ流れ込むため，シルトフェンス

を設置することで，海洋への放射性物質の拡散を抑制する。 
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第 15 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.12） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

炉
心
の
著
し
い
損
傷
及
び
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損 

燃
料
プ
ー
ル
内
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷 

－ 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

取水口 

取水管 

取水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による大気への放射

性物質の拡散抑制」 

ガンマカメラ 

サーモカメラ 自
主
対
策
設
備 

海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制 

放射性物質吸着材 

シルトフェンス 

小型船舶 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放射性物質吸着材による海

洋への放射性物質の拡散抑

制」 

「シルトフェンスによる海洋

への放射性物質の拡散抑

制」 

 

原
子
炉
建
物
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
衝
突
に
よ
る
航
空
機
燃
料
火
災 

－ 

航
空
機
燃
料
火
災
へ
の
対
応 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

取水口 

取水管 

取水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「放水砲による消火活動」 

「航空機燃料火災時等におけ

る初動対応」 

初
期
対
応
に
お
け
る 

延
焼
防
止
処
置 

化学消防自動車 

小型動力ポンプ付水槽車 

小型放水砲 

泡消火薬剤容器 

消火栓（ろ過水タンク，補助消火水槽） 

ろ過水タンク 

補助消火水槽 

純水タンク 

自
主
対
策
設
備 

※１：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 
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(m) 「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

重大事故等が発生した場合において，設計基準事故の収束に必要な

水源とは別に重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を有する水

源を確保することに加えて，設計基準事故対処設備及び重大事故等対

処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給す

るために必要な設備を複数確保し，これらの水源から注水が必要な場

所への供給を行うための対処設備及び手順を整備する。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても事故等の収束に必要となる十分な量の

水を供給するため，重大事故等対策で整備する設備を活用した手順等

に加えて中央制御室での監視及び制御機能が喪失した場合の現場での

可搬型計測器によるプラントパラメータ計測，監視手順及び中央制御

室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡手順を整備する。 

大規模損壊発生時に事故の収束に必要となる水の供給手順の例を次

に示す（第16表参照）。 

・低圧原子炉代替注水槽を水源とした原子炉圧力容器への注水等の対

応を実施している場合，大量送水車により輪谷貯水槽（西１）又は

輪谷貯水槽（西２）を水源とした低圧原子炉代替注水槽への補給を

実施する。 
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第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（１／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
を
水
源
と
し
た
対
応 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

サプレッション・チェンバ 

高圧原子炉代替注水系（高圧原子炉代替注水ポン

プ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原子炉隔離時冷却系（原子炉隔離時冷却ポンプ） 

高圧炉心スプレイ系（高圧炉心スプレイ・ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

サプレッション・チェンバ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」にて整備する。 

低圧炉心スプレイ系（低圧炉心スプレイ・ポン

プ） 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

 

残留熱除去系（残留熱除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

注
水
及
び
原
子
炉
格
納 

容
器
内
の
除
熱 

サプレッション・チェンバ 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（２／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

原子炉隔離時冷却ポンプ 

原子炉圧力容器 

原子炉隔離時冷却系（蒸気系） 配管・弁 

主蒸気系 配管・弁 

原子炉隔離時冷却系（注水系） 配管・弁・スト

レーナ 

原子炉浄化系 配管 

所内常設蓄電式直流電源設備※１ 
自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ・ポンプ 

原子炉圧力容器 

主蒸気系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系 配管・弁・ストレーナ・ス

パージャ 

原子炉浄化系 配管 

非常用交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

制
御
棒
駆
動
水
圧
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

制御棒駆動水圧系（制御棒駆動水圧ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.2 原子炉冷却材圧

力バウンダリ高圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-119

1458



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（３／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

復水貯蔵タンク 

復水輸送系（復水輸送ポンプ） 

 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-120

1459



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（４／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水槽 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替

注水ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

低圧原子炉代替注水槽 

格納容器代替スプレイ系（常設）（低圧原子炉代

替注水ポンプ） 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水 

低圧原子炉代替注水槽 

ペデスタル代替注水系（常設）（低圧原子炉代替

注水ポンプ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-121

1460



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（５／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

補
助
消
火
水
槽
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水 

補助消火水槽 

消火系（補助消火ポンプ） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-122

1461



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（６／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

ろ
過
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 

 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格

納
容
器
内

の
冷
却 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 
自
主
対
策

設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

原
子
炉
格
納

容
器
下
部
へ

の
注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

燃
料
プ
ー
ル

へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

消火系（消火ポンプ） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

ろ
過
水
タ
ン

ク
を
水
源
と

し
た
送
水 

ろ過水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策 

設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

ろ過水タンク 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格

納
容
器
内

の
冷
却 

ろ過水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水

車，ホース・接続口等） 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ

ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容

器
へ
の
補
給 

ろ過水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水

車，ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル

へ
の
注
水 

ろ過水タンク 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

ろ過水タンク 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-123

1462



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（７／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を 

水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対

処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 
輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
格
納
容
器
内 

の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

－ 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル

タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
へ

の
補
給 

大量送水車 

ホース・接続口 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 
自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

自
主
対
策 

設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る 

原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」にて整備す

る。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策 

設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-124

1463



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（８／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 
純
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
送
水 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ

低
圧
時
） 

純水タンク 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の

冷
却 

純水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水

車，ホース・接続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク

ラ
バ
容
器
へ
の
補
給 

純水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

燃料補給設備※１ 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」及び「1.7 原子炉格納容

器の過圧破損を防止するため

の手順等」にて整備する。 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部

へ
の
注
水 

純水タンク 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水

車，ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル
へ
の

注
水 

純水タンク 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.10 水素爆発によ

る原子炉建屋等の損傷を防止

するための手順等」にて整備

する。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の

注
水 

純水タンク 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

自
主
対
策
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯

蔵槽の冷却等のための手順

等」にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-125

1464



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（９／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

サプレッション・チェンバ 

復水貯蔵タンク 

 
海
を
水
源
と
し
た
送
水 

大量送水車 

ホース・接続口 

非常用取水設備 

燃料補給設備※１ 
重
大
事
故 

等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送

水」 

大型送水ポンプ車 

 自
主
対
策 

設
備 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水 

（
原
子
炉
冷
却
材
圧
力 

バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
） 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.4 原子炉冷却材圧

力バウンダリ低圧時に発電用

原子炉を冷却するための手順

等」及び「1.8 原子炉格納容

器下部の溶融炉心を冷却する

ための手順等」にて整備す

る。 

原
子
炉
格
納
容
器

内
の
冷
却 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.6 原子炉格納容器

内の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

－ 

原
子
炉
格
納
容
器

下
部
へ
の
注
水 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）（大量送水車，

ホース・接続口等） 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.8 原子炉格納容器

下部の溶融炉心を冷却するた

めの手順等」にて整備する。 

原
子
炉
ウ
ェ
ル 

へ
の
注
水 

原子炉ウェル代替注水系（大量送水車，ホース・

接続口等） 自
主
対
策
設
備 

手順は「1.10 水素爆発による

原子炉建屋等の損傷を防止す

るための手順等」にて整備す

る。 

燃
料
プ
ー
ル
へ
の 

注
水
／
ス
プ
レ
イ 

燃料プールスプレイ系（大量送水車，ホース・接

続口等） 

 

重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

手順は「1.11 使用済燃料貯蔵

槽の冷却等のための手順等」

にて整備する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
 

2.1-126

1465



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（10／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

海
を
水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機

海
水
系
を
含
む
。
）
に
よ
る 

冷
却
水
の
確
保 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）

（原子炉補機冷却水ポンプ，原子炉補機海水ポン

プ） 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
（
海
） 

へ
の
代
替
熱
輸
送 

原子炉補機代替冷却系（移動式代替熱交換設備，

大型送水ポンプ車，ホース・接続口等） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.5 最終ヒートシン

クへ熱を輸送するための手順

等」にて整備する。 

大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の 

拡
散
抑
制 

大型送水ポンプ車 

放水砲 

ホース 

燃料補給設備※１ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

航
空
機
燃
料
火
災 

へ
の
泡
消
火 

大型送水ポンプ車 

ホース 

放水砲 

泡消火薬剤容器 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.12 発電所外への

放射性物質の拡散を抑制する

ための手順等」にて整備す

る。 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
を 

水
源
と
し
た
対
応 

－ 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の 

ほ
う
酸
水
注
入 

ほう酸水貯蔵タンク 

ほう酸水注入系（ほう酸水注入ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

手順は「1.1 緊急停止失敗時

に発電用原子炉を未臨界にす

るための手順等」及び「1.2 

原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却

するための手順等」にて整備

する。 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-127

1466



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（11／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）

を
水
源
と
し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 自
主
対
策
設
備 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た
補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース・接続口 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

 自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-128

1467



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（12／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
東
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
東
２
）
か
ら 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
補
給 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
又
は 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
へ
の
海
水
補
給 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
水
を
補
給
す
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪

谷
貯
水
槽
（
西
２
）
を
水
源
と

し
た
補
給
（
淡
水
／
海
水
） 

大量送水車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

淡
水
タ
ン
ク
を
水
源
と
し
た

補
給 

淡水タンク 

大量送水車 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

海
を
水
源
と
し
た
補
給 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-129

1468



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（13／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
及
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系 

の
水
源
切
替
え 

サプレッション・チェンバ 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「水位確保」等 

原子炉隔離時冷却系 

高圧炉心スプレイ系 
重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

復水貯蔵タンク 

自
主
対
策
設
備 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

低圧原子炉代替注水槽 

燃料補給設備 ※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

 

自
主
対
策
設
備 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
） 

へ
補
給
す
る
水
源
の
切
替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

輪谷貯水槽（東１） 

輪谷貯水槽（東２） 

 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 

2.1-130

1469



 

 

第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（14／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び 

輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
か
ら
海
へ
の
切

替
え 

大量送水車 

非常用取水設備 

ホース 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

重
大
事
故
等
対
処

設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

大型送水ポンプ車 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

 

 

自
主
対
策
設
備 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
補
給
す
る 

水
源
の
切
替
え 

大型送水ポンプ車 

大量送水車 

非常用取水設備 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

淡水タンク 

ホース 

復水貯蔵タンク 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

 

 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
）
か
ら
内
部
水

源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）
） 

低圧原子炉代替注水槽 

サプレッション・チェンバ 

低圧原子炉代替注水系（常設）（低圧原子炉代替注

水ポンプ） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水-2」 

 

外
部
水
源
か
ら
内
部
水
源
へ
の
切
替
え 

（
外
部
水
源
（
輪
谷
貯
水
槽
（
西
１
）
及
び
輪
谷
貯
水
槽
（
西
２
）
）
か
ら
内

部
水
源
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
へ
の
切
替
え
）
） 

サプレッション・チェンバ 

ペデスタル代替注水系（可搬型）（大量送水車，ホ

ース・接続口等） 

残留熱代替除去系（残留熱代替除去ポンプ） 

燃料補給設備※１ 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上） 

常設代替交流電源設備※１ 

可搬型代替交流電源設備※１ 

 

 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（シビアアクシデント） 

「注水-4」 

 

輪谷貯水槽（西１）※２ 

輪谷貯水槽（西２）※２ 

 

自
主
対
策
設
備 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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第 16 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.13） 

（15／15） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

水
源
を
切
り
替
え
る
た
め
の
対
応 

－ 
海
か
ら 

淡
水
タ
ン
ク
へ
の
切
替
え 

大量送水車 

大型送水ポンプ車 

非常用取水設備 

ろ過水タンク 

ホース 

燃料補給設備※１ 

自
主
対
策
設
備 

原子力災害対策手順書 

「海水を利用した水源の補

給」 

「大量送水車を使用した送水

／補給」 

※１:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 

※２:本条文【解釈】1 b)項を満足するための代替淡水源（措置） 
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(n) 「1.14 電源の確保に関する手順等」 

ⅰ 重大事故等対策に係る手順 

電源が喪失したことにより重大事故等が発生した場合において，炉

心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の

著しい損傷及び運転停止中において原子炉内燃料体の著しい損傷を防

止するため，代替電源から給電するための対処設備及び手順を整備す

る。 

 

ⅱ 大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時においても炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の

破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中において

原子炉内燃料体の著しい損傷を緩和するため，重大事故等対策で整備

する設備を活用した手順等に加えて中央制御室での監視及び制御機能

が喪失した場合の現場での可搬型計測器によるプラントパラメータ計

測，監視手順及び中央制御室損傷時の現場と緊急時対策所の通信連絡

手順を整備する。 

大規模損壊発生時に電源の確保手順の例を次に示す（第17表参照）。 

・外部電源及び非常用交流電源設備による給電が見込めない場合，

非常用高圧母線Ｄ系及び非常用高圧母線Ｃ系の順に復旧し，常設

代替交流電源設備から非常用所内電気設備へ給電する。（緊急用

メタクラを経由するため，代替所内電気設備への給電も同時に行

われる） 

・当該号炉で外部電源，非常用交流電源設備及び常設代替交流電源

設備による非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母線Ｄ系への給電

が見込めない場合，号炉間電力融通ケーブルを使用して他号炉の

非常用高圧母線から当該号炉の非常用高圧母線Ｃ系又は非常用高

圧母線Ｄ系までの電路を構成し，他号炉から給電する。 

・外部電源，非常用交流電源設備，常設代替交流電源設備及び号炉

間電力融通ケーブルによる非常用高圧母線Ｃ系及び非常用高圧母

線Ｄ系への給電が見込めない場合，可搬型代替交流電源設備（高

圧発電機車）を高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側），高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）又は緊

急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，非常用高圧母線Ｃ系又は非

常用高圧母線Ｄ系へ給電する。 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，常設代替交流

電源設備，号炉間電力融通ケーブル及び可搬型代替交流電源設備

による交流入力電源の復旧が見込めない場合，可搬型直流電源設

備(高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系充

電器及び230V系充電器（常用）)により直流電源を接続し，Ｂ－
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115V系直流盤（ＳＡ），ＳＡ対策設備用分電盤（２），230V系直

流盤（ＲＣＩＣ）へ給電する。 

・外部電源及び非常用交流電源設備の機能喪失時に，所内常設蓄電

式直流電源設備及び常設代替直流電源設備及び所内常設直流電源

設備（３系統目）が機能喪失した場合で，かつ可搬型直流電源設

備（高圧発電機車，Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ），ＳＡ用115V系

充電器及び230V系充電器（常用））による直流電源の給電ができ

ない場合に，直流給電車をＢ－115V系直流盤，230V系直流盤（Ｒ

ＣＩＣ），Ｂ－115V系直流盤（ＳＡ）及び230V系直流盤（常用）

に接続し，直流電源を給電する。 

・非常用所内電気設備の電源給電機能が喪失した場合は，代替交流

電源設備である常設代替交流電源設備（又は可搬型代替交流電源

設備）から代替所内電気設備へ給電するとともに，代替直流電源

設備である可搬型直流電源設備の電路として代替所内電気設備を

使用する。 
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第 17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14） 

（１／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

－ 

非
常
用
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

非常用ディーゼル発電機燃料デイタンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

非常用ディーゼル発電機～非常用高圧母線Ｃ系及

びＤ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系電路 

原子炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ

補機海水系を含む。）※１ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

非常用ディーゼル発電機燃料移送系 配管・弁 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

 

非
常
用
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系蓄電池※２ 

高圧炉心スプレイ系充電器 

高圧炉心スプレイ系蓄電池及び充電器～直流母線

電路 

 

重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

Ａ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池※２ 

Ａ－115V 系充電器 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ａ－原子炉中性子計装用充電器 

Ｂ－原子炉中性子計装用充電器 

Ａ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池及び充電器～直流

母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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 第 17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14） 

（２／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南

側）～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線

Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線

Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧

母線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通によるＣ，Ｄ－

Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南

側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ

系及びＤ系電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南

側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン

トロールセンタ電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー

ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ

－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14） 

（３／５） 

分類 
機能喪失を想定する 

設計基準事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

代
替
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備 

に
よ
る
給
電 

Ｂ－115V 系蓄電池※２ 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）※２ 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）※２ 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

Ｂ－115V 系充電器 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（ＲＣＩＣ） 

Ｂ－115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び充電器～直流母

線電路 

230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）及び充電器～直流母線

電路 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「Ｂ１－115V 系蓄電池（Ｓ

Ａ）によるＢ－115V 系直流

盤受電」 

「充電器復旧，中央監視計器

復旧」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

常
設
代
替
直
流
電
源 

設
備
に
よ
る
給
電 

ＳＡ用 115V 系蓄電池※２ 

ＳＡ用 115V 系充電器 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び充電器～直流母線電路 重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＳＡ用 115V 系蓄電池による

Ｂ－115V 系直流盤受電」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（常設直流電源系統喪失） 

所
内
常
設
直
流
電
源

設
備
（
３
系
統
目
）

に
よ
る
給
電 

115V 系蓄電池（３系統目） 

115V 系蓄電池（３系統目）～直流母線電路 
重
大
事
故
等 

対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「115V 系蓄電池（３系統目）

による 115V 直流電源確保」 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ） 

ＳＡ用 115V 系充電器 

230V 系充電器（常用） 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）～直流母線電路 

高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱

（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南

側）～直流母線電路 

高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 

緊急用メタクラ接続プラグ盤～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「充電器復旧，中央監視計器

復旧」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「高圧発電機車による直流電

源確保時の可搬ケーブルを使

用した中央制御室排風機電源

確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

直
流
給
電
車
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 

直流給電車 115V 

直流給電車 230V 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（原子炉建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（原子炉建物南側）

～直流母線電路 

高圧発電機車～直流給電車～直流給電車接続プラ

グ収納箱（廃棄物処理建物南側）電路 

直流給電車接続プラグ収納箱（廃棄物処理建物南

側）～直流母線電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「直流給電車による直流盤受

電」 

原子力災害対策手順書 

「直流給電車を使用した直流

盤電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14） 

（４／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

非常用交流電源設備 

（全交流動力電源喪失） 

非常用直流電源設備 

（蓄電池枯渇） 

号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
直
流
電
源
確
保 

号炉間連絡ケーブル 

 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「低圧電源融通」 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

非常用所内電気設備 

代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

緊急用メタクラ 

メタクラ切替盤 

緊急用メタクラ接続プラグ盤 

高圧発電機車接続プラグ収納箱 

ＳＡロードセンタ 

ＳＡ１コントロールセンタ 

ＳＡ２コントロールセンタ 

充電器電源切替盤 

ＳＡ電源切替盤 

重大事故操作盤 

非常用高圧母線Ｃ系 

非常用高圧母線Ｄ系 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＳＡ－Ｌ／

Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

「主要弁の電源切替」 

「高圧発電機車によるＳＡ－

Ｌ／Ｃ，Ｃ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用した緊急用Ｍ

／Ｃ電源確保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

 

非常用コントロールセンタ切替盤 

 
自
主
対
策
設
備 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

ガスタービン発電機 

ガスタービン発電機用サービスタンク 

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

ガスタービン発電機用燃料移送系 配管・弁 

ガスタービン発電機～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ

系電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ１

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～ＳＡロードセンタ～ＳＡ２

コントロールセンタ電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物西側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西

側）～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機～高圧発電機車接続プラグ収

納箱（原子炉建物南側）電路 

高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南

側）～原子炉補機代替冷却系電路 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書 

（徴候ベース） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＧＴＧによるＣ，Ｄ－Ｍ／

Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「ガスタービン発電機の現場

起動による電源確保」 

 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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第 17 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順（1.14） 

（５／５） 

分類 
機能喪失を想定する設計基準

事故対処設備 

対応 

手段 
対処設備 手順書 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
機
能
喪
失
時
の
代
替
交
流
電
源
に
よ
る
給
電 

非常用ディーゼル発電機 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機 

に
よ
る
給
電 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料デイタ

ンク 

高圧炉心スプレイ補機冷却系（高圧炉心スプレイ

補機海水系を含む。）※１ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポ

ンプ 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送系

配管・弁 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

（
設
計
基
準
拡
張
） 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「ＨＰＣＳ－ＤＥＧによる 

Ｃ，Ｄ－Ｍ／Ｃ受電」 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 重
大
事
故
等
対
処
設
備 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～非常用高

圧母線Ｃ系電路 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機～非常用高

圧母線ＨＰＣＳ系～常用高圧母線Ａ系～常用高圧

母線Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

自
主
対
策
設
備 

号
炉
間
電
力
融
通 

電
気
設
備
に
よ
る
給
電 

号炉間電力融通ケーブル（常設） 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線

Ａ系～非常用高圧母線Ｃ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（常設）～常用高圧母線

Ｂ系～非常用高圧母線Ｄ系電路 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型） 

号炉間電力融通ケーブル（可搬型）～非常用高圧

母線Ｃ系及びＤ系電路 

自
主
対
策
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「号炉間融通による Ｃ，Ｄ

－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「号炉間電力融通ケーブルを

使用したＭ／Ｃ Ｃ系又はＭ

／Ｃ Ｄ系電源確保」 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電 

高圧発電機車 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱
（原子炉建物西側）電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西
側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
高圧発電機車～高圧発電機車接続プラグ収納箱
（原子炉建物南側）電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南
側）～非常用高圧母線Ｃ系及びＤ系電路 
高圧発電機車～緊急用メタクラ接続プラグ盤電路 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～非常用高圧母線Ｃ
系及びＤ系電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物西
側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン
トロールセンタ電路 
高圧発電機車接続プラグ収納箱（原子炉建物南
側）～ＳＡ１コントロールセンタ及びＳＡ２コン
トロールセンタ電路 
緊急用メタクラ接続プラグ盤～ＳＡ１コントロー
ルセンタ及びＳＡ２コントロールセンタ電路 
ガスタービン発電機用軽油タンク 
ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 
非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ
ンク 
ホース 
タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

事故時操作要領書（徴候ベー

ス） 

「外部電源喪失時対応手順」 

「電源復旧」 

ＡＭ設備別操作要領書 

「高圧発電機車によるＣ，Ｄ

－Ｍ／Ｃ受電」 

原子力災害対策手順書 

「高圧発電機車による緊急用

メタクラ接続プラグ盤からの

電源確保」 

「高圧発電機車によるメタク

ラ切替盤を使用したＭ／Ｃ 

Ｃ系又はＭ／Ｃ Ｄ系電源確

保」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

燃
料
の
補
給 

― 

燃
料
補
給
設
備 

に
よ
る
給
油 

ガスタービン発電機用軽油タンク 

ガスタービン発電機用軽油タンクドレン弁 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンク 

ホース 

タンクローリ 

重
大
事
故
等
対
処
設
備 

原子力災害対策手順書 

「軽油タンク等を使用したタ

ンクローリへの燃料積載」 

「タンクローリから各機器等

への給油」 

※１：手順は「1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等」にて整備する。 

※２：Ａ－115V 系蓄電池，Ｂ－115V 系蓄電池，ＳＡ用 115V 系蓄電池，高圧炉心スプレイ系蓄電池，Ａ－原子炉中性子計装用蓄電池， 

Ｂ－原子炉中性子計装用蓄電池，Ｂ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）からの給電は，運転員による操作不要の動作である。 
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(o) 「2.1 可搬型設備等による対応手順等」 

大規模損壊発生時に事故緩和措置を行うための手順 

大規模損壊発生時に使用する設備と手順については，先に記載した(b)項か

ら(n)項で示した重大事故等対策で整備する手順等を活用することで「炉心の

著しい損傷を緩和するための対策」，「原子炉格納容器の破損を緩和するた

めの対策」，「燃料プールの水位を確保するための対策及び燃料体の著しい

損傷を緩和するための対策」，「放射性物質の放出を低減させるための対

策」及び「大規模な火災が発生した場合における消火活動」の措置を行う。 

さらに，柔軟な対応を行うため上記の手順に加えて，以下の大規模損壊に

特化した手順を整備する（第18表参照）。 

 

ⅰ 現場での可搬型計測器によるパラメータ計測及び監視手順 

中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場での可搬型計測器によ

るパラメータ監視手順を整備する。 

ⅱ 中央制御室損傷時の通信連絡手順 

中央制御室が機能喪失する場合を想定し，現場と緊急時対策所が直接

連絡できる手順を整備する。 

 

第 18 表 大規模損壊に特化した手順 

想定 対応手段 対応手順 対処設備 
整備する手順書

の分類 

中央制御室が機能

喪失する場合 

監視機能の

回復 

現場での可搬型

計測器によるパ

ラメータ計測及

び監視手順 

可搬型計測器 
大規模損壊時に

対応する手順 

連絡手段の

確保 

中央制御室損傷

時の通信連絡手

順 

衛星電話設備 

有線式通信設備 

大規模損壊時に

対応する手順 
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ｃ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，万一を考慮し中央制御室の機

能が喪失した場合も対応できるよう整備する。 

 

ｄ.ｂ.項に示す大規模損壊への対応手順書は，地震，津波及び地震と津波の

重畳により発生する可能性のある大規模損壊に対して，また，ＰＲＡの結

果に基づく事故シーケンスグループの選定にて抽出しなかった地震及び津

波特有の事象として発生する事故シーケンスについて，当該事故により発

生する可能性のある重大事故等及び大規模損壊への対応も考慮する。 

加えて，大規模損壊発生時に，同等の機能を有する可搬型重大事故等対

処設備，常設重大事故等対処設備及び設計基準事故対処設備が同時に機能

喪失することなく，炉心注水，電源確保及び放射性物質拡散抑制等の各対

策が上記設備のいずれかにより達成できるよう構成する。 

 

ｅ.発電用原子炉施設において整備する大規模損壊発生時の対応手順について

は，大規模損壊に関する考慮事項等，米国におけるＮＥＩガイドの考え方

も参考とする。また，当該ガイドの要求内容に照らして発電用原子炉施設

の対応状況を確認する。 
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2.1.2.2 大規模損壊の発生に備えた体制の整備 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合における体制につ

いては，重大事故等時の対応体制を基本とするが，大規模損壊の発生により，要

員の被災等による非常時の体制が部分的に機能しない場合（中央制御室の機能喪

失を含む。）でも流動性を持って柔軟に対応できる体制を整備する。 

また，重大事故等を超えるような状況を想定した大規模損壊対応のための体制

を整備，充実するために，大規模損壊対応に係る必要な計画の策定並びに重大事

故等に対処する要員に対する教育及び訓練を付加して実施し体制の整備を図る。 

(1) 大規模損壊への対応のための要員への教育及び訓練の実施

大規模損壊発生時において，事象の種類及び事象の進展に応じて的確かつ柔

軟に対処するために必要な力量を確保するため，重大事故等に対処する要員へ

の教育及び訓練については，重大事故等対策の対処に係る教育及び訓練に加え，

過酷な状況下においても柔軟に対処できるよう大規模損壊発生時に対応する

手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習得するための教育及び訓練を実

施する。また，緊急時対策要員の役割に応じて付与される力量に加え，流動性

をもって柔軟に対応できるような力量を確保していくことにより，本来の役割

を担う要員以外の要員でも対応できるよう教育及び訓練の充実を図る。必要と

なる力量を第 19表に示す。 

ａ．大規模損壊発生時に対応する手順及び事故対応用の資機材の取扱い等を習

得するための教育及び訓練を実施する。 

ｂ．緊急時対策要員については，要員の役割に応じて付与される力量に加え，

例えば要員の被災等が発生した場合においても，優先順位の高い緩和措置

の実施に遅れが生じることがないよう，臨機応変な配員変更に対応できる

知識及び技能習得による要員の多能化を計画的に実施する。 

ｃ．原子力防災管理者及びその代行者を対象に，通常の指揮命令系統が機能し

ない場合及び残存する資源等を最大限活用しなければならない事態を想定

した個別の教育及び訓練を実施する。 

ｄ．大規模損壊発生時に対応する組織とそれを支援する組織の実効性等を確認

するための定期的な総合訓練を継続的に実施する。 
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第19表 大規模損壊発生時の対応に係る発電所要員の力量管理について 

 

要員 必要な作業 必要な力量 

緊急時対策要員 

・本部長，本部員， 

各統括 

○発電所における災害対策活動の実施 

○事故状況の把握 

○対応判断 

○的確な指揮 

○各班との連携 

緊急時対策要員 

・上記以外の要員 

○発電所における災害対策活動の実施
（統括／班長指示による） 

○関係箇所への情報提供 

○各班要員の活動状況把握 

○所掌内容の理解 

○対策本部との情報共有 

○各班との連携 

運転員 

○事故状況の把握 

○事故拡大防止に必要な運転上の措置 

○除熱機能確保に伴う措置 

○確実なプラント状況把握 

○運転操作 

○事故対応手順の理解 

実施組織 

（運転員除く。） 

○復旧対策の実施 

・資機材の移動，電源車による給電， 

原子炉への注水，燃料プールへの 

注水等 

○消火活動 

○個別手順の理解 

○資機材の取り扱い 

○配置場所の把握 

技術支援組織 
○事故拡大防止対策の検討 

○放射線・放射能の状況把握 

○事故状況の把握 

○各班との情報共有 

○個別手順の理解 

○資機材の取扱い 

運営支援組織 
○資材の調達及び輸送 

○社外関係機関への通報・連絡 

○各班との情報共有 

○個別手順の理解 

○資機材の取扱い 
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(2) 大規模損壊発生時の体制 

緊急時対策本部は，大規模損壊の緩和措置を実施する実施組織及びその支援

組織から構成されており，それぞれの機能ごとに責任者を定め，役割分担を明

確にし，効果的な大規模損壊の緩和措置を実施し得る体制とする。また，複数

号炉の同時被災の場合においても，重大事故等対処設備を使用して炉心損傷や

原子炉格納容器の破損等に対応できる体制とする。 

大規模損壊の発生により，要員の被災等による非常時の体制が部分的に機能

しない場合（中央制御室の機能喪失を含む。）でも流動性を持って柔軟に対応

できる体制を整備する。 

 

ａ．夜間及び休日（平日の勤務時間帯以外）においても発電所構内に緊急時対

策要員31名，運転員９名及び火災発生時の初期消火活動に対応するための

自衛消防隊７名の合計47名を常時確保し，大規模損壊発生時は指示者が初

動の指揮を執る体制を整備する。なお，２号炉原子炉運転停止中※につい

ては，中央制御室の２号運転員を５名とする。 

※ 原子炉の状態が冷温停止（原子炉冷却材温度が100℃未満）及び燃料交 

換の期間 

また，故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムの発生により，

中央制御室（運転員を含む。）が機能しない場合もあらかじめ想定し，重

大事故等に対処する要員で役割を変更する要員に対して事前に周知して

おくことで混乱することなく迅速な対応を可能とする。 

 

ｂ．大規模損壊発生時において，重大事故等に対処する要員として参集が期待

される社員寮，社宅等の重大事故等に対処する要員の発電所へのアクセス

ルートは複数確保し，その中から通行可能なルートを選択し発電所へ参集

する。 

なお，プラント状況が確実に入手できない場合は，あらかじめ定めた構外

参集拠点にて，発電所の状況等の確認を行った後，発電所へ参集する。 

 

ｃ．大規模な自然災害が発生した場合には，発電所構内に常時確保する重大事

故等に対処する要員47名の中に被災者が発生する可能性があることに加え，

社員寮，社宅等からの交替要員参集に時間を要する可能性があるが，その

場合であっても，運転員及び自衛消防隊を含む発電所構内に常駐する要員

により，優先する対応手順を，必要とする要員数未満で対応することで交

替要員が到着するまでの間も事故対応を行えるよう体制を整備する。 

 

(3) 大規模損壊発生時の要員確保及び通常とは異なる指揮命令系統の確立につ

いての基本的考え方 

大規模損壊発生時には，通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機能しな
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い場合も考えられる。このような状況においても，発電所構内に勤務している

重大事故等に対処する要員により指揮命令系統を確立できるよう，大規模損壊

発生時に対応するための体制を整備する。 

 

ａ．大規模損壊への対応に必要な要員を常時確保するため，夜間及び休日（平

日の勤務時間帯以外）における重大事故等に対処する要員は，地震，津波

等の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ

ムが発生した場合にも対応できるよう，分散して待機する。また，地震，

津波等の大規模な自然災害によって，待機場所への影響が考えられる場合

は，屋外への退避及び高台への避難等を行う。なお，建物の損壊等により

要員が被災するような状況においても，発電所構内に勤務している他の要

員を活用する等の柔軟な対応をとることを基本とする。 

 

ｂ．地震，津波等の大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他

のテロリズムの発生により，通常の原子力防災体制での指揮命令系統が機

能しない場合も考慮し，原子力防災管理者の代行者をあらかじめ複数定め

ることで体制を維持する。 

 

ｃ．プルーム通過時は，大規模損壊対応への指示を行う緊急時対策要員と発電

所外への放射性物質の拡散を抑制するために必要な緊急時対策要員は緊急

時対策所，運転員は中央制御室待避室及び緊急時対策所にとどまり，その

他の緊急時対策要員及び自衛消防隊は発電所構外へ一時退避し，その後，

緊急時対策本部長の指示に基づき再参集する。 

 

ｄ．大規模損壊と同時に大規模な火災が発生している場合，緊急時対策本部の

火災対応の指揮命令系統の下，自衛消防隊は消火活動を実施する。また，

緊急時対策本部長が，事故対応を実施又は継続するために，放水砲等によ

る泡消火の実施が必要と判断した場合は，緊急時対策要員を火災対応の指

揮命令系統の下で活動する自衛消防隊の指揮下で消火活動に従事させる。 

 

(4) 大規模損壊発生時の対応拠点 

大規模損壊が発生するおそれがある場合又は発生した場合において，緊急時

対策本部長を含む緊急時対策本部の緊急時対策要員が対応を行う拠点は，緊急

時対策所を基本とする。緊急時対策所の健全性（居住性確保，通信連絡機能等）

が確認できない場合は，代替可能なスペースを有する建物を活用することによ

り緊急時対策本部の指揮命令系統を維持する。 

また，運転員の拠点については，中央制御室が機能している場合は中央制御

室とするが，中央制御室が機能していない場合や火災等により運転員に危険が

及ぶおそれがある場合は，施設の損壊状況及び対応可能な要員等を勘案し，緊
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急時対策本部が適切な拠点を選定する。 

 

(5) 大規模損壊発生時の支援体制の確立 

ａ．緊急時対策総本部体制の確立 

大規模損壊発生時における緊急時対策総本部の設置による発電所への支

援体制は，「技術的能力審査基準1.0」で整備する支援体制と同様である。 

 

ｂ．外部支援体制の確立 

大規模損壊発生時における発電所への外部支援体制は，「技術的能力審査

基準1.0」で整備する原子力災害発生時の外部支援体制と同様である。 
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2.1.2.3 大規模損壊の発生に備えた設備及び資機材の配備 

大規模損壊の発生に備え，2.1.2.1項における大規模損壊発生時の対応手順に

従って活動を行うために必要な重大事故等対処設備及び資機材を次に示す基本

的な考え方に基づき配備する。 

(1) 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムヘ

の対応に必要な設備の配備及び当該設備の防護の基本的な考え方

可搬型重大事故等対処設備は，重大事故等対策で配備する設備の基本的な

考え方を基に配備し，同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重

大事故等対処設備と同時に機能喪失することのないよう外部事象の影響を受

けにくい場所に保管する。また，大規模な自然災害又は故意による大型航空

機の衝突その他のテロリズムの共通要因で，同時に複数の可搬型重大事故等

対処設備が機能喪失しないように保管場所を分散しかつ十分離して配備する。 

ａ．屋外の可搬型重大事故等対処設備は，基準地震動を超える地震動に対して，

地震により生ずる敷地下斜面のすべり，液状化及び揺すり込みによる不等

沈下，地盤支持力の不足及び地下構造物の損壊等の影響を受けない場所に

保管する。 

ｂ．原子炉建物外から電力又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備のうち，

少なくとも１セットは，基準津波を超える津波に対して裕度を有する高台

に保管する。 

ｃ．屋外に保管する可搬型重大事故等対処設備は，故意による大型航空機の衝

突その他のテロリズムによる影響を考慮して，原子炉建物，タービン建物

及び廃棄物処理建物から100m以上の離隔距離を確保するとともに，当該可

搬型重大事故等対処設備がその機能を代替する屋外の設計基準事故対処設

備及び常設重大事故等対処設備から100m以上の離隔距離を確保したうえで，

当該建物及び当該設備と同時に影響を受けない場所に分散して配備する。 

ｄ．可搬型重大事故等対処設備同士の距離を十分に離して複数箇所に分散して

保管する。原子炉建物外から電力又は水を供給する可搬型重大事故等対処

設備は，アクセスルートを確保した複数の接続口を設ける。 

ｅ．地震，津波，大規模な火災等の発生に備え，アクセスルートを確保するた

めに，速やかに消火及びがれき撤去ができる資機材を当該事象による影響

を受けにくい場所に保管する。 
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(2) 大規模損壊に備えた資機材の配備に関する基本的な考え方 

大規模損壊発生時の対応に必要な資機材については，重大事故等対策で配

備する資機材の基本的な考え方を基に，高線量の環境，大規模な火災の発生

及び外部支援が受けられない状況を想定し配備する。また，そのような状況

においても使用を期待できるよう，原子炉建物，制御室建物及び廃棄物処理

建物から100m以上離隔をとった場所に，分散して配備する。 

 

ａ．全交流動力電源喪失が発生する環境で対応するために必要な照明機能を有

する資機材を配備する。 

 

ｂ．地震及び津波のような大規模な自然災害による油タンク火災，又は故意に

よる大型航空機の衝突に伴う大規模な航空機燃料火災の発生に備え，必要

な消火活動を実施するために着用する防護具，消火薬剤等の資機材及び大

型送水ポンプ車や放水砲等の消火設備を配備する。 

 

ｃ．炉心損傷及び原子炉格納容器の破損による高線量の環境下において，事故

対応のために着用する全面マスク，高線量対応防護服，個人線量計等の必

要な資機材を配備する。 

 

ｄ．化学薬品等が流出した場合に備えて，マスク，長靴等の資機材を配備する。 

 

ｅ．大規模な自然災害により外部支援が受けられない場合も事故対応を行うた

めの防護具，線量計，食料等の資機材を確保する。 

 

ｆ．大規模損壊発生時において，指揮者と現場間，発電所外等との連絡に必要

な通信連絡設備を確保するため，多様な複数の通信連絡設備を整備する。

また，通常の通信連絡設備が使用不能な場合を想定した通信連絡設備とし

て，衛星電話設備，無線通信設備，有線式通信設備及び統合原子力防災ネ

ットワークに接続する通信連絡設備を配備する。さらに，消火活動専用の

通信連絡が可能な無線通信設備を配備する。 

 

ｇ．大規模損壊に特化した手順に使用する資機材を配備する。 
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2.1.3 まとめ 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリ

ズムにより，プラント監視機能の喪失，建物の損壊に伴う広範囲な機

能の喪失等の大規模な損壊が発生するおそれがある場合又は発生した

場合の対応措置として，発電用原子炉施設内において有効に機能する

運転員を含む人的資源，設計基準事故対処設備，重大事故等対処設備

等の物的資源及びその時点で得られる発電所構内外の情報を活用する

ことにより，様々な事態において柔軟に対応できる「手順書の整備」，

「体制の整備」及び「設備・資機材の整備」を行う方針とする。  

「手順書の整備」においては，大規模な火災の発生に伴う消火活動

を実施する場合及び発電用原子炉施設の状況把握が困難である場合も

考慮し，可搬型重大事故等対処設備による対応を考慮した多様性及び

柔軟性を有するものとして整備する。 

「体制の整備」においては，指揮命令系統が機能しなくなる等の通

常の体制の一部が機能しない場合を考慮した対応体制を構築するとと

もに，原子力防災組織の実効性等を確認するため，大規模損壊となる

種々の想定に対して本部要員が対応方針を決定し指示を出すまでの図

上訓練，緊急時対策要員が必要となる力量を習得及び維持するための

教育・訓練を実施する。 

「設備・資機材の整備」においては，可搬型重大事故等対処設備は，

同等の機能を有する設計基準事故対処設備及び常設重大事故等対処設

備と同時に機能喪失することのないよう，発電所の敷地特性を活かし，

原子炉建物外から電力又は水を供給する可搬型重大事故等対処設備の

うち少なくとも１セットは構内の高台に分散配置するとともに，原子

炉建物，タービン建物及び廃棄物処理建物から離隔距離を置いて配備

する。 

大規模損壊への対応として整備する「手順書」，「体制」及び「設

備・資機材」については，今後とも新たな知見や教育・訓練の結果を

取り入れることで，継続的に改善を図っていく。  
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添付資料 2.1.11 

 

大規模損壊発生時の対応 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム発生時

の対応概要 

 

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる

大規模損壊発生時には，プラントの監視及び制御機能の喪失や航空機墜落等によ

る大規模火災等の発生が想定され，このような状況において，初動対応を行うう

えで最も優先すべきはプラントの状況を把握することである。 

このため，事象が発生した場合，緊急時対策本部は，中央制御室の状況，大ま

かなプラント状況の確認，把握を可能な範囲で行った後，速やかに「プラント状

態確認チェックシート」を用いて，具体的にプラント被災状況，対応可能要員の

把握等を行う。 

以下に，初期対応の概要，大規模損壊発生時対応フロー，プラント状態確認チ

ェックシートを示す。 
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1. 大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突時の対応概要 

(1) 対応の全体フロー概略（地震等の事前予測ができない事象の場合） 

 

自然災害の発生 

（地震等の事前予測できない事象） 

中央制御室における状況確認 

当直長から原子力防災管理者等への連絡 

（当直長からの連絡がない場合は，中央制御室との連絡確認を行う） 

重大事故等に対処する要員の非常招集を開始 

「プラント状態確認チェックシート」

に基づく状況確認 

・原子炉停止確認 

・原子炉注水確認 

・放射線モニタ指示値の確認 

・火災の確認 等 

大規模損壊時に対応する手順に基づく対応を開始 

アクセスルート確保，消火 

（アクセスルート上又は戦略に支障

となる箇所にがれき，火災が発生

している場合は，優先的に火災の

消火活動，がれきの除去等を行う） 

大まかなプラント状況の確認，把握 

・火災発生の有無 

・建物の損壊状況 

・アクセスルート損傷の有無 

初動対応フローに基づく事故対応の実施 

最大限の努力によって得られる結果を想定して，当面達成すべき目標を設定し， 

そのために優先すべき戦略を決定して個別の対応を実施する。 
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(2) 対応の全体フロー概略（大津波警報の発表（事前予測ができる事象）の場

合） 

自然災害の発生 

（大津波警報の発表） 

当直副長は，原子炉停止操作を開始し，当直長は，所内関係者へ 

避難指示を出すとともに，原子力防災管理者等へ状況連絡を行う 

重大事故等に対処する要員の非常招集を開始 

「プラント状態確認チェックシート」

に基づく状況確認 

・原子炉停止確認

・原子炉注水確認

・放射線モニタ指示値の確認

・火災の確認 等

大規模損壊時に対応する手順に基づく対応を開始 

アクセスルート確保，消火

（アクセスルート上又は戦略に支障

となる箇所にがれき，火災が発生

している場合は，優先的に火災の

消火活動，がれきの除去等を行う） 

大まかなプラント状況の確認，把握 

・火災発生の有無

・建物の損壊状況

・アクセスルート損傷の有無

初動対応フローに基づく事故対応の実施 

最大限の努力によって得られる結果を想定して，当面達成すべき目標を設定し， 

そのために優先すべき戦略を決定して個別の対応を実施する。 
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(3) 対応の全体フロー概略（大型航空機の衝突の場合）

大型航空機の衝突発生 

中央制御室における状況確認 

当直長から原子力防災管理者等への連絡 

（当直長からの連絡がない場合は，中央制御室との連絡確認を行う） 

重大事故等に対処する要員の非常招集を開始 

「プラント状態確認チェックシート」

に基づく状況確認 

・原子炉停止確認

・原子炉注水確認

・放射線モニタ指示値の確認

・火災の確認 等

大規模損壊時に対応する手順に基づく対応を開始 

アクセスルート確保，消火

（アクセスルート上又は戦略に支障

となる箇所にがれき，火災が発生

している場合は，優先的に火災の

消火活動，がれきの除去等を行う） 

大まかなプラント状況の確認，把握 

・火災発生の有無

・建物の損壊状況

・アクセスルート損傷の有無

初動対応フローに基づく事故対応の実施 

最大限の努力によって得られる結果を想定して，当面達成すべき目標を設定し， 

そのために優先すべき戦略を決定して個別の対応を実施する。 

○予兆情報，事前対応

外部からの通報等により，

大型航空機衝突の予兆情報

を入手した場合は，事前

対応として原子炉停止操作

等の必要な措置を行う。
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(4) 対応の全体フロー概略（テロリズムの発生の場合）

本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。 
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位
】

 

【
原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
】

 

原
子

炉
建

物
が

健
全

(外
観

)で
あ

り
，

周
辺

の
放

射
線

量
が

正
常

 

・
「

炉
心

損
傷

回
避

又
は

緩
和

」
を

優
先

し
，

速
や

か
な

原
子

炉
圧

力
容

器

内
へ

の
注

水
が

困
難

な
場

合
は

，
「

原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

回
避

又
は

緩
和

」
を

目
標

と
す

る
※

８
 

「
原
子

炉
格

納
容

器
の

破
損

回
避

又
は

緩
和

」
 

原
子
炉
圧

力
容
器

が
破
損

す
る
ま

で
の
速

や
か
な

 

原
子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注

水
の
実

施
が
困

難
※

８
 

【
原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
】

 

【
原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
】

 

「
燃
料

プ
ー

ル
水

位
確

保
及

び
燃

料
体

の
損

傷
回

避
又

は
緩

和
」

 

燃
料
プ
ー

ル
水
位

低
下
又

は
,
 

燃
料
プ
ー

ル
冷
却

機
能
喪

失
 

【
燃
料
プ

ー
ル
の

水
位
】

 
原

子
炉

建
物

が
健

全
(
外

観
)
で

あ
り

，
周

辺
の

放
射

線
量

が
正

常
で

あ
る

が
，

燃
料

プ
ー

ル
内

燃
料

体
の

冷
却

状
態

の
維

持
が

確
認

で
き

て
い

な
い

 

「
放
射
性

物
質

拡
散

抑
制

」
 

炉
心
損
傷

か
つ
原

子
炉
格

納
容
器

破
損

 

【
原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
】

 

【
原
子
炉

格
納
容

器
内
の

放
射
線

量
率
】

 

【
原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
】

 

【
原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
】

 

【
燃
料
プ

ー
ル
の

水
位
】

 

原
子

炉
格

納
容

器
や

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
ほ

ど
の

原
子

炉
建

物
が

損
傷

(
外

観
)
又

は
，

周
辺

の
放

射
線

量
が

上
昇

 

 

Ａ
 

※
８
:炉

心
損
傷

や
原
子

炉
圧
力

容
器

破
損

等
に

至
る

ま
で

の
時

間
に

つ
い

て
は

，
事

故
進

展
解

析
結

果
等

も
参

考
と

す
る

。
プ

ラ
ン
ト
の

被
災
状

況
等
に

よ
り

，
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注
水

が
速

や
か

に
実

施
で

き
な

い
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
に

は
，

安
全
側
に

判
断
し

，「
原

子
炉

格
納

容
器

の
破

損
回

避
又

は
緩

和
」

も
当

面
達

成
す

べ
き

目
標

と
し

て
設

定
す

る
。

 

【
ス
テ
ッ

プ
２
】

 

Ｄ
 

「
緊
急
時
対
策
本
部
対
応
手
順
書

」
に
記
載
の
内
容
 

初
動
対
応
フ
ロ
ー

(1
／
3)
よ
り
 

初
動
対
応
フ
ロ
ー

(3
／
3)
よ
り
 

初
動
対
応
フ
ロ
ー

(3
／
3)
へ
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初
動
対
応

フ
ロ
ー

（
３

／
３
）

Ｂ
 

1
.
1
2 

1.
0(
1)
②

,(
2)

③
 

1.
5
,1
.6

, 

1.
7
,1
.8
 

（
並
行
し
て
実
施
）
 

1.
9,
1.
10
 

Ye
s 

 
炉
心
損
傷
 

発
生
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
 

除
熱
成
功
 

 
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制

 

 戦
略

が
必
要
な
場
合

※
11
 

 
燃
料
プ
ー
ル
水
位
 

低
下
あ
り
 

 
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

確
保
要

火
災
発
見

※
10
 

Ｃ
 

Ｃ
 

Ｃ
 

Ｃ
 

Ｄ
 

【
確
認
パ
ラ
メ

ー
タ
】

※
９
 

未
臨
界
の
監
視

 
・
平
均
出
力
領
域
計
装

・
中
間
領
域

計
装

・
中
性
子
源
領
域
計
装

【
確
認
パ
ラ
メ
ー
タ
】

※
９
 

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位

 
・
原
子
炉
水
位

(広
帯
域

)
・
原
子
炉
水
位

(燃
料
域

)
・
原
子
炉
水
位

(S
A)

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力

 
・
原
子
炉
圧
力

・
原
子
炉
圧
力

(S
A)

【
確

認
パ
ラ

メ
ー
タ

】
※
９
 

原
子

炉
格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率

 
・

格
納

容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ
 

(ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
) 

・
格

納
容
器

雰
囲
気

放
射
線

モ
ニ
タ

(サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・

チ
ェ
ン

バ
)

原
子

炉
圧
力

容
器
内

の
温
度

 
・

原
子

炉
圧

力
容
器

温
度

(S
A)

(【
確

認
パ

ラ
メ
ー

タ
】

及
び
原

子
炉
圧

力
容

器
へ

の
注

水
が
確

認
で
き

な
い
場

合
，

炉
心

損
傷
し

た
も
の

と
み
な

す
) 

【
確

認
パ
ラ

メ
ー
タ

】
※
９
 

原
子

炉
格
納

容
器
内

の
温
度

 
・

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル
温

度
(S
A)

・
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
(S
A)

原
子

炉
格
納

容
器
内

の
圧
力

 
・

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル
圧

力
(S
A)

・
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
(S
A)

1
.
1
4 

電
源
喪
失
 

1.
2,

1.
3,

1.
4,
 

1.
8,
1.

13
 

1.
1 

Ｃ
 

 
原
子
炉
圧
力
容
器

 

へ
の
注
水
成
功

 

 
原
子
炉
停
止
 

成
功
 

 
燃
料
プ
ー
ル
水
位
維
持
 

1.
11
 

【
確
認
パ
ラ
メ
ー
タ
】

※
９
 

燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

 
・
燃

料
プ
ー
ル
水
位

(
S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度

(
S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

(
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ

)
(S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

(
S
A
)

No
 

No
 

Ye
s 

No
 

Ye
s 

Ye
s 

No
 

No

No
 

Ye
s 

Ye
s 

No
 

No
 

No
 

No
 

Ye
s 

Ye
s 

Ye
s 

Ye
s 

1.
11
 

【
ス
テ
ッ

プ
３

】
 

「
EO

P」
 

「
EO

P,
SO

P」
 

「
SO
P
」
 

「
EO
P,
SO
P」

 
「
E
O
P」

 

「
E
O
P」

 

「
E
O
P」

 

注
)手

順
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
に
よ
っ
て
見
直
す
可

能
性
が
あ
る
 

※
９

:確
認
パ
ラ
メ
ー
タ
が
採
取
で
き
な
い
場
合
は
，
判

断
要
素
と
し
て
代
替
で
き
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
採
取

す
る
。
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
も
採
取
で
き
な
い
場
合
，

間
接
的
な
手
段

(
例
，
現
場
で
の
可
搬
型
線
量
計
に

よ
る
確
認
，
現
場
で
の
目
視
に
よ
る
確
認

)に
て
確

認
す
る
。
 

※
1
0
:ス

テ
ッ
プ
１
時
点
の
火
災
発
見
も
含
む
。

※
1
1
:以

下
の
い
ず
れ
か
が
該
当
す
る
場
合
と
し
，
具
体

的
な
放
水
砲
の
使
用
の
判
断
基
準
は
「
個
別
戦
略

フ
ロ
ー
⑨
」
に
記
載
す
る
。

・
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
場
合
に
お
い
て
，
あ
ら

ゆ
る
注
水
手
段
を
講
じ
て
も
原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の
注
水
が
確
認
で
き
な
い
場
合

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
が
低
下
し
た
場
合
に
お

い

て
，
あ
ら
ゆ
る
注
水
手
段
を
講
じ
て
も
水
位
低

下
が
継
続
す
る
場
合

・
大
型
航
空
機
の
衝
突
な
ど
，
原
子
炉
建
物
の
外

観
で
大
き
な
損
傷
を
確
認
し
た
場
合

※
1
2
:優

先
順
位
に
基
づ
く
③
～
⑩
の
各
個
別
戦
略
を
実

施
す
る

う
え

で
必
要
と
な
る
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
確

保
作
業
及
び
消
火
活
動
を
優
先
し
て
実
施
す
る
。
 

※
1
3
:優

先
順
位
に
基
づ
く
③
～
⑨
の
各
個
別
戦
略
を
実

施
す
る

う
え

で
必
要
と
な
る
電
源
確
保
を
優
先
し

て
実
施
す
る
。
 

③
原
子
炉
停
止
戦
略

④
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
戦
略

⑤
水
素
爆
発
防
止
戦
略 ⑥
原
子
炉
格
納
容
器
除
熱
戦
略

⑦
燃
料
プ
ー
ル
注
水
戦
略

⑧
燃
料
プ
ー
ル
除
熱
戦
略

①
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

確
保
戦
略

※
12

⑩
電
源
確
保
戦
略

※
13

 
②
消
火
戦
略

※
12

⑨
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制
戦
略

「
Ｅ

Ｏ
Ｐ
」
:事

故
時
操
作
要
領
書
（

徴
候
ベ
ー
ス
）
 

「
Ｓ

Ｏ
Ｐ
」
:事

故
時
操
作
要
領
書
（

シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト

）
 

当
面
達
成
す
べ
き
目
標
 

「
緊
急
時
対
策
本
部
対
応
手
順
書
」
の
概
要
図
 

「
炉
心
損
傷
回
避
又
は
緩
和
」
 

「
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
回
避
又
は
緩
和
」

 
「
燃
料
プ
ー
ル
水
位
確
保
及
び
燃

料
体
の
損
傷
回
避
又
は
緩
和
」

 
「
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制
」
 

初
動
対
応
フ
ロ
ー
(2
／
3)
よ
り
 

初
動
対
応
フ
ロ
ー
(2
／
3)
へ
 

【
確
認
パ
ラ
メ
ー
タ
】

※
９
 

燃
料

プ
ー
ル
の
監
視

 
・
燃
料
プ
ー
ル
水
位

(
S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度

(
S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

(高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ

)
(S
A
)

・
燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ

(
S
A
)
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3. プラント状態確認チェックシートによる確認項目

プラント，体制等の状況を把握するために，チェックシートの各項目を確認する。

チェックシートは目標設定や戦略の検討等，緊急時対策本部の情報共有に利用する。 

【注意事項】 

１.チェックシートには，緊急時対策本部長（夜間・休日昼間については，指示者）の指示に基づき確認した

情報又は各班が必要に応じて確認した情報を記載する。

２.確認結果は，技術班（夜間・休日昼間については，連絡責任者）に報告する。

３.技術班（夜間・休日昼間については，連絡責任者）は，報告された確認結果を取りまとめ，本部内に情報

共

有する。

４.確認項目１.～３.項の確認を最優先に実施し，報告する。その後その他の確認項目の確認を行う。

５.建物の損壊状況，周辺線量率等，周囲の状況に十分注意しながら確認を行い，確認が困難な場合には「不

明」

とする。 

６.動作可能及び使用可能は，外観，警報等で判断する。

７.プラント状態の確認は，複数名で実施する。

１．中央制御室との連絡及びプラントパラメータの監視機能確認【ステップ 1－1】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ １号及び２号中央制御室との連絡確認 連絡可能・連絡不可 対応可能：  名 

２ ３号中央制御室との連絡確認 連絡可能・連絡不可 対応可能：  名 

３ 中央制御室でのパラメータ確認 可能・不可 

４ 緊急時対策所でのパラメータ確認 可能・不可 

２．プラント状態の確認（初期状態確認）【ステップ 1－1】 

確認者： 確認日時： 年  月  日  時  分 

（１）原子炉

番号 項目 状態 備考 

１ 
原子炉停止 

（停止日時:  月  日  時  分） 
成功・失敗・不明 

２ 原子炉注水 成功・失敗・不明 

３ 原子炉水位 cm 

４ 原子炉圧力   MPa 

５ 主蒸気隔離弁 全開・全閉・一部開・不明 

６ ＥＣＣＳ作動要求 
作動要求なし・作動要求あり 

・不明

７ 原子炉圧力容器破損 破損なし・破損あり・不明 

８ 原子炉圧力容器温度  ℃ 

９ 格納容器内雰囲気モニタ指示（Ｄ／Ｗ）  Sv/h 

10 格納容器内雰囲気モニタ指示（トーラス） Sv/h 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある 
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（２）注水系統（常設） 

番号 項目 状態 備考 

１ 復水・給水系（ＣＷ／ＦＷ） 使用可能・使用不可・不明  

２ 原子炉隔離時冷却系（ＲＣＩＣ） 使用可能・使用不可・不明  

３ 高圧原子炉代替注水系（ＨＰＡＣ） 使用可能・使用不可・不明  

４ 高圧炉心スプレイ系（ＨＰＣＳ） 使用可能・使用不可・不明  

５ 低圧炉心スプレイ系（ＬＰＣＳ） 使用可能・使用不可・不明  

６ Ａ－残留熱除去系（Ａ－ＲＨＲ） 使用可能・使用不可・不明  

７ Ｂ－残留熱除去系（Ｂ－ＲＨＲ） 使用可能・使用不可・不明  

８ Ｃ－残留熱除去系（Ｃ－ＲＨＲ） 使用可能・使用不可・不明  

９ 制御棒駆動水圧系（ＣＲＤ） 使用可能・使用不可・不明  

10 復水輸送系（ＣＷＴ） 使用可能・使用不可・不明  

11 消火系（ＦＰ） 使用可能・使用不可・不明  

12 ほう酸水注入系（ＳＬＣ） 使用可能・使用不可・不明  

13 低圧原子炉代替注水系（ＦＬＳＲ） 使用可能・使用不可・不明  

14 残留熱代替除去系（ＲＨＡＲ） 使用可能・使用不可・不明  

（３）補機冷却系 

番号 項目 状態 備考 

１ Ⅰ－原子炉補機冷却系（Ⅰ－ＲＣＷ） 使用可能・使用不可・不明  

２ Ⅰ－原子炉補機海水系（Ⅰ－ＲＳＷ） 使用可能・使用不可・不明  

３ Ⅱ－原子炉補機冷却系（Ⅱ－ＲＣＷ） 使用可能・使用不可・不明  

４ Ⅱ－原子炉補機海水系（Ⅱ－ＲＳＷ） 使用可能・使用不可・不明  

５ 高圧炉心スプレイ補機冷却系（ＨＰＣＷ） 使用可能・使用不可・不明  

６ 高圧炉心スプレイ補機海水系（ＨＰＳＷ） 使用可能・使用不可・不明  

７ タービン補機冷却系（ＴＣＷ） 使用可能・使用不可・不明  

８ タービン補機海水系（ＴＳＷ） 使用可能・使用不可・不明  

（４）格納容器 

番号 項目 状態 備考 

１ 格納容器圧力  kPa[abs]  

２ 格納容器温度  ℃  

３ 格納容器破損 破損なし・破損あり・不明  

（５）モニタ 

番号 項目 状態 備考 

１ エリア放射線モニタ指示 上昇なし・上昇あり・不明  

２ プロセス放射線モニタ指示 上昇なし・上昇あり・不明  

３ モニタリング・ポスト指示 上昇なし・上昇あり・不明  
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（６）燃料プール 

番号 項目 状態 備考 

１ 燃料プール水位 
通常水位・水位低下傾向・不明 

  m 
 

２ 燃料プール温度 ℃  

３ 燃料プール冷却系（ＦＰＣ） 使用可能・使用不可・不明  

４ 燃料プール補給水系（ＦＭＷ） 使用可能・使用不可・不明  

５ 復水輸送系（ＣＷＴ） 使用可能・使用不可・不明  

６ 補給水系（ＭＵＷ） 使用可能・使用不可・不明  

７ 消火系（ＦＰ） 使用可能・使用不可・不明  

８ Ａ－残留熱除去系（Ａ－ＲＨＲ） 使用可能・使用不可・不明  

９ Ｂ－残留熱除去系（Ｂ－ＲＨＲ） 使用可能・使用不可・不明  

（７）電源 

番号 項目 状態 備考 

１ 外部電源受電 受電中・停電中・使用不可・不明  

２ Ａ－非常用ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

３ Ｂ－非常用ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

４ ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

５ ガスタービン発電機（２号用） 運転中・待機中・使用不可・不明  

６ ガスタービン発電機（予備） 運転中・待機中・使用不可・不明  

７ 電源融通 使用可能・使用不可・不明  
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３．プラント状態の確認（火災の確認）【ステップ 1－1】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ 航空機燃料等による火災 火災あり・火災なし・不明 

発生場所: 

・２号Ｒ／Ｂ 

・２号Ｔ／Ｂ 

・２号Ｒｗ／Ｂ 

・２号Ｃ／Ｂ 

・その他 

（       ） 

２ 
可搬型設備保管場所，接続口及び接続口ま

でのアクセスルートに影響を与える火災 
火災あり・火災なし・不明 

発生場所: 

・保管エリア 

（       ） 

・接続口周辺 

（       ） 

・アクセスルート上 

（       ） 

３ 上記以外の火災 火災あり・火災なし・不明 

発生場所: 

（       ） 

（       ） 

 

４．対応可能な要員の確認【ステップ 1－2】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目※ 要員数 備考 

 重大事故等に対処する要員(初動対応要員) 

１ 運転員（９名）    名  

２ 指示者（１名）    名  

３ 連絡責任者（１名）    名  

４ 連絡担当者（３名）    名  

５ 放射線管理要員（３名）    名  

６ アクセスルート確保要員（２名）    名  

７ 給水確保要員（６名）    名  

８ 送水確保要員（６名）    名  

９ 電源確保要員（３名）    名  

10 燃料確保要員（４名）    名  

11 自衛消防隊長（１名） 名  

12 消防チーム（６名）    名  

13 運転補助要員（２名） 名  

※：カッコ内は発電所内での必要最低人数 
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５．通信設備の確認【ステップ 1－2】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ 所内通信連絡設備 使用可能・使用不可・不明  

２ 電力保安通信用電話設備 使用可能・使用不可・不明  

３ 衛星電話設備(固定型） 使用可能・使用不可・不明  

４ 衛星電話設備(携帯型） 使用可能・使用不可・不明  

５ 無線通信設備(固定型) 使用可能・使用不可・不明  

６ 無線通信設備(携帯型) 使用可能・使用不可・不明  

７ 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ） 使用可能・使用不可・不明  

８ 局線加入電話設備 使用可能・使用不可・不明  

９ 
統合原子力防災ネットワークに接続する通

信連絡設備 
使用可能・使用不可・不明  

10 テレビ会議システム(社内向) 使用可能・使用不可・不明  

11 専用電話設備 使用可能・使用不可・不明  

12 有線式通信設備 使用可能・使用不可・不明  

 

６．建物等へのアクセスルート確認【ステップ 1－3】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態※ 備考 

１ 中央制御室へのアクセス 可能・不可・不明  

２ 原子炉建物へのアクセス 可能・不可・不明  

３ タービン建物へのアクセス 可能・不可・不明  

４ 廃棄物処理建物へのアクセス 可能・不可・不明  

５ 第１保管エリア（EL50m）へのアクセス 可能・不可・不明  

６ 第２保管エリア（EL44m）へのアクセス 可能・不可・不明  

７ 第３保管エリア（EL13～33m）へのアクセス 可能・不可・不明  

８ 第４保管エリア（EL8.5m）へのアクセス 可能・不可・不明  

９ 原子炉建物南側接続口へのアクセス 可能・不可・不明  

10 原子炉建物西側接続口へのアクセス 可能・不可・不明  

11 廃棄物処理建物南側接続口へのアクセス 可能・不可・不明  

12 建物内接続口へのアクセス 可能・不可・不明  

13 GTG建物接続口へのアクセス 可能・不可・不明  

14 輪谷貯水槽（西１／西２）へのアクセス 可能・不可・不明  

※：建物の損壊状況も含め，事故対応への支障の有無の観点から確認する。 
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７．施設損壊状態の確認【ステップ 1－3】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ 原子炉建物 損傷あり・損傷なし・不明  

２ タービン建物 損傷あり・損傷なし・不明  

３ 廃棄物処理建物 損傷あり・損傷なし・不明  

４ 制御室建物 損傷あり・損傷なし・不明  

 

８．各機器の確認（電源系統の確認）【ステップ 1－4】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ ２Ｃ－Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

２ ２Ｃ－Ｌ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

３ Ｃ系Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

４ ２Ａ－計装Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

５ Ａ－115V系直流盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

６ Ａ－原子炉中性子計装用母線 受電中・停電中・使用不可・不明  

７ Ａ－非常用ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

８ Ａ－燃料デイタンク 使用可能・使用不可・不明  

９ Ａ－ディーゼル燃料移送ポンプ 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

10 Ａ－ディーゼル燃料貯蔵タンク 使用可能・使用不可・不明  

11 ２Ｄ－Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

12 ２Ｄ－Ｌ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

13 Ｄ系Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

14 ２Ｂ－計装Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

15 Ｂ－115V系直流盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

16 Ｂ－115V系直流盤(ＳＡ) 受電中・停電中・使用不可・不明  

17 Ｂ－原子炉中性子計装用母線 受電中・停電中・使用不可・不明  

18 230V系直流盤(ＲＣＩＣ) 受電中・停電中・使用不可・不明  

19 ＳＡ対策設備用分電盤（２） 受電中・停電中・使用不可・不明  

20 115V系直流盤（３系統目） 受電中・停電中・使用不可・不明  

21 Ｂ－非常用ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

22 Ｂ－燃料デイタンク 使用可能・使用不可・不明  

23 Ｂ－ディーゼル燃料移送ポンプ 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

24 Ｂ－ディーゼル燃料貯蔵タンク 使用可能・使用不可・不明  
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番号 項目 状態 備考 

25 ＨＰＣＳ－Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

26 ＨＰＣＳ－Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

27 高圧炉心スプレイ系直流盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

28 ＨＰＣＳ－ディーゼル発電機 
運転中・待機中・冷却水なし 

・使用不可・不明 
 

29 ＨＰＣＳ－燃料デイタンク 使用可能・使用不可・不明  

30 ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料移送ポンプ 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

31 ＨＰＣＳ－ディーゼル燃料貯蔵タンク 使用可能・使用不可・不明  

32 緊急用Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

33 ＳＡ－Ｌ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

34 ＳＡ１－Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

35 ＳＡ２－Ｃ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

36 メタクラ切替盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

37 ＳＡ電源切替盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

38 充電器電源切替盤 受電中・停電中・使用不可・不明  

39 ガスタービン発電機（２号用） 運転中・待機中・使用不可・不明  

40 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

（２号炉用） 
使用可能・使用不可・不明  

41 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

（２号炉用） 

使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

42 ガスタービン発電機（予備） 運転中・待機中・使用不可・不明  

43 
ガスタービン発電機用サービスタンク 

（予備） 
使用可能・使用不可・不明  

44 
ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

（予備） 

使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

45 ガスタービン発電機用軽油タンク 使用可能・使用不可・不明  

46 ２Ａ－Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

47 ２Ｂ－Ｍ／Ｃ 受電中・停電中・使用不可・不明  

48 230V系直流盤(常用) 受電中・停電中・使用不可・不明  

49 号炉間電力融通ケーブル 使用可能・使用不可・不明  

50 号炉間連絡ケーブル 使用可能・使用不可・不明  

51 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池(補助盤室) 使用可能・使用不可・不明  

52 主蒸気逃がし安全弁用蓄電池(原子炉建物) 使用可能・使用不可・不明  
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９．各機器の確認（常設設備の確認）【ステップ 1－4】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

9.1 原子炉注水，原子炉格納容器除熱設備【常設設備】 

１ 高圧炉心スプレイ・ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

２ 原子炉隔離時冷却ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

３ 高圧原子炉代替注水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

４ Ａ－ほう酸水注入ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

５ Ｂ－ほう酸水注入ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

６ 原子炉浄化補助ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

７ Ａ－制御棒駆動水圧ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

８ Ｂ－制御棒駆動水圧ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

９ 低圧炉心スプレイ・ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

10 Ａ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

11 Ｂ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 

 

12 Ｃ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

13 Ａ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

14 Ｂ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

15 Ｃ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

16 Ａ－消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
消火設備兼用 

17 Ｂ－消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
消火設備兼用 
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番号 項目 状態 備考 

18 Ａ－補助消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
消火設備兼用 

19 Ｂ－補助消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
消火設備兼用 

20 Ａ－低圧原子炉代替注水ポンプ  
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

21 Ｂ－低圧原子炉代替注水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

22 Ａ－残留熱代替除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

23 Ｂ－残留熱代替除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

24 Ａ－復水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

25 Ｂ－復水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

26 Ｃ－復水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

27 Ａ－復水昇圧ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

28 Ｂ－復水昇圧ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

29 Ｃ－復水昇圧ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

30 Ａ－タービン駆動原子炉給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

31 Ｂ－タービン駆動原子炉給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

32 Ａ－電動機駆動原子炉給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

33 Ｂ－電動機駆動原子炉給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

34 タービン・バイパス弁 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

35 逃がし安全弁 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
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番号 項目 状態 備考 

36 逃がし安全弁窒素ガス代替供給設備 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

37 逃がし安全弁用窒素ガスボンベ 使用可能・使用不可・不明  

38 格納容器フィルタベント系 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

39 耐圧強化ベントライン 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

40 遠隔手動弁操作機構 使用可能・使用不可・不明  

41 ドライウェル冷却装置 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

42 サプレッション・プール水ｐＨ制御系 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

9.2 水素爆発防止設備【常設設備】 

１ Ａ－可燃性ガス濃度制御系再結合装置 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

２ Ａ－可燃性ガス濃度制御系再結合器ブロワ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

３ Ｂ－可燃性ガス濃度制御系再結合装置 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明 
 

４ Ｂ－可燃性ガス濃度制御系再結合器ブロワ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

５ 静的触媒式水素処理装置 使用可能・使用不可・不明  

６ 原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル 使用可能・使用不可・不明  

７ 窒素ガス制御系 
使用可能・電源なし・使用不可 

・不明 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある  
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番号 項目 状態 備考 

9.3 補機冷却設備【常設設備】 

１ Ａ－原子炉補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

２ Ｂ－原子炉補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

３ Ｃ－原子炉補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

４ Ｄ－原子炉補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

５ Ａ－原子炉補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

６ Ｂ－原子炉補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

７ Ｃ－原子炉補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

８ Ｄ－原子炉補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

９ 高圧炉心スプレイ補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

10 高圧炉心スプレイ補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

11 Ａ－タービン補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

12 Ｂ－タービン補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

13 Ｃ－タービン補機冷却水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

14 Ａ－タービン補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

15 Ｂ－タービン補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

16 Ｃ－タービン補機海水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明 
 

 

 

 

 

 

 

 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある 
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番号 項目 状態 備考 

9.4 燃料プール注水，除熱設備【常設設備】 

１ Ａ－燃料プール冷却ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明

２ Ｂ－燃料プール冷却ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明

３ 燃料プール補給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

４ 燃料プール監視カメラ(ＳＡ) 
使用可能・電源なし・冷却水なし 

・使用不可・不明

５ 燃料プール監視カメラ用冷却設備 
使用可能・使用不可・電源なし 

・不明

６ Ａ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明

７ Ｂ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明

８ Ｃ－残留熱除去ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・冷却水なし・使用不可・不明

９ Ａ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

10 Ｂ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

11 Ｃ－復水輸送ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

12 Ａ－消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明
消火設備兼用 

13 Ｂ－消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明
消火設備兼用 

14 Ａ－補助消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明
消火設備兼用 

15 Ｂ－補助消火ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明
消火設備兼用 

16 Ａ－補給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

17 Ｂ－補給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

18 Ｃ－補給水ポンプ 
運転中・待機中・電源なし 

・使用不可・不明

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある
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番号 項目 状態 備考 

9.5 可搬型設備接続口 

１ 低圧原子炉代替注水系(可搬型)接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

・建物内 

２ 格納容器代替スプレイ系(可搬型)接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

・建物内 

３ ペデスタル代替注水系(可搬型)接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

・建物内 

４ 
燃料プールスプレイ系(常設スプレイヘッ

ダ)接続口 
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

５ 原子炉補機代替冷却系接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

・建物内 

６ 高圧発電機車接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

・GTG建物 

７ 直流給電車接続口 使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・ 

Ｒｗ／Ｂ南側 

８ 原子炉ウェル代替注水系接続口 使用可能・使用不可・不明 
使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・西側 

９ 
窒素ガス代替注入系サプレッション・チェ

ンバ側供給用接続口  
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・建物内 

10 
窒素ガス代替注入系ドライウェル側供給用

接続口 
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・建物内 

11 
格納容器フィルタベント系窒素ガス供給用

接続口 
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側・建物内 

12 
格納容器フィルタベント系スクラバ水補給

用接続口  
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側 

13 
格納容器フィルタベント系水素濃度測定用

接続口 
使用可能・使用不可・不明 

使用可能な接続口： 

Ｒ／Ｂ南側 

 

 

 

 

 

 

 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある  
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10．保管場所（可搬型設備，資機材）等の確認【ステップ 1－4】 

確認者：               確認日時：    年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

10.1 第１保管エリア(EL50m) 

１ 第１ベントフィルタ出口水素濃度 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

２ 高圧発電機車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

３ 移動式代替熱交換設備 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

４ 250Aホース 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 本 

５ ホース運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

６ 大型送水ポンプ車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

７ 300Aホース 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 本 

８ 大型ホース展張車(300A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

９ 可搬式窒素供給装置 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

10 シルトフェンス 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 組 

11 放射性物質吸着材 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 組 

12 原子炉補機海水ポンプ電動機 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

13 ラフタークレーン 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

14 小型船舶 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 隻 

15 ホイールローダ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

16 タンクローリ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

17 放水砲 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

18 泡消火薬剤容器運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

19 泡消火薬剤容器 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 個 

20 直流給電車 115V 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

21 直流給電車 230V 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

22 大量送水車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

23 大型ホース展張車(150A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

24 可搬式モニタリング・ポスト 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

25 可搬式気象観測装置 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

26 緊急時対策所用発電機 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

27 緊急時対策所空気浄化送風機 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

28 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

29 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 式 

30 化学消防自動車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

31 泡消火薬剤運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

32 小型動力ポンプ付水槽車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

33 小型放水砲 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

 

 

 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある  
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番号 項目 状態 備考 

10.2 第２保管エリア(EL44m) 

１ 大量送水車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

２ 中型ホース展張車 (150A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

３ 可搬型ストレーナ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

10.3 第３保管エリア(EL13～33m) 

１ 大量送水車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

２ 可搬型ストレーナ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

３ 中型ホース展張車(150A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

４ 大型送水ポンプ車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

５ ホイールローダ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

６ タンクローリ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

７ 高圧発電機車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

８ 移動式代替熱交換設備 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

10.4 第４保管エリア(EL8.5m) 

１ 第１ベントフィルタ出口水素濃度 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

２ 高圧発電機車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

３ 移動式代替熱交換設備 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

４ 250Aホース 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 本 

５ ホース運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

６ 大型送水ポンプ車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

７ 300Aホース 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 本 

８ 大型ホース展張車(300A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

９ 可搬式窒素供給装置 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

10 放射性物質吸着材 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 組 

11 放射性物質吸着材運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

12 シルトフェンス運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

13 シルトフェンス 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 組 

14 タンクローリ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

15 ホイールローダ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

16 放水砲 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

17 化学消防自動車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

18 泡消火薬剤容器運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

19 小型動力ポンプ付水槽車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

20 小型放水砲 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

21 泡消火薬剤容器 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 個 

22 大量送水車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

23 大型ホース展張車(150A) 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

 

 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある  
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番号 項目 状態 備考 

24 可搬型ストレーナ 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

25 小型船舶 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 隻 

26 小型船舶運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

27 可搬式モニタリング・ポスト 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

28 モニタリング設備運搬車 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

29 可搬式気象観測装置 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

30 緊急時対策所用発電機 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

31 緊急時対策所空気浄化送風機 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

32 緊急時対策所空気浄化フィルタユニット 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 台 

33 緊急時対策所正圧化装置（空気ボンベ） 使用可能・使用不可・不明 使用可能： 式 

11．水源の確認【ステップ 1－4】 

確認者： 確認日時： 年  月  日  時  分 

番号 項目 状態 備考 

１ ほう酸水貯蔵タンク 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

２ ほう酸水注入系テストタンク 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

３ 復水貯蔵タンク 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

４ サプレッション・チェンバ 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

５ 低圧原子炉代替注水槽 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

６ １号ろ過水タンク 使用可能・使用不可・不明 
水位： ｍ 

消火用水源兼用 

７ ２号ろ過水タンク 使用可能・使用不可・不明 
水位： ｍ 

消火用水源兼用 

８ 非常用ろ過水タンク 使用可能・使用不可・不明 
水位： ｍ 

消火用水源兼用 

９ 純水タンク 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

10 輪谷貯水槽(西１) 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

11 輪谷貯水槽(西２) 使用可能・使用不可・不明 水位： ｍ 

12 輪谷貯水槽(東１) 使用可能・使用不可・不明 

13 輪谷貯水槽(東２) 使用可能・使用不可・不明 

14 非常用取水設備 使用可能・使用不可・不明 海水取水箇所 

15 荷揚場 使用可能・使用不可・不明 海水取水箇所 

16 ２号炉放水槽 使用可能・使用不可・不明 海水取水箇所 

17 １号炉取水槽 使用可能・使用不可・不明 海水取水箇所 

18 ３号炉取水管点検立坑 使用可能・使用不可・不明 海水取水箇所 

19 補助消火水槽 使用可能・使用不可・不明 消火用水源兼用 

注）プラント状態確認チェックシートは，今後の訓練によって見直す可能性がある
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添付資料 2.1.12 

 

大規模損壊発生時に使用する対応手順書及び設備一覧について 

 

大規模損壊発生時に初動対応フローから選択する個別戦略の決定に当たっては，

要員及び設備を含めた残存する資源から必要な手順等を確認し，有効な戦略を迅

速かつ確実に選定する必要がある。 

第１表に個別戦略において必要な対応操作，対応操作に必要な設備とその容量，

準備開始から必要となるまでの時間，必要な要員数をまとめた表を示す。 

また，第１図に大規模損壊発生時の対応手順書体系図を示す。 
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配
備
数
:２

台
(容

量
:約

2,
80
0L
/m
in
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

・
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
）

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

2,
80
0L
/m
in
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

・
小
型
放
水
砲
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
5
0m
,Ｅ

Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台

・
泡
消
火
薬
剤
(３

％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

組
(容

量
:約

1,
50
0L
/組

)

・
泡
消
火
薬
剤
(１

％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:４

個
(容

量
:約

1,
00
0L
/個

)

消
火
栓
(ろ

過
水
タ
ン
ク
，
補
助
消
火
水
槽
) 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

補
助
消
火
水
槽
 

純
水
タ
ン
ク
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
,荷

揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火

 
１
時
間

10
分
～
消
火
開
始
 

自
衛
消
防
隊
７
名
 

小
型
放
水
砲
等
に
よ
る
泡
消
火

 
１
時
間

40
分
～
消
火
開
始
 

「
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
及

び
放

水
砲

に
よ

る
航

空
機

燃

料
火
災
へ
の
泡
消
火
」

 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
)

・
放
水
砲
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台

・
泡
消
火
薬
剤
(１

％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:６

個
(容

量
:約

1,
00
0L
/個

)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

５
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

③ 原 子 炉 停 止 戦 略 （ １ ／ ２ ）

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
)

「
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
停
止
に
よ
る
原
子
炉
出
力

 

抑
制
」

 

(1
.1
) 

・
AT
WS

緩
和
設
備
(代

替
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
)

－
 

事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
) 

「
反
応
度
制
御
」
移
行
後
の
時
間

 

２
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
２
名

 

「
自
動
減
圧
，
代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
に
よ
る

 

原
子
炉
出
力
急
上
昇
防
止
」

 

・
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ

・
代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ

－
 

３
分
以
内
 

「
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
ほ
う
酸
水
注
入
操
作
」
 

・
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
m3
/h
/台

,全
揚
程
:約

87
0m
)

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

６
分
以
内
 

「
原
子
炉
水
位
低
下
操
作
」

 
・
復
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
復
水
昇
圧
ポ
ン
プ

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
タ
ー
ビ
ン
駆
動
給
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

2,
90
0m

3
/h
/台

)

・
電
動
機
駆
動
給
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
40
0m

3
/h
/台

)

復
水
器
 

６
分
以
内
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

12
0m
～
約

90
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

32
0m

3
/h
～
約

1,
05
0m

3
/h
,

全
揚
程
:約

89
0m
～
約

26
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
２
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

③ 原 子 炉 停 止 戦 略 （ ２ ／ ２ ） 

「
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 

(1
.1
) 

－
 

－
 

事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
) 

「
反
応
度
制
御
」
移
行
後
の
時
間

 

７
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
２
名

 
「
代
替
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 
－
 

－
 

６
分
以
内
 

「
選
択
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 
－
 

－
 

７
分
以
内
 

「
手
動
ス
ク
ラ
ム
」

 
－
 

－
 

16
分
以
内
 

「
原
子
炉
保
護
系
電
源
ス
イ
ッ
チ
切
」

 
・
原
子
炉
保
護
系
電
源
ス
イ
ッ
チ
 

－
 

22
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名

 
「
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る
個
別
ス
ク
ラ
ム
」
 

・
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ
 

－
 

47
分
以
内
 

「
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁
用
制
御
空
気
の
排
出
」

 
－
 

－
 

現
場
操
作
 

37
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名

 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 戦 略( １ ／ ２) 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
事
故
時
操
作
要
領
書
(シ

ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト

),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

「
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ

の
注
水
」

 

(1
.2
) 

(1
.3
) 

(1
.4
) 

(1
.8
) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

32
0m

3
/h
～
約

1,
05
0m

3
/h
, 

全
揚
程
:約

89
0m
～
約

26
0m
) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

24
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

30
m)
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

34
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

35
m)
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:１

基
(伝

熱
容
量
:約

2.
67
MW
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
復
水
・
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
 

・
復
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

) 

・
復
水
昇
圧
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

) 

・
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
40
0m

3
/h
/台

) 

復
水
器
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(
中

央
操

作
)
に

よ
る

原
子

炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

12
0m
～
約

90
0m
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
(
中

央
操

作
)
に

よ
る

原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

75
m3
/h
,揚

程
:約

91
8m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
制

御
棒

駆
動

水
圧

系
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容

器
へ

の

注
水
」

 

・
制
御
棒
駆
動
水
圧
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

31
m3
/h
/台

～
約

54
 m
3/
h/
台
,揚

程
:約

1,
26
6m
～
約

86
0m
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の

 

注
水
」

 

・
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
m3
/h
/台

,全
揚
程
:約

87
0m
) 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
テ
ス
ト
タ
ン
ク
 

復
水
輸
送
系
等
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
補
給

 
電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

ほ
う
酸
水
注
入
系
テ
ス
ト
タ
ン
ク
補
給

 
電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間

15
分
以
内
 

「
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
(
現

場
操

作
)
に

よ
る

原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

75
m3
/h
,揚

程
:約

91
8m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

35
分
以
内
 

現
場
運
転
員
４
名

 

「
原

子
炉

隔
離

時
冷

却
系

(
現

場
操

作
)
に

よ
る

原
子

炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:1
20
m～

約
90
0m
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間
以
内
 

現
場
運
転
員
４
名

 

「
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」

 
・
逃
が
し
安
全
弁
 

配
備
数
:1
2
個
(う

ち
自
動
減
圧
機
能
付
き
６
個
) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
 

配
備
数
:６

個
 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
３
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 戦 略( ２ ／ ２) 

「
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

用
蓄

電
池

(
補

助
盤

室
)
接

続

に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

(1
.2
) 

(1
.3
) 

(1
.4
) 

(1
.8
) 

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
(補

助
盤
室
) 

配
備
数
:４

個
 

・
Ｓ
Ｒ
Ｖ
用
電
源
切
替
盤
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

「
主

蒸
気

逃
が

し
安

全
弁

用
蓄

電
池

(
原

子
炉

建
物

)
接

続
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池
(原

子
炉
建
物
) 

配
備
数
:１

個
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

「
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

10
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

「
逃

が
し

安
全

弁
窒

素
ガ

ス
供

給
系

に
よ

る
逃

が
し

安

全
弁
駆
動
源
確
保
」

 

・
逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
 

 
配
備
数
：
30

個
(容

量
:約

47
L/
個
,充

填
圧
力
:約

15
MP
a)
 

－
 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
か
ら
逃
が
し
安
全
弁
窒
素

ガ
ス
供
給
系
へ
の
切
替
え

 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ
（
待
機

側
）
へ
の
切
替
え

 

現
場
操
作
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ

の
注
水
」

 

・
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

1,
05
0m

3
/h
,揚

程
:約

19
0m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
残

留
熱

除
去

系
(
低

圧
注

水
モ

ー
ド

)
に

よ
る

原
子

炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

10
0m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
(
常

設
)
に

よ
る

原
子

炉
圧

力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」
 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

B，
C－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 
・
補
助
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
  

補
助
消
火
水
槽
 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

B，
C－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

系
(
可

搬
型

)
に

よ
る

原
子

炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
, 
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

A,
B－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

B－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
南
）
又
は
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可

搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
建
物
内
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
４
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑤ 水 素 爆 発 防 止 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書

,原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

「
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度

及
び
酸
素
濃
度
監
視
」

 

(1
.9
) 

(1
.1
0)
 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
(Ｓ

Ａ
) 

配
備
数
:１

個
(計

測
範
囲
:０

～
10
0v
ol
％
) 

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
(Ｓ

Ａ
) 

配
備
数
:１

個
(計

測
範
囲
:０

～
25
vo
l％

) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
格

納
容

器
内

雰
囲

気
計

装
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

内
の
水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視
」

 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

配
備
数
:１

個
(計

測
範
囲
:０

～
５
vo
l％

／
０
～
10
0v
ol
％
) 

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

配
備
数
:１

個
(計

測
範
囲
:０

～
５
vo
l％

／
０
～
25
vo
l％

) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
可

燃
性

ガ
ス

濃
度

制
御

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

内
の
水
素
濃
度
制
御
」

 

・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
再
結
合
装
置
ブ
ロ
ワ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

25
5m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
再
結
合
装
置
 

配
備
数
:２

個
 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
可

搬
式

窒
素

供
給

装
置

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

へ

の
窒
素
ガ
ス
供
給
」

 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

－
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒
素
供
給
ラ

イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

原
子
炉
建
物
付
属

棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

タ
ー

ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

「
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
監
視
」

 
・
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

配
備
数
:７

個
(計

測
範
囲
:０

～
10
vo
l％

／
０
～
20
vo
l％

) 
－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
抑
制
」
 

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
 

配
備
数
:1
8
個
 

－
 

－
 

－
 

(操
作
不
要
) 

－
 

「
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス
の
排
出
」

 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
 

配
備
数
:４

基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)
 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

配
備
数
:１

基
 

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構
 

・
圧
力
開
放
板
 

配
備
数
:１

個
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
, 
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

55
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
) 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 

水
位
調
整

(水
張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒
素
供
給
ラ

イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

原
子
炉
建
物
付
属

棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名

 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

タ
ー

ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

「
原

子
炉

建
物

燃
料

取
替

階
ブ

ロ
ー

ア
ウ

ト
パ

ネ
ル

開

放
に
よ
る
水
素
ガ
ス
の
排
出
」

 

・
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

・
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
 

－
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ

ネ
ル
閉
止
装
置
が
閉
止
状
態
の
場
合

 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
５
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前)( １ ／ ３) 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書

 

「
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

(
常

設
)
に

よ
る

原
子

炉

格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の

 

ス
プ
レ
イ
」

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

A－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

B－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」
 

・
補
助
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
 

補
助
消
火
水
槽
 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

A－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

B－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

(
可

搬
型

)
に

よ
る

原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」
 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
, 
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

－
 

電
源
無
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

系
（
可
搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る

場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
代
替
除
熱
」

 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
装
置
 

配
備
数
:６

台
 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。）

に
よ
る
除
熱
」

 

・
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:４

台
(容

量
:約

2,
00
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

50
m)
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:４

台
(容

量
:約

1,
70
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

57
m)
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:６

基
(熱

交
換
器
容
量
:
約

10
MW
/基

) 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
６
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前)( ２ ／ ３)

「
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数
:３

台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
及
び
大
型
送
水
ポ

ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原
子
炉
建
物

西
側
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確
保

 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

15
名
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷

却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
」

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
４
名

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

 
現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

「
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
原

子
炉

格
納

容
器

内

へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

－
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
の
除
熱
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

－
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
残

留
熱

代
替

除
去

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の

減
圧
及
び
除
熱
」

 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

15
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:１

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数
:３

台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

)

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ

－
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間
５
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

－
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
系
統
構
成

 
現
場
操
作
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却

水
確
保
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原
子
炉
建
物

西
側
接
続
口
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

15
名
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却

水
確
保
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
７
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前)( ３ ／ ３)

「
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る

 

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

配
備
数
:４

基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器

配
備
数
:１

基

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

・
圧
力
開
放
板

配
備
数
:１

個

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
, 
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で

 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら
格
納
容
器

ベ
ン
ト
開
始
ま
で

 

電
源
有
の
場
合
 

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 

水
位
調
整

(水
張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒
素
供
給
ラ

イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

原
子
炉
建
物
付
属

棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

タ
ー

ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

「
耐

圧
強

化
ベ

ン
ト

ラ
イ

ン
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器

内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

－
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら
格
納
容
器

ベ
ン
ト
開
始
ま
で

 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

２
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
４
名

 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒
素
供
給
ラ

イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

原
子
炉
建
物
付
属

棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名

 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

タ
ー

ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

2.1-181
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
８
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) （ １ ／ ３ ）

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書

,原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
(
常

設
)
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
)

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位
確
保
の
場
合

 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
後
の
原
子
炉
格
納
容

器
下
部
へ
の
注
水
の
場
合

 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

 

注
水
」

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」

 
・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)

・
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)

補
助
消
火
水
槽
 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水

系
(
可

搬
型

)
に

よ
る

原
子

炉

格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
南
）
又
は
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可

搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
建
物
内
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
原

子
炉

ウ
ェ

ル
代

替
注

水
系

に
よ

る
原

子
炉

ウ
ェ

ル

へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

「
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

(
可

搬
型

)
に

よ
る

原
子

炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

系
（
可
搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る

場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
原
子
炉
補
機
冷
却
系
（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含
む
。）

に
よ
る
除
熱
」

 

・
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:４

台
(容

量
:約

2,
00
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

50
m)

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:４

台
(容

量
:約

1,
70
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

57
m)

・
原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器

配
備
数
:６

基
(熱

交
換
器
容
量
:
約

10
MW
/基

)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
」

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数
:３

台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
及
び
大
型
送
水
ポ

ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原
子
炉
建
物

西
側
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷
却
水
確
保

 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

15
名
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
補
機
冷

却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

2.1-182
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
９
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) （ ２ ／ ３ ） 

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
４
名

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱

 
現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

「
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
原

子
炉

格
納

容
器

内

へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル
水
の
除
熱
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:２

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
残

留
熱

代
替

除
去

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納
容

器
内

の

減
圧
及
び
除
熱
」

 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

15
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:１

台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

・
移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

) 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び
原
子
炉
格

納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
を
実
施
す
る
場
合

 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

１
時
間
５
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ
を
実
施
す

る
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

45
分
以
内
 

－
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
系
統
構
成

 
現
場
操
作
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却

水
確
保
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原
子
炉
建
物

西
側
接
続
口
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

15
名
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
補
機
冷
却

水
確
保
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

「
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

(
常

設
)
に

よ
る

原
子

炉

格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の

 

ス
プ
レ
イ
」

 

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」
 

・
補
助
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
 (
容
量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
 

補
助
消
火
水
槽
 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管
使
用

 

電
源
有
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
10
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) （ ３ ／ ３ ）

「
格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
系

(
可

搬
型

)
に

よ
る

原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(西

２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

－
 

電
源
無
の
場
合
 

(現
場
弁
操
作
等
）
 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

系
（
可
搬
型
）
接
続
口
（
西
）
を
使
用
す
る

場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接

続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
冷

却
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

内

の
代
替
除
熱
」

 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
装
置

配
備
数
:６

台
－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
に

よ
る

原
子

炉
格

納

容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

配
備
数
:４

基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器

配
備
数
:１

基

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

・
圧
力
開
放
板

配
備
数
:１

個

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
, 
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で

 

電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切
替
盤
が
使

用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら
格
納
容
器

ベ
ン
ト
開
始
ま
で

 

電
源
有
の
場
合
 

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(西

２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

 

へ
の
水
位
調
整

(水
張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒
素
供
給
ラ

イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

原
子
炉
建
物
付
属

棟
西
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名

 
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し
た
格
納
容

器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
窒
素
ガ
ス
置
換

 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）（

タ
ー

ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を
使
用
し
た
場
合

 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
11
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

 

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑦ 燃 料 プ ー ル 注 水 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

「
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の

 

注
水
」

 

(1
.1
1)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

30
m3
/h
,揚

程
:約

70
m)
  

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
」

 
・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
  

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
」

 
・
補
助
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
  

補
助
消
火
水
槽
 

ろ
過
水
タ
ン
ク
 

消
火
栓
を
使
用
し
た
場
合

 
電
源
有
の
場
合
(現

場
操
作
）
 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

復
水
輸
送
系
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た
場
合

 
電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

「
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
(
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ
ダ

)

に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
又
は
ス
プ
レ
イ
」

 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(西

２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

「
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
(
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ
ズ

ル
)に

よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
又
は
ス
プ
レ
イ
」
 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

・
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
(保

管
場
所
:原

子
炉
建
物
１
階
又
は
２
階
)
 

配
備
数
:３

台
 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(西

２
）
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員

1
名
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

「
放
水
砲
に
よ
る
放
水
」

 
・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
放
水
砲
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

「
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
イ
ク
機
能
に
よ
る
漏
え
い
抑
制
」

 
・
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
イ
ク
機
能
 

－
 

－
 

－
(操

作
不
要
) 

－
 

「
燃
料
プ
ー
ル
漏
え
い
緩
和
」

 

   

・
シ
ー
ル
材
 

・
接
着
剤
 

・
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板
 

・
吊
り
降
ろ
し
ロ
ー
プ
 

－
 

－
 

１
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

⑧ 燃 料 プ ー ル 除 熱 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

「
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
の
復
旧
に
よ
る
除
熱
」

 

 

(1
.1
1)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ
 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

88
m)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
熱
交
換
器
 

配
備
数
:２

基
(伝

熱
容
量
:約

1.
9M
W/
基
) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合
 

中
央
制
御
室
操
作
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

⑨ 放 射 性 物 質 拡 散 抑 制 戦 略 

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

 
 

 
 

 
 

 

「
大

型
送

水
ポ

ン
プ

車
及

び
放

水
砲

に
よ

る
大

気
へ

の

放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
」

 

(1
.1
2)
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
放
水
砲
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

台
 

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,３

号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

「
放

射
性

物
質

吸
着

材
に

よ
る

海
洋

へ
の

放
射

性
物

質

の
拡
散
抑
制
」

 

・
放
射
性
物
質
吸
着
材
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:４

組
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
５
名

 

「
シ

ル
ト

フ
ェ

ン
ス

に
よ

る
海

洋
へ

の
放

射
性

物
質

の

拡
散
抑
制
」

 

   

・
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
(２

号
炉
放
水
接
合
槽
用
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
) 

配
備
数
:約

40
m 

・
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
(輪

谷
湾
用
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:約

68
0m
 

・
小
型
船
舶
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m
,Ｅ

Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数
:２

隻
 

－
 

２
号
炉
放
水
接
合
槽
へ
の
１
重
目
の

 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
設
置
の
場
合

 

現
場
操
作
 

３
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
７
名

 

輪
谷
湾
へ
の
１
重
目
の

 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
の
場
合

 

現
場
操
作
 

24
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
７
名

 

2.1-185
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
12
／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑩ 電 源 確 保 戦 略( １ ／ ２)

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
受
電
」
 

(1
.1
4)
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

配
備
数
:２

台
 (
容
量
:約

6,
00
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.9
kV
)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

配
備
数
:２

基
(容

量
:約

7.
9m

3
/基

)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
5M
Pa
)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

)

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

－
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
受
電
の
場
合
 

（
中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
）

 
40

分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
受
電
の
場
合
 

（
中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
）

 
１
時
間

10
分
以
内
 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
受
電
の
場
合
 

（
現
場
か
ら
の
起
動
）

 
１
時
間

5
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
受
電
の
場
合
 

（
現
場
か
ら
の
起
動
）

 
１
時
間

10
分
以
内
 

「
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

に
よ

る
Ｓ

Ａ
ロ

ー
ド

セ
ン

タ

及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
」

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

6,
00
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.9
kV
)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

配
備
数
:２

基
(容

量
:約

7.
9m

3
/基

)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
5M
Pa
)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

)

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

－
 

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動

 
10

分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
か
ら
の
起
動

 
55

分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 

「
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ
る

 

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

4,
00
0k
VA
,電

圧
:6
.9
kV
)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

９
m3
/基

)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
,吐

出
圧
力
:約

0.
54
MP
a)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

24
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

30
m)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ

配
備
数
:１

台
(容

量
:約

34
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

35
m)

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

－
 

－
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し
た
Ｍ

／
Ｃ

 
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
(常

設
)

－
 

－
 

１
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用
し
た

Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
(可

搬
型
)

－
 

－
 

４
時
間

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

「
高

圧
発

電
機

車
に

よ
る

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｃ
系

又
は

Ｍ
／

Ｃ
 

Ｄ
系
受
電
」

 

・
高
圧
発
電
機
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:７

台
 (
容
量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
)

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

 

(緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

)の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

40
分
以
内
 

2.1-186
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（

1
3／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

⑩ 電 源 確 保 戦 略( ２ ／ ２)

「
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び

 

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
」

 

(1
.1
4)
 

・
高
圧
発
電
機
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:７

台
 (
容
量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
)

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系

・
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

 

(緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

)の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

４
時
間

40
分
以
内
 

「
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
」

 
・
Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池

・
Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
(Ｓ

Ａ
)

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池

・
23
0V

系
蓄
電
池
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
)

・
Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤

・
Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
)

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤

・
23
0V

系
充
電
器
盤
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
)

－
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
，
Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電

池
(Ｓ

Ａ
)及

び
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
に

よ
る
給
電
 

－
 

(操
作
不
要
) 

現
場
運
転
員
２
名

 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－

11
5V

系

蓄
電
池
(Ｓ

Ａ
)受

電
切
替
え
完
了
及
び
不
要

負
荷
切
離
し
操
作
完
了
ま
で

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

Ａ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
，
中
央
制
御
室

 

監
視
計
器
Ｃ
系
受
電
完
了
ま
で

 
20

分
以
内
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
，
Ｂ
１
－

11
5V

系
 

充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
)，

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器

盤
，
23
0V

系
充
電
器
盤

(Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
)及

び
中

央
制
御
室
監
視
計
器
Ｄ
系
受
電
完
了
ま
で

 

20
分
以
内
 

「
所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ
る
給
電
」
 

・
11
5V

系
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）

－
 

－
 

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

「
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
」

 
・
高
圧
発
電
機
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:７

台
(容

量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
)

・
Ｂ
１
－
11
5V

系
充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
)

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤

・
23
0V

系
充
電
器
盤
(常

用
)

－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の
場
合

 

現
場
操
作
 

５
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の
場
合

 

現
場
操
作
 

５
時
間

10
分
以
内
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

 

(緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

)の
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合

 

現
場
操
作
 

５
時
間

50
分
以
内
 

「
直
流
給
電
車
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
」

 
・
高
圧
発
電
機
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:７

台
(容

量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
)

・
直
流
給
電
車

11
5V
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m)

配
備
数
:１

台

・
直
流
給
電
車

23
0V
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m)

配
備
数
:１

台

－
 

廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続

 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の
場
合

 

(Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
及
び

23
0V

系
直
流
盤

(Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
))
 

現
場
操
作
 

４
時
間

15
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名

 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車
接
続
プ
ラ

グ
収
納
箱
に
接
続
の
場
合

(Ｂ
－
11
5V

系
直

流
盤
(Ｓ

Ａ
)及

び
23
0V

系
直
流
盤
(常

用
))
 

現
場
操
作
 

４
時
間

15
分
以
内
 

「
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し

た
Ａ
－

11
5V

系
直

流
盤
又
は
Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
受
電
」
 

・
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル

－
 

－
 

現
場
操
作
 

55
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
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第
１
表

 
個
別
戦
略
フ
ロ
ー
に
お
け
る
対
応
手
順
書
等
及
び
設
備
一
覧
（
1
4／

14
）

 

注
)各

手
順
，
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
等
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
訓
練
，
検
討
結
果
等
に
よ
っ
て
見
直
す
可
能
性
が
あ
る
。

個
別
 

戦
略
 

手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査
基

準
の
該
当
項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安
) 

必
要
人
員

(目
安
) 

水 源 確 保

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
大
量
送
水
車
に
よ
る
補
給
」
 

(1
.1
3)
 

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(西

２
）
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
又
は
復
水
貯
蔵
タ

ン
ク
へ
の
補
給

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

純
水
タ
ン
ク
 

１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
 

２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク
 

非
常
用
ろ
過
水
タ
ン
ク
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

 
現
場
操
作
 

１
時
間

50
分
以
内
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給

 
現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

輪
谷
貯
水
槽
(東

１
），

輪
谷
貯
水
槽
(東

２
）
 
輪
谷
貯
水
槽
(
西
１
)又

は
輪
谷
貯
水
槽
(西

２
)へ

の
補
給

現
場
操
作
 

１
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名

 

「
大
量
送
水
車
又
は
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
補
給
」
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
)

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
4
4m
,Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
 

荷
揚
場
,２

号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,

３
号
炉
取
水
管
点
検
立
坑
) 

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽
(西

１
)又

は
輪
谷
貯
水
槽

(西
２
)へ

の
補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽

(西
１
)又

は
輪
谷
貯
水
槽

(西
２
)へ

の
補
給
 

現
場
操
作
 

３
時
間

40
分
以
内
 

大
量
送
水
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の

 

補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ
ン

ク
へ
の
補
給

現
場
操
作
 

３
時
間

50
分
以
内
 

「
大

量
送

水
車

及
び

大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

又
は

大
量

送

水
車

(２
台
)に

よ
る
補
給
」
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:３

台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
)

・
大
量
送
水
車
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
5
0m
,Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:５

台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

海
水
取
水
箇
所
(２

号
炉
取
水
槽
，
 

荷
揚
場
,２

号
炉
放
水
槽
,１

号
炉
取
水
槽
,

３
号
炉
取
水
管
点
検
立
坑
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
補
給

 
現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１
名

 

緊
急
時
対
策
要
員

12
名
 

燃 料 補 給

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
ガ

ス
タ

ー
ビ

ン
発

電
機

用
軽

油
タ

ン
ク

又
は

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

燃
料

貯
蔵

タ
ン

ク
等

か
ら

タ
ン

ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
」

(1
.1
4)
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

3.
0m

3
/台

)

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

)

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

配
備
数
:２

基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

)

配
備
数
:３

基
(容

量
:約

10
0m

3
/基

)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

配
備
数
:１

基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

)

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら

 

補
給
の
場
合
(
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り
) 

１
時
間

50
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン

ク
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら

補
給
の
場
合
(
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り
) 

２
時
間

30
分
以
内
 

「
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
」

 
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数
:２

台
(容

量
:約

3.
0m

3
/台

)
－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
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設
備

別
運
転

要
領
書

 
別
冊

警
報
発

生
時

の
措
置

 
 

第
１
図

 
大
規
模

損
壊

発
生
時
の

対
応
手

順
書

体
系

図
 

火
災

発
生
時

の
対
応
 

大
規

模
損
壊

発
生
時
の
対
応
 

【
火
災
防
護
計
画
及
び
下
位
文
書
】

 


発
電
用
原
子
炉
施
設
の
火
災
防
護

 

・
消
火
手
順

（
大

規
模

損
壊

時
の

航
空

機
燃

料
火

災
時

等
へ

の
対

応
に

つ
い

て
は

「
原

子
力

災
害

対
策

手

順
書

」
に
定
め
る
）

 

【
緊
急
時
の
措
置
要
領
】

 


重

大
事
故

時
，

大
規
模

損
壊
時

の
緊

急
事
態

に
関

す

る
緊

急
時

対
策
本

部
の

責
任
，

権
限

及
び

実
施
事

項

を
定
め
た
要
領

○
火
災
防
護
の
組
織
に
お
け
る
責
任
と
権
限

○
自
衛
消
防
隊
の
体
制

 

【
緊
急
時
対
策
本
部
対
応
手
順
書
】

 


重

大
事
故

時
，

大
規
模

損
壊
時

の
対

応
及
び

支
援

組

織
が
実
施
す
る
事
項
を
定
め
た
手
順
書

○
予
兆
情
報
に
よ
る
事
前
対
応

 

○
事
象
発
生
直
後
の
対
応
，
当
面
達
成
す
べ
き
目
標

設
定

 

○
個
別
戦
略
フ
ロ
ー

 

【
緊
急
時
対
策
所
運
用
手
順
書
】

 


重

大
事
故

時
，
大

規
模

損
壊
時

に
緊

急
時
対

策
所

の

立
上

げ
及

び
支
援

組
織

が
実
施

す
る

事
項
を

定
め

た

手
順
書

【
事
故
時
操
作
要
領
書
（

A
M

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）
】

 


炉

心
損
傷

後
に
想

定
さ

れ
る
プ

ラ
ン

ト
状
態

の
判

断

や
，

事
故

の
進
展

防
止

及
び
影

響
緩

和
の
た

め
に

実

施
す

べ
き

操
作
の

技
術

的
根
拠

と
な

る
情
報

を
定

め

た
要
領

【
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
】

 


重

大
事
故

時
，
大

規
模

損
壊
時

に
運

転
員
の

事
故

対

応
に

必
要

な
支
援

を
行

う
た
め

，
可

搬
型
設

備
等

に

よ
る

事
故

対
応
操

作
の

う
ち
，

主
に

屋
外
設

備
の

操

作
内
容
を
定
め
た
手
順
書

○
個
別
手
順
に
よ
る
対
応
操
作

 

・
航
空
機
燃
料
火
災
時
等
に
お
け
る
初
動
対
応

・
放
水
砲
等
に
よ
る
泡
消
火

 

・
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
受
電

 

・
放
射
線
管
理
，
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 

・
チ
ェ
ン
ジ
ン
グ
エ
リ
ア
の
設
営
及
び
運
用

・
大
量
送
水
車
に
よ
る
送
水

 

・
放
水
砲
に
よ
る
大
気
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散

抑
制
・
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制

・
そ
の
他
（
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
確
保
等
）

等
 

【
設
備
別
運
転
要
領
書
，
事
故
時
操
作
要
領
書
，

A
M

設
備
別

操
作
要
領
書
の
対
応
】

 


個
別
の
操
作
手
順
に
基
づ
く
，
重
大
事
故
時
，
大
規
模
損
壊

対
応

の
各

個
別

戦
略

を
実

行
す

る
た

め
の

運
転

員
操

作
を

定
め
た
手
順
書

 

島
根

原
子
力
発
電
所

 

原
子

炉
施
設
保
安
規
定

 

原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

 
緊

急
時

対
策

所
運
用

手
順
書

 

事
故

時
操
作

要
領
書

（
事
象

ベ
ー
ス

）
 

事
故

時
操
作

要
領
書

（
徴
候

ベ
ー
ス

）
 

事
故
時
操
作
要
領
書

 

（
A

M
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）

 
緊
急
時
の
措

置
要
領

 
緊

急
時

対
策

本
部
対

応
手
順

書
 

A
M

設
備

別
操

作
要
領

書
 

事
故

時
操
作

要
領
書

（
シ
ビ

ア
ア
ク

シ
デ

ン
ト
）

 

火
災

防
護
計

画
 

原
子

力
部
門

 

教
育

訓
練
手

順
書

 
緊
急
時
対
応
教
育
訓
練
手
順
書

 

原
子

力
部
門

 

力
量

管
理
手

順
書

 
緊
急
時
対
応
力
量
管
理
手
順
書

 

力
量

お
よ
び

教
育
訓

練
 

基
本

要
領

 

運
転
管

理
要

領
 

原
子

力
品
質
保
証
規
程

 

及
び

 

原
子

力
品
質
保
証
細
則

 

連
携
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外
部
事
象
に
対
す
る
対
応
操
作
の
適
合
性
に
つ
い
て

 
航
空
機
衝
突
に
対
す
る
各
対
応
操
作
の
適
用
性
の
評
価

 

○
：
衝
突
箇
所
に
対
し
て
多
重
性
を
有
し
て
い
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

△
：
衝
突
箇
所
に
よ
っ
て
使
用
可
能
で
あ
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

×
：
損
傷
す
る
可
能
性
が
高
い
設
備
に
期
待
す
る
手
順

 

地
震
に
対
す
る
各
対
応
操
作
の
適
用
性
の
評
価

 

○
：
基
準
地
震
動

Ss
に
対
し
て
一
定
程
度
裕
度
を
有
す
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

△
：
基
準
地
震
動

Ss
を
満
足
す
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

×
：
基
準
地
震
動

Ss
を
満
足
し
な
い
設
備
に
期
待
す
る
手
順

 

津
波
に
対
す
る
各
対
応
操
作
の
適
用
性
の
評
価

 

○
：
基
準
津
波
に
対
し
て
一
定
程
度
裕
度
を
有
す
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

△
：
基
準
津
波
を
満
足
す
る
設
備
に
期
待
す
る
手
順

×
：
基
準
津
波
を
満
足
し
な
い
設
備
に
期
待
す
る
手
順

 

個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

① ア ク セ ス ル ー ト 確 保 戦 略

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
よ
る
が
れ
き
撤
去
」

 

(1
.0
) 

(2
.1
) 

・
ホ

イ
ー

ル
ロ

ー
ダ

(
保

管
場

所
:
Ｅ

Ｌ
50
m,

Ｅ
Ｌ

13
～

33
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(バ

ケ
ッ
ト
容
量
:約

3.
4m

3
/台

)

－
 

被
災
状
況
・
規
模
に
よ
り
所
要
時
間

は
変
動
 

約
1.
3k
m/
h 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

② 消 火 戦 略

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
泡
消
火
」

 

(1
.1
2)
 

・
化
学
消
防
自
動
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備

数
:
２

台
(
容

量
:
約

2,
80
0L
/m
in
/
台

,
吐

出
圧

力
:
約

0.
85
MP
a)

・
小
型
動
力
ポ
ン
プ
付
水
槽
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
）

配
備

数
:
２

台
(
容

量
:
約

2,
80
0L
/m
in
/
台

,
吐

出
圧

力
:
約

0.
85
MP
a)

・
小
型
放
水
砲

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
台

・
泡
消
火
薬
剤

(３
％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
組
(容

量
:約

1,
50
0L
/組

)

・
泡
消
火
薬
剤

(１
％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:４
個
(容

量
:約

1,
00
0L
/個

)

消
火

栓
(
ろ

過
水

タ
ン

ク
，
補
助
消
火
水
槽
)

ろ
過
水
タ
ン
ク

 

補
助
消
火
水
槽

 

純
水
タ
ン
ク

 

海
水

取
水

箇
所

(
２

号

炉
取
水
槽

,荷
揚
場

,２

号
炉

放
水

槽
,
１

号
炉

取
水

槽
,
３

号
炉

取
水

管
点
検
立
坑
）
 

化
学
消
防
自
動
車
等
に
よ
る
 

泡
消
火
 

１
時
間

10
分
～
消

火
開
始
 

自
衛
消
防
隊
７
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

小
型
放
水
砲
等
に
よ
る
泡
消
火
 

１
時
間

40
分
～
消

火
開
始
 

○
 

○
 

○
 

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
航
空
機

燃
料
火
災
へ
の
泡
消
火
」

 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
)

・
放
水
砲

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
台

・
泡
消
火
薬
剤

(１
％
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:６
個
(容

量
:約

1,
00
0L
/個

)

海
水

取
水

箇
所

(
２

号

炉
取

水
槽

，
荷

揚
場

,

２
号

炉
放

水
槽

,
１

号

炉
取

水
槽

,
３

号
炉

取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

５
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

12

名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

③ 原 子 炉 停 止 戦 略

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
)

「
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
停
止
に
よ
る
原
子
炉
出
力

抑
制
」

 

(1
.1
) 

・
AT
WS

緩
和
設
備
(代

替
原
子
炉
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
機
能
)

－
 

事
故
時
操
作
要
領
書
 

(徴
候
ベ
ー
ス
) 

「
反
応
度
制
御
」
移
行
後
の
時
間
 

２
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
自
動
減
圧
，
代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
に
よ
る
原

子
炉
出
力
急
上
昇
防
止
」

 

・
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ

・
代
替
自
動
減
圧
起
動
阻
止
ス
イ
ッ
チ

－
 

３
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
ほ
う
酸
水
注
入
操
作
」
 

・
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
m3
/h
/台

,全
揚
程
:約

87
0m
)

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
６
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

③ 原 子 炉 停 止 戦 略

「
原
子
炉
水
位
低
下
操
作
」

 

(1
.1
) 

・
復
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
復
水
昇
圧
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
タ
ー
ビ
ン
駆
動
給
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

2,
90
0m

3
/h
/台

)

・
電
動
機
駆
動
給
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
40
0m

3
/h
/台

)

復
水
器
 

事
故
時
操
作
要
領
書
 

(徴
候
ベ
ー
ス
) 

「
反
応
度
制
御
」
移
行
後
の
時
間
 

６
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

２
名
 

△
 

×
 

△
 

－
 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

12
0m
～
約

90
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

△
 

○
 

△
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

32
0m

3
/h
～
約

1,
05
0m

3
/h
,

全
揚
程

:約
89
0m
～
約

26
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

△
 

○
 

○
 

「
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 
－
 

－
 

事
故
時
操
作
要
領
書
 

(徴
候
ベ
ー
ス
) 

「
反
応
度
制
御
」
移
行
後
の
時
間
 

７
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

２
名
 

△
 

×
 

○
 

－
 

「
代
替
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 
－
 

－
 

６
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
選
択
制
御
棒
手
動
挿
入
」

 
－
 

－
 

７
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
手
動
ス
ク
ラ
ム
」

 
－
 

－
 

16
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
原
子
炉
保
護
系
電
源
ス
イ
ッ
チ
切
」

 
・
原
子
炉
保
護
系
電
源
ス
イ
ッ
チ

－
 

22
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ
に
よ
る
個
別
ス
ク
ラ

ム
」

・
ス
ク
ラ
ム
テ
ス
ト
ス
イ
ッ
チ

－
 

47
分
以
内
 

△
 

×
 

○
 

－
 

「
ス
ク
ラ
ム
パ
イ
ロ
ッ
ト
弁
用
制
御
空
気
の
排
出
」

 
－
 

－
 

現
場
操
作
 

37
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

－
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 戦 略

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
事
故
時
操
作
要
領
書
(シ

ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト

),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
」

 

(1
.2
) 

(1
.3
) 

(1
.4
) 

(1
.8
) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

32
0m

3
/h
～
約

1,
05
0m

3
/h
,

全
揚
程

:約
89
0m
～
約

26
0m
)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

24
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

30
m)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

34
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

35
m)

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器

配
備
数

:１
基
(伝

熱
容
量
:約

2.
67
MW
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

「
復
水
・
給
水
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注

水
」

 

・
復
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
復
水
昇
圧
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

2,
70
0m

3
/h
/台

)

・
電
動
機
駆
動
原
子
炉
給
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
40
0m

3
/h
/台

)

復
水
器
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

△
 

・
電
源
確
保

「
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

(中
央
操
作
)
に
よ
る
原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

12
0m
～

約
90
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

「
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

(
中
央
操
作

)
に
よ
る
原

子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

75
m3
/h
,揚

程
:約

91
8m
)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

「
制
御
棒
駆
動
水
圧
系

に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ

の
注
水
」

 

・
制
御
棒
駆
動
水
圧
ポ
ン
プ

配
備
数

:
２
台

(
容

量
:
約

31
m3
/h
/
台
～
約

54
m3
/h

/
台

,
揚
程

:
約

1,
26
6m
～
約

86
0m
)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 戦 略 

「
ほ
う
酸
水
注
入
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の

注
水
」

 

(1
.2
) 

(1
.3
) 

(1
.4
) 

(1
.8
) 

・
ほ
う
酸
水
注
入
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
m3
/h
/台

,全
揚
程
:約

87
0m
) 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

ほ
う
酸
水
注
入
系

 

テ
ス
ト
タ
ン
ク

 

復
水
輸
送
系
等

 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

ほ
う
酸
水
貯
蔵
タ
ン
ク
補
給
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

ほ
う
酸
水
注
入
系
テ
ス
ト
タ
ン
ク

補
給
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間

15
分
以
内
 

△
 

×
 

○
 

「
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

(
現
場
操
作

)
に
よ
る
原

子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

75
m3
/h
,揚

程
:約

91
8m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

35
分
以
内
 

現
場
運
転
員
４
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

(現
場
操
作

)
に
よ
る
原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
,全

揚
程
:1
20
m～

約
90
0m
) 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間
以
内
 

現
場
運
転
員
４
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
逃
が
し
安
全
弁
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」

 
・
逃
が
し
安
全
弁

 

配
備
数

:1
2
個
(う

ち
自
動
減
圧
機
能
付
き
６
個
) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保
 

「
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
タ
ー
ビ
ン
・
バ
イ
パ
ス
弁
 

配
備
数

:６
個
 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

－
 

「
主
蒸
気

逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池

(補
助
盤
室

)
接

続
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池

(補
助
盤
室
) 

配
備
数

:４
個
 

・
Ｓ
Ｒ
Ｖ
用
電
源
切
替
盤
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
主
蒸
気

逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池

(原
子
炉
建
物

)

接
続
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
用
蓄
電
池

(原
子
炉
建
物
) 

配
備
数

:１
個
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備
に
よ
る
原
子
炉
減
圧
」
 

・
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
代
替
供
給
設
備

 
－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

10
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
に
よ
る
逃
が
し

安
全
弁
駆
動
源
確
保
」

 

・
逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン
ベ

 

 
配
備
数
：

30
個
(容

量
:約

47
L/
個
,充

填
圧
力
:約

15
MP
a)
 

－
 

窒
素
ガ
ス
制
御
系
か
ら
逃
が
し
安

全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
へ
の
 

切
替
え
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

逃
が
し
安
全
弁
用
窒
素
ガ
ス
ボ
ン

ベ
（
待
機
側
）
へ
の
切
替
え
 

現
場
操
作
 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

「
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器

へ
の
注
水
」

 

・
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

1,
05
0m

3
/h
,揚

程
:約

19
0m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
残
留
熱
除
去
系

(
低
圧
注
水
モ
ー
ド

)
に
よ
る
原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

10
0m
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

(
常
設

)に
よ
る
原
子
炉

圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 

低
圧
原
子
炉
代
替

 

注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 戦 略

「
復

水
輸

送
系

に
よ

る
原

子
炉

圧
力

容
器

へ
の

注

水
」

 

(1
.2
) 

(1
.3
) 

(1
.4
) 

(1
.8
) 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

B，
C－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
 

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 
・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)

・
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)

補
助
消
火
水
槽

 

ろ
過
水
タ
ン
ク

 

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 
電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

B，
C－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
 

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

「
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

(
可
搬
型

)
に
よ
る
原
子

炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
 Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水

取
水

箇
所

(
２

号

炉
取

水
槽

，
荷

揚
場

,

２
号

炉
放

水
槽

,
１

号

炉
取

水
槽

,
３

号
炉

取

水
管
点
検
立
坑
）

 

A,
B－

残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管

 

使
用
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

A－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

B－
残
留
熱
除
去
系
注
入
配
管
使
用

 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
低
圧
原
子

炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続
口

（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

・
燃
料
補
給

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑤ 水 素 爆 発 防 止 戦 略

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書

,原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
格
納
容
器
酸

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
の

水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
監
視
」

 

(1
.9
) 

(1
.1
0)
 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度

(Ｓ
Ａ
)

配
備
数

:１
個
(計

測
範
囲
:０

～
10
0v
ol
％
)

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度

(Ｓ
Ａ
)

配
備
数

:１
個
(計

測
範
囲
:０

～
25
vo
l％

)

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
格
納
容
器
内
雰
囲
気
計
装
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
水
素
濃
度
及
び
酸
素
濃
度
の
監
視
」

 

・
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

配
備
数

:１
個
(計

測
範
囲
:０

～
５
vo
l％

／
０
～
10
0v
ol
％
)

・
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

配
備
数

:１
個
(計

測
範
囲
:０

～
５
vo
l％

／
０
～
25
vo
l％

)

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
水
素
濃
度
制
御
」

 

・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
再
結
合
装
置
ブ
ロ
ワ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

25
5m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

・
可
燃
性
ガ
ス
濃
度
制
御
系
再
結
合
装
置

配
備
数

:２
個

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

へ
の
窒
素
ガ
ス
供
給
」
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

－
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒

素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）

（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物

内
）（

タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

○
 

○
 

○
 

－
 

「
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
監
視
」

 
・
原
子
炉
建
物
水
素
濃
度

配
備
数

:７
個
(計

測
範
囲
:０

～
10
vo
l％

／
０
～
20
vo
l％

)
－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
に
よ
る
水
素
濃
度
抑

制
」

 

・
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置

配
備
数

:1
8
個

－
 

－
 

－
 

(操
作
不
要
) 

－
 

△
 

○
 

○
 

－
 

「
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
水
素
ガ
ス
及
び
酸
素
ガ
ス
の
排
出
」

 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器

配
備
数

:４
基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器

配
備
数

:１
基

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

・
圧
力
開
放
板

配
備
数

:１
個

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

)

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
 Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

55
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等

) 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ

容
器
水
位
調
整
(水

張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

△
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒

素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）

（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物

内
）（

タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

△
 

×
 

△
 

－
 

「
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

開
放
に
よ
る
水
素
ガ
ス
の
排
出
」

 

・
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル

－
 

－
 

現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

△
 

○
 

○
 

・
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制

・
燃
料
補
給

・
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置

－
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー

ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
が
閉
止

状
態
の
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
放
射
性
物
質
拡
散
抑
制

・
燃
料
補
給
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前) 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書

「
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

(
常
設
)
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
)

低
圧
原
子
炉
代
替

 

注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

・
水
源
確
保

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス

プ
レ
イ
」

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

A－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

B－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ

イ
」

・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)

・
消
火
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)

補
助
消
火
水
槽

 

ろ
過
水
タ
ン
ク

 

A－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

×
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

B－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配
管

使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

×
 

×
 

○
 

「
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

(
可
搬
型

)
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
 Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

－
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

ー
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

・
燃
料
補
給

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
代
替
除
熱
」

 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
装
置

配
備
数

:６
台

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

「
原
子
炉
補
機
冷
却
系

（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含

む
。）

に
よ
る
除
熱
」
 

・
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:４
台
(容

量
:約

2,
00
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

50
m)

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

配
備
数

:４
台
(容

量
:約

1,
70
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

57
m)

・
原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器

配
備
数

:６
基
(熱

交
換
器
容
量
:約

10
MW
/基

)

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前) 

「
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
」
 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ

Ｌ
13
～

33
m
,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

・
移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ
Ｌ

1
3
～

33
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数

:３
台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

)

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

△
 

ー
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
及
び
大

型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原

子
炉
建
物
西
側
接
続
口
を
使
用
し

た
補
機
冷
却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

15
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

・
燃
料
補
給

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し

た
補
機
冷
却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

・
燃
料
補
給

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
」
 

・
大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ

Ｌ
13
～

33
m
,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
４
名
 

△
 

○
 

△
 

ー
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

・
燃
料
補
給

「
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
格
納
容
器

内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」
 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作

 
中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

「
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱
」

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作

 
中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

「
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内

の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

15
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

配
備
数

:１
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)

・
移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ
Ｌ

1
3
～

33
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
)

配
備
数

:３
台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

)

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
 
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間
５
分
以
内

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

－
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
系
統

構
成
 

現
場
操
作
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

ー
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る

補
機
冷
却
水
確
保
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原

子
炉
建
物
西
側
接
続
口
を
使
用
し

た
場
合
 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

15
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

・
燃
料
補
給

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る

補
機
冷
却
水
確
保
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し

た
場
合
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

○
 

○
 

○

2.1-196

1535



個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前) 

「
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
 

配
備
数

:４
基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)
 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

配
備
数

:１
基
 

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

 

・
圧
力
開
放
板

 

配
備
数

:１
個
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
 Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら

格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ

容
器
水
位
調
整
(水

張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

△
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒

素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）

（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物

内
）（

タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

△
 

×
 

△
 

－
 

2.1-197

1536



個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― １ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 前) 

「
耐
圧
強
化
ベ
ン
ト
ラ
イ
ン
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

－
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら

格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

２
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
４
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒

素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）

（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名
 

○
 

○
 

○
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物

内
）（

タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

△
 

×
 

△
 

－
 

2.1-198

1537



個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後)  

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(シ
ビ
ア
ア
ク
シ
デ
ン
ト
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書

,原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

 
 

 
 

「
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系

(
常
設

)に
よ
る
原
子
炉

格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」
 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 
 

低
圧
原
子
炉
代
替

 

注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
水
位
確
保

の
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

・
水
源
確
保

 
原
子
炉
圧
力
容
器
破
損
後
の
原
子

炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
の
 

場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の

注
水
」

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
消

火
系

に
よ

る
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

へ
の

注

水
」

 

・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
 

補
助
消
火
水
槽

 

ろ
過
水
タ
ン
ク

 
－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系

(
可
搬
型

)
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」
 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
接
続
口

（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
原
子
炉
ウ
ェ
ル
代
替
注
水
系
に
よ
る
原
子
炉
ウ
ェ

ル
へ
の
注
水
」

 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

「
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

(
可
搬
型

)
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
」
 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

2.1-199

1538



個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) 

「
原
子
炉
補
機
冷
却
系

（
原
子
炉
補
機
海
水
系
を
含

む
。）

に
よ
る
除
熱
」
 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
原
子
炉
補
機
海
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:４
台
(容

量
:約

2,
00
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

50
m)
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:４
台
(容

量
:約

1,
70
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

57
m)
 

・
原
子
炉
補
機
冷
却
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:６
基
(熱

交
換
器
容
量
:約

10
MW
/基

) 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る
除
熱
」
 

・
大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ

Ｌ
13
～

33
m
,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

・
移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ
Ｌ

1
3
～

33
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

) 
海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

△
 

－
 

移
動
式
代
替
熱
交
換
設
備
及
び
大

型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原

子
炉
建
物
西
側
接
続
口
を
使
用
し

た
補
機
冷
却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

15
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し

た
補
機
冷
却
水
確
保
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
」
 

・
大
型

送
水

ポ
ン

プ
車

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ

Ｌ
13
～

33
m
,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

系
統
構
成
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
４
名
 

△
 

○
 

△
 

－
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
除
熱
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

△
 

○
 

△
 

・
電
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

「
残
留
熱
除
去
系
電
源
復
旧
後
の
原
子
炉
格
納
容
器

内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」
 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作

 
中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
残

留
熱

除
去

系
電

源
復

旧
後

の
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
・
プ
ー
ル
水
の
除
熱
」
 

・
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

10
0m
) 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:２
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

－
 

中
央
制
御
室
操
作

 
中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

2.1-200
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) 

「
残
留
熱
代
替
除
去
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内

の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

・
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

15
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

・
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器

 

配
備
数

:１
台
(伝

熱
容
量
:約

9.
1M
W)
 

・
移
動

式
代

替
熱

交
換

設
備

(
保

管
場

所
:
Ｅ
Ｌ

50
m
,
Ｅ
Ｌ

1
3
～

33
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
 (
熱
交
換
器
容
量
:約

23
MW
/台

) 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
 
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
2M
Pa
) 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
及
び

原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ

イ
を
実
施
す
る
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

１
時
間
５
分
以
内

 
中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
ス
プ
レ
イ

を
実
施
す
る
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

45
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

－
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
の
系
統

構
成
 

現
場
操
作
 

１
時
間

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る

補
機
冷
却
水
確
保
 

原
子
炉
建
物
南
側
接
続
口
又
は
原

子
炉
建
物
西
側
接
続
口
を
使
用
し

た
場
合
 

現
場
操
作
 

７
時
間

20
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員

15

名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 
原
子
炉
補
機
代
替
冷
却
系
に
よ
る

補
機
冷
却
水
確
保
 

原
子
炉
建
物
内
接
続
口
を
使
用
し

た
場
合
 

現
場
操
作
 

７
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

○
 

○
 

○
 

「
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

(
常
設
)
に
よ
る
原
子

炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

23
0m

3
/h
/台

,揚
程
:約

19
0m
) 

低
圧
原
子
炉
代
替

 

注
水
槽
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

・
水
源
確
保

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス

プ
レ
イ
」

 

・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配

管
使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配

管
使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

「
消
火
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ

イ
」

 

・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
 (
容
量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
 

補
助
消
火
水
槽

 

ろ
過
水
タ
ン
ク

 

Ａ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配

管
使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

Ｂ
－
残
留
熱
除
去
系
ス
プ
レ
イ
配

管
使
用
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系

(
可
搬
型

)
に
よ
る
原

子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
」

 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

－
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
弁
操
作
等
）

 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
南
）
又
は
格
納
容
器

代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
接
続

口
（
西
）
を
使
用
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬

型
）
接
続
口
（
建
物
内
）
を
使
用
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間

10
分
以
内
 

「
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
系
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器

内
の
代
替
除
熱
」

 

・
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
冷
却
装
置

 

配
備
数

:６
台
 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

2.1-201
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑥ ― ２ 原 子 炉 格 納 容 器 除 熱 戦 略( 炉 心 損 傷 後) 

「
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
に
よ
る
原
子
炉
格

納
容
器
内
の
減
圧
及
び
除
熱
」

 

  

(1
.5
) 

(1
.6
) 

(1
.7
) 

(1
.8
) 

(1
.1
0)
 

 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ
容
器
 

配
備
数

:４
基
(設

計
流
量
:約

9.
8k
g/
s)
 

・
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
銀
ゼ
オ
ラ
イ
ト
容
器
 

配
備
数

:１
基
 

・
遠
隔
手
動
弁
操
作
機
構

 

・
圧
力
開
放
板

 

配
備
数

:１
個
 

・
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

10
0m

3
/h
[n
or
ma
l]
/台

) 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
 Ｅ

Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

－
 

中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
準
備
完
了
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

45
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 
中
央
操
作
 

非
常
用
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
切

替
盤
が
使
用
不
可
な
場
合
 

格
納
容
器
ベ
ン
ト
基
準
到
達
か
ら

格
納
容
器
ベ
ン
ト
開
始
ま
で
 

電
源
有
の
場
合

 

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

現
場
操
作
 

電
源
無
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
ス
ク
ラ
バ

容
器
へ
の
水
位
調
整
(水

張
り
) 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

△
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
又
は
窒

素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物
内
）

（
原
子
炉
建
物
付
属
棟
西
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

２
時
間
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
４
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
を
使
用
し

た
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
窒
素
ガ
ス
置
換
 

窒
素
供
給
ラ
イ
ン
接
続
口
（
建
物

内
）（

タ
ー
ビ
ン
建
物
北
側
扉
）
を

使
用
し
た
場
合
 

現
場
操
作
 

６
時
間

40
分
以
内
 

△
 

×
 

△
 

－
 

⑦ 燃 料 プ ー ル 注 水 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

 
 

 
 

「
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の

注
水
」

 

(1
.1
1)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
補
給
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

30
m3
/h
,揚

程
:約

70
m)
  

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
復
水
輸
送
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
」

 
・
復
水
輸
送
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

85
m3
/h
/台

,揚
程
:約

70
m)
  

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク

 
－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

「
消
火
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
」

 
・
補
助
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

72
m3
/h
/台

,揚
程
:約

80
m)
 

・
消
火
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

60
m3
/h
/台

,揚
程
:約

60
m)
  

補
助
消
火
水
槽

 

ろ
過
水
タ
ン
ク

 

消
火
栓
を
使
用
し
た
場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

(現
場
操
作
）

 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保

 

復
水
輸
送
系
ラ
イ
ン
を
使
用
し
た

場
合
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

×
 

○
 

・
電
源
確
保
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑦ 燃 料 プ ー ル 注 水 戦 略 

「
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
(
常

設
ス

プ
レ

イ
ヘ

ッ

ダ
)
に

よ
る

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
又

は
ス

プ
レ

イ
」

 

(1
.1
1)
 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水

取
水

箇
所

(
２

号

炉
取

水
槽

，
荷

揚
場

,

２
号

炉
放

水
槽

,
１

号

炉
取

水
槽

,
３

号
炉

取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

「
燃

料
プ

ー
ル

ス
プ

レ
イ

系
(
可

搬
型

ス
プ

レ
イ

ノ

ズ
ル

)
に

よ
る

燃
料

プ
ー

ル
へ

の
注

水
又

は
ス

プ

レ
イ
」

 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m，

Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

・
可
搬

型
ス
プ

レ
イ
ノ

ズ
ル

(
保
管

場
所

:
原
子

炉
建
物

１
階
又
は
２

階
)
 

配
備
数

:３
台
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

２
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

1
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

△
 

○
 

○
 

・
水
源
確
保

 

・
燃
料
補
給

 

「
放
水
砲
に
よ
る
放
水
」
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
放
水
砲

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場

,

２
号
炉
放
水
槽

,１
号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
燃
料
補
給

 

「
サ

イ
フ

ォ
ン

ブ
レ

イ
ク

機
能

に
よ

る
漏

え
い

抑

制
」

 

・
サ
イ
フ
ォ
ン
ブ
レ
イ
ク
機
能

 

－
 

－
 

－
 

(操
作
不
要
) 

－
 

－
 

－
 

－
 

－
 

「
燃
料
プ
ー
ル
漏
え
い
緩
和
」

 

 

・
シ
ー
ル
材

 

・
接
着
剤

 

・
ス
テ
ン
レ
ス
鋼
板

 

・
吊
り
降
ろ
し
ロ
ー
プ

 

－
 

－
 

１
時
間

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

△
 

○
 

○
 

－
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑧ 燃 料 プ ー ル 除 熱 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

 
 

 
 

「
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
の
復
旧
に
よ
る
除
熱
」

 

      

(1
.1
1)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

20
0m

3
/h
/台

,全
揚
程
:約

88
m)
 

・
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
系
熱
交
換
器
 

配
備
数

:２
基
(伝

熱
容
量
:約

1.
9M
W/
基
) 

－
 

－
 

電
源
有
の
場
合

 

中
央
制
御
室
操
作

 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

△
 

○
 

○
 

・
電
源
確
保

 

⑨ 放 射 性 物 質 拡 散 抑 制 戦 略 

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
及
び
放
水
砲
に
よ
る
大
気
へ

の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
」

 

(1
.1
2)
 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
放
水
砲

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
 

海
水

取
水

箇
所

(
２

号

炉
取

水
槽

，
荷

揚
場

,

２
号

炉
放

水
槽

,
１

号

炉
取

水
槽

,
３

号
炉

取

水
管
点
検
立
坑
）
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
燃
料
補
給

 

「
放
射
性
物
質
吸
着
材
に
よ
る
海
洋
へ
の
放
射
性
物

質
の
拡
散
抑
制
」

 

・
放
射
性
物
質
吸
着
材

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:４
組
 

－
 

－
 

現
場
操
作
 

４
時
間

20
分
以
内
 
緊
急
時
対
策
要
員
５
名
 

○
 

○
 

△
 

－
 

「
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
に
よ
る
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質

の
拡
散
抑
制
」

 

   

・
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス

(２
号
炉
放
水
接
合
槽
用
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,

Ｅ
Ｌ

8.
5m
) 

配
備
数

:約
40
m 

・
シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス

(輪
谷
湾
用
)(
保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:約
68
0m
 

・
小
型
船
舶

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
隻
 

－
 

２
号
炉
放
水
接
合
槽
へ
の
１
重
目

の
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
設
置
の
場
合
 

現
場
操
作
 

３
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
７
名
 

○
 

○
 

△
 

－
 

輪
谷
湾
へ
の
１
重
目
の
 

シ
ル
ト
フ
ェ
ン
ス
の
設
置
の
場
合
 

現
場
操
作
 

24
時
間
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
７
名
 

○
 

○
 

△
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑩ 電 源 確 保 戦 略 

○
事
故
時
操
作
要
領
書

(徴
候
ベ
ー
ス
),
Ａ
Ｍ
設
備
別
操
作
要
領
書
,原

子
力
災
害
対
策
手
順
書
 

 
 

 
 

「
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及

び
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
受
電
」
 

(1
.1
4)
 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

配
備
数

:２
台
 (
容
量
:約

6,
00
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.9
kV
) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

配
備
数

:２
基
(容

量
:約

7.
9m

3
/基

) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
5M
Pa
) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

配
備
数

:１
基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

) 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 

－
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
の
場
合
 

（
中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
）
 

40
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

－
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
受
電
の
場
合
 

（
中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
）
 

１
時
間

10
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
の
場
合
 

（
現
場
か
ら
の
起
動
）
 

１
時
間

5
分
 

以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

△
 

○
 

○
 

Ｍ
／
Ｃ
 
Ｃ
系
受
電
の
場
合
 

（
現
場
か
ら
の
起
動
）
 

１
時
間

10
分
 

以
内
 

△
 

○
 

○
 

「
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン

タ
及
び
Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
」

 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

6,
00
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.9
kV
) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
サ
ー
ビ
ス
タ
ン
ク

 

配
備
数

:２
基
(容

量
:約

7.
9m

3
/基

) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
燃
料
移
送
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
5M
Pa
) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

配
備
数

:１
基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

) 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

－
 

中
央
制
御
室
か
ら
の
起
動
 

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

－
 

現
場
か
ら
の
起
動
 

55
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

「
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
よ

る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

 
配
備
数

:１
台
(容

量
:約

4,
00
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.9
kV
) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
デ
イ
タ
ン
ク
 

 
配
備
数

:１
基
(容

量
:約

９
m3
/基

) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
燃
料
移
送
ポ
ン
プ
 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

4.
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
54
MP
a)
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

 
配
備
数

:１
基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

24
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

30
m)
 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
ポ
ン
プ

 

配
備
数

:１
台
(容

量
:約

34
0m

3
/h
,全

揚
程
:約

35
m)
 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

－
 

－
 

１
時
間

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

△
 

－
 

「
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
常
設
）
を
使
用
し

た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル

(常
設
) 
 

－
 

－
 

１
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

－
 

「
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル
（
可
搬
型
）
を
使
用

し
た
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／
Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
号
炉
間
電
力
融
通
ケ
ー
ブ
ル

(可
搬
型
) 

－
 

－
 

４
時
間

25
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
１

名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

△
 

×
 

○
 

－
 

「
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
又
は
Ｍ
／

Ｃ
 
Ｄ
系
受
電
」
 

・
高
圧
発
電
機
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:７
台
 (
容
量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
) 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 
－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
 

高
圧
発
電
機
車
接
続
 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

○
 

○
 

○
 

・
燃
料
補
給

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
 

高
圧
発
電
機
車
接
続
 

プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

○
 

○
 

○
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

(緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
)の

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

40
分
以
内
 

○
 

○
 

○
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

⑩ 電 源 確 保 戦 略 

「
高
圧
発
電
機
車
に
よ
る
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
及
び

Ｓ
Ａ
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
受
電
」

 

(1
.1
4)
 

・
高
圧
発
電
機
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:７
台
 (
容
量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
) 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
 

・
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
 

・
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 

・
Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

○
 

○
 

○
 

・
燃
料
補
給

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
す

る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

35
分
以
内
 

○
 

○
 

○
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

(緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
)の

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

４
時
間

40
分
以
内
 

○
 

○
 

○
 

「
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
」

 
・
Ｂ
－

11
5V

系
蓄
電
池
 

・
Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電
池
(Ｓ

Ａ
) 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
 

・
23
0V

系
蓄
電
池
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
) 

・
Ｂ
－

11
5V

系
充
電
器
盤
 

・
Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
) 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
 

・
23
0V

系
充
電
器
盤
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
) 

－
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
，Ｂ

１
－
11
5V

系
蓄
電
池
(Ｓ

Ａ
)及

び
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
蓄
電
池
に
よ
る
給
電
 

－
 

(操
作
不
要
) 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

△
 

－
 

Ｂ
－
11
5V

系
蓄
電
池
か
ら
Ｂ
１
－

11
5V

系
蓄
電
池
(Ｓ

Ａ
)受

電
切
替

え
完
了
及
び
不
要
負
荷
 

切
離
し
操
作
完
了
ま
で
 

30
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

○
 

△
 

Ａ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
，
 

中
央
制
御
室
監
視
計
器
Ｃ
系
受
電

完
了
ま
で
 

20
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

Ｂ
－
11
5V

系
充
電
器
盤
，
Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
)，

Ｓ
Ａ

用
11
5V

系
充
電
器
盤
，
 

23
0V

系
充
電
器
盤
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
)及

び
中
央
制
御
室
監
視
計
器
Ｄ
系
受

電
完
了
ま
で
 

20
分
以
内
 

△
 

○
 

○
 

「
所
内
常
設
直
流
電
源
設
備
（
３
系
統
目
）
に
よ
る

給
電
」

 

・
11
5V

系
蓄
電
池
（
３
系
統
目
）
 

－
 

－
 

20
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

－
※
１
 

－
※
１
 

－
※
１
 

－
 

「
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
」

 
・
高
圧
発
電
機
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:７
台
(容

量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
) 

・
Ｂ
１
－

11
5V

系
充
電
器
盤
(Ｓ

Ａ
) 

・
Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
 

・
23
0V

系
充
電
器
盤
(常

用
) 

－
 

原
子
炉
建
物
西
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の

場
合
 

現
場
操
作
 

５
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

△
 

○
 

△
 

・
燃
料
補
給

 

原
子
炉
建
物
南
側
の
高
圧
発
電
機

車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の

場
合
 

現
場
操
作
 

５
時
間

10
分
以
内
 

△
 

○
 

△
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
建
物

(緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
)の

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ

 

接
続
プ
ラ
グ
盤
に
接
続
す
る
場
合
 

現
場
操
作
 

５
時
間

50
分
以
内
 

△
 

○
 

△
 

「
直
流
給
電
車
に
よ
る
直
流
盤
へ
の
給
電
」

 
・
高
圧
発
電
機
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:７
台
(容

量
:約

50
0k
VA
/台

,電
圧
:6
.6
kV
) 

・
直
流
給
電
車

11
5V
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m)
 

配
備
数

:１
台
 

・
直
流
給
電
車

23
0V
(保

管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m)
 

配
備
数

:１
台
 

－
 

廃
棄
物
処
理
建
物
南
側
の
直
流
給

電
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続

の
場
合
(Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
及
び

23
0V

系
直
流
盤
(Ｒ

Ｃ
Ｉ
Ｃ
))
 

現
場
操
作
 

４
時
間

15
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
３
名
 

○
 

○
 

△
 

・
燃
料
補
給

 
原
子
炉
建
物
南
側
の
直
流
給
電
車

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
に
接
続
の
場

合
(Ｂ

－
11
5V

系
直
流
盤
(Ｓ

Ａ
)及

び
23
0V

系
直
流
盤
(常

用
))
 

現
場
操
作
 

４
時
間

15
分
以
内
 

○
 

○
 

△
 

「
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル
を
使
用
し
た
Ａ
－

11
5V

系

直
流
盤
又
は
Ｂ
－

11
5V

系
直
流
盤
受
電
」
 

・
号
炉
間
連
絡
ケ
ー
ブ
ル

 
－
 

－
 

現
場
操
作
 

55
分
以
内
 

現
場
運
転
員
２
名
 

△
 

×
 

○
 

－
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個
別

 

戦
略

 
手
順
書
等
 

技
術
的
能
力
 

に
係
る
審
査

基
準
の
該
当

項
目
 

主
な
使
用
設
備
(保

管
場
所
,仕

様
等
) 

水
源
 

備
考
 

所
要
時
間
（
目
安

) 
必
要
人
員
(目

安
) 

航
空
機
 

衝
突
 

地
震
 

津
波
 

手
順
成
立
の
た
め
に

 

必
要
な
手
順

 

水 源 確 保 

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
大
量
送
水
車
に
よ
る
補
給
」
 

(1
.1
3)
 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(西
２
）
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
又
は
復

水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

○
 

・
燃
料
補
給

 
純
水
タ
ン
ク

 

１
号
ろ
過
水
タ
ン
ク

 

２
号
ろ
過
水
タ
ン
ク

 

非
常
用
ろ
過
水
タ
ン
ク

 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
 

補
給
 

現
場
操
作
 

１
時
間

50
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

×
 

○
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

現
場
操
作
 

１
時
間

30
分
以
内
 

輪
谷
貯
水
槽

(東
１
）
 

輪
谷
貯
水
槽

(東
２
）
 

輪
谷
貯
水
槽
(西

１
)又

は
輪
谷
貯

水
槽
(西

２
)へ

の
補
給
 

現
場
操
作
 

１
時
間

20
分
以
内
 
緊
急
時
対
策
要
員
６
名
 

○
 

○
 

○
 

「
大
量
送
水
車
又
は
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

に
よ
る
補

給
」

 

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
 
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
) 

大
量
送
水
車
に
よ
る
輪
谷
貯
水
槽

(西
１
)又

は
輪
谷
貯
水
槽
(西

２
)

へ
の
補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

△
 

・
燃
料
補
給

 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
輪
谷

貯
水
槽
(西

１
)又

は
輪
谷
貯
水
槽

(西
２
)へ

の
補
給
 

現
場
操
作
 

３
時
間

40
分
以
内
 

○
 

○
 

△
 

大
量
送
水
車
に
よ
る
復
水
貯
蔵
タ

ン
ク
へ
の
補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

×
 

△
 

大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
に
よ
る
復
水

貯
蔵
タ
ン
ク
へ
の
補
給
 

現
場
操
作
 

３
時
間

50
分
以
内
 

○
 

×
 

△
 

「
大
量
送
水
車
及
び
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
又
は
大
量

送
水
車

(２
台
)に

よ
る
補
給
」
 

    

・
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
 
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:３
台
(容

量
:約

1,
80
0m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

1.
4M
Pa
) 

・
大
量
送
水
車

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
50
m,
Ｅ
Ｌ
44
m,
Ｅ
Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ

8.
5m
)
 

配
備
数

:５
台
(容

量
:約

16
8m

3
/h
/台

,吐
出
圧
力
:約

0.
85
MP
a)
 

海
水
取
水
箇
所

(２
号

炉
取
水
槽
，
荷
揚
場
,

２
号
炉
放
水
槽
,１

号

炉
取
水
槽

,３
号
炉
取

水
管
点
検
立
坑
) 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
 

補
給
 

現
場
操
作
 

２
時
間

10
分
以
内
 

中
央
制
御
室
運
転
員
 

１
名
 

緊
急
時
対
策
要
員
 

12
名
 

○
 

○
 

△
 

・
燃
料
補
給

 

燃 料 補 給 

○
原
子
力
災
害
対
策
手
順
書

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

「
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
又
は
非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

等
か
ら

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
」

 

(1
.1
4)
 

・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

3.
0m

3
/台

) 

・
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

 

 配
備
数

:１
基
(容

量
:約

56
0m

3
/基

) 

・
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

  
配
備
数

:２
基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

) 

配
備
数

:３
基
(容

量
:約

10
0m

3
/基

) 

・
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

 

 配
備
数

:１
基
(容

量
:約

17
0m

3
/基

) 

－
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ

ン
ク
か
ら
補
給
の
場
合
 

(タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り
) 

１
時
間

50
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
又
は
高
圧
炉
心
ス
プ

レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料

貯
蔵
タ
ン
ク
か
ら
補
給
の
場
合
 

(タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り
) 

２
時
間

30
分
以
内
 

○
 

○
 

○
 

「
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
か
ら
各
機
器
等
へ
の
給
油
」

 
・
タ
ン
ク
ロ
ー
リ

(保
管
場
所
:Ｅ

Ｌ
13
～
33
m,
Ｅ
Ｌ
8.
5m
) 

配
備
数

:２
台
(容

量
:約

3.
0m

3
/台

) 
－
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
１
台
当
た
り
 

30
分
以
内
 

緊
急
時
対
策
要
員
２
名
 

○
 

○
 

○
 

－
 

※
１
：
当
該
対
応
操
作
に
期
待
す
る
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
は
な
い
。
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